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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

令和元年度 研究関連業務評価委員会 

議事次第 

日 時：令和 2 年 3 月 23 日（月）11:00-15:55  

場 所：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくばセンター 

第一事業所 本部・情報棟 1 階ネットワーク会議室 

開会挨拶  理事・評価部長 加藤 一実 11:00-11:05 

委員等紹介・資料確認 評価部研究評価室 西村 聡 11:05-11:10 

各項目についての説明（質疑含む） （議事進行：和坂 貞雄 評価委員長） 

１．企画本部（説明 20 分、質疑及び評価記入 20 分） 11:10-11:50 

理事・企画本部長 山内 輝暢 

・第４期中長期目標期間における実績・成果

・令和元年度の実績・成果

２．イノベーション推進本部（説明 20 分、質疑及び評価記入 20 分） 11:50-12:30 

イノベーション推進本部長 渡利 広司 

・第４期中長期目標期間における実績・成果

・令和元年度の実績・成果

昼食・休憩（50 分） 12:30-13:20 

各項目についての説明（質疑含む） （議事進行：和坂 貞雄 評価委員長） 

３．TIA 推進センター（説明 5 分、質疑及び評価記入 5 分） 13:20-13:30 

理事・ＴＩＡ推進センター長 金丸 正剛 

・第４期中長期目標期間における実績・成果

・令和元年度の実績・成果

４．環境安全本部（説明 5 分、質疑及び評価記入 5 分） 13:30-13:40 

 理事・環境安全本部長 島田 広道 

・第４期中長期目標期間における実績・成果

・令和元年度の実績・成果

５．情報セキュリティ部（説明 5 分、質疑及び評価記入 5 分） 13:40-13:50 

副理事長・最高情報セキュリティ責任者 三木 幸信 

・第４期中長期目標期間における実績・成果

・令和元年度の実績・成果

６．総務本部・コンプライアンス推進本部・監査室（説明 20 分、質疑及び評価記入 20 分） 

13:50-14:30 

理事(統括)・総務本部長 白石 重明 

・第４期中長期目標期間における実績・成果

・令和元年度の実績・成果

休憩（15 分） 14:30-14:45 

-1-



総合討論・評価委員討議・講評 （議事進行：和坂 貞雄 評価委員長） 

総合討論（評価対象部署への質疑を含む） （20 分） 14:45-15:05 

評価委員討議（評価対象部署退席）  （35 分） 15:05-15:40 

委員長講評（評価対象部署着席）   （5 分） 15:40-15:45 

副理事長挨拶 副理事長 三木 幸信 15:45-15:50 

閉会挨拶 理事・評価部長 加藤 一実 15:50-15:55 
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委員長 氏名 所属 役職名

○ 和坂　貞雄
元和歌山県工業技術センター　所長
SRCテクノ株式会社

鈴木　直子 森林研究・整備機構 監事

羽田　尚子 中央大学　商学部 教授

藤田　正男 藤田正男公認会計士・税理士事務所 代表

山崎　晃 千葉工業大学　社会システム科学部 教授

研究関連業務評価委員会
評価委員

所属・役職名は委員会開催時
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 令和元年度 研究関連業務評価委員会 

評価資料（実績と効果）：期間実績評価 

1．企画本部・評価部

Ⅰ．１．(９) 地域イノベーションの推進等（地域イノベーションの推進） ＜一部＞ 

Ⅰ．１．(11) 「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入 

＜一部＞ 

Ⅰ．１．(12)  追加的に措置された交付金 

Ⅰ．３．(２) 組織の見直し ＜一部＞ 

Ⅰ．３．(３) 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞ 

Ⅱ．２． PDCA サイクルの徹底 

Ⅱ．５． 業務の効率化 ＜一部＞ 

 Ⅲ. 財務内容の改善に関する事項 ＜一部＞ 

 Ⅴ． 不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

Ⅶ．１．  広報業務の強化 

 Ⅶ．４ 内部統制に係る体制の整備 
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Ⅰ．１．（９） 地域イノベーションの推進等（①地域イノベーションの推進） 

【中長期目標】 

産総研のつくばセンター及び全国 8 カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に

連携し、地域における「橋渡し」を推進するものとする。特に、各都道府県に所在する

公設試に産総研の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化

し、橋渡しを全国レベルで行う体制の整備を行うものとする。 

また、第 4期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の

進捗状況の把握・評価を行った上で、別紙に掲げる重点的に推進するべき具体の研究開

発も踏まえつつ、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、他地域からの人

材の異動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強することにより研究

内容の強化を図るものとする。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門

等を縮小若しくは廃止するものとする。 

【中長期計画】 

産総研のつくばセンター及び全国 8 カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に

連携し、地域における「橋渡し」を推進する。特に、各都道府県に所在する公設試に産

総研の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡しを

全国レベルで行う体制の整備を行う。具体的には、産総研職員による公設試への出向、

公設試職員へのイノベーションコーディネータの委嘱等の人事交流を活かした技術協力

を推進し、所在地域にこだわることなく関係する技術シーズを有した研究ユニットと連

携して、地域中堅・中小企業への「橋渡し」等を行う。加えて、公設試の協力の下、産

総研の技術ポテンシャルとネットワークを活かした研修等を実施し、地域を活性化する

ために必要な人材の育成に取り組む。 

さらに、第 4 期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能

の進捗状況の把握・評価を行った上で、橋渡し機能が発揮できない地域センターについ

ては、他地域からの人材の異動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補

強することにより研究内容の強化を図る。その上で、将来的に効果の発揮が期待されな

い研究部門等を縮小若しくは廃止する。 

【実績】 

「まち・ひと・しごと創生本部」の「政府関係機関移転基本方針」に基づき、平成 28 年

4 月 1 日に、石川と福井の両県の公設試内に、連携拠点として「石川サイト」と「福井サイ

ト」を設置し、県内企業への橋渡しを推進した。具体的には、県、公設試及び産業支援機関

(地域産業振興のための公的支援機関)等との連携により、石川では 13 名(うち 10 名は産総

研イノベーションコーディネータとして委嘱した公設試等の職員)、福井では 18 名(同 13

名)のイノベーションコーディネータ等が、県内企業を訪問するなどして技術相談等を実施

した(令和元年度までの 4 年間で、石川では 152 社 536 回、福井では 112 社 357 回)。つく

ば・各地域センターのイノベーションコーディネータや産総研イノベーションコーディネ
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ータが、地域企業の技術ニーズにチームで応える活動に取り組んだ。また、令和元年度まで

の 4 年間で、サイト設置記念セミナーやサイトの活動と関連のある産総研の技術を地域企

業等に紹介する「テクノブリッジセミナー」を石川で 10 回、福井で 9 回実施するなど、イ

ベントを積極的に開催した。 

【効果】 

「石川サイト」と「福井サイト」では、公設試等と密接に連携して県内企業への「橋渡し」

を推進した結果、各地域の重点産業の発展に貢献した。つくば・各地域センターのイノベー

ションコーディネータや産総研イノベーションコーディネータが、地域企業の技術ニーズ

にチームで応える活動に取り組んだ結果、令和元年度までの 4 年間で、石川では 29 件、福

井では 29 件の共同研究等が新規に成立した。これは、サイト設置前、平成 25〜27 年度の 3

年間における新規の共同研究等の成立件数が石川では 7件、福井では 14 件であったことと

比較して、大幅に伸びており、北陸地域における企業の更なる競争力強化に繋がった。 

 

 

【実績】 

「まち・ひと・しごと創生本部」の「政府関係機関移転基本方針」に基づき、平成 28 年

4 月に、名古屋大学内に「産総研・名大窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーション

ラボラトリ」(GaN-OIL)を開所した。平成 28 年度は、名古屋大学及び名古屋工業大学と窒化

ガリウム(GaN)パワー集積回路の実現に向けた金属酸化物半導体(MOS)、平成 29 年度はファ

インセラミックスセンターと、平成 30 年度は愛知工業大学との共同研究を開始した。例え

ば、名古屋大学及び名古屋工業大学と実施した、GaN パワー集積回路の実現に向けた MOS 技

術開発の共同研究では、界面欠陥を低減するプロセス開発に成功した。また、名古屋大学が

事務局となっている GaN 研究コンソーシアムの中核機関として、関係機関や企業等との連

携を図った。平成 30 年度は、独自な高指向性 LED 用の微小角錐台形成等の成果を上げた。

名古屋大学内の新施設「エネルギー変換エレクトロニクス実験施設(C-TECs)」にもスペース

を確保し、同じく C-TECs に常駐する企業の中の 1 社と、先述の成果に基づき、マイクロ LED

ディスプレイに関するベンチャー起業について具体的な検討を開始した。 

令和元年度は GaN コンソーシアムの一般社団法人化に伴い、GaN 実用化ワーキンググルー

プ(WG)に参画することとなり、コアメンバーとして活動することになった。さらに、愛知県

が令和元年度から開始する「知の拠点あいち重点研究プロジェクト」へのパワーデバイスに

関する研究提案が採択され、令和元年度から研究開発を実施することになった。 

一方、平成 29 年 1 月 11 日には、九州大学伊都キャンパス内に、最先端の水素材料強度に

関する研究を実施する研究連携拠点、「産総研・九大水素材料強度ラボラトリ」(HydroMate)

を設置した。福岡水素戦略との連携のもと、革新的耐水素材料の開発を目指して、産総研の

「橋渡し」につながる基礎研究を推進した。例として、平成 30 年度には、材料強度特性に

与える水素の影響をナノレベルからマクロレベルまで俯瞰的に捉えるマルチスケール解析
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により、従来説を覆す新たな水素脆化モデルを提唱した。平成 29 年度には水素先端世界フ

ォーラムを主催、平成 30 年度には日・中・韓ワ-クショップを共催した。 

令和元年度は福岡市において水素先端世界フォーラムと日・中・韓ワークショップを主催

した。人材育成の成果としては、リサーチアシスタント(RA)、ポストドクターの雇用を積極

的に行い、1名が福岡地区の大学教員の職アカデミックポジションを獲得している。さらに、

ノルウェーの研究機関との国際的な研究連携も進めている。 

【効果】 

GaN-OIL は GaN 研究コンソーシアムにおける活動をベースに愛知県内の大学や企業との

連携を促進し、地域・中小企業への「橋渡し」を推進してきた。また、平成 30 年度から、

名古屋大学に新設された「エネルギー変換エレクトロニクス実験施設(C-TECs)」を活用して、

ベンチャー企業立ち上げを継続的に検討中である。令和元年度には「知の拠点あいち重点研

究プロジェクト」に採択され、地元企業への橋渡しを強化している。 

HydroMate は、金属材料の世界的に類を見ないマルチスケール解析可能な拠点を整備し、

産総研の「橋渡し」につながる基礎研究を推進してきた。さらに、平成 29 年度より国際フ

ォーラムやワークショップ開催を通して、九州を中心として世界最先端の拠点形成や東ア

ジアでの連携形成の実績もあげた。 

以上のように、GaN-OIL 及び HydroMate が、愛知県及び福岡県内の大学や企業と連携する

ことで、当該地域の発展のみならず日本の競争力強化に繋がった。 
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Ⅰ．１．（１１） 「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入 

【中長期目標】 

 「橋渡し」研究では事業化に向けた企業のコミットメント獲得が重要であることか

ら、「橋渡し」研究を担う研究領域の評価を産総研内で行う場合には、産業界からの資

金獲得の増加目標の達成状況を最重視して評価し、資金獲得金額や受託件数によって、

研究資金の配分を厚くするなどのインセンティブを付けるものとする。但し、公的研究

機関としてのバランスや長期的な研究開発の実施を確保する観点から、インセンティブ

が付与される産業界からの資金獲得金額や受託件数に一定の限度を設けることも必要で

ある。また、具体的な評価方法を定めるにあたっては、一般に一社当たりの資金獲得金

額は小さい一方、事業化に関しては大企業以上に積極的である中堅・中小企業からの受

託研究等の取り扱いや、研究分野毎の特性に対する考慮などを勘案した評価方法とする

ことが必要である。 

【中長期計画】 

「橋渡し」研究では事業化に向けた企業のコミットメント獲得が重要であることか

ら、「橋渡し」研究を担う領域の評価を産総研内で行う場合には、産業界からの資金獲

得の増加目標の達成状況を最重視して評価し、資金獲得金額や受託件数によって、研究

資金の配分を厚くするなどのインセンティブを付ける。但し、公的研究機関としてのバ

ランスや長期的な研究開発の実施を確保する観点から、インセンティブが付与される産

業界からの資金獲得金額や受託件数に一定の限度を設ける。また、具体的な評価方法を

定めるにあたっては、一般に一社当たりの資金獲得金額は小さい一方、事業化に関して

は大企業以上に積極的である中堅・中小企業からの受託研究等の取り扱いや、研究分野

毎の特性に対する考慮などを勘案した評価方法とする。 

【実績】 

第 4 期中長期目標期間より民間資金獲得が最重要の目標とされたことに伴い、外部資金

獲得に応じて配分する実績評価配分(インセンティブ予算)を増額させた。その内訳として、

特に民間資金獲得への貢献を重視し、インセンティブの配分率を大きくした。 

平成 27 年度予算は、研究予算総額に占める実績評価配分(外部資金獲得に応じて配分す

るインセンティブ予算)の割合が、これまでの 20%から 48%に一気に拡充された一方、研究者

一人当たりに配分される基礎配分の割合が 29%に減少した。平成 28 年度予算は、実績評価

配分及び基礎配分の割合が、38%及び 32%、平成 29 年度予算は、31%及び 28%、平成 30 年度

予算は、35%及び 25%となり、実績評価配分の割合が基礎配分の割合を上回るよう配分した。 

以上の取組の結果、平成 27 年度、平成 28 年度、平成 29 年度の民間資金獲得額は、それ

ぞれ 53.2 億円、73.4 億円、83.3 憶円と継続的に増加し、平成 30 年度末には、92.6 億円と

なり、平成 29 年度の実績を上回り、目標額の 80%に迫る勢いである。その結果、民間資金

獲得額は、基準年(平成 23 年度から平成 25 年度)の平均値である 46 億円の約 2 倍となる見

込みである。 
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令和元年度予算においても上記予算配分方針を維持し、実績評価配分の割合が基礎配分

の割合を上回るよう重点的に配分した。 

【効果】 

評価結果を予算配分に反映させることにより、第 4 期中長期目標の最重要の経営課題で

ある「橋渡し」機能強化についての研究職員の取組意識が醸成された。その結果、民間資金

獲得額は、平成 30 年度末までに基準年(平成 23 年度から平成 25 年度)の平均値である 46

億円の約 2 倍を超える 100 億円を達成した。事業化に向けた企業のコミットメント獲得の

指標の一つである産業界からの資金獲得額の増加により、「橋渡し」機能強化が進んだ。 

 

 

【実績】 

平成 27 年度から第 4 期中長期目標期間を通して、各領域の評価は、各年度計画に領域ご

とに掲げた各種数値目標の達成状況に加え、具体的な研究開発成果の質的量的状況等を踏

まえて実施した。 

知的基盤整備の評価は、地質図、地球科学図等の整備状況、計量標準及び標準物質の整備

状況等を指標として、国の知的基盤整備計画に基づいて着実に知的基盤の整備に取り組ん

でいるか、計量法に関わる業務を着実に実施しているかを評価軸とした。 

各領域予算において、外部資金獲得額等や主務大臣による領域評価を実績評価配分及び

知的基盤配分に反映させただけでなく、論文発表数、若手育成等の長期的な展望も考慮して

予算配分を実施した。 

以上の取組の結果、第 4 期中長期目標期間において難易度が高い目標として位置づけら

れている民間資金獲得額が基準年(平成 23 年度から平成 25 年度)の平均値である 46 億円の

約 2 倍以上に増加し、令和元年度には 100 億円を超えた。平成 29 年度から民間資金獲得額

に並び最も重要な目標として加えられた産総研技術移転ベンチャーに対する民間からの出

資額は、平成 29 年度は目標の 166%、平成 30 年度は目標の 301%と大幅に越えた。また、論

文発表数は、第 3 期中期目標期間では減少傾向にあったが、第 4 期中長期目標期間では、増

加傾向に転じた。 

【効果】 

実績評価やそれらに基づく研究資金配分が、領域の研究活動の更なる活性化及び「橋渡し」

機能の強化に結び付き、論文発表数も増加傾向に転じたことで、科学技術の発展への貢献度

が向上した。 
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Ⅰ．１．（１２） 追加的に措置された交付金 

【中長期計画】 

平成 27 年度補正予算(第 1 号により追加的に措置された交付金については、「一億総活

躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」の生産性革命の実現及び「総合的な TPP 関

連政策大綱」のイノベーション等による生産性向上促進のために措置されたことを認識

し、IoT 等先端技術の研究開発環境整備事業のために活用する。 

平成 28 年度補正予算(第 2 号)により追加的に措置された交付金については、「未来へ

の投資を実現する経済対策」の 21 世紀型のインフラ整備のために措置されたことを認識

し、人工知能に関するグローバル研究拠点整備事業のために活用する。 

【実績】 

平成 27 年度補正予算(第 1 号)により追加的に措置された「人工知能・IoT 研究開発加速

のための環境整備事業」の一環として、人工知能(AI)・IoT 研究開発のための共用プラット

フォームである産総研 AI クラウド（AAIC）を開発した（平成 29 年 4 月運用開始）。AAIC は、

平成 29 年 6 月に公表された計算システムの電力性能ランキングである Green 500 において

世界第 3 位、空冷のシステムとして世界第 1位を獲得した。 

平成 28 年度補正予算(第 2 号)により追加的に措置された交付金により、模擬的な医療・

介護現場、住環境、工場等の実証環境における評価装置類、ナノバイオセンサ等設計・試作・

実装用装置類等を調達し、AI 技術を搭載した機器等の試作・実証・評価環境の整備等を行

った。これにより、AI に関するグローバル研究拠点として柏ハブ拠点（平成 30 年 11 月 16

日竣工）および臨海ハブ拠点（平成 30 年 12 月 28 日竣工）を構築し、またこれらに先立ち

柏ハブ拠点には、AI 技術の普及促進のための AI 用クラウドサーバー（ABCI）を設置した（平

成 30 年 8 月運用開始）。特に柏ハブ拠点については、東京大学、経済産業省産業技術環境局

及び産総研が締結した「グローバル AI 研究拠点」に関する協定に基づいて東京大学の柏 II

キャンパス内に整備され、産総研と東京大学とが一体となって、AI 技術と我が国の強みで

あるものづくり技術を融合させることにより、新たな付加価値を企業と共に創出する研究

開発の連携・協力推進を実施した。これらにともない、人間拡張研究センターの新設（平成

30 年 11 月 1 日）と、人工知能研究センター内における「人工知能に関するグローバル研究

拠点に関する研究推進体制」の編成（平成 31 年 1 月 1 日）を、それぞれ行った。柏ハブ拠

点に整備された ABCI は、国内の産学官連携によって、平成 30 年 10 月に実施した第 2 回

ABCI グランドチャレンジにおいて、平成 30 年度の深層学習の学習速度で世界最速を大幅に

更新した。このように世界一のインフラを整備できたことは、特に顕著な成果である。さら

に ABCI は、世界のスーパーコンピューターの省エネ性能ランキング Green 500 List の第 4

位も獲得した。令和元年 12 月現在、4 月から本格稼働した柏ハブ拠点及び臨海ハブ拠点に

おいて、これまで追加的に措置された交付金で整備したインフラをさらに活用した、AI に

関するグローバル研究に取り組んでいる。 

【効果】 
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平成 27 年度補正予算(第 1 号)により AAIC を共用プラットフォームとすることで、産総

研・株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル（DMP）・東京大学・日本電気株式会社

（NEC）による、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「IoT 推進

のための横断技術開発」を始めとする複数の公的プロジェクトの受託、NEC-産総研人工知能

連携研究室の整備、およびパナソニック-産総研先進型 AI 連携研究ラボの整備が行われた。

また、AAIC を活用して、情報通信研究機構（NICT）が、特許庁における“次期機械翻訳サー

ビス”のための中核技術を開発した。令和元年 12 月時点までに、AAIC は民間企業、大学、

および国立研究機関など約 250 ユーザーに利用され（約 1.5 億円分の利用）、10 件の AAIC

関連プロジェクトが実施されている（約 5.2 億円の外部資金獲得）。このように他機関にも

活用できるシステムが構築できたことは大きな効果であり、今後も AAIC を活用したシステ

ムが外部機関から開発されると期待される。 

平成 28 年度補正予算（第 2 号）により追加的に措置された交付金によって、柏ハブ拠点

の竣工（平成 30 年 11 月 16 日）及び臨海ハブ拠点の竣工（平成 30 年 12 月 27 日）の前か

ら、AI 技術を搭載した機器等の試作・実証・評価環境等が本格的に整備されることを想定

した研究活動を事前に進めることが可能となった。これらの活動によって、平成 29 年度か

ら令和元年 12 月時点までに、柏ハブ拠点で 10 件、臨海ハブ拠点で 5 件の NEDO をはじめと

する公的資金プロジェクト参画、および柏ハブ拠点で 94 件（約 2.6 億円の外部資金獲得）、

臨海ハブ拠点で 43 件（約 1.7 億円の外部資金獲得）の民間企業・大学との共同研究実施、

およびコンソーシアム設立（「人が主役となるものづくり革新推進コンソーシアム： HCMI

コンソーシアム」2019 年春）に繋がった。また ABCI の深層学習速度の世界最速記録の大幅

更新（平成 30 年 10 月）は、その後の ABCI の飛躍的な利用拡大を促し、令和元年 12 月時点

までに、「共用高性能計算機 ABCI 利用規約」に基づく外部利用 173 件、内部利用 155 件（約

7.3 億円分の利用）、および 84 件の ABCI 関連プロジェクトの実施に繋がった（約 43 億円の

外部資金獲得）。さらに、宇宙航空研究開発機構（JAXA）、国立情報学研究所（NII）、NICT を

はじめとする中核的研究機関との連携も調整中である。以上のように、今後も ABCI が幅広

く利用されていくことが期待される。 
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Ⅰ．３．（２） 組織の見直し 

【中長期目標】 

上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各研究領域等との役割・責任関係のあり

方も含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋

渡し」を円滑かつ切れ目無く実施するため、研究領域を中心とした最適な研究組織を構築

する。 

「橋渡し」機能を強化するには、中核となる研究者を中心に、チームとして取り組む体

制づくりも重要であり、支援体制の拡充を図るとともに的確なマネジメントが発揮でき

る環境を整備するものとする。 

また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織について

も、研究領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制

に見直すこととする。「橋渡し」の一環で実施する産学官連携等については、産業界のニ

ーズ把握と大学等の有する技術シーズの分析を行い、それらのマッチングにより課題解

決方策の検討と研究推進組織に対して、研究計画の設計まで関与できる専門人材を強化

するものとする。 

【中長期計画】 

上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各領域等との役割・責任関係のあり方も

含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋渡し」

を円滑かつ切れ目無く実施する。具体的には、研究組織を I.の冒頭に示した 7 領域に再

編したうえで各領域を統括する領域長には「1.『橋渡し』機能の強化」を踏まえた目標を

課すとともに、人事、予算、研究テーマの設定等に関わる責任と権限を与えることで領域

長が主導する研究実施体制とする。領域内には領域長の指揮の下で研究方針、民間企業連

携など運営全般に係る戦略を策定する組織を設ける。戦略策定に必要なマーケティング

情報を効果的かつ効率的に収集・活用するため、この組織内にイノベーションコーディネ

ータを配置し、研究ユニットの研究職員と協力して当該領域が関係する国内外の技術動

向、産業界の動向、民間企業ニーズ等の把握を行う。領域の下に研究開発を実施する研究

ユニットとして研究部門及び研究センターを配置する。このうち研究センターは「橋渡

し」研究後期推進の主軸となり得る研究ユニットとして位置づけを明確にし、研究センタ

ー長を中核として強力なリーダシップと的確なマネジメントの下で研究ユニットや領域

を超えて必要な人材を結集し、チームとして「橋渡し」研究に取り組める制度を整備す

る。また、研究センターにおいては、「橋渡し」研究に加え、将来の「橋渡し」につなが

るポテンシャルを有するものについては、目的基礎研究も実施する。 

また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織について

も、領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制に見

直す。「橋渡し」の一環で実施する産学官連携等については、産業界のニーズ把握と大学

等の有する技術シーズの分析を行い、それらのマッチングにより課題解決方策の検討と
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研究推進組織に対して、研究計画の設計まで関与できる専門人材を強化するため、内部人

材を育成するとともに、外部人材を積極的に登用する。 

さらに、機動的に融合領域の研究開発を推進するための予算を本部組織が領域に一定

程度配分できるようにするとともに、研究立案を行うために必要に応じて本部組織にタ

スクフォースを設置できるようにする。 

【実績】 

平成 27 年度は、研究組織を、従前の 6 分野から 7 領域に再編した。領域長に成果の実用

化や社会での活用に関する各種数値目標を課すとともに、人事、予算等に関する責任と権限

を与え、領域長が主導する研究実施体制とした。領域内には領域長の指揮の下で研究方針、

民間企業連携等運営全般に関する戦略を策定する研究戦略部を設置し、研究戦略部内に当

該領域が関係する国内外の技術動向、産業界の動向、民間企業ニーズ等の把握を行うととも

に、民間企業等への橋渡しを担うイノベーションコーディネータを配置した。また、領域内

の研究ユニットを再編し、産総研全体として、従来の 20 研究センター、22 研究部門から、

12 研究センター、27 研究部門とした(平成 27 年 3 月末時点)。このように領域長の下で目

的基礎研究、「橋渡し」研究前期、「橋渡し」研究後期及び技術マーケティングを一体的かつ

連続的に行う体制を構築し、目標達成に向けた最適化を図った。 

こうした制度設計に基づき、平成 27 年 5 月には海外大手企業から自然言語処理の第一人

者を研究センター長として迎え入れ、国内でいち早く人工知能の研究拠点(人工知能研究セ

ンター)を立ち上げ、人工知能研究を強力に推進した。更に、領域や研究ユニット間の融合

化、研究プロジェクトの大型化を目的とした研究の推進を容易に展開できるよう、研究ラボ

及びプロジェクトユニットを領域長の裁量により設置及び改廃できる制度を整備した。こ

の制度に基づいて設立された計算材料科学研究ラボが平成 27 年 11 月 1 日に機能材料コン

ピュテーショナルデザイン研究センターに発展的に改組、また、グリーン磁性材料研究ラボ

が平成 28 年 4 月に研究センターに移行するなど、新研究センター設立に機能している。平

成 29 年度は、人工知能研究分野および TIA 推進センターにおける、研究戦略など企画立案

機能及び総合調整機能を強化するために、情報・人間工学領域に人工知能研究戦略部、TIA

推進センターに戦略ユニットを設置した。 

平成 30 年度は、情報・人間工学領域に、サイバーフィジカルセキュリティ研究センター

及び、人間拡張研究センターを設置した。 

令和元年度は、柏センターにデザインスクール事業室を設置し、デザインスクールを開校

した。 

【効果】 

領域長の下で目的基礎研究、「橋渡し」研究前期、「橋渡し」研究後期及び技術マーケティ

ングを一体的かつ連続的に行う体制を構築し、「橋渡し」機能の強化に繋がった。また、研

究組織を、7領域に再編することで、融合的研究を促進し、産業界が将来を見据えて産総研

に期待する研究ニーズに応えられるようになった。 
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平成 29 年度は、人工知能研究分野と TIA 推進センターにおける戦略策定機能が補強され

ることで新たな研究拠点整備事業をより強力に推進でき、産総研における「橋渡し」機能強

化に繋がった。 

平成 30 年度は、サイバーフィジカルセキュリティ研究センターを設置し、ハードウェア

のセキュリティと、人工知能のセキュリティの 2つの課題に重点的に取り組むことにより、

ハードウェアからシステム、サービスに至るバリューチェーンにおいて、セキュリティのレ

ベルを確認(検証)可能とすることにより、産業界全体のサイバーセキュリティの強化を加

速する。 

人間拡張研究センターを設置し、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシ

ステムによって社会問題の解決を図る人間拡張技術の開発を進めることで、第 5 期科学技

術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱されている「Society5.0」

の実現に資する。 

 

 

【実績】 

平成 27 年度は、イノベーション推進本部においては、技術マーケティング室を新設し、

領域が主体的に行う技術マーケティングの支援及び全体調整を行う体制とした。 

従前の広報担当部署を企画本部へ配置し、研究所の広報活動を戦略的に行う体制とした。 

平成 28 年度は、特定国立研究開発法人法案への対応をはじめとする研究所経営の最重要

事項に対応するため、平成 28 年 4 月から研究戦略策定に関する所掌をイノベーション推進

本部から企画本部へ移管し、イノベーション推進本部の総合戦略室をイノベーション推進

企画室へ再編した。また、研究戦略・イノベーション推進戦略の基本方針を審議する研究戦

略・イノベーション連携委員会に関する事務局を企画本部総合企画室及びイノベーション

推進本部イノベーション推進企画室の分掌に変更し産総研の経営戦略が反映できる体制と

した。 

平成 29 年度は、産総研の「橋渡し」機能の強化を図る体制を堅持する観点から、「OIL 室」

を企画本部に設置することによって、オープンイノベーションラボラトリ(OIL)の活動支援

や進捗管理を行う体制を強化した。 

また、「大型連携推進室」をイノベーション推進本部に設置することによって、連携研究

室/連携研究ラボ(冠ラボ)等の大型企業連携の活動支援として組織横断的な対応や調整等

を行う体制を整えた。 

さらに、「業務改革推進室」を設置することによって、産総研全体について業務改革を推

進し、合理的かつ効果的な業務の遂行を実現するための体制を強化した。 

平成 30 年度は、「法務部」を設置し、法務業務を行う体制を強化した。また、「柏センタ

ー」を設置し、「Society5.0」の基盤をなす、人間拡張技術の研究を進めるための体制を整

備した。 
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さらに、情報セキュリティの統括部署として「情報セキュリティ部」を設置した。加えて、

情報化推進を担う部署として、「情報システム室」を設置した。 

令和元年度は、「業務推進支援部」を「総務企画部」に名称を変更するとともに、研究所

の運営基盤に係る業務の企画及び立案並びに総合調整を新たに所掌した。 

【効果】 

平成 27 年度は、技術マーケティング室の設置により、領域単独では対応困難な大型の企

業連携や、金融機関、自治体等との包括協定締結など、産学官金との連携が加速された。 

平成 29 年度は、OIL 室及び大型連携推進室の設置により、組織的に支援・管理すること

が可能となった。 

具体的には、大型連携推進室では、冠ラボの設置フローの再検討、各冠ラボの年度成果報

告会の開催の一元管理、各冠ラボの研究推進・運営課題や要望の取りまとめ及び対応策の立

案・周知・運用を実施するとともに、パートナー企業や各冠ラボのニーズに応じた制度運用

の柔軟な見直しを行うことにより、業務の効率化が可能となった。 

また、OIL 室では、全 OIL を対象とした定期連絡会の開催、各 OIL の現地ヒアリング等を

通して、各 OIL の研究成果の最大化、懸念事項の取りまとめ及び対策の立案・周知・運用を

実施することで、当該 OIL だけでなく、OIL 間の横展開を通じて研究活動の効率化が可能と

なった。 

さらに、業務改革推進室の設置により、産総研全体の業務改善の意識向上につながった。 

平成 30 年度は、法務部の設置による法務業務の体制強化により、個別事案に係る相談対

応についての迅速化や業務効率化が図られた。また、リスクの未然防止効果が期待される。 

柏センターの設置によって、我が国の AI 技術に関する最先端の研究開発・社会実装の加

速化を図ると共に、「Society5.0」の実現のための研究活動が加速される。 

情報セキュリティ部及び情報システム室を設置し、情報セキュリティを担う部署と情報

化推進を担う部署を明確に分けることにより、不正なアクセスへの対策を強化するととも

に、情報セキュリティリスクの低減に繋がった。 

 

 

【実績】 

大学等の基礎研究と、産総研の目的基礎・応用研究を融合し、産業界へ研究成果の「橋渡

し」を一層推進するため、産総研の研究拠点を大学のキャンパス内等に設置する新たな組織

(オープンイノベーションラボラトリ(OIL))の整備を進めてきた。平成 28 年度には名古屋

大学、東京大学、東北大学、早稲田大学、大阪大学、東京工業大学の 6 大学に、平成 29 年

度には京都大学に設置した。また、平成 27 年 12 月 24 日閣議決定の「まち・ひと・しごと

創生総合戦略(2015 改訂版)」に基づく、平成 28 年 3 月 22 日「まち・ひと・しごと創生本

部」決定の「政府関係機関移転基本方針」を踏まえ、平成 29 年 1 月 11 日に九州大学にラボ

ラトリの設置を行った。 
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さらに、令和元年 9 月 1日付けで産総研・東大 AI チップデザイン OIL を、令和元年 11 月

15 日付けで産総研・筑波大食薬資源工学 OIL を設置した。その結果、第 4 期中期計画にお

ける OIL 設立目標(10 拠点)を達成した。 

さらに、若手人材の教育や育成にも注力した。成果の一例として、産総研・名大窒化物半

導体先進デバイス OIL では、リサーチアシスタントの学生が非破壊で GaN 結晶欠陥を検出

できる技術を開発し、複数の学会表彰に至った。 

産総研・東大先端オペランド計測技術 OIL の「先端オペランド計測技術シンポジウム」

(平成 30 年度参加人数:企業から 47 名を含む 115 名)開催等、各 OIL でシンポジウムを開催

している。加えて、平成 29 及び 30 年度に産総研・九大水素材料強度ラボラトリが「水素先

端世界フォーラム」や「日・中・韓ワ-クショップ」を開催、平成 30 年度に産総研・京大エ

ネルギー化学材料 OIL が日独の国際シンポジウム「From Molecules to Materials」(参加

人数:100 名)を開催する等、国際的な連携の形成に繋がった。 

【効果】 

企画本部と OIL 室、担当領域による、大学・産業界との連携・協力推進の取り組みにより、

第 4 期中長期計画における OIL 設立目標(10 拠点)を、達成する見込みである。OIL の設置

により、革新的基礎研究力を有する大学等から生まれた優れた技術シーズや優秀な研究人

材を活用し、産総研における「橋渡し」機能の強化を加速させるという目標を達成した。 

さらに、ポストドクターやリサーチアシスタント制度による若手人材の教育や育成効果

も大きく、修士学生を雇用できる例のない制度として大学側から高く評価された。 

また、地域連携のみならず、国際的な連携(例:産総研・京大エネルギー化学材料 OIL の日

独国際シンポジウム、九大水素材料強度ラボラトリの「水素先端世界フォーラム」や「日・

中・韓ワ-クショップ」)の形成など、目標以上の成果も見られた。 

【実績】 

第 4 期中長期目標期間では、破壊的インパクトのあるイノベーションへの対応や他の研

究機関では試みられていない革新的な領域間融合等、これまで以上に真に組織として将来

に向けて重要な課題に対し、理事長の裁量のもと、理事長戦略予算として各年度 15 億円か

ら 27 億円を配分した。革新的な領域間融合に加え、平成 28 年度では、領域配分予算内で捻

出するのが困難な 1 億円を超える大規模な課題、タイムリーで社会的インパクトの大きな

課題、新制度の普及・浸透を加速し、組織体制や職員意識の変革を促す施策を採択した。平

成 30 年度は、民間資金獲得強化、グローバル拠点強化、地域センター機能強化、知財活用

強化、資金源多様化検討調査費に戦略予算を配分した。令和元年度も民間資金獲得強化、領

域連携促進、研究拠点強化、新たな資金獲得につながる調査に配分した。 

平成 28 年度において、IoT 環境下で、わが国製造業の国際競争力の維持・向上に向け、

産総研として果たすべき役割、技術・研究課題を明確化することを目的とした「IoT タスク
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フォース」を新たに設置し、IoT 関連の国内外の動向や国際標準化の状況を中間報告として

まとめた。 

【効果】 

戦略予算を領域に配分することにより、領域融合の促進、大型の企業連携、民間資金獲得

強化、地域センターの機能強化が推進された。第 4 期中長期目標期間の実施課題により得ら

れた民間資金獲得額は、令和元年度までの累計で 86 億円以上になる見込みである。また、

戦略予算を活用した地域センター発の橋渡しモデル作り支援策の実施により、北海道セン

ターを中心とした農工連携の強化・開拓に向けた取り組みなど、地域センターの連携機能が

強化された。 

IoT タスクフォースが基礎となり、産官の標準化推進体制「スマートマニュファクチャリ

ング標準化対応タスクフォース」に結び付き、平成 28 年度からの経済産業省の標準化事業

の実施に繋がった。 
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Ⅰ．３．（３） 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 

【中長期目標】 

①法人の長のマネジメントの裁量の確保・尊重 

法人の長が国内外の諸情勢を踏まえて法人全体の見地から迅速かつ柔軟に運営・管理

することが可能な体制を確保するものとする。 

②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制 

○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

 優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発

を担う体制を整備するものとする。 

○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

 研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減

し、研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。 

○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化 

 世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及

び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携や技

術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るものと

する。 

○国際標準化活動を積極的に推進するための体制 

 技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横

断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を

整備するものとする。 

【中長期計画】 

① 理事長のマネジメントの裁量の確保・尊重 

理事長が国内外の諸情勢を踏まえて産総研全体の見地から迅速かつ柔軟に運営・管理す

ることが可能な体制を確保する。 

② 世界最高水準の研究開発等を実施するための体制の強化 

・国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

特に世界的な競争の激しい研究領域を中心として、世界最高水準で挑戦的な研究開発を

実施するため、若手、女性、外国人研究者を含む国内外の多様なトップ・新進気鋭の研

究者や優れた技術を集結させる体制を整備する。 

・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減するた

め、これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念できる環

境を確保するための仕組みや体制を整える。 

・国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化 
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世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及

び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進する。また、内部人材の育成に加え、企

業等外部人材を積極的に登用するなど、外部との連携や技術マーケティング等にも総合

的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図る。 

・国際標準化活動を積極的に推進するための体制

技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横

断的なテーマについて、標準化を通して産業競争力を強化する「橋渡し」役を担うべ

く、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整備する。 

【実績】 

研究所の研究活動および運営全般に関する重要事項を審議し、研究所の進むべき方向に

ついて理事長に助言する場として、外部から各界のトップリーダーを委員とする経営戦略

会議を設置した。平成 27 年度には 4 回、平成 28 年度には 3 回(2 回の経営戦略懇談会を含

む)、平成 29 年度には 3回、平成 30 年度には 2回、令和元年度には 2回(うち 1 回は令和 2

年 2 月開催予定)ずつ経営戦略会議を開催した。平成 27 年度には「イノベーション・ナショ

ナルシステムの構築に向けた産総研の取組」、平成 28 年度には「前年度審議のとりまとめと

自己評価結果等を踏まえた今後の取組方針について」、平成 29 年度には関西センターにて

「地域イノベーションの取組状況について」、平成 30 年度には「特許活動（取得・実施）の

現状と課題について」、令和元年度第 1 回は柏センターにて「産総研における Society 5.0

への取組」等を議論した。また、第 2 回は「第 4 期中長期計画の取組」、及び「第 5 期中長

期目標の検討状況」について議論を行い、令和 2 年度の第 5 期中長期目標期間の中長期計

画の立案に反映する見込みである。 

【効果】 

外部有識者より「異分野融合の研究を戦略的に推進する」ことが重要との助言を受け、平

成 28 年度には産総研内に各領域の研究企画室のメンバーを中心とした検討チームによりロ

ードマップ「2030 年に向けた産総研の研究戦略」の策定を行い、公表した。本戦略により、

領域横断的な研究開発の可能性を示した。また外部有識者の指摘を受け、オープンイノベー

ションラボラトリ(OIL)の研究成果の最大化を目指して、平成 29 年度には企画本部内に OIL

室を設置した。OIL 室の設置により各 OIL の運営ノウハウの共有化などが進み、産総研と大

学との共同研究の域を超えた「産業界への橋渡し」を強化することができた。 

【実績】 

第 4 期中長期目標期間では、理事長裁量の予算において、理事長戦略予算に 15 億から 27

億円、理研－産総研チャレンジ研究に 1 億円(平成 28 年度〜)、チャレンジ精神旺盛な若手

に対して大胆な支援を行う産総研エッジ・ランナーズ(平成 29 年度〜)に 1 億円を配分した。 

そのうち、戦略予算においては、①政策への対応や研究所経営の観点から必要とされる機
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動的な大型投資、②領域融合の促進及び大型の企業連携、③民間資金獲得強化、④地域セン

ター機能強化、に向けた提案型課題を平成 27 年度 41 件、平成 28 年度 64 件、平成 29 年度

28 件、平成 30 年度 52 件採択した。特に、平成 30 年度は、各実施課題に担当イノベーショ

ンコーディネーター(IC)を配置し、民間資金獲得に向けた活動を促進した。また、実施課題

の目標達成を確実にするため、フォローアップを随時実施した。令和元年度も、民間資金獲

得強化、領域連携促進、研究拠点強化、新たな資金獲得につながる調査などの課題に、理事

長戦略予算（戦略予算）として、領域、地域センター、本部組織から提案され、採択された

計 48 件の戦略課題へ重点的に 17 億円を配分した。 

民間企業では実現が難しいハイリスク・ハイインパクトな基礎研究を若手研究者が実施

することを中長期的に支援する「産総研エッジ・ランナーズ」制度を平成 29 年度から新た

に実施した。平成 29 年度、平成 30 年度にそれぞれ 5 件の研究課題(予算額は 1 件あたり

1,000 万円程度/年)を理事長、副理事長の最終面接を経て採択した。エッジ・ランナーズ制

度では、年度ごとに評価を行わず最長 5 年間にわたって連続的に支援することで、長期連続

的な実施が必要な基礎研究からの技術シーズの創出を狙う。支援開始 3 年目の上半期に課

題継続の意思を確認することになっているが、全ての課題が平成 30 年度末時点で 1 年目～

2 年目であり、支援継続中である。 

令和元年度には、若手のチャレンジ精神の醸成と技術シーズ創出をさらに促すため、採択

人数を最大 20 名、予算規模を最大 2 億円とするエッジ・ランナーズ制度の拡充を行った。

また、3 年目を迎える研究課題には評価を行い、5 件中 3 件を継続とした。 

理研－産総研チャレンジ研究制度においては、平成 28 年に 10 件をフィージビリティス

タディ(FS)研究課題(予算額は各機関 1 件あたり 200 万円程度/年)として採択した。さらに

平成 29 年には共同研究をより発展させるため、両理事長によるステージゲート審査会を行

い、採択された 10 件の FS 研究課題のうち、有望なテーマを本格研究課題(予算額は各機関

1 件あたり 2,000 万円程度/年)として 2 件、準本格研究課題(予算額は各機関 1 件あたり 500

万円程度/年)として 6 件採択した。次に、ステージゲート審査にて FS 研究課題からステー

ジアップした准本格研究課題(6 件)と同年に新たに採択された FS 研究課題(7 件)のうち、

書類審査を通過した課題(7 件)について、平成 30 年に両理事長によるステージゲート審査

会を開催し、2 件を本格研究課題、3件を准本格研究課題として採択した。また、新たな研

究課題について募集・審査を行い、6 件を FS 研究課題として採択し、平成 31 年 1 月より研

究を開始した。 

令和元年 8 月の時点で推進中の本格研究課題(平成 28 年度採択、2 件)、准本格研究課題

(平成 29 年度採択、3 件)、FS 研究課題(平成 30 年度採択、6件)については、令和元年 8 月

のステージゲート審査を経て、１件を継続本格研究課題、1 件を新規本格研究課題、1 件を

継続准本格研究課題、2件を新規准本格研究課題として採択し、引き続き研究を推進してい

る。 

推進中の一部の研究課題については、国家プロジェクト(JST のプロジェクト等)や科研費
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に採択されるなど、理研-産総研の両機関において外部資金獲得等の実績に結び付いている。 

【効果】 

「戦略予算」を領域へ配分することによって、領域融合の促進、大型の企業連携、民間資

金獲得が強化され、第 4 期中長期目標期間の実施課題により得られた民間資金獲得額はこ

れまでの累計で 86 億円以上になる見込みである。また、戦略予算を活用した地域センター

発の橋渡しモデル作り支援策の実施により、北海道センターを中心とした農工連携の強化・

開拓に向けた取り組みなど、地域センターの連携機能が強化された。 

「エッジ・ランナーズ」では、3 年目を迎える研究課題 5 件に対して中間評価を実施し、

その中の 2 件について支援を中止した。中止理由の 1 つは、当初の最終目標を上回る成果

を上げたことによる辞退であった。中間評価を自浄作用として機能させることで、エッジ・

ランナーズの採用枠を有効に活用する。また、継続中の研究課題においてインパクトファク

ターが 40 を超える雑誌に論文を発表するなどの効果が現れ始めている。一方、このような

基礎研究に重点を置いた制度を作ることで産総研に優秀な人材を集める効果も併せて期待

できる。 

「理研－産総研チャレンジ研究」では、令和 32 年の社会課題解決を目指すというコンセ

プトのもと、両機関が連携して初めて達成可能となる世界初/世界一の技術開発を実施する。

また、グローバルリーダーとなる両機関の若手人材の育成やネットワーキングを行うとと

もに、推進中の本格研究課題等を国プロ(革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)、戦略的

イノベーション創造プログラム(SIP)および JST や NEDO のプロジェクト等)の獲得に繋げる

など、科学・産業技術イノベーションを強力に推進する効果が期待できる。 

これまでに採択された研究課題の一部は、国家プロジェクトに採択された。具体的には、

本格研究課題である「モバイル人工知能機器実現に向けた室温動作量子計算機の開発」にお

いては、戦略的創造研究推進事業(JST・CREST)、光・量子飛躍フラッグシッププログラム(文

部科学省・Q-LEAP)に、准本格研究課題「無機材料と微生物のハイブリッドによる未利用エ

ネルギー変換システム」においては、戦略的イノベーション創造プログラム（JST・SIP）に

採択されている。今後も社会課題解決にむけて、理研―産総研チャレンジ研究制度を推進す

る。 

 

 

【実績】 

平成 29 年度には、平成 28 年度補正予算（第 2 号）により、人工知能(AI)に関するグロー

バル研究拠点として柏ハブ拠点及び臨海ハブ拠点の整備を進めた。また、柏ハブ拠点には、

AI 技術の普及促進のための AI 用クラウドサーバー(ABCI)を整備した。卓越した能力を有す

る人材を確保するための取り組みとしては、AI 分野等の世界的に卓越した研究者を英国マ

ンチェスター大学から 2 名、オーストラリア国立大学から 1 名招へいし、国際的な研究チ

ームを産総研内に設置した。 
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平成 30 年度には、柏ハブ拠点において、平成 30 年 8 月 1 日より ABCI の運用を開始する

とともに、平成 30 年 11 月 16 日の研究棟の竣工に先立ち、平成 30 年 11 月 1 日に柏センタ

ーを設立し、組織体制を整備した。柏ハブ拠点は、東京大学、経済産業省産業技術環境局及

び産総研が締結した「グローバル AI 研究拠点」に関する協定に基づいて、東京大学の柏 II

キャンパス内に整備した。ここでは、産総研と東大とが一体となって、AI 技術と我が国の

強みであるものづくり技術を融合させることにより、新たな付加価値を企業と共に創出す

る研究開発の連携・協力推進を実施する。これを実現するための研究推進組織として、人間

拡張研究センターを平成 30 年 11 月 1 日に柏センターに新たに設置した。 

また、臨海ハブ拠点において、平成 30 年 12 月 27 日の研究棟の竣工に先立ち、平成 30 年

11 月 16 日に同棟の部分使用を開始し、インフラ整備を進めた。それに伴い、人工知能研究

センター内に、新たな研究推進組織として、平成 31 年 1 月 1 日にオートメーション研究チ

ームを設置し、既存 2 チーム(デジタルヒューマン研究チーム、オーミクス情報研究チーム)

を併せて 3 チームを編成することにより当該拠点における研究開発を推進する体制を整備

した。柏ハブ拠点に整備した ABCI は、国内の産学官連携によって、平成 30 年 10 月に実施

した第 2 回 ABCI グランドチャレンジにおいて、平成 30 年度の深層学習の学習速度で世界

最速、及び世界のスーパーコンピューターの省エネ性能ランキングである Green 500 List

の 4 位を獲得した。また、産総研における AI 研究の研究戦略等について、グローバルな観

点からアドバイスを受け、国際競争力向上、関連研究成果の社会実装をより一層推進するこ

とを目的とするサイエンティフィック・アドバイザリーボード(委員長:カーネギーメロン

大学 金出武雄先生)を平成 31 年 2 月 1 日に設置・開催した。 

卓越した能力を有する人材を確保するための取り組みとしては、AI 技術の安全衛生分野

への活用を研究している研究者を台湾国立精華大学から新たに招へいし、人間拡張研究分

野においても国際的な研究チームを整備した。この取り組みをきっかけに、台湾国立精華大

学と産総研の人材交流も活発化され、積極的な連携が生まれている。 

令和元年度には、4 月から稼働した柏ハブ拠点と臨海ハブ拠点での本格的な研究活動や連

携活動を実施した。令和元年 12 月時点までに、柏ハブ拠点で 10 件、臨海ハブ拠点で 5件の

NEDO をはじめとする公的資金プロジェクトへの参画、および柏ハブ拠点で 94 件（約 2.6 億

円の外部資金獲得）、臨海ハブ拠点で 43 件（約 1.7 億円の外部資金獲得）の民間企業・大学

との共同研究の実施、およびコンソーシアムの設立（「人が主役となるものづくり革新推進

コンソーシアム：HCMI コンソーシアム」令和元年 4 月）を行った。また令和 2年 2 月 18 日

には、第 2回サイエンティフィック・アドバイザリーボード（委員長：カーネギーメロン大

学 金出武雄先生）を開催した。これまでの取組と今後の展開に関するアドバイスを受け、

より一層の国際競争力向上、社会実装の加速化を図る。 

【効果】 

柏ハブ拠点では、ものづくり・サービスと人工知能(AI)の融合研究を、臨海ハブ拠点では

ロボットと AI の融合研究をそれぞれ計画しており、両拠点共に AI 研究の世界的な拠点化
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が期待されている。その一環として組織される企業コンソーシアムでは、産学官が一体とな

った融合研究の実施が期待される。 

柏ハブ拠点に設置された ABCI が、平成 30 年 10 月に実施された第 2 回 ABCI グランドチ

ャレンジにおいて、深層学習の学習速度の世界最速記録を大幅に更新したことは、その後

ABCIが広く利用されていることにつながっている。具体的には、令和元年12月時点までに、

「共用高性能計算機 ABCI 利用規約」に基づく約 7.3 億円分の利用（(外部利用 173 件、内部

利用 155 件）、約 43 億円分の ABCI 関連プロジェクトの立上げにつながった。)。更に、宇宙

航空研究開発機構(JAXA)、国立情報学研究所(NII)、情報通信研究機構(NICT)との連携も調

整中である。今後は日本の学術研究機関や企業が必要とする機械学習をアウトソーシング

する場として、AI の研究開発に必要な計算資源・データ・人材の集積が見込まれる。卓越

研究者との共同研究は、単に産総研の研究チームが卓越した人材による研究マネジメント

及び研究手法を間近で学ぶだけでなく、国際連携も進み、令和元年 12 月現在、人工知能研

究センターでは、正規の研究職員の約 20%を海外からの研究者が占めている。 

 

 

【実績】 

国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化の一環として、パートナー企業の

ニーズにより特化した研究開発の実施を目指し、企業との大型研究等を行うための組織「連

携研究室/連携研究ラボ(冠ラボ)」の設置を進めた。平成 28 年度に、冠ラボ設置に関する制

度を整備し、5 件の冠ラボを設置した。平成 29 年度に 3 件、平成 30 年度には 3 件の冠ラボ

を設置し、平成 30 年度末までに合計 11 件となった。 

平成 29 年度より、冠ラボごとにパートナー企業幹部と産総研幹部による成果報告懇談会

を年 1 回の頻度で開催し、研究現場はもとより企業および産総研の経営層レベルでの進捗

状況の把握や今後の研究展開等における情報共有、運営上の課題の抽出を行った。調達請求

から納品までに長時間を要するなどの運営上の課題については、解決策の検討を行い、調達

に関する制度等の改善を行った。また、全ての冠ラボ関係者が集う冠ラボ交流会を開催し、

冠ラボ間の交流及び冠ラボと産総研幹部との交流を促進した。さらに、平成 30 年度には、

新規パートナー企業の開拓をめざして、冠ラボシンポジウムを開催し、126 社の参加を得た。 

令和元年度は、引き続き冠ラボの設置を推進し、4 件の冠ラボの新設を支援した。さらに、

来年度には新規 1 件が設置されることが既に予定されている。 

【効果】 

これまでに無い、企業名を冠した連携研究室の制度を新たに整備し、企業ニーズへの集中

的対応を実現することで、世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に

向けた産業界との連携・協力が推進された。さらに、冠ラボによる民間資金は、冠ラボ件数

の増大や 1 件あたりの金額の大型化により、平成 30 年度には所全体の民間資金の約 15%を

占め、民間資金獲得強化にも大きく貢献した。また、シンポジウム開催など PR を積極的に
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行うことにより、冠ラボの取り組みは新たな国研との共同研究の形として産業界の注目を

集めた。 

 

 

【実績】 

大学等の基礎研究と、産総研の目的基礎・応用研究を融合し、産業界へ研究成果の「橋渡

し」を一層推進するため、産総研の研究拠点を大学のキャンパス内等に設置する新たな組織

(オープンイノベーションラボラトリ(OIL))の整備を進めてきた。平成 28 年度には 7 大学

に、平成 29 年度には 1大学に設置した。さらに、 令和元年度には 2大学に設置し、第 4 期

中長期計画における OIL 設立目標(10 拠点)を達成した。 

また、平成 29 年度に企画本部に OIL 室を設置し、OIL の活動支援や進捗管理を行う体制

を強化した。平成 30 年 6 月に開催した OIL 合同シンポジウムにおいて、全 8 個の OIL の活

動を民間企業・行政機関などへ紹介し、OIL と企業や研究機関との交流を図った。 

OIL の成果に関しては、令和 2 年 1月の段階で、プレス発表 32 件、若手人材の育成 (ポ

ストドクター116 人、修士学生を含むリサーチアシスタント 203 人)、インパクトファクタ

ー付き国際誌への論文 413 報、企業との資金提供型共同研究 19 件、外部資金獲得額約 9.5

億円、特許出願 13 件と続伸している。優れた基礎研究成果例として、産総研・京大エネル

ギー化学材料 OIL は、低炭素化未来社会の実現への貢献を目標に、多孔性金属錯体(Porous 

Coordination Polymer または Metal-Organic Framework)をはじめとするサブナノ領域での

構造・機能制御材料の目的基礎研究に注力し、インパクトファクター付き国際誌 61 報（平

均 IF 値 13.8）発表をする等の優れた成果を出した。産業界への橋渡し事例では、産総研・

阪大先端フォトニクス・バイオセンシング OIL の研究成果を基に、マイクロ流路型遺伝子定

量装置やグリコヘモグロビン分析装置が共同研究企業より上市された。さらに、新規に開発

したマイクロチップ電気泳動システムにより、高速 DNA シーケンシングに成功した。 

【効果】 

OIL 室における OIL の活動支援や進捗管理強化と、各 OIL の精力的な研究活動とによっ

て、大学等から生まれた優れた技術シーズの産業界への橋渡しは、論文および学会発表、企

業との資金提供型共同研究、企業コンソーシアム形成、シンポジウム開催などの形で促進さ

れてきた。「世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、

産業界及び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進する。」という第 4 期中長期計画を

十分に実現した。これには、産総研の事務サポート体制の貢献も大きい。 

さらに、若手人材の育成も大きく進展した。他機関では見られない、修士学生も含めたリ

サーチアシスタント雇用は、その教育効果を大学側から評価されている。一例として、産総

研・名大窒化物半導体先進デバイス OIL で、平成 30 年度に、リサーチアシスタントの学生

が非破壊で GaN 結晶欠陥を検出できる技術を開発し、学会の論文賞等を受賞した。今後、若

い研究者も含めた大学の知見と、目的基礎・橋渡し研究を積み重ねてきた産総研の知見の相
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乗効果から、革新技術が生まれると期待される。 

 

 

【実績】 

理事会を中心として組織ガバナンスを効かせる体制を強化するため、組織体制及び意思

決定に関するプロセス等の見直しを行った。具体的には、①理事会に付議する案件は、原則

として本部組織の部室長及び研究推進組織の領域研究戦略部長又は研究企画室長をメンバ

ーとする「企画運営合同会議」、さらに副理事長が主宰し本部組織の本部長及び研究推進組

織の領域長等をメンバーとする「研究・運営戦略会議」において事前審議を行う形を徹底す

る、②①の会議体に係る議題設定や登録等のルールを改めて所内周知する、③理事会に先立

って開催してきた「幹部連絡会議」を理事会に統一することにより、意思決定の主体を明確

化する、④組織として適切な議論を行う観点から従来の「研究戦略委員会」を「研究・運営

戦略会議」へと再編し運用する、といった取り組みを行った。 

さらに、理事長の判断を要する案件を担当部署が関係部署との事前調整がないまま直接

理事長に説明してしまうことが発生しないように、重要案件については事前に「企画運営合

同会議」及び「研究・運営戦略会議」に付議することを原則化した。一方、緊急を要する案

件や情報共有の範囲が限定される案件等においても、企画本部において事案を掌握し、関係

部局間での調整・確認をした後に担当部署が理事長に説明することをルール化した。 

【効果】 

産総研は独立行政法人/国立研究開発法人としての規律の下にあり、その意思決定は、最

終的な責任と権限を有する理事長が行う。この理事長の意思決定をサポートするため、理事

会等の会議体において、その権限と責任を明確にして、本来持つべき権限を逸脱する等の形

で運営がなされないように見直しを行った。意思決定プロセスの見直しにより、理事会の機

能強化をはじめ各種委員会の権限と責任が明確化され、理事長によるガバナンスが円滑に

機能することが見込まれる。 

 

 

＜国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化のその他の特記事項＞ 

【実績】 

国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化の一環として、パートナー企業の

ニーズにより特化した研究開発の実施を目指し、企業との大型研究等を行うための組織「連

携研究室/連携研究ラボ(冠ラボ)」の設置を進めた。平成 28 年度に、冠ラボ設置に関する制

度を整備し、5 件の冠ラボを設置した。平成 29 年度に 3 件、平成 30 年度には 3 件の冠ラボ

を設置し、平成 30 年度末までに合計 11 件となった。 

平成 29 年度より、冠ラボごとにパートナー企業幹部と産総研幹部による成果報告懇談会

を年 1 回の頻度で開催し、研究現場はもとより企業および産総研の経営層レベルでの進捗
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状況の把握や今後の研究展開等における情報共有、運営上の課題の抽出を行った。調達請求

から納品までに長時間を要するなどの運営上の課題については、解決策の検討を行い、調達

に関する制度等の改善を行った。また、全ての冠ラボ関係者が集う冠ラボ交流会を開催し、

冠ラボ間の交流及び冠ラボと産総研幹部との交流を促進した。さらに、平成 30 年度には、

新規パートナー企業の開拓をめざして、冠ラボシンポジウムを開催し、126 社の参加を得た。 

令和元年度は、引き続き冠ラボの設置を推進し、令和元年 12 月の時点で新規 3件の環ラ

ボを設置した。さらに令和 2 年 3月には、1 件の新規連携研究室、連携研究ラボの設置を予

定している。 

【効果】 

これまでに無い、企業名を冠した連携研究室の制度を新たに整備し、企業ニーズへの集中

的対応を実現することで、世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に

向けた産業界との連携・協力が推進された。さらに、冠ラボによる民間資金は、冠ラボ件数

の増大や 1 件あたりの金額の大型化により、令和元年度は、12 月の時点で所全体の民間資

金の約 16%を占め、民間資金獲得強化にも大きく貢献した。また、シンポジウム開催など PR

を積極的に行うことにより、冠ラボの取り組みは新たな国研との共同研究の形として産業

界の注目を集めた。 

 

 

＜国際会議 RD20（Research and Development 20 for Clean Energy Technologies）の開催＞ 

【実績】 

G20 大阪サミットの会議プロセスの中で設置が合意された RD20（Research and 

Development 20 for Clean Energy Technologies）を主催（令和元年 10 月 11 日東京）し

た。中鉢理事長が議長となり、G20 各国主要研究機関代表と、気候変動問題の解決に必要な、

エネルギー・環境分野での革新的技術のイノベーションとそれを実現するための国際共同

研究等の必要性について議論した。 

【効果】 

G20 各国研究機関と合意のもと、国際共同研究等を進めることが重要とした議長サマリー

を発表した。また、同時期、総理官邸で行われたグリーンイノベーションサミットに RD20

議長として中鉢理事長が参加し、総理に提言書を提出した。 
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Ⅱ．２． ＰＤＣＡサイクルの徹底 

【中長期目標】 

 各事業については厳格な評価を行い、不断の業務改善を行うものとする。評価に当たっ

ては、外部の専門家・有識者を活用するなど適切な体制を構築するものとする。また、評

価結果をその後の事業改善にフィードバックするなど、PDCA サイクルを徹底するものと

する。 

【中長期計画】 

各事業については厳格な評価を行い、不断の業務改善を行う。評価に当たっては、外部

の専門家・有識者を活用するなど適切な体制を構築する。また、評価結果をその後の事業

改善にフィードバックするなど、PDCA サイクルを徹底する。 

【実績】 

外部の専門家・有識者を委員として、外部評価を行うための 8 つの評価委員会、及び各評

価委員会の結果を踏まえて作成する自己評価の総合的な検証のための自己評価検証委員会

からなる評価制度・体制を構築した。自己評価の項目については、平成 27 年度に経済産業

大臣が定めた中長期目標の各項目に対応付けた。委員の選定に当たっては、専門性とともに、

産業化のための経営的観点を重視した。幅広い評価、意見が得られるように、所属や役職の

検討に加え、各評価委員会に 1 名以上の女性委員を積極的に選定するなど、多様性を考慮し

た。平成 29 年度には、一部の委員を新任とすることによって評価委員の固定化を排除し、

客観的な評価が維持できるように工夫をした。 

毎年度、評価プロセスや評価結果を詳細に分析し、その都度必要に応じて、以下のような

改善を行った。①平成 27 年度の評価委員会は、実施時期の制約から、年度末実績の見込み

を含む評価(1 ステップ)であったが、平成 28 年度は、年度実績確定後にその内容を評価委

員に報告した上で、年度実績評価を確定(2 ステップ)し、評価の確度をあげた。しかし、平

成 30 年度に 2 種類の評価（年度評価と見込評価）を実施したため、短期間で多くの作業が

重なり、作業負担が大きかったことから、令和元年度には作業の効率化を考慮し 2ステップ

を廃止した。②前年度の評価委員会での評価コメントのうち「改善すべき点及び助言」、自

己評価検証委員会での委員コメント及び大臣評価コメントを整理して、評価対象部署に提

供した。③評価委員、評価対象部署及び委員会事務局の間で評価コメント・評点等を入力・

共有するための仕組みを構築・運用し、毎年度改良して作業の効率及び安全性を上げた。④

主要な指標データについて、定義を明確にすることや評価対象部署への提供方法等の整理

を行った。⑤この他、「産総研技術移転ベンチャーへの民間からの出資」や「民間企業から

産総研への装置等の現物提供」を橋渡し機能強化の評価指標に含める等の考え方について、

主務省に対して提案を行った。その結果、それぞれが平成 29 年度から評価指標として加え

られることとなった。また、主務大臣が産総研全体の総合評定を行う際に用いられる評価単

位ごとの重みについて、産総研の存在意義ともいえる「研究成果の最大化」の実績がより重

要であることを、自己評価検証委員会で問題提起をした。さらに、主務省に対し働きかけた
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ことによって、平成 28 年度以降は「研究成果の最大化」の実績が、より大きい重みで評価

されるようになった。 

評価委員に対する成果の伝え方の工夫として、評価委員会開催前に産総研の全体的なミ

ッション、評価システム、評価対象部署の実績の概要などを評価委員に説明し、あらかじめ

評価の目的と対象に対する理解を促した。また、評価委員会当日には必ず研究現場見学を取

り入れることにした。必要に応じて評価委員会を地域センターで実施し、研究現場見学を通

して、地域での活動についても委員に直接伝えることとした。 

さらに、評価資料の構成の改善を継続的に行った。平成 28 年度には、橋渡し 3 フェーズ

(目的基礎研究、橋渡し前期研究、橋渡し後期研究)の説明方法等を領域の裁量に委ねること

により柔軟に運用し、各領域の成果を示し易くした。特に、知的基盤を担う地質調査及び計

量標準の 2 総合センターにおいては、橋渡しと知的基盤のそれぞれの重みの違いにも考慮

した説明へと変更した。平成 29 年度には評価委員会の資料の項目を整理し、評価委員会の

資料と自己評価書の対応付けを明確化した。平成 30 年度は、年度評価に加え、見込評価(第

4 期中長期目標期間における平成 30 年度までの実績と令和元年度終了時までに見込まれる

実績の評価)に向けて、評価書作成ガイドラインを整備した。ガイドラインには、大臣の評

価コメントの分析結果や総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)が実施する国立研究開

発法人の見込評価等チェックシートの観点等を反映し、評価資料の項目ごとにアピール力

のある成果や効果的な表現の例を盛り込んだ。また、見込評価の結果は、次期中長期目標策

定のための重要な資料となることを意識しながら、見込評価の準備を進めた。あわせて、期

間実績評価(第 4 期中長期目標期間中(平成 27 年度から令和元年度まで)の実績の評価)の評

価書を作成する際の作業時間の短縮に繋がるように、見込評価書は令和元年度に見込まれ

る実績の記載箇所が明確となる構成とした。なお、外部連携の成果について、公表に問題な

いことを連携先に確認をとること、また記述内容や図表の全般について、著作権、未発表デ

ータなどの点で問題ないことを確認することを評価資料作成時に徹底した。 

令和元年度は、第 4 期中長期目標期間の最終年度として、年度評価と期間実績評価の外部

評価を実施した。評価資料の作成では、平成 30 年度に作成した見込評価資料を活用し、平

成 30 年度までの実績に関する記載を確認するとともに、令和元年度における見込の記載部

分を実績の記載として確定することにより、期間実績評価資料とした。見込評価の主務大臣

評価結果に対する CSTI の確認事項に関して、自己評価書等で必要な説明を行った。 

【効果】 

自己評価の項目と大臣が定めた評価項目とを対応させることによって、効率良くかつ効

果的な評価とすることができた。また、新たな評価制度のもとで評価を実施した結果、「橋

渡し」のために求められていること、「橋渡し」のための研究の方向性、「目的基礎研究」の

重要性などの貴重な意見が得られた。これらの意見を取組に反映することで第 4 中長期目

標の達成に活かされる。 

評価コメント・評点の入力・共有の仕組みを構築・運用し、改良したことにより、評価の
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入力・編集作業が効率化され、作業過程における評点や評価コメントの共有に対して機密性

を上げることができた。この結果、評価結果のとりまとめや評価対象部署との共有を迅速か

つ安全に行うことができた。評価終了後、迅速に評価結果をとりまとめ、所内に共有し、領

域及び各業務担当部署を始め、研究所経営の参考とするための取り組みを行ったことで、今

後の業務改善へ着実に結びつけることが可能になった。また、2 ステップ評価は、確定した

実績値に基づく確度の高い評価結果が得られる制度であると、評価委員からも高く評価さ

れた。一方、見込み評価と平成 30 年度評価の同時進行による煩雑な作業の反省を踏まえ、

最終年度においては作業効率化のために 2 ステップを廃止したことにより、作業負担を大

幅に軽減できた。さらに評価資料作成の段階で年度末までの見込みの確度を一層高くする

ことにより、評価の確度を維持することができた。 

橋渡し機能強化に関する評価指標の追加によって、産総研の橋渡しのパフォーマンスを

より正確に示すことができるようになり、評価の充実に繋がった。また、大臣が総合評定を

行う際の評価単位ごとの重みについても、「研究成果の最大化」の重みが増したことは、産

総研の中心の業務である「橋渡し研究」がより正しく評価され、評価の充実や研究現場のモ

チベーションアップに繋がった。 

評価委員に対する事前説明を行ったこと、委員会当日に現場見学会を実施したこと、説明

方法の運用等を改善したことにより、研究開発と関連業務の成果やその効果が評価委員へ

より明解かつ正確に伝わるようになったことが、委員会中の質疑応答や評価コメントから

判断できた。また、主要な指標データの定義や評価対象部署への提供方法等を検討すること

により、より短時間で正確な実績を示すことができるようになり、着実な評価の実施に繋が

った。 

評価プロセスの改善の結果、資料の大幅な修正や追加資料の作成等の膨大な作業が不要

となり、評価業務にかかる作業時間が短縮され、いわゆる「評価疲れ」の軽減につながった。

また、ベンチマーク、アウトカム及び社会へのインパクトを明確に意識できるようになり、

目標達成に向けた PDCA サイクルの更なる推進が期待できる。さらに、アウトカムや社会的

インパクトを意識した効果的な記載を心がけることは、評価資料の質の向上のみならず、

「橋渡し」を推進するための研究説明資料等の作成にも活かされる。 

評価書作成ガイドラインを整備したことによって、効果的かつ効率的な評価の実施につ

なげた。また、総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)による特定国立研究開発法人の見

込評価等の点検時に重点が置かれる観点を意識することにより、業績内容を的確に記載で

きた。 

第 4 期中長期目標期間の業績評価を高い精度で実施することにより、次期中長期の課題

を明確にすることができる。また、令和元年度は、見込評価を活用して期間実績評価資料を

作成することで、作業を効率化することができた。 
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【実績】 

各領域の評価に関わる目標については、領域ごとの特性を踏まえ、理事会での審議を経て

決定した。領域ごとの研究評価委員会の評価を参考に作成した各領域の自己評価案に基づ

いて、それらを産総研(組織)の自己評価結果として確定する前に、総合的・客観的・統一的

な視点で比較検証を行い、その妥当性を確認するとともに、必要に応じて適切な領域間の評

価調整を行った。目標達成に向け、PDCA サイクル(P(領域長が目標を含む領域の年度計画を

策定し理事会で決定)、D(当該計画に基づき領域長が主導して研究開発を実施)、C(領域ごと

に掲げた各種数値目標の達成状況、具体的な研究開発成果の質的量的達成状況等をもとに

産総研(組織)として領域を評価)、A(目標の達成状況・大臣評価結果等を反映したインセン

ティブを付与した研究予算の配分、それに基づく領域の研究推進による成果の最大化)を機

能させた。さらに、毎月、理事長および全領域長が出席する会議において、目標の達成状況

等を報告し、各領域における目標の達成状況や目標達成に向けた活動状況を共有できるよ

うにした。 

平成 27 年度、平成 28 年度は、PDCA サイクルを機能させることに重点的に取り組んだ。

平成 29 年度は、第 5 期に向けた次期中長期計画の立案や発表論文の量・質の向上を目指す

新たなタスクフォースを各々立ち上げた。平成 30 年度後半からは、領域毎の民間資金獲得

アクションプランを作成することで、各領域における民間資金獲得に向けたマネジメント

体制を強化することとし、年度末獲得額の見通しや、それらの背景となる交渉中案件のリス

トを領域間で共有できるようにした。さらに、論文、特許、および民間資金獲得を中心とし

たベンチマーク調査を実施した。 

令和元年度は、各領域における民間資金獲得に向けたアクションを毎月報告するなど

PDCA サイクルをより効率的に機能させることで、民間資金獲得に向けたマネジメント体制

をさらに強化した。 

【効果】 

平成 27 年度、平成 28 年度において、PDCA サイクルを機能させることを徹底したことに

より、領域間の競争と協力を深めた。平成 29 年度に新たに立ち上げた発表論文の量・質の

向上を目指すタスクフォースにより、論文発表状況の見える化に取り組んだ。平成 30 年度

では、民間資金獲得アクションプランの作成により、各領域における民間資金獲得に向けた

マネジメント体制が強化され、さらに、企業との共同研究契約等締結に向けた交渉中案件リ

ストの領域間での共有により、これまで領域毎に対応していた案件に全所的に対応するこ

とが可能となった。 

「ベンチマーク調査」により、特許における産総研の技術的優位性が確認された。また論

文に関しては、被引用に基づくインデックスが中長期的に低下していることが明らかとな

り、今後の課題として認識された。さらに、世界を牽引するトップレベルの基礎研究を実施

していることが明らかとなり、各領域の強い研究分野が客観的に整理された。 

上記のように、今後の研究戦略の策定のために必要となるデータとなる産総研が保有す
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る要素技術の強み・弱みを把握した。 

以上のとおり、産総研全体で PDCA サイクルの徹底に加え、各領域における民間資金獲得

見込み(予想)の見える化および共有化の促進により、民間資金獲得に向けたマネジメント

体制が一層強化され、民間資金獲得額が平成 27 年度から令和元年度まで一貫して増加する

見込みとなっている。また、ベンチマーク検討チームによる発表論文の量・質の解析や国内

外のベンチマーク機関との比較分析により、産総研が保有する要素技術の強み・弱みを把握

するとともに、企画本部・イノベーション推進本部・領域間において問題意識を共有し、更

なる研究業務運営の改善・効率化を行った。 

 

 

【実績】 

令和元年度は、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣

決定、平成 31 年 3 月 12 日改定）をもとに経済産業省と密に連携し、定性評価に向けた総合

的な評価方法を検討したうえで、次期中長期目標の作成に貢献した。 

【効果】 

世界に先駆けた社会課題の解決と経済成長・産業競争力の強化に貢献するイノベーショ

ンを創出するため、第 5 期中長期目標期間に向けた体制及び定性評価に向けた総合的な評

価方法の構築に貢献した。 
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Ⅱ．５． 業務の効率化 

【中長期目標】 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上

で、一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費（人件費を除く。）の合計について前年度

比 1.36％以上の効率化を図るものとする。ただし、平成 27 年度及び 28 年度においては、

平成 27 年 4 月に定めた業務の効率化「一般管理費は毎年度 3％以上を削減し、事業費は

毎年度 1％以上を削減するものとする。」に基づく。 

なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとす

る。給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規定、俸給表及び総人件費

を公表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。 

【中長期計画】 

 運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上

で、一般管理費(人件費を除く。)及び業務費(人件費を除く。)の合計については前年度

比 1.36%以上の効率化を図るものとする。ただし、平成 27 年度及び 28 年度において

は、平成 27 年 4 月作成における業務の効率化「一般管理費は毎年度 3%以上を削減し、

業務経費は毎年度 1%以上を削減するものとする。」に基づく。 

なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとす

る。給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費

を公表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。 

【実績】 

運営費交付金事業について、引き続き研究予算を最大限確保するため、固定的な経費は現

状維持しつつ、予算査定の段階で不要不急な費用を厳しく精査した。 

具体的には、平成 27 年度及び平成 28 年度においては、一般管理費を 3%以上削減し、業

務経費を毎年度 1%以上削減した。平成 29 年度以降は一般管理費(人件費を除く)及び業務経

費(人件費を除く)の合計については前年度比 1.36%以上の効率化を達成した。 

経費を削減するために、リサイクルシステムによる保有資産の有効活用や複合機の個別

契約から一括契約への変更による運用などを継続的に実施し効率化を実現した。 

さらに、平成 29 年度から業務改革推進室を新たに設置し、役員からの指摘を踏まえたト

ップダウンでの改革と現場ニーズをもとにした改善・効率化プロジェクトを推進した。各部

署で職場単位での業務平準化や改善活動に 180 件取り組むとともに、その活動をさらに促

進するため業務改革強化キャンペーン週間を設定した。 

退庁時間の見える化により効率的な業務遂行を促すため、退庁時間申告制度を実施する

とともに、職員の意識向上のため改善活動の優良事例を共有し顕彰する所内イベントを開

催して、改善のインセンティブを創出しつつ横展開を推進した。 

【効果】 

予算査定段階での精査や各種業務の効率化を、第 4 期中長期目標期間を通じて行うこと

-33-



 

 

で、コスト意識が組織全体に浸透し、所全体の業務改革活動も促進された結果、拡大してい

る新たな業務に対しても、職員数を増やすことなく対応することができた。 

所全体では改革・改善にかかる 159 プロジェクトを完遂するとともに、業務改革活動強化

キャンペーン、退庁時間宣言や所内イベントを通じて、役職員の効率化への意識向上が図ら

れた。 
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Ⅲ． 財務内容の改善に関する事項 

【中長期目標】 

運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標で定めた事項に配慮した

中長期計画の予算を作成し、効率的に運営するものとし、各年度期末における運営費交付

金債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、減少に向けた努力を行うこととする。ま

た、保有する資産については、有効活用を推進するとともに、不断の見直しを行い保有す

る必要がなくなったものについては廃止等を行う。 

 さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取組を推進することとし、「平成 25 年

度決算報告」（平成 26 年 11 月 7 日会計検査院）の指摘を踏まえた見直しを行うほか、「独

立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）等既往の閣

議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施するものとする。特に、

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させる

ため、自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加

見込額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経

費に充てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。」とされて

いることを踏まえ、本中長期目標の考え方に従って、民間企業等からの外部資金の獲得を

積極的に行う。 

【中長期計画】 

運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標で定めた事項に配慮した

中長期計画の予算を作成し、効率的に運営するものとし、各年度期末における運営費交付

金債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、翌年度の事業計画に反映させる。 

目標と評価の単位である事業等のまとまりごとにセグメント区分を見直し、財務諸表に

セグメント情報として開示する。また、事業等のまとまりごとに予算計画及び執行実績

を明らかにし、著しい乖離がある場合にはその理由を決算書にて説明する。 

保有する資産については有効活用を推進するとともに、所定の手続きにより不用と判

断したものについては、適時適切に減損等の会計処理を行い財務諸表に反映させる。 

さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取り組みを推進することとし、「平成

25 年度決算検査報告」(平成 26 年 11 月 7 日)会計検査院)の指摘を踏まえ、関連規程の見

直し、研究用備品等の管理の適正化を図るために整備した制度・体制について、フォロー

アップを実施するとともに、必要に応じて見直しを行う。 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成 25 年 12 月 24 日閣議決定)等既往

の閣議決定等に示された政府方針に基づく取り組みについて、着実に実施する。特に、

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させる

ため、自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加

見込額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経

費に充てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。」とされて
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いることを踏まえ、経済産業省から指示された第 4 期中長期目標の考え方に従って、民

間企業等からの外部資金の獲得を積極的に行う。 

【実績】 

第 4 期中長期目標期間は、平成 28 年度に独立行政法人会計基準が改訂されたことにより

各年度の第 3 四半期末までにセグメントごとの予算を確定する必要が生じ、一層効率的な

予算執行が求められた。そこで、四半期ごとに産総研幹部に対して報告している予算執行計

画の確認、調査、点検と併せて、新たに研究領域や本部・事業組織等へ前年度の残額調査を

実施し、原因分析を踏まえ翌年度計画の収支計画や資金計画等に反映させた。 

なお、令和元年度においては、第 4 期中長期目標期間の最終年度であるため、引き続き財

務内容の改善に向けた取組を行うともに、より詳細に実態を把握し、管理した。 

【効果】 

四半期ごとに予算執行状況を幹部に報告し情報共有を図った。また新たに研究領域や本

部・事業組織等における前年度の残額調査を行ったことで、全所的に予算の効率的な執行に

対する認識が浸透した。 

 

 

【実績】 

過去からの予算執行状況を把握し、残額などが発生した要因を分析したうえで、次年度へ

向けた予算の方針を定めた。これにより、翌年度への繰越額の早期把握や早期執行の促進が

実現されたため、運営費交付金債務が減少し、効率的な予算執行を行うことができた。 

なお、令和元年度においても引き続き財務内容の改善に向けた取組を実施するとともに、

第 3 期中期目標期間末に発生した運営費交付金債務を踏まえ、より効率的な予算執行を行

なった。 

【効果】 

次年度開始以前から対応すべき事項を把握できるとともに、領域や本部・事業組織等が予

算執行の現状をあらためて認識することが可能となり、予算執行の促進に繋がった。 

 

 

【実績】 

各領域の評価に関わる目標は、領域毎の特性を踏まえ、理事会での審議を経て決定した。

第 4 期中長期目標期間を通して目標達成に向けて PDCA を機能させ、目標の達成状況や達成

に向けた活動状況を共有することにより、領域間の競争と協力を深めた。平成 29 年度から

は、本部組織および各領域が民間資金獲得のためのアクションプランを策定し、随時改訂を

行いながら、それに基づく取り組みを実施した。 

平成 28 年度には、企業等との連携を推進するイノベーションコーディネータ等を増員し

た。また、研究開発のみならず、経営や他社との契約交渉の経験を持つ民間企業出身者をイ
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ノベーションコーディネータとして積極的に採用するとともに、マーケティング活動にか

かわる職員に対して企業連携のための現任訓練(OJT:On-the-Job Training)を実施する等、

内部人材の育成及び登用を進めた。また、公設試等職員またはその幹部経験者を委嘱または

雇用する「産総研イノベーションコーディネータ」制度を平成 27 年度に新たに開始し、全

国にわたって委嘱等を行った。イノベーションコーディネータ及び産総研イノベーション

コーディネータ合わせて、平成 30 年度末までに総勢約 180 名の体制とした。 

平成 28 年度より、企業名を冠することで企業のコミットメントを明確にしつつ、「橋渡

し」研究におけるパートナー企業のニーズにより特化した研究開発を実施する、民間資金を

活用した新たな組織である「連携研究室(冠ラボ)」を設置する制度を整備した。冠ラボは、

平成 30 年度末までに全部で 11 件となり、企業からの大型の資金投入による共同研究を実

施した。 

令和元年 12 月の時点で新規 3 件の冠ラボを設置した。さらに令和 2 年 3 月には、1 件の

新規連携研究室の設置を予定している。 

【効果】 

平成 29 年度に新たに冠ラボを立ち上げた材料・化学領域、エレクトロニクス・製造領域

では、平成 29 年度の民間資金獲得額が平成 28 年度比でそれぞれ約 19%増、約 3%増となっ

た。 

企業ニーズを踏まえたイノベーションコーディネータからの提案型の働きかけは、企業

との共同研究 1 件あたりの資金提供額の増加をもたらした。働きかけありの場合の 1 件あ

たりの資金提供額(平均800万円)が働きかけ無しの場合(平均400万円)の約2倍を越えた。 

各年度の民間資金獲得額は、平成 27 年度以降、53.2 億円(前年度比約 16%増)、73.4 億円

(同 38%増)、84.0 憶円(同 13%増)と着実に増加した。平成 30 年度の民間資金獲得額は 92.6

億円(平成 29 年度同時期比約 13%増)となり、基準年(平成 23 年度から平成 25 年度)の 46 億

円/年から約 2 倍に上昇した。 

令和元年度は、平成 30 年度実績を上回る 100 億円を超える民間資金を獲得した。 

さらに国の委託事業で取得した研究用備品を一元管理・情報共有する「借受情報管理シス

テム」の構築・運用により、管理体制が強化され、関係部署間の情報の行き違いによる各種

手続きのミスの発生や二度手間の防止に繋がった。 
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Ⅴ． 重要な財産の譲渡・担保計画 

【中長期計画】 

関西センター尼崎支所の土地(兵庫県尼崎市、16,936.45 m²)及び建物について、国庫納

付に向け土壌汚染調査など所要の手続きを行う。 

【実績】 

平成 28 年 3 月に閉鎖した関西センター尼崎支所について、平成 28 年度から近畿財務局

と国庫納付に向けた調整を開始し、必要な措置の実施及び関係資料の提出を行った。平成 29

年度においては、土壌汚染調査の前段階となる地歴、毎木、PCB 等の調査を実施した。平成

30 年度においては、アスベスト調査(目視・分析)、PCB 機器調査(近畿財務局追加指示によ

る補完調査)を実施し完了した。また、土壌汚染調査(表層) 及び敷地測量・地積測量図登記

作業に着手した。敷地測量・地積測量図登記作業については、隣接する公共用地（水路）の

帰属について問題点が発見されたが近畿財務局と尼崎市関係部局に調整を依頼し、その決

着を見て作業を継続して実施した。また、平成 30 年 5 月に実施された近畿財務局の現地確

認や随時実施した協議において提示された補完指示事項について調査及び措置を実施した。

その対応について近畿財務局に報告を行い実施内容について適宜了承を得た。 

令和元年度においては、土壌汚染調査(表層)実施時に判明した地下ピット滞留水の存在

により必要となった地歴調査の実施及び調査計画書の再策定を行った。再策定においては

尼崎市関係部局等と調査内容の調整を行い表層調査を完了した。継続していた敷地測量・地

積測量図登記作業が完了した。また、その他の準備事項についても、近畿財務局と内容を調

整のうえ実施した。 

また、東京本部小金井支所「次世代モバイル用表示材料共同研究センター」の施設の国庫

納付を実施した。平成 23 年度に東京農工大学との共同研究が終了した同施設につき、大学

と産総研関係者で継続的に協議を実施した。平成 29 年度の一般競争入札では応札者がいな

かったものの、平成 30 年 5 月に再度入札を行い、同大学が落札した。同年 8 月に所有権の

移転を完了させ、11 月に国庫納付の手続きを完了させた。 

さらに、平成 21 年度から生活支援ロボットの安全検証技術の開発と標準化に取り組み、

平成 30 年 3 月に安全性試験の事業化に目途付けできたため、不要となった「つくば苅間サ

イト」の建物及び付帯設備を平成 30 年 10 月に売却した。 

【効果】 

関西センター尼崎支所の国庫納付に向けた手続き及び準備事項について、近畿財務局と

の協議等を確実に行うことで、事業の推進に着実な進捗がみられた。 

東京本部小金井支所の国庫納付により、約 1,700 万円の年間維持費の支出停止となり産

総研の経済性向上に貢献した。 

つくば苅間サイトにおける不要財産の売却により、国庫収入に寄与するとともに、約

1,600 万円の年間維持費の削減に寄与した。また、生活支援ロボットの安全性試験の事業化

に寄与した。  
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Ⅶ．１． 広報業務の強化 

【中長期目標】 

 産総研の研究成果の効率的な「橋渡し」を行うためにも、産総研の主要なパートナーで

ある産業界に対して、活動内容や研究成果等の「見える化」を的確に図ることが重要であ

り、広報業務の強化に向けた取組を行うものとする。また、「橋渡し」のための技術シー

ズの発掘や産学官の連携強化等の観点からも、大企業、中小企業、大学・研究機関、一般

国民等の様々なセクターに対して産総研の一層の｢見える化｣につながる取組を強化する

ものとする。 

【中長期計画】 

産総研の研究成果の効率的な「橋渡し」を行うためにも、産総研の主要なパートナーで

ある産業界に対して、活動内容や研究成果等の「見える化」を的確に図ることが重要であ

り、広報業務の強化に向けた取り組みを行う。また、「橋渡し」のための技術シーズの発

掘や産学官の連携強化等の観点からも、大企業、中小企業、大学・研究機関、一般国民等

の様々なセクターに対して産総研の一層の「見える化」につながる取り組みを強化する。 

【実績】 

第 4 期中長期目標期間の平成 27 年度以降、プレス発表に関しては関係部署と連携して産

業界に対して的確にメッセージが届くよう、難解な専門用語を平易な表現に改めて情報発

信を行った。また、日刊工業新聞に連載枠を確保し、平成 27 年度以降、東北の被災地 3 県

の企業に対する技術支援の事例、全国の中堅・中小企業との共同研究事例、産総研の技術シ

ーズを掲載し、企業連携のきっかけづくりを行った。さらに、平成 28 年度には理事長コラ

ムを日経ビジネスオンラインへ計 24 回連載した。平成 29 年度以降は、社会的に関心の高

い「人工知能研究に関する取り組み」について記者懇談会の定期開催を開始した。取材対応

では、熊本地震発生時の急を要する取材依頼などを含め、平成 27 年度から令和元年度末ま

でに計 3,785 件（令和元年 12 月 18 日現在）の取材に迅速に応えた。平成 30 年度には、新

たな基準の決定に産総研が大きく貢献した質量の単位「キログラム」等、国際単位系の定義

が改定されることを受け、マスメディア向けの説明会及びラボツアー、「日本国キログラム

原器」の撮影会を開催し、平成 30 年 11 月 16 日の定義改定採択当日は、フランスで行われ

た総会および投票を WEB 中継で見守るイベントを企画し、マスメディアへも公開した。 

令和元年度は、引き続きプレス発表等を活用した産業界に対しての研究成果等の見える

化を中心に、プレス発表の効果を上げる取り組みとして「誰に伝えたいか」を意識した質の

高い資料となるよう所内におけるプレス発表に関する手続の見直しを行った。 

また、「児童相談所での児童虐待対応を AI で支援」や「ウナギやワカサギの減少の一因と

して殺虫剤が浮上」といった社会的な課題についても、記者会見や発表後の取材に対して丁

寧かつ分かりやすい説明に努めつつ積極的に発信した。 

【効果】 

平易な表現でのプレス発表・迅速かつ丁寧な取材対応等により、マスメディアに取り上げ
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られた件数は第 3 期中期目標期間の最終年度である平成 26 年度から比べると令和元年度は

8%増加した。また国際単位系の定義改定においては、記者説明会、ラボツアー、キログラム

原器の撮影会、定義採択時の WEB 中継など、長期的なプロモーションを行った結果、新聞記

事が 100 件以上、テレビ・ラジオ・雑誌等で 15 件以上取り上げられ、産総研がキログラム

定義改定に貢献したことを広く知っていただく機会となった。 

また、社会的課題の研究成果発表についても事前に十分な対応準備を行うことで、正確な

報道とともに一般の方からの理解を得、大きな反響につながった。このようにステークホル

ダーに応じた資料作成、発表準備をしたことにより、成果の活用が期待される発表であれば

企業からの問い合わせや、一般向けの発表なら一般紙や TV での放送などの効果が出てきて

いる。 

 

 

【実績】 

平成 27 年度は、技術の「橋渡し」を目指し、産業技術のショールームとしてリニューア

ルした常設展示施設「サイエンス・スクエアつくば」において、産総研の技術がどのように

社会に役立てられていくのか、試作品や解説動画を使ってわかりやすく紹介するなど、展示

物のアップデートに注力した。平成 28 年度には、多様な見学者が研究成果への理解を深め

るための工夫の一環として、子供向けに科学工作等を実施する特別イベントと研究機器保

存棟の特別見学ツアーを併催した。平成 29 年度は、引き続き、従来の展示テーマについて

も、コンテンツの充実、展示品の説明パネルの追加など内容の拡充を行った。平成 30 年度

には、国際単位系の定義改定やパロを開発した研究者が Ryman Prize(高齢者の生活の質の

向上のための医療・福祉・健康分野での長年の貢献に対する世界最高峰の賞)を受賞したこ

とをテーマに、その時節に話題となった事案の特別展示を実施した。 

また、地域住民への研究紹介と子供たちに科学の面白さを伝える機会として、つくばセン

ター及び各地域センターにおいて、一般公開を開催し、産総研の研究成果の紹介や体験型テ

ーマ等に加え、近隣の高校理科クラブの発表ブースを設けるなど、毎年開催テーマに工夫を

した。平成 30 年度は、特に地域での産総研の存在をアピールするため、全国各地の一般向

け科学系イベント等へ合計 17 回の出展を行うとともに、産総研の歴史的成果物・所蔵物 12

点を国立科学博物館の「明治 150 年記念日本を変えた千の技術博[特別展]」に出展した。 

令和元年度は、サイエンストークや研究室見学を組み合わせた特別イベントを行うなど、

来場者の増加に努めるとともに、国立科学博物館の科博 NEWS 展示「さようならキログラム

原器 -「はかる」単位、130 年ぶりの大改訂-」など、一般向け科学系イベントへ合計 11 回

の出展・展示協力を行った。 

【効果】 

常設展示施設の特別イベントと研究機器保存棟の特別見学ツアーの併催や特別展示等を

実施し、リピーターの増加と新たな来館者層の開拓につながった。結果、常設展示施設の来
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場者は、37,610 名(令和元年 12 月 18 日現在)であり、平成 26 年度(32,721 名)と比較して

4,889 名増加した。 

一般公開では、一般国民等へ産総研の研究成果を紹介するとともに、地域との交流を深め

た。来場者アンケートにおいて、得られた回答のうちの 9 割以上から「ぜひ来たい」という

回答があり、好評であった。 

また、令和元年度は全地域拠点合計で 17,149 名と過去最高の来場者数(※共同開催の一

般公開は、イベント総来場者数で集計)を得た。 

以上、活動内容や研究成果等の「見える化」を図るため、常設展示施設や一般公開を通し

て、また地域でのイベントへ出展することにより、産総研の認知度向上に寄与した。 

 

 

【実績】 

平成 27 年度に、産総研広報誌を「産総研 LINK」としてリニューアルし、技術の「橋渡し」

の事業化モデルや産総研と企業の双方へのインタビューによる橋渡しの成功事例を中心に

産総研の活動をわかりやすく紹介し、年 5 回(7、9、11、1、3 月号)発行した。平成 28 年度

には、オープンイノベーションラボラトリ(OIL)と連携研究室を新たな連携の取り組みとし

て紹介し、イベントでの同誌の配布や簡易的なチラシを配布した。平成 29 年度には、イノ

ベーションコーディネータの活躍による中小企業との連携の成功事例として「シャーベッ

ト状海水氷の開発」を紹介した。平成 30 年度には、魅力的な記事としてタイムリーな記事

紹介(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長との理事長対談、連携研究

室・連携研究ラボ(冠ラボ)、AI 橋渡しクラウド(ABCI)の稼働、国際単位系の定義改定)を掲

載した。 

令和元年度は、「音声認識で音声情報をビッグデータに」、「ブルシアンブルー粒状吸着剤

でアンモニアを効率的に除去」及び「地域の力でタマネギをブランド化する」など日常生活

に密接に関係する研究成果及び産総研と企業との連携について掲載した。 

【効果】 

リニューアルした産総研 LINK は平成 27 年度に新規購読者として 300 件が登録され、令

和元年度は 640 件の購読者となり、平成 27 年度に比べて 2倍以上になった(令和元年 12 月

18 日現在)。また、平成 28 年度 3,506 回から令和元年度 4,722 回と 1,216 アクセス増加し

た(令和元年 12 月 18 日現在)。令和元年度は、出版社からの記事転載要請を受けるなど、新

規購読者やアクセス数が増加することにより、産総研の認知度向上に寄与した。 

 

 

【実績】 

平成 27 年度のホームページ全面改定により、デジタルコンテンツを統合・体系的に管理

する CMS(コンテンツマネジメントシステム)を導入(地域センター含む)し、デザインの統一
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化を図った。平成 28 年には、最近 1 年間の研究成果を分かりやすく国民に情報発信するた

め「平成 27 年研究成果ハイライト(和・英)」を作成するとともに、英語版ホームページを

充実させた。平成 29 年度には、講談社と連携し、ブルーバックスでの連載を開始した。ま

た、研究者本人による「研究者が語る!1 分解説」を開始し、最新の成果を一般向けに解説

する動画を配信した。さらに、ホームページをスマートフォン対応とした。平成 30 年度は、

引き続きブルーバックスでの連載、「研究者が語る!1 分解説」に注力するとともに、研究の

ストーリー性を持った動画作製を開始した。以上の新たな取り組みに加え、Twitter による

一般向けへの情報発信をわかりやすく行い、活動内容や研究成果等の「見える化」を的確に

図った。 

令和元年度は、平成 30 年 11 月に決まった質量などの国際単位系（SI）の基本単位の定義

変更が 5 月 20 日に施行されたことを、より一般の方へ広く PR するために、著名な写真家

の撮影による印象的な写真を中心にした特設ウェブサイト、映像コンテンツを期間限定で

公開した。また、これに伴い国立科学博物館と連携した特別イベントの開催や Twitter での

発信など多角的な広報を行い、特設ウェブサイトは公開した 1 か月間で約 13 万 9 千アクセ

スという大きな反響を得た。 

また、産総研が開発した「暗黒シート」について、「研究者が語る！1分解説」動画公開に

伴って、Twitter にショート動画を公開した。ショート動画は 53 万回以上再生され、日本

語公式 Twitter のフォロワーが平成 30 年度前年度末から約 3,000 増加するなど大きな反響

を得た。 

引き続き産総研の意義や、魅力を伝えることを大きな柱として、研究成果、研究活動の映

像コンテンツを中心とした効果的な情報発信を行う。 

【効果】 

産総研チャンネル(YouTube)に動画を 367 本(第 3 期中期目標期間比 159 本増)公開し、第

3 期中期目標期間最終年度(平成 26 年度)から総再生回数が 407 万回増加し (総再生回数

942 万回) 、チャンネル登録者数が 8,995 名に増加した。また、Twitter により、一般向け

への情報発信を強化し、公式 Twitter のフォロワーが 11,628 名となり第 3 期中期目標期間

より 8,718 名増加し、多くの者に情報が提供・拡散されることとなり、産総研の認知度向上

に寄与した。(令和元年 12 月 18 日現在)  
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Ⅶ．４． 内部統制に係る体制の整備 

【中長期目標】 

 内部統制については、法人の長によるマネジメントを強化するための有効な手段の一

つであることから、「独立行政法人の業務の適性を確保するための体制等の整備」（平成

26 年 11 月 28 日付け総務省行政管理局長通知）等に通知した事項を参考にしつつ、必要

な取組を推進するものとする。 

【中長期計画】 

内部統制については、法人の長によるマネジメントを強化するための有効な手段の一

つであることから、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」(平成

26 年 11 月 28 日付け総務省行政管理局長通知)等に通知した事項を参考にしつつ、内部統

制に係る体制の整備を進める。 

【実績】 

平成 27 年度は、コンプライアンス推進本部がリスク情報を収集し、それを理事長以下関

係幹部に報告することにより、迅速に対応策の検討が行える仕組みを構築した。 

平成 28 年度は、理事長を委員長とするコンプライアンス推進委員会を毎週開催し、リス

クの管理と危機対策が適切に行われているかチェックする体制を確立した。 

平成 29 年度は、引き続きコンプライアンス推進委員会、研究戦略委員会、人事委員会等

の各委員会において、委員として担当理事を明確化して、理事長への報告及び指示を受ける

体制のもとで組織マネジメントを実施した。 

平成 30 年度は、ガバナンス改革担当理事を新たに指名し、産総研のガバナンス改革に関

して、①意思決定プロセスの見直し、②適切な業務実施の徹底、③事後チェック体制の整備、

④ガバナンス上の個別懸案事項の解決、⑤意識改革等、について報告書をまとめ、経済産業

省へ報告した。特に意思決定プロセスに関しては、理事会を中心として組織ガバナンスを効

かせる体制を確立するため、理事会に付議する前に審議する各種会議や委員会などの会議

体やその運用ルールを整理した。また、情報セキュリティの統括部署として「情報セキュリ

ティ部」の新設、業務推進支援部に設置していた法務室を法務部に格上げするなど、産総研

におけるガバナンス体制を強化した。 

令和元年度は、平成 30 年度に整理した組織体制や会議体により、責任と権限を明確にし

た体制で組織としての意思決定を効率的に行うとともに、引き続きガバナンスの強化を進

めた。特に、内部統制規程を新たに策定することで、中長期目標等に基づき法令等を遵守し

つつ業務を行い、研究所のミッションを有効かつ効率的に果たす仕組みを構築した。 

【効果】 

コンプライアンス推進本部等の関係部署によるこれまでの取り組みに加え、不正なアク

セス事案を契機として体制・運用等の再整理を行った結果、組織としての意思決定プロセス

の見直し、適切な業務実施の徹底、内部監査等の組織運営を事後的にチェックする体制の整

備、個別懸案事項の解決、意識改革等を着実に実施していく体制が構築された。 
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【前年度の主な評価コメントへの対応】 

  特になし 
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 令和元年度 研究関連業務評価委員会 

評価資料（実績と効果）：令和元年度評価 

 

 

1． 企画本部・評価部 

 

 Ⅰ．１．(９) 地域イノベーションの推進等（地域イノベーションの推進） ＜一部＞ 

 Ⅰ．１．(11)「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入 

                                    ＜一部＞ 

 Ⅰ．３．(２) 組織の見直し ＜一部＞ 

 Ⅰ．３．(３) 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞ 

 Ⅱ．２．   PDCA サイクルの徹底 

 Ⅱ．５． 業務の効率化 ＜一部＞ 

 Ⅲ.     財務内容の改善に関する事項 ＜一部＞ 

 Ⅴ．     不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

 Ⅶ．１．   広報業務の強化 

 Ⅶ．４    内部統制に係る体制の整備 

 

  

-45-



 

 

Ⅰ．１．（９） 地域イノベーションの推進等（①地域イノベーションの推進） 

【中長期目標】 

産総研のつくばセンター及び全国 8 カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に

連携し、地域における「橋渡し」を推進するものとする。特に、各都道府県に所在する

公設試に産総研の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化

し、橋渡しを全国レベルで行う体制の整備を行うものとする。 

また、第 4期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の

進捗状況の把握・評価を行った上で、別紙に掲げる重点的に推進するべき具体の研究開

発も踏まえつつ、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、他地域からの人

材の異動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強することにより研究

内容の強化を図るものとする。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門

等を縮小若しくは廃止するものとする。 

【中長期計画】 

産総研のつくばセンター及び全国 8 カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に

連携し、地域における「橋渡し」を推進する。特に、各都道府県に所在する公設試に産

総研の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡しを

全国レベルで行う体制の整備を行う。具体的には、産総研職員による公設試への出向、

公設試職員へのイノベーションコーディネータの委嘱等の人事交流を活かした技術協力

を推進し、所在地域にこだわることなく関係する技術シーズを有した研究ユニットと連

携して、地域中堅・中小企業への「橋渡し」等を行う。加えて、公設試の協力の下、産

総研の技術ポテンシャルとネットワークを活かした研修等を実施し、地域を活性化する

ために必要な人材の育成に取り組む。 

さらに、第 4 期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能

の進捗状況の把握・評価を行った上で、橋渡し機能が発揮できない地域センターについ

ては、他地域からの人材の異動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補

強することにより研究内容の強化を図る。その上で、将来的に効果の発揮が期待されな

い研究部門等を縮小若しくは廃止する。 

【平成 31 年度計画】 

・まち・ひと・しごと創生本部決定の「政府関係機関移転基本方針」を踏まえて石川県

及び福井県に整備した拠点を中心として、県及び公設試との連携により、地域中堅・中

小企業への「橋渡し」等を推進する。 

【実績】 

「政府関係機関移転基本方針」に基づき連携拠点として整備した「石川サイト」と「福井

サイト」を中心として、県、公設試及び産業支援機関等との連携により、地域中堅・中小企

業への「橋渡し」等を引き続き推進している。石川サイトでは 10 名（うち 7 名は産総研イ

ノベーションコーディネータとして委嘱した公設試等の職員）、福井サイトでは 14 名（同
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10 名）のイノベーションコーディネータ等が、企業と面談して技術相談等を実施した（石

川県では 21 社 35 回、福井県では 20 社 44 回）。また、産総研の最新のシーズや研究戦略を

地域の方に広く知っていただくための「テクノブリッジセミナー」を石川県と福井県で各 1

回実施するなど、イベントを積極的に開催し、県内企業の技術ニーズの把握と連携構築に努

めた。 

【効果】 

「石川サイト」「福井サイト」における技術相談やイベント開催により、つくば・各地域

センターの研究者やイノベーションコーディネータとともに、地域企業のニーズにオール

産総研の技術シーズで応える形の連携チームを形成して活動に取り組んだ結果、石川県で

は 6 件、福井県では 4件の共同研究等が新規に成立した。 

 

 

【実績】 

「政府関係機関移転基本方針」に基づき、名古屋大学内に開所した産総研・名大 窒化物

半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ」（GaN-OIL）は、名古屋大学が事務

局となっている窒化ガリウム研究コンソーシアム（GaN コンソーシアム）のもと、引き続き

名古屋大学や参加企業等との連携を実施した。具体的には、令和元年度は GaN コンソーシア

ムの一般社団法人化に伴い、GaN 実用化ワーキンググループ(WG)に参画することとなり、コ

アメンバーとして活動することになった。本 WG は、パワーエレクトロニクス、高周波、光

関係などの幅広い技術を見据えて、GaN 材料のすぐれた材料特性を生かす応用技術の開拓を

目指す WG である。さらに、GaN コンソーシアム内の GaN 研究戦略室、名古屋大学内のオー

プンイノベーション推進室（OI 室）とも連携をとって、オープンイノベーション戦略に関

する打ち合わせを定期的に行った。 

また、愛知県が令和元年度から開始した「知の拠点あいち重点研究プロジェクトⅢ」への

提案が採択され、令和元年度から研究開発を実施することになった。本プロジェクトは地元

大学のほか、地元中小企業複数社を含めた実施体制となっている。さらに、GaN-OIL 副ラボ

長の名古屋大学 宇治原教授と連携して、顕微ラマン分光のマッピング法による欠陥評価技

術により、製品化に向けて検討中である。 

産総研・九大 水素材料強度ラボラトリ（HydroMate）については、福岡水素戦略との連携

のもと、安全性と経済性を兼ね備えた革新的水素材料の開発を目指した基礎研究を推進し

た。また、RA、ポストドクターの雇用を通して人材育成を進め、1 名が福岡地区のアカデミ

ックポジションを獲得している。さらに、九州地域の特色を生かした企業連携、国際連携を

推進するために、九州水素・燃料電池フォーラム＆水素先端世界フォーラムや、水素材料に

関する日・中・韓共同ワークショップを主催するとともに、ノルウェー SINTEF (Stiftelsen 

for industriell og teknisk forskning)、NTNU (Norwegian University of Science and 

Technology)との研究連携についても進みつつある。 
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【効果】 

GaN-OIL は GaN 研究コンソーシアムのもとで、HydroMate は福岡水素戦略との連携のもと

で、第 4 期中長期目標通りに地域中堅・中小企業への「橋渡し」を推進した。GaN-OIL は愛

知県の「知の拠点あいち重点研究プロジェクト」への提案が採択され、令和元年度から研究

開発を開始しており、地元企業への橋渡しを強化している。HydroMate は、国際フォーラム

やワークショップ開催を通して世界最先端の拠点形成や東アジアでの連携を加速している。 
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Ⅰ．１．（１１） 「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入 

【中長期目標】 

 「橋渡し」研究では事業化に向けた企業のコミットメント獲得が重要であることか

ら、「橋渡し」研究を担う研究領域の評価を産総研内で行う場合には、産業界からの資

金獲得の増加目標の達成状況を最重視して評価し、資金獲得金額や受託件数によって、

研究資金の配分を厚くするなどのインセンティブを付けるものとする。但し、公的研究

機関としてのバランスや長期的な研究開発の実施を確保する観点から、インセンティブ

が付与される産業界からの資金獲得金額や受託件数に一定の限度を設けることも必要で

ある。また、具体的な評価方法を定めるにあたっては、一般に一社当たりの資金獲得金

額は小さい一方、事業化に関しては大企業以上に積極的である中堅・中小企業からの受

託研究等の取り扱いや、研究分野毎の特性に対する考慮などを勘案した評価方法とする

ことが必要である。 

【中長期計画】 

「橋渡し」研究では事業化に向けた企業のコミットメント獲得が重要であることか

ら、「橋渡し」研究を担う領域の評価を産総研内で行う場合には、産業界からの資金獲

得の増加目標の達成状況を最重視して評価し、資金獲得金額や受託件数によって、研究

資金の配分を厚くするなどのインセンティブを付ける。但し、公的研究機関としてのバ

ランスや長期的な研究開発の実施を確保する観点から、インセンティブが付与される産

業界からの資金獲得金額や受託件数に一定の限度を設ける。また、具体的な評価方法を

定めるにあたっては、一般に一社当たりの資金獲得金額は小さい一方、事業化に関して

は大企業以上に積極的である中堅・中小企業からの受託研究等の取り扱いや、研究分野

毎の特性に対する考慮などを勘案した評価方法とする。 

【平成 31 年度計画】 

・「橋渡し」研究では事業化に向けた企業のコミットメント獲得が重要であることか

ら、平成 31 年度も引き続き「橋渡し」研究を担う領域への研究予算は民間資金獲得

実績を最重視して行う。 

・各領域の評価に際しては、数値目標を掲げた民間資金獲得額、論文発表数、論文の合

計被引用数、実施契約等件数、イノベーション人材育成人数の達成状況に加え、具体

的な研究成果や知的基盤の整備状況等、上述の評価軸、評価指標及びモニタリング指

標に基づいて行う。 

【実績】 

民間資金獲得額に応じて配分するインセンティブ予算（民間資金獲得評価配分）を重点的

に配分し、全研究予算に対するその割合が平成 30 年度と同程度となるよう維持した。 

【効果】 

民間資金獲得実績を重視した予算配分を持続することにより、第 4 期中長期目標の最重

要の経営課題である「橋渡し」機能強化について、研究職員の取組意識が醸成された。その
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結果、令和元年度の民間資金獲得額は 12 月時点で平成 30 年度実績（92.6 億円）を上回る

98.2 億円であり、最終的に 100 億円超になる見込である。 

 

 

【実績】 

各領域の評価は、令和元年度計画に領域ごとに掲げた各種数値目標の達成状況に加え、具

体的な研究開発成果等を踏まえて実施した。知的基盤整備については、地質調査総合センタ

ーに対して地質図幅作成、海洋地質・沿岸地質情報整備の状況を、計量標準総合センターに

対して法定計量業務、計量標準の維持・供給の状況を軸に評価した。令和元年度の各領域予

算において、外部資金獲得額、知的基盤整備の評価を実績評価配分及び知的基盤配分に反映

させただけでなく、論文発表数、若手育成等の長期的な展望も考慮した予算配分を実施した。 

【効果】 

外部資金獲得額および論文発表数の実績に応じた予算配分を実施することで各領域の研

究活動が活発化し、「橋渡し」機能や「目的基礎研究」の推進が強化された。その結果、民

間資金獲得額は平成 27 年度より年々増加し、令和元年度には 100 億円を超える見込である。

また論文発表数に応じた予算配分を開始した平成 28 年度以降、インパクトファクター付き

の論文発表数は増加傾向にある。 

 

  

-50-



 

 

Ⅰ．３．（２） 組織の見直し 

【中長期目標】 

上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各研究領域等との役割・責任関係のあ

り方も含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの

「橋渡し」を円滑かつ切れ目無く実施するため、研究領域を中心とした最適な研究組織

を構築する。 

「橋渡し」機能を強化するには、中核となる研究者を中心に、チームとして取り組む

体制づくりも重要であり、支援体制の拡充を図るとともに的確なマネジメントが発揮で

きる環境を整備するものとする。 

また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織について

も、研究領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体

制に見直すこととする。「橋渡し」の一環で実施する産学官連携等については、産業界

のニーズ把握と大学等の有する技術シーズの分析を行い、それらのマッチングにより課

題解決方策の検討と研究推進組織に対して、研究計画の設計まで関与できる専門人材を

強化するものとする。 

【中長期計画】 

上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各領域等との役割・責任関係のあり方

も含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋

渡し」を円滑かつ切れ目無く実施する。具体的には、研究組織を I.の冒頭に示した 7 領

域に再編したうえで各領域を統括する領域長には「1.『橋渡し』機能の強化」を踏まえ

た目標を課すとともに、人事、予算、研究テーマの設定等に関わる責任と権限を与える

ことで領域長が主導する研究実施体制とする。領域内には領域長の指揮の下で研究方

針、民間企業連携など運営全般に係る戦略を策定する組織を設ける。戦略策定に必要な

マーケティング情報を効果的かつ効率的に収集・活用するため、この組織内にイノベー

ションコーディネータを配置し、研究ユニットの研究職員と協力して当該領域が関係す

る国内外の技術動向、産業界の動向、民間企業ニーズ等の把握を行う。領域の下に研究

開発を実施する研究ユニットとして研究部門及び研究センターを配置する。このうち研

究センターは「橋渡し」研究後期推進の主軸となり得る研究ユニットとして位置づけを

明確にし、研究センター長を中核として強力なリーダシップと的確なマネジメントの下

で研究ユニットや領域を超えて必要な人材を結集し、チームとして「橋渡し」研究に取

り組める制度を整備する。また、研究センターにおいては、「橋渡し」研究に加え、将

来の「橋渡し」につながるポテンシャルを有するものについては、目的基礎研究も実施

する。 

また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織について

も、領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制に

見直す。「橋渡し」の一環で実施する産学官連携等については、産業界のニーズ把握と
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大学等の有する技術シーズの分析を行い、それらのマッチングにより課題解決方策の検

討と研究推進組織に対して、研究計画の設計まで関与できる専門人材を強化するため、

内部人材を育成するとともに、外部人材を積極的に登用する。 

さらに、機動的に融合領域の研究開発を推進するための予算を本部組織が領域に一定

程度配分できるようにするとともに、研究立案を行うために必要に応じて本部組織にタ

スクフォースを設置できるようにする。 

【平成 31 年度計画】 

・更なる業務の適正化及び効率化を目指し、継続的に組織・制度の見直しを実施する。

研究推進組織は産業界の動向や民間企業、社会ニーズへ対応するため、柔軟な見直しを

実施する。 

・さらに、革新的基礎研究力を有する大学等から生まれた優れた技術シーズや優秀な研

究人材を活用し、産総研における「橋渡し」機能の強化を加速させるため、大学等外部

機関の構内に連携研究を行うための研究組織「オープンイノベーションラボラトリ

(OIL)」の整備を進め、平成 31 年度内に 2 件の新設を目指す。 

・産総研全体として「橋渡し」機能の強化を図る体制を維持する観点から本部組織等に

ついて、必要に応じて柔軟に見直す。 

・理事長戦略予算を本部組織等の決定に基づき、領域に一定程度配分し、機動的に融合

領域の研究開発等を推進する。 

【実績】 

令和元年においては、7月 1 日付で産総研デザインスクールの事務局を担う「デザインス

クール事業室」を柏センターに設置し、8 月 1日付で社会的課題解決を実践できる人材の育

成を目指したデザインスクールを開校した。 

【効果】 

デザインスクール事業室を設置し、デザインスクールを開校することで、社会イノベーシ

ョンの実践に関する研究活動や協同プロジェクト活動を推進できる人材を、産総研所内及

び所外から育成している。これにより、イノベーションによる持続可能な社会の実現に向け

て、社会的課題の解決を実践できる人材を輩出して、社会での活用の促進を図る。 

 

 

【実績】 

令和元年 9月 1 日付けで産総研・東大 AI チップデザイン OIL を、令和元年 11 月 15 日付

けで産総研・筑波大食薬資源工学 OIL を設置した。前者は、集積回路設計・検証・評価に関

する基礎研究力と開発環境を持つ東京大学との連携研究を推進する拠点であり、後者は、食

薬資源研究や臨床研究に関する高いポテンシャルを持つ筑波大学との連携研究を推進する

拠点である。令和元年度設立の 2 件の OIL を除く 8 件の OIL については、各領域の研究戦

略部長から成る所内評価委員による書類評価を実施し、中間成果報告会（令和元年 12 月 20
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日開催）では、理事長以下、研究所幹部から助言を受けた。 

【効果】 

年度目標である 2 件の OIL 新設により、第 4 期中長期計画の目標である合計 10 件の研究

拠点設置を達成した。書類評価結果、評価コメント、助言などについては、各 OIL にフィー

ドバックすることで、今後の OIL 運営の改善に生かす予定である。 

 

 

【実績】 

令和元年 5月 1 日付で、「業務推進支援部」を「総務企画部」に名称を変更するとともに、

研究所の運営基盤に係る業務の企画及び立案並びに総合調整を新たに所掌した。 

また、同部を総務本部の総括部署として明確に位置づけた。 

【効果】 

産学官連携活動の拡大に伴い、総務本部が担う人事、経理、調達、法務等の組織運営を支

える基盤となる業務の重要性及び量が増大している。総務企画部が、研究所の運営基盤に係

る業務の企画及び立案並びに総合調整を新たに所掌することで、各業務が産総研全体で適

切に運用されているかを適時モニタリングする仕組みを構築することができ、業務の有効

性・効率性の向上とリスクの低減等が実現できた。 

また、「総務企画部」を総括部署として明確に位置付けることで、総務本部内及び他本部

等との各種の調整業務が円滑に実施できるとともに、同本部の業務と密接不可分な関係に

あるコンプライアンス推進本部、監査室との連携が一層強化された。 

 

 

【実績】 

産総研として戦略的に推進すべきではあるものの領域予算ではカバーできない研究開発

を支援するため、民間資金獲得額強化、領域連携促進、研究拠点強化、調査などの課題に対

する理事長戦略予算（戦略予算）として、領域、地域センター、本部組織から提案された計

48 件の戦略課題へ重点的に 17 億円を配分した。 

【効果】 

戦略予算の配分によって民間資金獲得に向け取組強化が推進されたことで、令和元年度

の実施課題により得られる民間資金獲得額は 20 億円となる計画で、10 月までに 14 億円を

達成している。また、戦略予算によって領域連携が推進された結果、1つの課題から Nature 

Communications を含む高インパクトファクターの論文を複数発表するなどの成果が得られ

ている。 
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Ⅰ．３．（３） 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 

【中長期目標】 

①法人の長のマネジメントの裁量の確保・尊重 

法人の長が国内外の諸情勢を踏まえて法人全体の見地から迅速かつ柔軟に運営・管理

することが可能な体制を確保するものとする。 

②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制 

○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

 優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発

を担う体制を整備するものとする。 

○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

 研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減

し、研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。 

○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化 

 世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及

び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携や技

術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るものと

する。 

○国際標準化活動を積極的に推進するための体制 

 技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横

断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を

整備するものとする。 

【中長期計画】 

① 理事長のマネジメントの裁量の確保・尊重 

理事長が国内外の諸情勢を踏まえて産総研全体の見地から迅速かつ柔軟に運営・管理す

ることが可能な体制を確保する。 

② 世界最高水準の研究開発等を実施するための体制の強化 

・国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

特に世界的な競争の激しい研究領域を中心として、世界最高水準で挑戦的な研究開発を

実施するため、若手、女性、外国人研究者を含む国内外の多様なトップ・新進気鋭の研

究者や優れた技術を集結させる体制を整備する。 

・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減するた

め、これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念できる環

境を確保するための仕組みや体制を整える。 

・国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化 
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世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及

び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進する。また、内部人材の育成に加え、企

業等外部人材を積極的に登用するなど、外部との連携や技術マーケティング等にも総合

的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図る。 

・国際標準化活動を積極的に推進するための体制 

技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横

断的なテーマについて、標準化を通して産業競争力を強化する「橋渡し」役を担うべ

く、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整備する。 

【平成 31 年度計画】 

<理事長のマネジメントの裁量の確保・尊重> 

・各界の有識者である外部委員で構成される経営戦略会議を開催し、会議で出された研

究所の進むべき方向についての提言を、理事長による組織運営マネジメントに反映す

る。 

・理事長戦略予算の位置づけを明確化し、当該予算で実施する課題は、各領域、地域セ

ンターおよび本部事業組織の提案の中から、理事長、副理事長、企画本部長、イノ推

本部長の合議で決定する。 

<国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化> 

・新規パートナー企業の開拓により連携研究室(冠ラボ)の設置件数を着実に増加し、平

成 30 年度以上の設置件数を目標とする。  

・大学等外部機関の構内に連携研究を行うための研究組織「オープンイノベーションラ

ボラトリ(OIL)」の整備を進め、平成 31 年度内に 2 件の新設を目指す。また、シンポ

ジウム等の開催、担当 IC の配置、知財取扱指針の整備等により、橋渡しの実現に向

けた OIL 運営体制の強化を図る。 

【実績】 

令和元年度も平成 30 年度に引き続き、外部有識者で構成される経営戦略会議を開催した。

第 1 回（令和元年 8 月 1 日）は柏センターにて開催し、「科学技術・イノベーション政策の

動向の報告」「若手研究者による研究活動紹介」及び「最近の取組について（産総研におけ

る Society 5.0 への取組、産総研の広報活動）」について議論を行った。併せて柏センター

の研究活動視察に対応した。委員からは Society 5.0 への取組および広報活動に関する提

言があった。また第 2回（令和 2年 2 月 6 日）は、東京本部にて開催し「第 4 期中長期計画

の取組」、「第 5 期中長期目標の検討状況」について議論を行い令和 2年度から始まる第 5 期

中長期目標期間の中長期計画の立案に反映する予定である。 

【効果】 

「一般社会の方を対象とした広報とは別に、産業界の方々にも見える情報発信をぜひお

願いしたい」との委員の指摘を受け、産総研の技術シーズを産業界の方に発信するために、

技術展示会や意見交換会などのイベントの企画・実施、技術シーズ集やパンフレット類の配
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布など、引き続き積極的に行うこととした。また、広報誌「産総研 LINK」の発行、プレスリ

リースや「研究者が語る１分動画」などで、産業界をターゲットとした広報活動も行うこと

とした。 

 

 

【実績】 

理事長裁量の予算において、戦略予算に 17 億円、理研－産総研チャレンジ研究に 1億円、

エッジ・ランナーズに 1.2 億円を配分した。 

戦略予算は、産総研として戦略的に推進すべきではあるものの領域予算ではカバーでき

ない研究開発を支援するため、民間資金獲得額強化、領域連携促進、地域センター機能強化、

調査など、計 48 件の課題に配分した。 

理化学研究所（理研）との「理研－産総研チャレンジ研究」においては、平成 29 年 7 月

のステージゲート審査にて採択された本格研究課題（2 件）、平成 30 年 7 月のステージゲー

ト審査にて採択された准本格研究課題（3 件）と平成 31 年１月より進行中の FS 研究課題（6

件）のうち、ステージゲート審査を辞退した准本格研究課題 1 件を除き、令和元年 7 月に書

類審査を実施した。さらに書類審査を通過した課題（6 件）について、令和元年 8 月に産総

研、理研の理事長、理事などから構成される面接審査員参加の下、面接審査会を開催した。

その結果、１件を継続本格研究課題（各機関へ課題ごとに年間 1,000 万円を配分）、1 件を

新規本格研究課題（各機関へ課題ごとに年間 2,000 万円を配分）、1 件を継続准本格研究課

題（各機関へ課題ごとに年間 500 万円を配分）、2 件を新規准本格研究課題（各機関へ課題

ごとに年間 300-500 万円を配分）として採択した。 

また、令和元年 12 月に、理研－産総研の精鋭若手・中堅研究者による「第 4 回 21 世紀イ

ノベーションリーダーワークショップ」（参加者数：42 名［産総研：25 名、理研：17 名］、

開催場所：理化学研究所 神戸地区 融合連携イノベーション推進棟）を開催し、2050 年の

社会課題解決に向けた研究課題や社会構造のシフトチェンジを起こしうる革新的な技術開

発に繋がる研究課題について議論した。令和 2 年 1 月には、新たな研究課題について募集・

審査を行い、3 月中に FS 研究課題として 5 件程度（各機関へ課題ごとに年間 100-200 万円

を配分）採択し、4 月より研究開始の予定である。 

産総研エッジ・ランナーズ制度は、「世界を揺るがす特筆すべき成果」の輩出を目指し、

「10 年後も産総研の技術シーズが我が国のイノベーションを牽引する」ということを現実

のものとするため、独創的な発想に基づき、革新的な技術シーズや新たな研究分野の創出に

挑戦する若手に対して大胆な支援を行う。令和元年度は、若手のチャレンジ精神の醸成と技

術シーズの創出をさらに促すため、採択者数及び予算規模がそれぞれ平成 30 年度の 2 倍の

最大 20 人及び 2 億円となるよう制度の拡充を行った結果、新規 5 課題及び継続 8 課題の計

13 課題について配分した。3 年目を迎える課題については評価を行い、5 件中 3 件を継続し

ている。 
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【効果】 

「理研－産総研チャレンジ研究」では、若手・中堅研究者が中心となり、両機関が連携し

て初めて達成可能となる世界初／世界一の研究開発を実施している。グローバルリーダー

となる両機関の若手人材のネットワークを形成することによって、科学・産業技術イノベー

ションを強力に推進する人材育成効果が期待できる。 

また、理研－産総研チャレンジ研究で得られた成果で、戦略的イノベーション創造プログ

ラム（SIP）、戦略的創造研究推進事業（CREST)、光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-

LEAP）、NEDO の先導研究などが採択され、大型国家プロジェクトにつながる外部資金獲得と

いう目に見える効果も出ている。 

戦略予算の配分によって民間資金獲得額強化が推進されたことで、令和元年度の実施課

題により得られる民間資金獲得額は 20 億円と見込んでおり、10 月までに 14 億円を達成し

ている。また、戦略予算によって領域連携が推進された結果、1 つの課題から Nature 

Communications を含む高インパクトファクターの論文を複数発表するなどの成果が得られ

ている。 

 

【実績】 

令和元年度は、ジェイテクト－産総研 スマートファクトリー連携研究ラボ（6 月 1 日）、

バルカー－産総研 先端機能材料開発連携研究ラボ（6 月 1日）、DIC－産総研 サステナビリ

ティマテリアル連携研究ラボ（10 月 1 日）、日立造船－産総研 循環型クリーンエネルギー

創出連携研究室（3 月 1日）を設置した。 

平成 30 年度に引き続き、冠ラボごとの成果報告懇談会、また新規パートナー企業の開拓

をめざして、令和元年 10 月に TBFT2019 (Technobridge Fair 2019 in TSUKUBA)にて冠ラボ

の特別企画を開催し、256 名の参加を得た。さらに、2 月に冠ラボどうしの連携、冠ラボと

OIL との連携によるイノベーションの創出を目指して冠ラボ交流会を開催した。 

【効果】 

冠ラボ制度の運営が軌道に乗り、また所内に認知されたことにより新規設置が継続的に

行われた。令和元年度、冠ラボは 4 件新設され、民間資金獲得額では、平成 30 年度比で約

19％増となった。また、冠ラボの特別企画の開催により、多くの参加者に冠ラボを活用した

共同研究の成功例を紹介した結果、冠ラボの具体例、メリットが周知され、複数企業と新た

な連携に向けた協議が開始された。 

 

 

【実績】 

平成 30 年度に引き続き、全 OIL を対象とした定期連絡会開催、各 OIL で開催される運営

連絡会の出席、研究成果（論文、外部資金など）の資料まとめなどを実施し、各 OIL の運営

管理を一層強化した。各 OIL においても、シンポジウム・企業連携ワークショップ開催、定
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例勉強会開催等により、連携先の開拓に努めた。さらに、令和元年 9 月 1 日付けで産総研・

東大 AI チップデザイン OIL を、令和元年 11 月 15 日付けで産総研・筑波大食薬資源工学 OIL

を設置した。 

以上の取組の結果、遺伝子診断技術のオンチップ高速化に関する研究成果を発展させる

形で、感染症遺伝子定量装置が共同研究先企業より上市されるなど、プレスリリース 9 件に

繋がる研究成果が生まれた。 

【効果】 

2 研究拠点の新設効果などにより、令和元年 11 月段階でクロスアポイントメント教員 16

人、リサーチアシスタント 76 人の外部人材を雇用するなど、大学との連携体制の更なる充

実が図られた。2 例の製品化事例など、成果が目に見える形で橋渡し効果が得られた。 

 

＜国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化のその他の特記事項＞ 

国際会議 RD20（Research and Development 20 for Clean Energy Technologies）の開催 

【実績】 

G20 大阪サミット等での安倍総理大臣のイニシアチブを受け、クリーンエネルギー技術分

野における G20 各国の国立研究機関等のリーダーを集めた国際会議 RD20（Research and 

Development 20 for Clean Energy Technologies）を中鉢理事長議長のもと開催した。 

第 1 回は、水素・CCUS(CO2 Capture, Utilization and Storage)技術にも注目しながらク

リーンエネルギー技術の現状と将来像をレビューし、国際連携の方向性を打ち出した。（令

和元年 10 月 11 日ホテルニューオータニ東京で開催）。 

【効果】 

フランス国立科学研究センター（CNRS）プティ総裁、カナダ国立研究会館(NRC)スチュア

ート理事長他 G20 各国から参加した研究機関代表の意見を要約した「議長サマリー」を発表

した。また、各国のクリーンエネルギー技術分野の研究開発動向をまとめた「RD20 Now & 

Future」を発表した。開催に合わせ、産総研と参加機関との間で MOU 等 6 件を構築した。 

さらに、RD20 議長として中鉢理事長が、10 月 9 日総理官邸で行われたグリーンイノベー

ションサミットに出席し、同時期に日本で開催された、ICEF、TCFD サミット代表ともに、

安倍総理に G20 で合意された環境と成長の好循環の実現に向けて、産業界、金融界、研究者

としても具体的な取組を強化していく旨の提言書を手交した。 
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Ⅱ．２． ＰＤＣＡサイクルの徹底 

【中長期目標】 

 各事業については厳格な評価を行い、不断の業務改善を行うものとする。評価に当たっ

ては、外部の専門家・有識者を活用するなど適切な体制を構築するものとする。また、評

価結果をその後の事業改善にフィードバックするなど、PDCA サイクルを徹底するものと

する。 

【中長期計画】 

各事業については厳格な評価を行い、不断の業務改善を行う。評価に当たっては、外部

の専門家・有識者を活用するなど適切な体制を構築する。また、評価結果をその後の事業

改善にフィードバックするなど、PDCA サイクルを徹底する。 

【平成 31 年度計画】 

・評価の実施及び評価結果の各部署へのフィードバックに当たっては、必要に応じて改

善を行い、更なる充実とともに効率化を図る。 

・年度評価に加え、第 4 期中長期目標期間にかかる平成 32 年度当初の期間実績評価に

向けて、効果的かつ効率的な実施方法を決定し準備を進める。 

・第 5 期中長期目標期間の評価について、実効性の高い評価方法を検討する。  

・評価結果や月ごとの外部資金獲得状況報告を領域の活動に反映させること等を通じて、

産総研全体として目標を達成するための PDCA サイクルを働かせる。 

【実績】 

令和元年度の評価の充実と効率化を図るために、評価書作成ガイドラインを改定すると

ともに、資料作成にかかる所内説明会を評価対象部署ごとに丁寧に実施した。評価書作成ガ

イドラインは、作業過程に沿って Q＆A を取り入れて理解しやすくした。また、評価委員会

の資料は研究テーマごとに実績と課題を一括して記述した。独立行政法人評価制度委員会

による大臣評価の点検結果等の意見を参考に、期間実績評価においては、中長期目標におい

て最も重要とされた目標が未達成の場合は、外部要因の影響やマネジメントの課題等を含

む要因分析を行い、業務の改善につながるような実効性のある記述となるようにした。 

また、作業過程において評価対象部署と委員会事務局との間で情報を一括管理しながら

円滑な協働作業を行うために、所内向けのファイル・情報共有サービスを活用した。一方、

評価委員との情報伝達には、産総研外部と安全に情報伝達できるファイル転送システムを

利用した。 

さらに、平成 30 年度に引き続き、前年度評価委員会での評価委員（外部の専門家・有識

者）による評価コメント、自己評価検証委員会でのコメント及び大臣評価コメントを整理し

て、評価対象部署に提供した。 

【効果】 

評価書作成ガイドラインを改定し、説明会を評価対象部署ごとに丁寧に実施したこと及

び、評価対象部署と委員会事務局との間で情報を一括管理したことから、資料修正に要する

-59-



 

 

作業時間の削減が見込まれる。また、目標未達成の場合の要因分析の結果は、第 4 期中長期

目標期間終了後の業務の改善に活かされることが期待できる。評価委員等のコメントを整

理して、評価対象部署に提供することで、現状の体制や取組の更なる改善点の洗い出しやこ

れを踏まえた改善、一層の取組強化に繋がり、PDCA サイクルの更なる推進が期待できる。 

 

 

【実績】 

令和元年度は、第 4 期中長期目標期間の最終年度であることから、期間実績評価（第 4 期

中長期目標期間における業務の実績に関する評価）を、令和元年度評価と併せて実施し、以

下のとおり柔軟に評価体制を見直しながら効果的かつ効率的な実施方法を決定し準備を進

めた。 

①評価書の作成にあたっては、見込評価を最大限に活用した。見込と実績に乖離がある場

合には、その原因を分析することにした。②外部の専門家・有識者による評価委員会につい

ては、期間実績評価と令和元年度評価を同時に審議した。③評価委員による評価委員会直後

の評価を、実績値が確定した後に最終確定する 2 段階評価を廃止した。一方で評価資料作成

の段階で、年度末までの見込の確度を一層高くすることにより、評価の精度を維持した。④

評価委員会開催後に自己評定を暫定的に決める関係者会議を設定した。 

【効果】 

見込評価を最大限に活用したことで、評価資料作成にかかる時間が短縮された。期間評価

と年度評価についての同時審議を行うことにより、評価委員会開催のためのコスト及び業

務負担を軽減することができた。2段階評価の廃止により、評価の精度を維持しながら業務

負担を軽減することができた。自己評価を暫定的に決める関係者会議の実施により、自己評

価書を円滑に作成できることができた。これらの効率的かつ効果的な評価の実施によって、

第 4 期中長期目標期間の取組の改善点などが明確となり、目標達成に寄与する。さらに、第

4 期中長期目標期間終了後の取組の検討に活用できる。 

 

 

【実績】 

「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決定、平成 31

年 3 月 12 日改定）Ⅰ．２．（６）において、主務大臣は、独立行政法人通則法第 35 条の 4

第 1 項の中長期目標の策定又は変更に際して、「当該法人と十分に意思疎通を図るものとす

る」「主務大臣から法人に対して方針を伝達するだけではなく、政策の実施機関である法人

の側からも、主務大臣に対して各地域の現場の「気づき」を迅速に提言することが必要であ

る」とされている。 

これを受けて、令和元年度第 2 回研究戦略会議（令和 2 年 2 月 6 日）において得た外部

有識者のコメントも踏まえつつ、第 4 期中長期目標期間の実績も勘案して、経済産業省と密
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に連携して産総研のミッションを検討し、第 5 期中長期目標の策定や評価の在り方の検討

に貢献した。 

【効果】 

世界に先駆けた社会課題の解決と経済成長・産業競争力の強化に貢献するイノベーショ

ンを創出するため、第 5 期中長期目標期間に向けた体制及び定性評価に向けた総合的な評

価方法の構築に貢献した。 

 

 

【実績】 

各領域の評価に関わる令和元年度の目標については、領域ごとの特性を踏まえ、理事会で

の審議を経て決定した。目標達成に向け、PDCA サイクル（P（領域長が目標を含む領域の年

度計画を策定し理事会で決定）、D（当該計画に基づき領域長が主導して研究開発を実施）、

C（領域ごとに掲げた各種数値目標の達成状況、具体的な研究開発成果の質的量的達成状況

等をもとに産総研（組織）として領域を評価）、A（目標の達成状況・大臣評価結果等を反映

したインセンティブを付与した研究予算の配分、それに基づく領域の研究推進による成果

の最大化））を機能させた。領域毎に年度末における民間資金の獲得見込額を見積もること

で、目標の達成状況を把握し、効率的に評価を実施した。令和元年度は、さらに民間資金獲

得目標達成に向けた各領域のアクションを明確にすることで PDCA サイクルを強化した。 

【効果】 

毎月、理事長、全領域長及び幹部が出席する会議において、民間獲得額を始めとする各種

指標に関する目標の達成状況等を報告し、他領域における目標の達成状況や目標達成に向

けた活動状況を共有することにより、領域間の競争と協力を深めた。 

各領域における民間資金獲得に向けたマネジメント体制の強化により、これまで領域ご

とに対応していた案件の全所的な対応が強化された。以上により、民間資金獲得に向けた産

総研全体の体制が強化された。 
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Ⅱ．５． 業務の効率化 

【中長期目標】 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上

で、一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費（人件費を除く。）の合計について前年度

比 1.36％以上の効率化を図るものとする。ただし、平成 27 年度及び 28 年度においては、

平成 27 年 4 月に定めた業務の効率化「一般管理費は毎年度 3％以上を削減し、事業費は

毎年度 1％以上を削減するものとする。」に基づく。 

なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとす

る。給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規定、俸給表及び総人件費

を公表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。 

【中長期計画】 

 運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上

で、一般管理費(人件費を除く。)及び業務費(人件費を除く。)の合計については前年度

比 1.36%以上の効率化を図るものとする。ただし、平成 27 年度及び 28 年度において

は、平成 27 年 4 月作成における業務の効率化「一般管理費は毎年度 3%以上を削減し、

業務経費は毎年度 1%以上を削減するものとする。」に基づく。 

なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとす

る。給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費

を公表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。 

【平成 31 年度計画】 

・運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上

で、一般管理費(人件費を除く。)及び業務費(人件費を除く。)の合計については前年度

比 1.36%以上を削減する。 

【実績】 

運営費交付金事業について、引き続き研究予算を最大限確保するため固定的な経費は現

状維持しつつ、予算査定の段階で不要不急な費用を厳しく精査し削減することにより、一般

管理費及び業務経費の平成 30 年度比 1.36%の削減を実施した。 

また、平成 29 年度に業務改革推進室を設置し、役員からの指摘を踏まえたトップダウン

での改革と現場ニーズをもとにしたボトムアップの改善・効率化プロジェクトを推進した。 

具体的には、資産の棚卸作業におけるスケジュールや確認方法の見直し、共同研究契約業

務の事務負担軽減や IT ツールの開発・運用による業務フローの整理等を行った。 

【効果】 

予算査定段階での精査によって、本部・事業組織等におけるコスト意識の醸成につながる

とともに、予算の効率的な執行の促進につなげることができた。 

業務改革推進室を中心とした業務改革活動では、各部署の改善効果の他部署への横展開

により新たな気づきの機会の創出、職員の改善意識醸成を促進するとともに、個別の業務改
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善プロジェクトで年間の業務時間を 18,164 時間削減することで、所全体で拡大している新

たな業務に対して職員数を相応に増やすことなく対応することができた。 
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Ⅲ． 財務内容の改善に関する事項 

【中長期目標】 

運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標で定めた事項に配慮した

中長期計画の予算を作成し、効率的に運営するものとし、各年度期末における運営費交付

金債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、減少に向けた努力を行うこととする。ま

た、保有する資産については、有効活用を推進するとともに、不断の見直しを行い保有す

る必要がなくなったものについては廃止等を行う。 

 さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取組を推進することとし、「平成 25 年

度決算報告」（平成 26 年 11 月 7 日会計検査院）の指摘を踏まえた見直しを行うほか、「独

立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）等既往の閣

議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施するものとする。特に、

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させる

ため、自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加

見込額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経

費に充てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。」とされて

いることを踏まえ、本中長期目標の考え方に従って、民間企業等からの外部資金の獲得を

積極的に行う。 

【中長期計画】 

運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標で定めた事項に配慮した

中長期計画の予算を作成し、効率的に運営するものとし、各年度期末における運営費交付

金債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、翌年度の事業計画に反映させる。 

目標と評価の単位である事業等のまとまりごとにセグメント区分を見直し、財務諸表に

セグメント情報として開示する。また、事業等のまとまりごとに予算計画及び執行実績

を明らかにし、著しい乖離がある場合にはその理由を決算書にて説明する。 

保有する資産については有効活用を推進するとともに、所定の手続きにより不用と判

断したものについては、適時適切に減損等の会計処理を行い財務諸表に反映させる。 

さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取り組みを推進することとし、「平成

25 年度決算検査報告」(平成 26 年 11 月 7 日)会計検査院)の指摘を踏まえ、関連規程の見

直し、研究用備品等の管理の適正化を図るために整備した制度・体制について、フォロー

アップを実施するとともに、必要に応じて見直しを行う。 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成 25 年 12 月 24 日閣議決定)等既往

の閣議決定等に示された政府方針に基づく取り組みについて、着実に実施する。特に、

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させる

ため、自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加

見込額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経

費に充てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。」とされて
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いることを踏まえ、経済産業省から指示された第 4 期中長期目標の考え方に従って、民

間企業等からの外部資金の獲得を積極的に行う。 

【平成 31 年度計画】 

・運営費交付金を充当して行う事業について、セグメント毎、ユニット毎等の執行状況

を定期的に調査し、引き続き予算の計画的・効果的な執行を促す。 

・運営費交付金債務の発生要因等と分析される、各種状況変動により生じる執行残額を

早期に検知することで債務減少を図る。 

・第 4 期中長期目標期間終了までに民間資金獲得額を 138 億円/年以上にすることを目

指し、平成 31 年度は中長期目標策定時点から 200%増である 138 億円/年を産総研全体

の目標として掲げる。 

【実績】 

令和元年度は第 4 期中長期目標の最終年度であることから、領域については、研究ユニッ

ト単位、本部・事業組織等については部単位で、第 2 四半期以降、毎月予算執行計画を策定

した。理事長をはじめとする幹部が出席する会議において、総務本部担当理事から予算執行

状況を定期的に報告することによって、執行状況を把握し、研究ユニットや各部署における

早期執行を促した。 

【効果】 

定期的に予算執行状況を幹部に報告し情報共有を図ることで、研究領域や本部・事業組織

等の長が相対的に他部署とも比較した上で随時状況を把握することができた。第 4 期中長

期目標期間の最終年度であることを踏まえ、当該長が所掌する組織内において、毎月の予算

の計画的な執行の必要性を改めて認識させ、より一層効率的な予算執行を継続できる効果

につながった。 

 

 

【実績】 

令和元年度は第 4 期中長期目標期間の最終年度であるため、第 3 期末の経験をもとに、

経理部担当部署と連携して毎月定期的に執行状況を把握し、必要に応じて各部署の予算執

行管理を徹底させた。業務状況の変化に伴い発生する不用額については早期に回収し、必要

な部署への追加配分を実施しており、令和元年度中においても、事前に要望調査を行った上

で必要性・緊急性を考慮して更なる研究活動の推進等に資する再配分を実施した。 

【効果】 

毎月の予算執行状況を見極めることで、各種状況変動により生じる執行残額の早期検知

が可能になった。これにより、研究領域や本部・事業組織等との早期調整が実現でき、必要

な部署への再配分が可能となったため、運営費交付金債務の減少が促進される効果につな

がった。 
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【実績】 

引き続き民間資金獲得目標達成に向けた PDCA サイクルを機能させるとともに、年度末に

おける民間資金獲得見込額を領域毎に毎月見積もることで目標の達成状況を把握するなど

の効率化を図った。さらに目標達成状況を踏まえて、目標達成に向けた各領域のアクション

を明確化するなど PDCA サイクルを強化した。 

民間資金獲得の強化が見込める課題に対して重点的に戦略予算を配分した。令和元年 10

月の時点で、複数の課題において 1億円を超える民間資金を獲得している。戦略予算実施課

題により令和元年度に得られる民間資金獲得額は 20 億円見込んでおり、10 月までに 14 億

円を達成している。 

【効果】 

令和元年度の民間資金獲得額は前年度の 92.6 億円を上回り、100 億円を超える見込であ

る。 
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Ⅴ． 重要な財産の譲渡・担保計画 

【中長期計画】 

関西センター尼崎支所の土地(兵庫県尼崎市、16,936.45 m²)及び建物について、国庫納

付に向け土壌汚染調査など所要の手続きを行う。 

【平成 31 年度計画】 

・関西センター尼崎支所については、引き続き自治体及び関係機関と協議を行い、国庫納

付に向けた手続きを進める。 

【実績】 

関西センター尼崎支所の国庫納付にあたって、実施を開始した土壌汚染調査（表層）にお

いて、当初予期していなかった地下ピット滞留水の存在等に対応した土地履歴調査の実施

及び調査計画書の再策定が必要となった。調査内容について尼崎市関係部局等と調整を行

い、調査計画書を確定して同調査を実施した。継続していた敷地測量・地積測量図登記作業

が完了した。また、平成 30 年の大阪北部地震後に行った安全点検により、建築基準法に一

部不適格であることが判明したブロック塀について、近畿財務局と協議を行いブロック塀

の撤去及びスチール塀の新設を実施した。その他、近畿財務局からの国庫納付準備のための

補完指示事項について対応し、結果を近畿財務局に報告した。 

【効果】 

関西センター尼崎支所の国庫納付に向けた準備事項として必要な調査等を実施した。ま

た、近畿財務局との協議において示された補完指示事項への対応を行うなど国庫納付手続

きに進捗がみられた。 
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Ⅶ．１． 広報業務の強化 

【中長期目標】 

 産総研の研究成果の効率的な「橋渡し」を行うためにも、産総研の主要なパートナーで

ある産業界に対して、活動内容や研究成果等の「見える化」を的確に図ることが重要であ

り、広報業務の強化に向けた取組を行うものとする。また、「橋渡し」のための技術シー

ズの発掘や産学官の連携強化等の観点からも、大企業、中小企業、大学・研究機関、一般

国民等の様々なセクターに対して産総研の一層の｢見える化｣につながる取組を強化する

ものとする。 

【中長期計画】 

産総研の研究成果の効率的な「橋渡し」を行うためにも、産総研の主要なパートナーで

ある産業界に対して、活動内容や研究成果等の「見える化」を的確に図ることが重要であ

り、広報業務の強化に向けた取り組みを行う。また、「橋渡し」のための技術シーズの発

掘や産学官の連携強化等の観点からも、大企業、中小企業、大学・研究機関、一般国民等

の様々なセクターに対して産総研の一層の「見える化」につながる取り組みを強化する。 

【平成 31 年度計画】 

・プレス発表や取材対応などを通じ、マスメディアに対し、研究成果や組織経営に関す

る情報をわかりやすく積極的に提供することにより、記事化および TV 報道につなげ

る。また、引き続き、会見による発表、記者との懇談・意見交換会・見学会を開催

し、産総研の活動を知ってもらうとともに報道される機会を増やすことに努める。 

・一般公開では、地域住民への研究紹介に加えて、子供たちに科学の面白さを伝える機

会として子供向け体験テーマの増強を図る。また、産総研の存在を知ってもらうた

め、引き続き、地域のイベント等へ積極的に研究成果等を出展する。 

・常設展示施設「サイエンス・スクエア つくば」では、引き続き、産総研への理解を

深めるための取組として、興味を引く特別展示や特別見学ツアーを実施する。 

・広報誌「産総研 LINK」では産業界にとって魅力的な記事の掲載に努めるとともに、同

誌の発行に合わせて電子版等を活用した情報発信を行い、新規購読者増加に努める。 

・産総研 HP の充実を図るとともに、SNS を活用して、広く一般国民に対し、魅力ある研

究成果や研究活動の映像コンテンツを作製し、わかりやすい情報発信に取り組む。 

【実績】 

マスメディアに対して、研究成果や産学官連携などに関する内容で計 71 件（内訳：資料

配付 66 件、会見形式 5件）のプレス発表と 599 件（平成 30 年同時期比 49 件増）の取材対

応を積極的に行った（令和元年 12 月 18 日現在）。 

さらに、プレス発表原稿の質の向上および効果の最大化にむけ、各領域企画室と連携しス

テークホルダーの明確化を含めたプレス発表の手続き等の見直しを実施した。 

産総研に拠点を置く技術研究組合理事長である吉野博士のノーベル化学賞受賞に関連し

て、拠点のある関西センター関係者の記者会見や公式ホームページ、Twitter での発信を迅
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速に行った。 

その他、受け身の広報にとどまらず、4 回の記者懇談会を開催するなど定期的な情報提供

（令和元年 12 月 18 日現在）、記者や TV 局のニーズに応じた個別の案内、「児童虐待」、「農

薬による影響」など社会的関心の高い課題における研究成果の積極的かつ丁寧な発信、研究

成果・技術シーズの定期的な紹介として日刊工業新聞に連載枠（毎週）を確保し、情報発信

するなど、積極的な攻める広報活動に努めた。 

【効果】 

プレス発表を中心にした積極的な広報活動など、マスメディアに対する一層の見える化

と信頼関係の構築に努め、3,762 件の新聞記事化及び WEB、TV 報道に繋げた。プレス発表に

ついては約 9 割という高い水準で報道された（令和元年 12 月 18 日現在）。 

上記件数の他、吉野博士のノーベル賞受賞に関連して、つくばセンターでの記者会見では、

TV5 社、新聞 6 社が来所するなど、迅速な取組が効果を上げた。 

また、社会的関心の高い課題についての研究成果発表においては事前に十分な対応準備

を行うことで、正確に報道されるとともに、産総研ホームページへのアクセス、Twitter、

Facebook などでも大きな反響につながった。 

 

 

【実績】 

地域住民への研究紹介と、将来の科学技術やものづくりを担う子供たちへ科学の面白さ

を伝えるため、全地域拠点で一般公開を開催した。特につくばセンターでは、子供向け企画

の拡充の一環として、子供に大人気の「パロ 世界中で愛されるアザラシ型ロボット」の開

発から 25 周年を記念した特別講演と特別展示を行い、パロの魅力と存在意義を発信した。

そのほか、ファミリー向けの体験型テーマとして新たに 7 領域の各会場をめぐるスタンプ

ラリーを設置し、幅広い研究領域をわかりやすく紹介する工夫を行った。また、子供向けの

サイエンスコーナーやチャレンジコーナー、科学工作コーナーなどの体験企画を 43 件企画

するなど充実させるとともに、産総研の研究者と若い世代が意見交換を行う場として高校

の理科系クラブの研究発表を企画し近隣から 5 校が参加した。 

さらに、産総研の認知度を上げるため、国立科学博物館の科博 NEWS 展示「さようならキ

ログラム原器 －「はかる」単位、130 年ぶりの大改訂－」など、一般向け科学系イベントへ

合計 11 回の出展・展示協力を行った。 

【効果】 

つくばセンター一般公開では過去最高の 7,255 名が来場し、来場者アンケートにおいて、

科学工作やチャレンジコーナーなど、子供から大人まで楽しみながら科学技術を身近に感

じられたとの意見が多数で「また来年来たいですか」の質問に対し、「ぜひ来たい」との回

答が 90％と、高評価を得た。 

今年度は全地域拠点合計で 17,149 名と過去最高の来場者数（※共同開催の一般公開は、
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イベント総来場者数で集計）を得た。 

出展・展示協力を行った一般向け科学系イベントでも子供たちから「おもしろかった」な

どの意見が数多く寄せられ、事務局から次回以降の出展を要請されるなど、科学技術の普及

啓発・理解増進とともに産総研の認知度向上に大きく貢献した。 

 

 

【実績】 

常設展示施設「サイエンス・スクエア つくば」では、4 月の科学技術週間において「生き

物の科学 フシギでもっと好きになる♪」と題し、一般来場者にも馴染みの深い生物の話か

ら産総研の研究内容を知ってもらおうと、サイエンストーク「好きだからもっと知りたい 

トンボの不思議」や研究室見学「両生類ふれいあいツアー」を開催した。12 月には特別展

「冬のスペシャル・デイ」と題して、偏光やモアレの研究テーマに関連した科学工作イベン

トを開催し、身近にある科学を楽しみながら子供たちに体験させる機会を提供した。春、冬

の特別展ともに通常公開していない研究機器保存棟の見学ツアーを実施し、前身機関から

続く産総研の歴史と、貴重な研究資産の紹介を行った。また、常設展示時においても団体見

学の高校等からのリクエストに合わせ、見学と組み合わせて研究者による研究紹介や研究

施設の見学ツアーを実施した。 

その他、12 月の特別展において、よりファミリー層を意識したファミリー向け抽選予約

枠を設けるなど新たな試みを行うとともに、事前 PR として、科学工作イベントにおける PR

動画を制作するなど、イベントの魅力を伝える新たな広報ツールの活用に努めた。 

【効果】 

特別展のアンケートでは、「すごくおもしろい」「おもしろい」が合わせて 100％を達成す

るなど、参加者から非常に高い満足度を示す回答を得られた。 

昨年に引き続き、偏光やモアレの研究テーマに関連した科学工作イベントでは、身近にあ

る科学を子供たちが楽しみながら理解することができ、さらにそれを参加者が周囲に紹介

したりできるよう、作った作品を持ち帰れる企画とし、地域への波及的な産総研の認知度向

上に寄与した。研究機器保存棟の特別見学ツアーでは、過去の研究や歴史に触れてもらい、

参加者からツアーの説明員へたくさんの質問が出るなど高い関心が見られ、イベントの満

足度向上に繋がった。 

また、新たな試みとして行ったファミリー向け抽選予約枠は、9 倍の競争率となるなどイ

ベントへの高い関心を確認できた。 

これらの特別展示や見学ツアーの効果もあり、常設展示施設の来場者は、37,610 名（令

和元年 12 月 18 日現在。平成 30 年度同時期比 3,056 名増）と、リピーターの増加と新たな

来館者層の開拓につながった。 
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【実績】 

「産総研LINK」(年6回発行の技術を社会へつなげるコミュニケーションマガジン)では、

魅力的な記事としてタイムリーな記事紹介に努めた。7 月号では、音声認識で音声情報をビ

ックデータに活用し、産総研ベンチャーがコールセンターで実用化したことを、11 月号で

は、食品の機能を科学的に分析した成果をもとに、地域の力でタマネギをブランド化したこ

とを、さらに、3 月号では、RD20：Research and Development 20 for clean energy 

technologies（クリーンエネルギー技術に関する G20 各国の国立研究所等のリーダーによ

る国際会議）に関係する記事を掲載した。 

継続的に公式ホームページへの電子ブックの掲載と Twitter での発行情報の発信を行う

とともに、バックナンバーに発行した記事概要をすべて掲載し、過去の記事も閲覧しやすい

環境を整備した。 

また、魅力的な記事作りが実り、出版社から産総研 LINK 記事の転載要望がありそれに対

応した。 

一方、出版グループの発行する冊子ごとの役割を見直し、2冊の全面改訂を行った。特に、

産総研の全体概要を説明するための「総合パンフレット」については写真を効果的に使用し、

文章ではなくイメージとして視覚面に訴える構成に変更した。 

【効果】 

産総研 LINK の定期購読者が 640 件（令和元年年 12 月 18 日現在）となり平成 30 年度同

時期比 181 件増加した。 

さらに、出版社からの要望により、産総研 LINK 記事がその出版社の WEB サイトに転載さ

れ、産総研の研究成果の普及に大きく貢献した。 

また、冊子の全面改訂においては、特に「総合パンフレット」で、文章よりも写真を多く

使い、視覚面に訴える構成にしたことが認知度向上に寄与した。 

 

 

【実績】 

平成 30 年 11 月に決まった質量などの国際単位系（SI）の基本単位の定義変更が 5 月 20

日に施行されたことを、より一般の方へ広く PR するために、著名な写真家の撮影による印

象的な写真を中心にした特別ウェブサイト、映像コンテンツを期間限定で公開した。これに

伴い国立科学博物館と連携した特別イベントの開催や Twitter での発信など多角的な広報

を行った。 

また、産総研が開発した「暗黒シート」について、「研究者が語る！1分解説」動画公開に

伴って、Twitter にショート動画を公開するなど新たな試みを行った。 

動画による広報については産総研チャンネル（YouTube）全体で研究成果紹介動画を 55 本

公開（平成 30 年度同時期は 35 本(12 月末時点)）するなど、継続してコンテンツの充実に

努めた。（令和元年 12 月 18 日現在）。 
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ウェブサイトにおいては、講談社のブルーバックスと連携した一般向けのウェブ記事連

載企画「さがせ、おもしろ研究！ ブルーバックス探検隊が行く」を継続的に実施し、双方

のホームページなどで 8 回（令和 2年 3 月末予定）連載した。さらには、サイエンス・スク

エアつくばウェブサイトのモバイル対応を中心としたリニューアルの実施、ウェブアクセ

シビリティの充実のため古い電子ブックコンテンツの整理など、より一般の方が産総研の

ウェブコンテンツにアクセスしやすい環境を整備した。 

【効果】 

SI の基本単位の定義変更施行に伴う特設サイトは、1 か月間で約 13 万 9 千アクセスを記

録し、大きな成果を収めた。この取組等により、ホームページ全体のアクセスはウェブアク

セシビリティの充実のため多くの古いコンテンツを整理しながらも、約 510 万アクセスと

平成 30 年度同時期比で約 20 万増加した（令和元年 12 月 18 日現在）。 

「暗黒シート」のショート動画は 53 万回以上再生され、そして「研究者が語る！1 分解

説」動画も研究成果の解説としては比較的多い 9 千回近くの再生となるなど大きな反響を

得た。 

これらの取組の結果、産総研チャンネル（YouTube）においてチャンネル登録者数が平成

30 年度末時点の 7,962 から 8,995（令和元年 12 月 18 日現在）となり約 13％増加し、日本

語公式Twitter のフォロワーが平成30年度末時点の8,718名から 11,628名となり 33%増加

（令和元年 12 月 18 日現在）するなど、産総研の認知度向上に大きく貢献した。 
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Ⅶ．４． 内部統制に係る体制の整備 

【中長期目標】 

 内部統制については、法人の長によるマネジメントを強化するための有効な手段の一

つであることから、「独立行政法人の業務の適性を確保するための体制等の整備」（平成

26 年 11 月 28 日付け総務省行政管理局長通知）等に通知した事項を参考にしつつ、必要

な取組を推進するものとする。 

【中長期計画】 

内部統制については、法人の長によるマネジメントを強化するための有効な手段の一

つであることから、「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」(平成

26 年 11 月 28 日付け総務省行政管理局長通知)等に通知した事項を参考にしつつ、内部統

制に係る体制の整備を進める。 

【平成 31 年度計画】 

・「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」(平成 26 年 11 月 28 日付

け総務省行政管理局長通知)等で通知された事項を参考にしつつ、内部統制に係る所内体

制の整備を進める。 

【実績】 

平成 30 年度に続いてガバナンス改革に取り組んだ結果、内部統制に関する規程を見直し、

内部統制に関する委員会等の設置、担当役員の決定や担当組織の指定等の事項を定めた。こ

れにより、内部統制に関する業務を統括する「内部統制統括責任者」、関連業務の総合調整

を担う「内部統制統括部署」、各組織における関連業務を行う「内部統制責任者」、内部統制

に関する業務の実施状況の把握、改善策の検討等を行う「内部統制委員会」を置いた。 

【効果】 

中長期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、研究所のミッションを有効かつ

効率的に果たすため、理事長が研究所の組織内に整備し、運用する仕組みを構築した。これ

らの基本的事項を定めることにより、業務の有効性及び効率性の向上、法令等の遵守の促進、

資産の保全並びに財務報告及び非財務報告に係る情報の信頼性を確保することができた。 
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【前年度の主な評価コメントへの対応】 

（特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

エッジ・ランナーズ、チャレンジ研究への理事長予算の活用は、打率はもしかすると良く

ないかも知れないが、それを含めても将来につながり得る取組みとして評価されるべき。 

＜対応・反映の状況＞ 

産総研の技術シーズが我が国のイノベーションを牽引するということを現実のものとす

るため、チャレンジ精神旺盛な若手（40 歳以下の産総研常勤研究職員）に対して大胆な支

援を行う所内プログラムを平成 29 年度より新たに実施している。令和元年度より採択人数・

予算規模を前年度の 2 倍とし、20 人・2 億円規模に拡充し、現在、13 テーマを実施中であ

る。支援期間中はエッジ・ランナーが研究に専念できるよう配慮し、支援開始後 2 年間は、

本支援に係る部分の業績については評価の対象外としている。 

 

（広報業務の強化） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

広報への取組みは着実に伸びてきており、新聞やテレビなどでも多く取り上げてられて

いるということで、攻める広報が意欲、実績とも実現できていると思われ、引き続き継続さ

れることを期待したい。 

＜対応・反映の状況＞ 

令和元年度も引き続き攻めの広報として、テレビ局のニーズに合わせた積極的な提案や、

記者懇談会などで取材記者へ丁寧な説明を行い、報道、記事化につなげている。 

また、ホームページ、SNS による情報発信とともに積極的かつ多角的な広報の取組を継続

している。 
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 令和元年度 研究関連業務評価委員会 

評価資料（実績と効果）：期間実績評価 

 

 

２．イノベーション推進本部 

 

 Ⅰ．１．(４) 産総研技術移転ベンチャー支援の強化 

 Ⅰ．１．(５) 技術ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

 Ⅰ．１．(６) マーケティング力の強化 

 Ⅰ．１．(８) 戦略的な知的財産マネジメント 

 Ⅰ．１．(９) 地域イノベーションの推進等（地域イノベーションの推進） ＜一部＞ 

 Ⅰ．３．(２) 組織の見直し ＜一部＞ 

 Ⅰ．３．(３) 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞ 
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Ⅰ．１．（４） 産総研技術移転ベンチャー支援の強化 

【中長期目標】 

先端的な研究成果をスピーディーに社会に出していくため、産総研技術移転ベンチャ

ーの創出・支援を進める。評価に当たっては産総研技術移転ベンチャーに対する民間か

らの出資額を評価指標として設定する。 

【中長期計画】 

先端的な研究成果をスピーディーに社会に出していくため、産総研技術移転ベンチャ

ーの創出・支援を進める。具体的には、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベ

ーションの創出を図るため、研究開発の成果を事業活動において活用しようとする者に

対し、出資並びに人的及び技術的援助等の業務を進める。特に出資に関する業務を実施

するにあたっては、①外部有識者の委員会による審議等、②管理者等の設置、③出資先

の選定、④出資後の状況把握及び対応、⑤利益相反マネジメント、等の措置を講じる。

評価に当たっては産総研技術移転ベンチャーに対する民間からの出資額を評価指標とす

る。 

【実績】 

産総研技術移転ベンチャーの知名度向上及び販路開拓、資金調達の支援を行ったことに

より、平成 29 年度に設定された産総研技術移転ベンチャーに対するベンチャーキャピタル

等民間からの出資額目標を大幅に上回り、平成 29 年度の出資額は 5 社に対し 11.0 億円、

平成 30 年度の出資額は 7 社に対し 23.5 億円、令和元年度の出資額は 6 社に対し 7.8 億円

となった。(令和 2 年 1 月 6 日現在)また、産総研技術移転ベンチャーの認知度向上を目的

として、産総研公式ホームページのベンチャー紹介コーナー(TECH Meets BUSINESS)及びパ

ンフレットの拡充、外部機関の開催する展示会やビジネスマッチングイベントへの出展や

登壇の場を提供するなどの支援を行った。これらの産総研による積極的な広報活動によっ

て、産総研技術移転ベンチャーが外部機関からの表彰を平成 27 年度 13 件、平成 28 年度 13

件、平成 29 年度 10 件、平成 30 年度 6 件、令和元年度は 5 件受賞した。(令和 2 年 1月 6 日

現在)主な表彰実績として、平成 29 年度の産学官連携功労者表彰(内閣総理大臣賞：株式会

社イーディーピー)や JEITA ベンチャー賞(株式会社アプライド・ビジョン・システムズ、

Hmcomm 株式会社)、平成 30 年度の国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)大学発ベンチ

ャー表彰(新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長賞：株式会社ナノルクス)、JEITA ベ

ンチャー賞（株式会社ナノルクス）を受賞した。産総研技術移転ベンチャーの製品やサービ

ス等に関する新聞等への掲載実績も平成 27 年度 40 件、平成 28 年度 44 件、平成 29 年度 90

件、平成 30 年度 99 件、令和元年度は 92 件となった (令和 2 年 1 月 6 日現在)。金融機関

や事業会社等の外部機関を活用した連携の取組を行った。例えば、平成 29 年度から日本政

策投資銀行との包括協定を活用し、産総研技術のインキュベーション強化として産総研技

術移転ベンチャーの経営者に対する日本政策投資銀行顧問との起業家相談会の共同開催、

および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とビジネスマッチング会「産
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総研発ベンチャーTODAY」の共同開催を行った。 

平成 28 年度には、産総研技術移転ベンチャーのうち成長が期待される 20 社程度の企業

を「重点支援ベンチャー」として選定した。企業ごとに専任の担当者(「担当コンシェルジ

ュ」と称する)を設定し、企業ニーズや経営状況を把握して資金調達や販路開拓を行うなど

支援活動を推進した。 

第 4 期中長期目標期間には 24 社に産総研技術移転ベンチャーの称号を付与し、第 1 期中

長期目標期間から第4期中長期目標期間の累計は147社となった(令和2年1月6日現在)。

なお、経済産業省が実施した平成 29 年度産業技術調査(大学発ベンチャー・研究シーズ実態

等調査)によれば、大学発ベンチャー創出数トップは東京大学の 245 社、第 2 位は京都大学

の 140 社であるところ、産総研は 138 社(平成 29 年度までの累計)であり、遜色ないレベル

であると言える。 

産総研技術移転ベンチャーの創出を推進するため、ビジネスモデルの構築や資金調達等

のベンチャー創業に関する経験を豊富に有するベンチャー開発・技術移転センターの専門

人材であるスタートアップ・アドバイザーと技術シーズを有する研究者が協力し、先端技術

を事業化するための「スタートアップ開発戦略タスクフォース」(以下、タスクフォース)を

平成 27 年度から令和元年度までに 15 件運営した。タスクフォースの活動として、ベンチ

ャー創出に向けた技術開発と、ビジネスモデルの構築、AIST スタートアップスクラブのネ

ットワークを活用したマーケティング、試作品の開発等の事業開発を計画に基づき実施し

たことにより、タスクフォースから創出された産総研技術移転ベンチャーは 8社に上る。 

産総研技術移転ベンチャーに対して、知的財産の管理費用及び契約一時金の費用減免、施

設使用料の減額などの技術移転促進措置を実施することで、ベンチャーの成長を支援した。

平成 28 年度から産総研施設の使用期間延長を可能とし、信用力向上のため産総研発ベンチ

ャーロゴマークの使用を可能とする規程改正を行った。平成 30 年度にはベンチャー技術移

転促進措置実施規程を改訂し、産総研技術移転ベンチャー企業の倒産によるリスクを低減

するため、知的財産権の持分譲渡を廃止するなどの規程改正を行った。令和元年度には研究

開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に

関する法律の一部を改正する法律(平成 31 年 1 月 17 日施行)により産総研技術移転ベンチ

ャーへの現金出資を行うことが可能となった。規程類を改正(令和元年 10 月 3 日施行)し出

資業務を行う体制を構築した。 

令和元年度は、産総研主催のビジネスマッチング会の開催など、産総研技術移転ベンチャ

ー支援を継続的に行うことにより、6 社が資金調達を実施した(令和 2年 1 月 6 日現在)。さ

らに、タスクフォースから 1 社起業した。 

【効果】 

スタートアップ開発戦略タスクフォースでは、AIST スタートアップスクラブのネットワ

ークを活用したマーケティングにおいて、製品の製造・販売を実施する事業会社等と具体的

な協業を前提として創業前から連携することにより、素材や装置提供にとどまらず具体的
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な顧客を想定したバリューチェーンを含めたビジネスモデルを構築でき、ベンチャー創業

の推進につながった。 

また、産総研技術移転ベンチャーへの支援として、産総研公式ホームページのベンチャー

紹介コーナー及びパンフレット拡充などの広報支援を行った。さらに、一般企業やベンチャ

ーキャピタル等を対象とした産総研主催のビジネスマッチング会の企画・開催、外部機関開

催の展示会及びビジネスマッチングイベントへの出展支援による販路開拓及び資金調達等

の事業支援を積極的に推進した。以上の取組により産総研技術移転ベンチャーの認知度が

向上し、ベンチャー企業への事業提携や投資に発展した。特に、重点支援ベンチャーに担当

コンシェルジュを設定し、ベンチャーの成長に必要な支援ニーズを的確に把握したことに

より、ベンチャー企業が民間から受ける出資につながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-78-



 

 

Ⅰ．１．（５） 技術ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

【中長期目標】 

企業からの技術的な相談に対して、研究開発の実施による対応のみならず、産総研の

技術的なポテンシャルを活かした指導助言等の実施についても、適切な対価を得つつ積

極的に推進するものとする。 

【中長期計画】 

企業からの技術的な相談に対して、研究開発の実施による対応のみならず、産総研の

技術的なポテンシャルを活かした指導助言等の実施についても、適切な対価を得つつ積

極的に推進する。具体的には、受託研究等に加えて、産総研が有する技術の強みを活か

した指導助言等を実施する制度を拡充し、技術面からのコンサルティングを通じて適切

な対価を得つつ民間企業への「橋渡し」を支援する。これにより、研究開発から事業化

に至るまで切れ目のない連続的な技術支援に資する「橋渡し」機能の一層の強化を目指

す。評価に当たっては、コンサルティングが産総研の「橋渡し」機能の一部として重要

な役割が期待されることから、得られた収入は評価指標である民間資金獲得額の一部と

して取り扱う。 

【実績】 

企業等の多様なニーズに対応し、技術的課題を解決する「技術の橋渡し」を目的として、

平成 27 年 4 月に産総研の技術ポテンシャルを活かした有償の指導助言等を行う「技術コン

サルティング制度」を新設した。 

本制度は、約款方式による契約を採用することで、簡易・迅速な契約締結による、企業と

の調整完了からおおよそ 10 営業日での速やかな技術コンサルティングの提供を可能とする

など、企業にとって使いやすい制度となった。この技術コンサルティングは、企業への先端

的な技術的知見の提供のみならず、企業のニーズの深堀りや技術課題の明確化ができるこ

とで、共同研究に向けた具体的な研究テーマの創出に繋がっており、特にこれまで連携テー

マの設定が難しかった食品業界や精密機器業界との領域横断的な組織連携が構築できるな

ど、連携研究室/連携研究ラボ(冠ラボ)を含めた大型の企業連携に繋がった。さらに、イノ

ベーション推進本部と各領域のイノベーションコーディネータが連携し、企業とのディス

カッションを通じて研究開発戦略を策定するコンセプト共創型の技術コンサルティングを

実施したことで、複数の領域にまたがる包括的な組織的連携を実現した。 

この新制度の活用方法やメリットを所内外に広く周知するため、領域や地域センターの

職員等を対象にした個別説明会を 39 回(平成 27 年度から令和元年度までの合計)開催し、

技術コンサルティング制度を紹介する公式ホームページやパンフレットを作成するととも

に、同制度の専任担当者 1 名を設置して、領域や企業との調整にあたらせた。 

技術コンサルティングの窓口として配置した専任担当者を軸とする契約事務体制を整備

し、所内関係者及び相手先との技術コンサルティングの適否、制度の注意点等の事前相談や

調整、地域センターへの連携制度の活用方法やメリットの周知を進めた。コンサルティング
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終了後に利用者と所内研究者に行う満足度のモニタリング調査において、令和元年度は、所

外回答者(201 件)・所内回答者(310 件)ともに 9割超の回答者が満足と回答した。特に所外

回答者においては 97%が満足と回答し、制度発足以来、最高の顧客満足度を達成することが

できた。 

以上のような取組の結果、技術コンサルティングは全ての領域で利用される汎用的な制

度となり、技術コンサルティングの実施件数が平成 27 年度 84 件から 671 件(令和 2 年 2 月

末現在)と 5年で 8 倍程度の高い伸びを示した。獲得資金においても、平成 27 年度の 1.0 億

円から 10.2 億円（令和 2年 2 月末現在）の約 10 倍へと大幅に増加し、令和元年度の収入目

標を大幅に上回る結果となった。 

【効果】 

第 4 期中長期目標期間における民間資金の獲得において、技術コンサルティングは 10.2

億円と開始年度の平成 27 年度と比べて約 10 倍の高い伸びを実現した。この金額は、民間

資金獲得額全体の 1 割を超えており、本制度は民間資金獲得目標の達成に向けて大きく貢

献した。 

企業の多様なニーズに対応した技術コンサルティングにより、アーリーステージからレ

イターステージまでの広範な技術的課題の解決に繋がる「技術の橋渡し」が可能となった。

また、企業との共同研究開発等の大型連携に繋がるなど、技術コンサルティングを起点とし

た、産業界との「新たな連携モデル」が確立された。 

また、技術コンサルティングの契約事務体制の整備及び制度の周知により、本連携モデル

のメリットが所内外の関係者に浸透した。これにより、積極的な制度活用に繋がるとともに、

幅広い分野において新規顧客の開拓や密な連携が可能となった。特に、共創型技術コンサル

ティングの実施により、企業の中長期戦略やビジョンに紐づく領域横断的な大型連携に繋

げた結果、技術コンサルティング 1 件あたりの契約金額は開始年度の平成 27 年度の 100 万

円から 152 万円（令和 2 年 2 月末現在）に増加した。 
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Ⅰ．１．（６） マーケティング力の強化 

【中長期目標】 

橋渡し機能の強化に当たっては、①目的基礎研究を行う際に、将来の産業や社会ニー

ズ、技術動向等を予想して研究テーマを設定する、②「橋渡し」研究前期を行う際に、企

業からの受託に繋がるレベルまで行うことを目指して研究内容を設定する、③「橋渡し」

研究後期で橋渡し先を決定する際に、法人全体での企業からの資金獲得額の目標達成に

留意しつつ、事業化の可能性も含め最も経済的効果の高い相手を見つけ出し事業化に繋

げる、④保有する技術について幅広い事業において活用を進める、という４つの異なるフ

ェーズでのマーケティング力を強化する必要がある。 

これら４フェーズにおけるマーケティング力を強化するためには、マーケティングの

専門部署による取組に加え、各研究者による企業との意見交換を通しての取組、さらに

は、研究所や研究ユニットの幹部による潜在的な顧客企業経営幹部との意見交換を通し

ての取組が考えられるが、これらを重層的に組合せ、組織的に、計画的な取組を推進する

ものとする。 

【中長期計画】 

橋渡し機能の強化に当たっては、①目的基礎研究を行う際に、将来の産業や社会ニー

ズ、技術動向等を予想して研究テーマを設定する、②「橋渡し」研究前期を行う際に、企

業からの受託に繋がるレベルまで行うことを目指して研究内容を設定する、③「橋渡し」

研究後期で橋渡し先を決定する際に、法人全体での企業からの資金獲得額の目標達成に

留意しつつ、事業化の可能性も含め最も経済的効果の高い相手を見つけ出し事業化に繋

げる、④保有する技術について幅広い事業において活用を進める、という 4 つの異なる

フェーズでのマーケティング力を強化する必要がある。 

これら 4 フェーズにおけるマーケティング力を強化するためには、マーケティングの

専門部署による取り組みに加え、各研究者による企業との意見交換を通しての取り組み、

さらには、研究所や研究ユニットの幹部による潜在的な顧客企業経営幹部との意見交換

を通しての取り組みが考えられるが、これらを重層的に組合せ、組織的に、計画的な取り

組みを推進する。すなわち、マーケティングの中核たる研究ユニットの研究職員は、上記

①〜④を念頭に置き、学会活動、各種委員会活動、展示会等あらゆる機会を捉えて技術動

向、産業動向、企業ニーズ、社会ニーズ等の情報を収集し、普段から自分自身の研究をど

のように進めれば事業化に繋がるかを考えつつ研究活動を行う。さらに、マーケティング

を担う専門人材(イノベーションコーディネータ)と連携したチームを構成し、企業との

意見交換等を通じて、民間企業の個別ニーズ、世界的な技術動向や地域の産業動向などを

踏まえた潜在ニーズ等の把握に取り組む。収集したマーケティング情報は各領域がとり

まとめ、領域の研究戦略に反映する。また、領域や地域センターを跨ぐ横断的なマーケテ

ィング活動を行う専門部署を設置し、マーケティング情報を領域間で共有する。さらに、

マーケティング情報に基づき、領域をまたぐ研究課題に関する研究戦略や連携戦略の方
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向性に反映する仕組みを構築する。加えて、産総研と民間企業の経営幹部間の意見交換を

通じたマーケティングも行い、研究戦略の立案に役立てるととともに、包括的な契約締結

等への展開を図る。 

なお、イノベーションコーディネータは研究職員のマーケティング活動に協力して、民

間企業のニーズと産総研のポテンシャルのマッチングによる共同プロジェクトの企画、

調整を行い、民間資金による研究開発事業の大型化を担う者として位置づける。マッチン

グの成功率を上げるため、研究ユニットや領域といった研究推進組織内へのイノベーシ

ョンコーディネータの配置を進めるとともに、それぞれが担当する民間企業を定めて相

手からの信頼を高める。イノベーションコーディネータに要求される資質として、民間企

業、外部研究機関等の多様なステークホルダーに対応できる経験や、人的ネットワークな

どを有することが求められることから、内部人材の育成に加え、外部人材を積極的に登用

して、その専門性に適した人材の強化を図る。 

【実績】 

企業のイノベーション創出に貢献する連携拡大のため、産総研の複数の領域にまたがる

多様な技術シーズや研究リソースを連携させ、大型の組織的連携(冠ラボ等)を 18 件(平成

27 年度から令和元年度末まで)構築するなど幅広い産業への技術の橋渡しを行った。さらに、

企業の事業戦略等を分析した結果、技術の事業化の可能性が高く、経済的効果の高い企業を

見つけ、組織的な連携体制を構築した。特に、研究に高い専門性を有するイノベーションコ

ーディネータ（IC）を各領域や TIA 推進センターに平成 27 年度から令和元年度までの累計

で延べ 40 名配置し、企業専任の担当を割り当てることにより、産総研技術シーズの正確な

理解と企業ニーズのきめ細かな把握によってマッチングを効率的に行った。さらに、一層の

加速を要する領域には、イノベーション推進本部においても強化すべき分野の専門性を有

する IC を採用し、連携活動を支援した。 

特に、産総研が有しない技術分野での事業化のためバイオベンチャーでの経験を有する

IC を平成 29 年度に雇用した。さらに ESG 投資(環境(Environment)、社会(Social)、企業統

治(Governance)に配慮した企業への投資)の社会的要求を踏まえて、金融業界での業務経験

者を連携担当として平成 29 年度に雇用し、環境負荷データベースをもとにした投資インデ

ックスの確立に向けた金融機関との連携等を進めた。 

理事長裁量の戦略予算において、令和元年度も平成 30 年度に引き続き民間資金獲得強化

を狙った提案を優先的に採択するとともに課題ごとに担当 IC を配置した。これらの課題で

は、民間資金獲得額目標を設定するとともに、全テーマを対象とする中間評価を実施して、

民間資金獲得状況の進捗を確認した。 

【効果】 

領域の特性に応じた技術マーケティング活動を推進するため、領域における技術的知見

と民間企業でのビジネスの経験を併せ持った人材を IC として採用することで、民間企業の

目線での産総研技術シーズの掘り起こしや企業への事業化の提案が可能となった。特に、生

-82-



 

 

命工学領域においては、従来接点が少なかった食品業界と、企業幹部も巻き込んだ連携を継

続して実施した。また、令和元年度に金融機関とのイベント共催をきっかけに新たな連携候

補先を絞り込むなど、産総研の技術ポテンシャルを活かした産業界への貢献を行った。 

戦略予算について、民間資金獲得強化の目標額を設定した課題では、課題ごとに担当 IC

を指名したことにより、マーケティング力や企業連携が強化され、民間資金獲得額は第 4 期

における累計で 400 億円以上、令和元年度は 101 億円以上になった。 

 

 

【実績】 

異なる地域センターや領域にまたがる連携機能の充実を図るため、産総研の連携活動を

領域横断で統括する IC を平成 27 年度から令和元年度までの第 4 期中長期目標期間に累計

で 30 名、また地域連携の中核機能を担う IC を全国 9 つの地域センターに累計で延べ 39 名

配属した。また、全ての領域・地域センターを対象に行った連携人材育成研修のなかで、領

域を横断した連携の立ち上げに関するケーススタディを行った。また、領域、TIA 推進セン

ター、地域センター及びイノベーション推進本部の IC が参画する拡大技術マーケティング

会議を年 3回程度開催し、企業連携の情報や成功モデル・失敗例を幅広く共有した。また、

企画本部、イノベーション推進本部、領域研究戦略部の幹部による特定企業への営業戦略会

議を 8 回(第 4 期中長期目標期間)開催した。さらに企業からの資金提供による共創型技術

コンサルティングを実施し、領域横断のテーマ創出の加速を図るなど、全所横断的な連携活

動の効率的な運用を行った。 

令和元年度には、これまでの施策を継続するとともに、民間企業で事業経験のある職員

（IC）と連携体制を構築し、企業とともに事業化までを視野に連携テーマの創出を行うコン

セプト共創型の技術コンサルティングを第 4期で延べ 33 件（令和 2 年 3 月 1 日現在）推

進した。 

【効果】 

異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活動による大型の組織的

連携を実現するため、企業連携のケーススタディ等を通じて大型連携の方法論を IC 等の連

携担当者に浸透させた。これにより、技術シーズの発掘や企業ニーズの把握、提案資料の作

成といった連携担当者のマーケティングスキルが向上し、企業との大型連携につながった。

また、コンセプト共創型技術コンサルティングの活用により、企業の研究戦略を共創し、産

総研との組織的な連携を構築する新たな産学連携の形式を提示することができた。また、こ

れまで十分に連携が構築できていなかった産業分野との連携が拡大し、領域を横断する大

型の共同研究を成立させることができた。 
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【実績】 

民間企業で事業経験を積んだ職員（IC）と連携体制を構築し、事業化までを視野に企業と

ともに連携テーマの創出を行うコンセプト共創型の技術コンサルティングを 34 件(平成 27

年度から令和元年度末まで)推進した。企業の問題意識をとらえ、領域の枠にとらわれずに

産総研の技術シーズを発掘し、ビジネスモデルを含め企業に提案することにより事業化を

見据えた包括的な組織的連携につなげることができた。 

具体的には、食品メーカーとの間で 4 領域（エネルギー・環境領域、生命工学領域、情報・

人間工学領域及びエレクトロニクス・製造領域）にまたがる食・農業のオープンイノベーシ

ョンをテーマとした包括連携を平成 29 年度に構築した。 

また、企業の幹部と理事長をはじめとする産総研の各領域・研究ユニットの幹部が直接対

話する機会を設けることで、組織的かつ大型の連携に繋げた。具体的には、毎年開催してい

る全所的な技術展示会である産総研テクノブリッジフェア in つくばにおいて、延べ 55 社

(平成 27 年度から令和元年度末まで)の企業幹部との理事長面談をはじめ、産総研幹部によ

る企業経営層との対話により、組織間での研究開発へのコミットメントを伴った大型の組

織的連携を 22 件(平成 27 年度から令和元年度末まで)実現した。 

【効果】 

従来のシーズプッシュ型のマーケティングに加えて、民間企業との活発なコミュニケー

ションを通じてコンセプトを共創するマーケティングを推進するため、個別の技術テーマ

における研究開発に留まらない、企業の中長期戦略やビジョンに紐づく領域横断の大型連

携を提案し、企業とともに連携体制を構築していく仕組みを作ることができた。 

共創型技術コンサルティングを活用して、企業の経営層との活発なコミュニケーション

によるニーズ把握を行って企業の事業戦略に沿った研究テーマの共創を行うことで、企業

経営の視点に即した提案ができるようになった。さらに、企業の研究戦略を共創し、産総研

との組織的な連携を構築する新たな産学連携の形式を提示することができた。このような

コンセプト共創型のマーケティングを展開することにより、これまで企業の事業分野が産

総研の特定領域に収まらないため研究テーマの設定が難しく十分に連携が構築できていな

かった食品メーカーなどの新たな産業分野との連携が拡大し、領域を横断する大型の共同

研究を成立させることができた。 

 

 

【実績】 

IC の採用では、経営や他社との契約交渉の経験を持つ民間企業出身者を 28 名、これまで

採用実績のない金融機関等から IC 等及び IC を補佐する連携主幹をそれぞれ 1 名採用し、

新たな産業分野への橋渡しを推進する専門人材を補強した。 

IC の毎月の活動報告や新任の IC の活動内容の確認と、イノベーション推進本部長等への

情報共有を行う月 2 回の報告会等を通して活動内容を定常的に確認する仕組みを設けた。 
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令和元年度は、当該連携人材育成研修を拡充するとともに、研修で培った営業ノウハウと

企業とのコネクションを生かした連携を推進した。具体的には、IC を補佐する連携主幹、

連携の企画にかかわる職員には、日々の業務で企業交渉に同席させるなど OJT を実施する

とともに、従来 OJT が中心であった連携人材の育成において、令和元年度は連携人材育成研

修(16 回)を開催し、外部講師による知見・経験の教授を通して連携人材の育成を進めた。

その結果、民間企業のニーズと産総研のポテンシャルのマッチングによる共同プロジェク

トの企画、調整に留まらない、ビジネスモデルを含めた提案が出来るようになった。 

【効果】 

外部講師を活用し事業化に係る知見を取り込んだ研修によって IC など「橋渡し」にかか

る専門人材が強化された。企業から提示された技術課題に対する産総研シーズのマッチン

グのみならず、事業化までを視野に企業とともに新たな連携テーマを構築することができ

るようになり、これまで連携テーマの設定が難しかった新たな産業分野への連携開拓や領

域横断的な連携など大型の企業連携につなげることができた。具体的には、イノベーション

推進本部と各領域の IC が協力し企業との活発な議論を通じて、食品メーカーとの間で 4 領

域（エネルギー・環境領域、生命工学領域、情報・人間工学領域、エレクトロニクス・製造

領域）にまたがる食・農業のオープンイノベーションをテーマとした包括連携を構築できた。 

さらに、民間企業で事業化の経験を積んだ IC との連携で、事業化までを視野に入れた技

術戦略の策定を企業とともに行う共創型の技術コンサルティングを実施することができた。

今後もイノベーション推進本部、領域、TIA 推進センター、地域センターに所属するイノベ

ーションコーディネータなどがそれぞれの得意分野を生かすことで、新たな業界との新た

な形での連携を期待できる。 
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Ⅰ．１．（８） 戦略的な知的財産マネジメント 

【中長期目標】 

「橋渡し」機能の強化に当たっては、研究開発によって得られた知的財産が死蔵される

ことがなく幅広く活用され、新製品や新市場の創出に繋がっていくことが重要であり、戦

略的な知的財産マネジメントが鍵を握っている。 

このため、まず優れた研究成果について、特許化するか営業秘密とするかも含め、戦略

的に取り扱うこととし、いたずらに申請件数に拘ることなく、質と数の双方に留意して、

「強く広い」知財を取得するものとする。 

また、積極的かつ幅広い活用を促進する観点から、受託研究の成果も含め、原則として

研究を実施した産総研が知的財産権を所有し、委託元企業に対しては当該企業の事業化

分野における独占的実施権を付与することを基本とする。なお、企業からの受託研究の成

果ではない共通基盤的な技術については非独占実施権を付与するなどにより活用を図る

ものとする。 

さらに、知的財産マネジメントや知的財産権を活用した事業化に向けた体制整備等、戦

略的なマネジメントの実現に向けた組織的な取組を行うものとする。 

【中長期計画】 

「橋渡し」機能の強化に当たっては、研究開発によって得られた知的財産が死蔵される

ことがなく幅広く活用され、新製品や新市場の創出に繋がっていくことが重要であり、戦

略的な知的財産マネジメントが鍵を握っている。 

このため、まず優れた研究成果について、特許化するか営業秘密とするかも含め、戦略

的に取り扱うこととし、いたずらに申請件数に拘ることなく、質と数の双方に留意し

て、「強く広い」知財を取得する。 

また、積極的かつ幅広い活用を促進する観点から、受託研究の成果も含め、原則として

研究を実施した産総研が知的財産権を所有し、委託元企業に対しては当該企業の事業化

分野における独占的実施権を付与することを基本とする。 

具体的には、民間企業等のニーズを踏まえて民間企業が活用したい革新的技術や産業技

術基盤に資する技術を創出するために、マーケティングにより把握した産業動向や技術

動向に加えて特許動向などの知的財産情報を活用し、オープン＆クローズ戦略に基づい

た研究の実施と研究成果の戦略的な権利化を進める。なお、企業からの受託研究の成果

ではない共通基盤的な技術については非独占的な知的財産権の実施許諾や国際標準への

組み込みによる成果普及を目指す等、知的財産の戦略的活用を図る。 

さらに、これらの取り組みのため、知的財産や標準化の知見と研究開発に関する知見の

双方を有するパテントオフィサーを、領域およびイノベーション推進本部に配置し、知的

財産活用化に向けた体制の強化を図る。パテントオフィサーは、知的財産情報の分析支援

や、それに基づく領域の知的財産戦略の策定に取り組む。また、パテントオフィサーを中

心とした会議体を設置し、知的財産の創出、活用、並びに技術移転を連続的・一体的にマ

-86-



 

 

ネジメントすることにより、民間企業への「橋渡し」の最大化を目指す。 

【実績】 

戦略的な知的財産マネジメント強化の取組として、平成 28 年度に、知的財産と標準化で

別々に存在していた知的財産ポリシーと工業標準化ポリシーを統合し「知的財産・標準化ポ

リシー」を制定した。これに基づき、(1)知的財産活動と標準化活動の一体的推進、(2)産総

研の求心力としてオープンイノベーションの要となる「共通基盤領域」と、企業の特定事業

領域において強みを発揮する「競争領域」を意識した知的財産マネジメント、(3)公共財と

しての標準化と企業の市場拡大や海外展開につながる標準化の推進及び認証の枠組み作り

を推進した。 

また、パテントオフィサー（PO）の配置、知的財産にかかる全所的な取組を議論する知財

戦略会議や標準化にかかる全所的な取組を議論する標準化戦略会議の議論を踏まえた各種

支援等を通じて、戦略的な知的財産の創出を加速し、その活用を推進した。具体的には、特

許管理検討会（令和元年度に特許審査委員会から名称変更）においては、PO 及び技術移転

に関する交渉・契約などを行う技術移転マネージャーの知的財産に関する知見や技術移転

の経験に基づいた検討を行う体制を整備した。併せて、国内審査請求・外国出願等の検討の

際に、技術移転に向けた企業との交渉など具体的な取組の明示を求める旨を検討基準の一

つとして明確に加える等の取組を実施した。 

【効果】 

知的財産・標準化ポリシーの制定により、知的財産・標準化についてのスタンスを明示し

たことで、知的財産関連部署と研究現場が共通認識をもって知的財産マネジメント及びそ

のための各種施策に取組むことができた。 

また、PO 等の関与と特許管理検討会の検討基準で知的財産活用の観点を明確化したこと

により、技術移転を意識した「強く広い」知的財産の取得が促進された。 

これらの取組により、令和 2 年 2 月現在、国内 2,839 件、国際 966 件の特許出願を行っ

た。 

 

 

【実績】 

戦略的な知的財産マネジメントを支える人材として、研究職員の中から 10 年程度の知的

財産業務経験を有する者を知的財産専門人材である PO として各領域に配置した。また、民

間企業で知的財産及び標準化の経験を有する者を中心とした、チーフ PO 及び PO をイノベ

ーション推進本部に配置するとともに、これらの人材を増強した(領域 PO:平成 27 年度 6 名 

→ 令和元年度 9 名、イノベーション推進本部 PO:平成 27 年度 3 名 → 令和元年度 6 名)。

さらに、イノベーション推進本部所属の一部の PO は領域の PO も担当する体制とした。 

これらの PO が参加する特許管理検討会(毎月)、パテントオフィサー等連絡会(隔週)、イ

ノベーション推進本部幹部及び PO の他、各領域の研究戦略部長等が参加する知財戦略会議
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(令和元年度 2 月現在 14 回)などを通じて、各領域の戦略を踏まえた効果的な知的財産の創

出、活用を図る体制を整備した。企業との冠ラボや研究の芽の段階である萌芽期の知的財産

アセット構築支援(平成 27 年度開始)、特に優れた研究テーマの支援(平成 30 年度開始)等

の重要研究テーマにおいては、PO が重点的に知的財産マネジメントをバックアップする仕

組みを整えた。 

領域から PO の増員の要望を寄せられたことを踏まえ、PO を含む知的財産に関する高度な

知見を有する所内人材の育成を図った。具体的には、平成 30 年度から所内職員の知的財産・

標準化に関する意識の醸成の取組の一環で開催した知的財産権研修の修了者を対象に、On 

the Job Training プログラムを実施した(平成 30 年度 7 名、令和元年度 9 名)。 

【効果】 

イノベーション推進本部所属の PO が一部領域研究戦略部の PO を担当する、各種会議体

を通じて情報共有を図る等の取組により、イノベーション推進本部と領域とが一体になり

全所的に知的財産マネジメントが推進され、研究成果の円滑な橋渡しが促進された。 

また、研究現場と距離の近い領域研究戦略部に PO を配置し増強することで、各領域の戦

略や成果の技術的特徴を踏まえたきめ細かな知的財産の創出・管理・活用が可能となった。

個別の出願特許について発明相談段階からパテントオフィサーが積極的に関与し、「強く広

い」知財の取得を図ることができる体制となっただけでなく PO が中心となり、知的財産に

かかる検討会の開催や知的財産に関する研究職員への普及啓発、相談対応などを行う領域

もあり、領域における積極的な取組が促進された。 

 

 

【実績】 

戦略的な知的財産の創出・活用を目指した取組として、研究の芽の段階(萌芽期)で見出さ

れた新発見・新原理の中から有望技術を発掘し、研究成果のパッケージとしての知的財産ア

セットの構築を支援した。具体的には、「橋渡し」研究前期の研究テーマから令和元年度ま

でに 42 件を選定し、特許動向調査の結果を基にした研究アプローチのアドバイスや基本特

許を確保するための方針策定など、知的財産戦略構築や知的財産強化の支援を行った。 

さらに、研究ユニットから推薦された、特に優れた研究テーマに対して、研究の初期段階

から知的財産マネジメント、企業連携、技術移転等の所内専門家がチームとなり知的財産戦

略を含む出口戦略の検討をハンズオン支援する仕組みを平成 30 年度から開始した。（令和

元年度 2 月現在 1 件認定） 

また、出口戦略の検討をサポートするため、発明相談の段階での先行技術調査に加えて、

平成 30 年度には新たに、研究のなるべく早い段階に先行技術調査を促す取組みと先行技術

調査結果を特許マップとして視覚的に提供する取組を開始した。 

【効果】 

知的財産アセット構築支援に採択した 42 件の研究テーマのうち、16 件が企業連携に繋が
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るなど、研究成果の橋渡しの取組が進展した。 

 

 

【実績】 

標準化戦略会議(12 回)においては、統合した知的財産・標準化ポリシーを踏まえて、標

準化戦略の方針・取組の策定を行った。標準化の実現可能性を検討する標準化戦略フィージ

ビリティスタディ(FS)(76 件)では、社会において有効に活用される標準化提案を目指し、

民間企業との連携可能性や知的財産活用との一体的推進の可能性の観点を導入し、FS テー

マの選定を行った(民間企業との連携可能性 4件、知的財産活用との一体的推進の可能性 29

件)。 

また、技術開発における知的財産と標準の効果的な活用を図り、成果普及をより一層推進

するため、標準化に関する所内の事例を調査分析し「知財活用ツールとしての標準化ガイド」

を平成 28 年度に作成し、オープン&クローズ戦略に基づく戦略的な標準化の方策について、

所内の連携担当者や研究担当者に周知した。 

【効果】 

知的財産・標準化ポリシーを踏まえた標準化戦略の方針・取組の策定を通して、知的財産

と標準化の一体的推進を促進した。民間企業との連携可能性や知的財産活用との一体的推

進の可能性の観点から選定した FS 案件では、実際に標準を作成することを目的とした標準

基盤研究等へ移行し国際標準化に取り組むことができた。 

また、「知財活用ツールとしての標準化ガイド」については知的財産と標準化の一体的推

進を検討する際の重要な参考資料となり、成功事例を所内に広く展開することにより、標準

化に対する所内の理解を促進した。 

これらの取組により、令和元年度 12 月現在、国内標準 49 件、国際標準 159 件の標準化提

案を行い、積極的な研究成果の活用を図った。 

 

 

【実績】 

知的財産マネジメントを円滑に推進するための環境整備として、平成 28 年度から新知的

財産管理システム(令和 2 年度稼働予定)を開発中である。 

新知的財産管理システムでは、機能改善により、所内研究者及び知的財産実務担当者の知

的財産の届出・出願・維持管理に伴う知的財産管理業務を効率化するにとどまらず、現シス

テムでは膨大な手作業が発生している各種データの分析が容易となる。 

【効果】 

知的財産戦略検討の基礎となる各種データの分析が容易となることで、研究グループ、研

究ユニット、領域等の各単位において、具体的データに基づくより効果的かつ戦略的な知的

財産マネジメントが実施されることが期待される。 
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【実績】 

所内職員の知的財産・標準化に関する意識の醸成の取組として、知的財産権研修(平成 30

年度、令和元年度各 1回実施)や知的財産・標準化セミナー等の内部セミナー(27 回)を実施

するとともに、全職員が受講する e-ラーニング研修の中で秘密保持契約の遵守などの研究

情報管理に関する研修を実施した。研修・セミナーの実施にあたっては、営業秘密保護やラ

イフサイエンス分野の特許審査基準などのトピックについて外部講師を招き、具体的な事

例を多く紹介した。さらに、グループディスカッションを取り入れる等の工夫を行った。ま

た、年に数回開催していた知的財産・標準化セミナーについて、平成 30 年度からは所内職

員の関心・課題に対応したテーマで原則毎月開催することとした。 

また、標準化については、国際標準推進戦略シンポジウム(5 回)の開催や、「『標準化』で

創る新しいビジネス」（平成 28 年度）、「『標準化』による市場拡大」（令和元年度）、「『標準

化』による市場拡大（仮）」（令和元年度）のパンフレットにより、産総研の標準化への取組・

実績及び標準化協力の成功事例等について所内外への周知を図った。 

【効果】 

知的財産権研修に延べ 1,203 名、平成 30 年 10 月以降の知的財産・標準化セミナー(令和

元年度 2 月現在 17 回)に延べ令和元年度 2 月現在 969 名が参加し、職員の知的財産・標準

化に関する意識の底上げにより知的財産マネジメントの推進に寄与した。 

国際標準推進戦略シンポジウムには延べ 1,497 名が参加し、所内外に対して、産総研の 

知的財産活用と標準化の一体的推進の取組等の周知を図った。 

 

 

【実績】 

出口シナリオの企画・立案機能の強化の結果、第 3 期中期目標期間末の平成 26 年度では

知的財産の実施等に係る契約件数が 940 件、技術移転収入が 3.2 億円であったが、令和 2 年

2 月末時点で契約件数を 1,178 件、技術移転収入を 7.2 億円に増加させることができた。知

的財産情報の発信については、工業所有権情報・研修館が運営している開放特許情報データ

ベースへの情報登録・提供を毎年継続すると共に、医療品原料機器・装置展への出展を第 4

期中長期目標期間中に 5 回実施した。また、平成 29 年度から科学技術振興機構の新技術説

明会の場を活用して、技術移転マネージャーと研究者が連携して、技術移転に関心の高い企

業に対して、有望な技術シーズの紹介を 3 回実施した。第 4 期中長期目標期間における開

放特許データベースへの登録特許は総数で 5,900 件、展示会等へ出展した技術は 48 件であ

る。 

有望案件の発掘・検討については、これまでの技術移転の成功事例の特徴を明らかにして、

効率的に有望案件を発掘することを目指した。そのために、まず、保有する知財について、

-90-



 

 

①実施許諾前後に企業と共同研究を行うことがスムーズな製品化につながる共同研究活用

型知財、②世界最高性能を実現する技術や産総研独自のソフトウェアのように共同研究を

経なくてもライセンスが可能な直接ライセンス型知財、③産総研技術移転ベンチャーと協

働して製品化を図る AIST ベンチャー活用型知財の 3 類型に分類した。次に、それらの技術

移転実績の現状と成功事例の分析を行い、それぞれの類型の特徴に応じた技術移転拡大策

の検討を行った。さらに、特許調査会社が提供する商用の特許解析ツールを活用して、スコ

ア化した特許の注目度や被引用関係を解析して、有望技術シーズのリストアップも実施し

た。これらの情報等を活用しながら技術移転の可能性の高い技術シーズ(表面化学修飾ナノ

コーティング技術等)を 26 件選定し、実用化レベルでの機能・性能検証を目的とした試作品

製作・実証試験を行い、前述の展示会や説明会等で産業界にアピールした。展示会等の出展

後に締結した契約は、令和元年 12 月末現在で共同研究契約 25 件、技術コンサルティング

契約 17 件、研究試料提供契約 25 件、情報開示契約 6 件、実施許諾契約 8 件である。 

【効果】 

展示会等で知的財産情報を継続して発信することが、共同研究、技術コンサルティング、

研究試料提供、技術情報開示及び実施許諾等の契約に結び付いた。それらの契約相手には、

それまで産総研と接触したことがない企業、展示会により産総研技術を初めて知った企業

が含まれ、技術移転の裾野を拡大することに貢献した。さらに、展示会等への出展時の来場

者との対話により、産業界の最新ニーズや公表されにくい企業の現場の実態に関する情報

を幅広く収集することができ、これが研究方針及び企業連携戦略の立案やその軌道修正に

も役立った。また、特許解析ツールを活用して産総研の技術シーズの注目度を分析すること

で、注目度の高い技術に重点を置いた戦略的な技術移転活動を実施することができた。さら

に、技術移転マネージャーが案件ごとに技術移転の最適な方策を立案することにより、大型

の技術移転契約等の創出につながった。それらに加えて、有望技術シーズを基にした試作品

製作・実証試験を実施することにより、技術シーズを見える化することができ、産業界にア

ピールしやすくなった。例えば、表面化学修飾ナノコーティング技術(温和な化学反応を用

いて材料表面に親水性・疎水性・低摩擦性等の機能を持たせる技術)では、様々な種類の試

作品の製作により、研究試料提供契約 3 件、技術コンサルティング契約 1 件、共同研究契約

3 件に繋がった。 

出口シナリオの企画・立案機能の強化の結果、第 3 期末の平成 26 年度では知的財産の実

施等に係る契約件数が 940 件、技術移転収入が 3.2 億円であったが、令和 2 年 2 月末現在

で契約件数については 1,178 件に増加させることができた。また、契約金額については、令

和元年度では 7.2 億円と増加した。さらに、注目度の高い技術の一つである高圧電性窒化ス

カンジウムアルミニウム薄膜技術について、技術移転によりスマートフォン用高周波フィ

ルタとして普及拡大したこと等が評価され、平成 30 年度全国発明表彰において 21 世紀発

明奨励賞及び 21 世紀発明貢献賞を受賞したことは特筆に値する。 
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Ⅰ．１．（９） 地域イノベーションの推進等（地域イノベーションの推進） 

【中長期目標】 

産総研のつくばセンター及び全国８カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に

連携し、地域における「橋渡し」を推進するものとする。特に、各都道府県に所在する公

設試に産総研の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋

渡しを全国レベルで行う体制の整備を行うものとする。 

また、第 4期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の進

捗状況の把握・評価を行った上で、別紙に掲げる重点的に推進するべき具体の研究開発も

踏まえつつ、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、他地域からの人材の異

動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強することにより研究内容の

強化を図るものとする。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門等を縮小

若しくは廃止するものとする。 

【中長期計画】 

産総研のつくばセンター及び全国 8 カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に連

携し、地域における「橋渡し」を推進する。特に、各都道府県に所在する公設試に産総

研の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡しを全

国レベルで行う体制の整備を行う。具体的には、産総研職員による公設試への出向、公

設試職員へのイノベーションコーディネータの委嘱等の人事交流を活かした技術協力を

推進し、所在地域にこだわることなく関係する技術シーズを有した研究ユニットと連携

して、地域中堅・中小企業への「橋渡し」等を行う。加えて、公設試の協力の下、産総

研の技術ポテンシャルとネットワークを活かした研修等を実施し、地域を活性化するた

めに必要な人材の育成に取り組む。 

さらに、第 4 期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の

進捗状況の把握・評価を行った上で、橋渡し機能が発揮できない地域センターについて

は、他地域からの人材の異動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強

することにより研究内容の強化を図る。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研

究部門等を縮小若しくは廃止する。 

【実績】 

橋渡しを全国レベルで行う体制の整備においては人的交流が重要であり、以下のように、

地域との関係強化のため公設試等との間で出向や委嘱などを重点的に行った。 

公設試への出向については、公設試の求めに応じて令和元年度までの 5 年間で地域セン

ター元所長等産総研職員計 12 人を 8 都県に出向させた。 

産総研への受入について、地域ニーズの把握や地域中核企業の発掘等を行い、公設試と密

接に連携して地域の「橋渡し」を推進するため、公設試等職員またはその幹部経験者を委嘱

または雇用する「産総研イノベーションコーディネータ」制度を平成 27 年度に新たに開始

した。全国にわたって委嘱または雇用することで、その人数は令和元年度までの 5 年間で
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134 名となった。 

また、平成 29 年度より新たに地域イノベーションコーディネータ会議を開催した。産総

研イノベーションコーディネータが一堂に会するこの会議を活用し、各地域の連携実施例

等に関する情報を共有するとともに産総研と公設試及び公設試同士のネットワークを強化

した。令和元年度までの 3 年間で計 6 回開催し、のべ 300 名程度の産総研イノベーション

コーディネータが参加し、産総研のイノベーションコーディネータと産総研イノベーショ

ンコーディネータが所在地域にこだわりなくネットワークを広げ、各地域の活動内容や課

題に関して議論を深めることができた。 

以上の取組を通して、公設試等と密接に連携し、地域における橋渡しを推進した。その結

果、令和元年度までの 5 年間で新たに開始した各種連携研究(地域中核企業との共同研究、

受託研究、中小企業庁や NEDO 等の戦略的基盤技術高度化支援(サポイン)事業や橋渡し事業、

自治体予算による補助事業や委託事業、内部予算を用いた予備研究や追加研究、技術コンサ

ルティング等)は、令和元年度までの 5 年間で 328 件となった。 

これに加えて、公設試等との協力の下、次の 2 事業(テクノブリッジクラブ及びテクノブ

リッジフェア)を平成 27 年度より新たに実施した。 

地域中核企業へのマーケティング機能を高め、地域における技術開発ニーズと産総研技

術シーズとのマッチング機能を強化するため、各地域センターが所在する地域ごとにテク

ノブリッジクラブ(地域企業が求める産総研の技術シーズを紹介する等、地域企業と産総研

との連携を密にする活動を実施)を平成 27 年度に創設した。テクノブリッジクラブへの参

加企業数は、令和元年度までの 5年間で 378 社に増加した。 

企業との連携強化を図るため、各地域において、招待制イベントであるテクノブリッジフ

ェア(招待企業に向けて産総研の技術シーズを紹介し、企業ニーズとのマッチングを促進す

るイベント)を平成 27 年度より実施してきており、平成 30 年度までの 4 年間で、特定企業

に訪問し技術紹介等を行う訪問型も含めて計 58 回行い、合計約 4,700 機関を招待・訪問し

た。例えば、関西センターの協力の下、計測・分析フェア in 京都(平成 30 年 1 月 23 日開

催)では、各領域の計測・分析技術を専門とする研究者を一堂に集め、テーマを絞った形で

フェアを開催した。北海道センターの協力の下、アグリテクノフェア in 北海道(平成 30 年

3 月 12 日開催)を農工連携に関心のある企業との新規連携を構築するため、農業・食品産業

技術総合研究機構(農研機構)と共同開催した。中部センターの協力の下、フロンティア材料

フェア in 中部(平成 30 年 12 月 3 日開催)では、未来のモビリティ開発に向けた最先端技術

の成果を紹介し、人材育成の観点から学生セミナーも実施した。また、テクノブリッジフェ

ア in つくば(TBFT)は、毎年 600 社前後の企業から 1,800 名前後を招待し、研究紹介パネル

の展示、セミナー及び短いプレゼンテーションを行うピッチ会の開催、企業と産総研の幹部

同士の面談を実施しており、企業の開発担当者レベル及び経営層レベルを通じた密なマッ

チング・連携相談を行った。企業への訪問型フェアは、平成 27 年度から令和元年度までの

5 年間で 12 件実施し、地域の中核企業との連携拡大・強化のため、企業のニーズと産総研
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の技術シーズのマッチングを推進した。 

さらに、地域連携に資する機会の創出等を図るため、平成 30 年度より、ある都道府県に

対して地縁を持つ役職員等が、その知見を活用して地域連携へ貢献できるような機会の創

出を図る「産総研ふるさとサポーター」の取組を新たに開始した。これまでに 270 名を超え

る役職員等が産総研ふるさとサポーターとなり、計 66 件の所内外からの依頼に対応し、講

演、イベント協力及び見学対応等を行った。地縁を活かした取組により、地域のニーズを汲

み上げ、産総研職員のポテンシャルで応える形で、橋渡しを全国レベルで行う体制の一つと

して機能している。 

中長期計画策定時には無かった国の新しい施策である地域未来投資促進法(平成 29 年 7

月に施行)に対応して選定された地域未来牽引企業(地域の経済成長を力強く牽引する事業

を積極的に展開すること、または、今後取り組むことが期待される企業、平成 29 年 12 月に

2,148 社、平成 30 年 12 月に 1,543 社)に訪問する形で技術相談を行った。それにより、今

後の地域を牽引することが期待される事業を技術的に支援した。 

【効果】 

産総研イノベーションコーディネータの拡充等の人事交流等を通して公設試との連携強

化に取り組んだ結果、大企業のみならず地域の中小企業の持つ有用技術も効果的に発掘し、

地域中核企業との連携研究が進展した。具体的には、令和元年度までの 5 年間で新たに開始

した各種連携研究(地域中核企業との共同研究、受託研究、中小企業庁や NEDO 等の戦略的基

盤技術高度化支援(サポイン)事業や橋渡し事業、自治体予算による補助事業や委託事業、内

部予算を用いた予備研究や追加研究、技術コンサルティング等）は、312 件となった。 

また、自治体との連携強化の効果として、自治体との共同補助事業が埼玉県、静岡県、香

川県、佐賀県、山梨県、茨城県、石川県、福井県において新たに開始された。 

これに加えて、テクノブリッジクラブをきっかけとして、地域企業と密な情報交換の実施

や、公設試を含めた地域のネットワークの活用などを継続して行ったことにより、加盟企業

との連携研究件数は、令和元年度までの 5 年間の目標値が 250 件のところ、328 件となっ

た。 

例えば、加盟企業である DIC 株式会社は、平成 29 年度に「DIC－産総研化学ものづくり連

携研究室」を東北センター内に設置し、集中的かつ密接的な連携を行い、実用化に向けて研

究開発を発展させている。四国センター内にも同様の連携研究室を設置した企業があり、ま

た、九州センターでも産総研及び大学等とのサポイン事業を通して、企業が新規の装置を開

発した事例がある。 

また、テクノブリッジクラブ参加企業向けのテクノブリッジフェアを全国の各地域セン

ターで開催するなど、地域中核企業の技術開発ニーズと産総研技術シーズとのマッチング

を行い、地域センターのハブ機能を利用して連携強化を図った。つくば地域においては、過

去 3 年間に TBFT に招待した企業からの資金提供型共同研究の件数及び資金提供額は順調に

増加しており、令和元年度においては既に 65 億円以上の資金提供を得ている。TBFT におけ
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る幹部面談が冠ラボ等の大型連携の契機となっている事例もあり、企業とのより密な連携

に貢献している。 

さらに、産総研ふるさとサポーターの取組を行った結果、例えば、地縁を基点とした講演

依頼、寄稿等、地縁を活用したこれまでにない形での地域連携実績を創出し、地域での産総

研のプレゼンスの向上及び職員の地域貢献へのモチベーション向上に寄与した。 

この他、地域未来牽引企業との連携強化を通して、令和元年度における地域未来牽引企業

との連携は 66 件となり、当該地域の発展に貢献した。 

 

 

【実績】 

研修等の実施について、産業技術連携推進会議(公設試相互及び公設試と産総研との連携

を通じて、我が国の産業発展に貢献することを目的とする組織)の技術部会ならびに地域部

会(部会数 14(分科会・研究会数 105)、機関数 108)において、技術分野別、地域別に研究の

進捗状況、研究成果及び企業化事例の発表並びに討論等の勉強会活動を展開した(平成 30 年

度までの 4年間でのべ 992 回開催)。また、産総研の技術ポテンシャルとネットワークを活

かした地域活性化人材育成事業(公設試職員を一定期間産総研に招聘して研究開発を行う

事業、令和元年度までの 5 年間でのべ 48 人を招聘)を通して、専門技術を有する公設試職

員を対象に実地研修を行い、技術レベル向上を支援した。 

これに加えて、平成 30 年度は公設試向け AI 道場(公設試職員を対象とした人工知能に関

する座学、活用のための実習講座)を新たに開催した。公設試向け AI 道場は従来取り組んで

いなかった講習型の研修で、AI 初心者を対象に、平成 30 年度に開設した柏センターに新た

に設置した世界最高水準のスーパーコンピューターABCI を活用したハンズオン研修により、

AI 人材の裾野を広げることを図るものである。 

令和元年度においては公設試向け AI 道場を東北、臨海、中部、四国、九州センターの 5

ヶ所で開催し、公設試職員から 79 名の参加があった。また、IoT 道場を新規開設し、臨海、

中国、関西センターにおいて公的機関から 76 名の参加があった。 

【効果】 

地域企業にも関心の高い AI 技術に関する公設試職員への講座を通して、公設試と産総研

との連携が促進されるとともに、技術の習得による多様な技術分野への活用が見込まれる

等、地域を活性化するために必要な人材の育成に寄与した。また、公設試向け AI 道場及び

IoT 道場は、公設試職員に対して広く講習を行うことで、受講者を通して、地域の公設試職

員、企業人材への技術の普及が期待される。 

 

 

【実績】 

地域センターの「橋渡し」機能を把握するため、平成 28 年度から平成 29 年度に地域連携
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機能評価を実施した。これは、各地域センターにおける「橋渡し」機能について、外部委員

とともに連携活動状況の分析等の意見交換を通した地域連携の実績の調査・把握を行うも

のである。その結果、各地域センターが地域の連携拠点としてより効果を発揮するため、オ

ール産総研の研究ポテンシャルのアピール、ハブ機能の強化、既にある産学官連携拠点等、

既存のハブへの積極的関与、技術相談窓口の強化、連携成功事例のアピールを推進・強化す

べきとのコメントが得られた。これらのコメントに対して、各地域センターが地域特性に合

わせて対応した。 

特に地域センター毎の将来構想策定等の地域発の企画機能に課題が見られた 3 地域セン

ター(中国、四国、九州)を対象として、平成 30 年 6 月より、関係する領域、関係する本部

組織も関与する地域センター構想検討会議を開催した(中国・九州は各 4 回、四国は 5 回)。

この会議において、地域発の企画力を研究ユニット長、領域幹部及び関係する本部組織等が

サポートし、研究ポテンシャルを活かした地域ニーズ対応への展開等、地域センターごとの

将来構想を策定した。 

具体的には、中国センターは理事長裁量である戦略予算を活用して瀬戸内・九州地域を含

めた地元ニーズの調査を行い、「材料診断ネットワークの構築」の看板を掲げ、中国センタ

ーを中心に西日本の公設試との材料診断ネットワークを構築する等、研究内容の強化を図

った。四国センターは「ヘルスケア産業創出アイランド四国」の看板を掲げ、戦略予算を活

用して歩行計測用設備を導入する等、研究内容の強化を図った。九州センターは「スマート

製造センシングを先導する研究開発拠点」の看板を掲げ、戦略予算を活用してミニマル IoT

デバイス実証ラボを開設する等、研究内容の強化を図った。 

令和元年度には中国センターにおいて有機系材料評価の研究拠点化を推進するため、令

和元年 7 月に公設試、各種法人と共に材料に関する広域テクノブリッジフェア「材料診断フ

ェア in 広島」を開催した。また、その他 4 地域センター(北海道、東北、中部、関西)につ

いても、同様の取組を行い、第 5期中長期計画に向けての将来構想の検討を行った。 

また、地域センターごとに「橋渡し」機能強化の進捗状況を定常的に把握するため、全国

の地域センター所長会議を毎月実施した。平成 30 年 2 月からは同会議の名称を「地域拠点

戦略会議」と変更し、地域センターにおける諸問題や連携推進に関連するテーマを設けて意

見交換を行う場と位置付けるとともに、関係する各本部組織に調整補佐役を配置して横断

的かつワンストップでサポートする体制を整えた。 

令和元年度においても、引き続き地域拠点戦略会議を着実に実施し、地域センターにおけ

る諸問題の解決や連携推進に向けて議論を行った。 

【効果】 

地域拠点戦略会議及び地域連携機能評価を実施した結果、各地域における課題を抽出で

き、各地域センターが地域特性に合わせた対応ができるようになり、地域の「橋渡し」機能

の強化に繋がった。また、各地域の連携事例の情報共有を行うことで、橋渡し機能強化を図

ることができた。 
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また、地域センター構想検討会議を行った結果、地域センターに関する情報を集約でき、

中国・四国・九州センターの新たな看板を立ち上げたことで、地域の中核企業に対する顧客

吸引力の増強が見込める。北海道・東北・中部・関西センターにおいても、同様の取組を行

い、地域センターの「橋渡し」機能の強化が期待できる。次のように、一部の地域センター

では地域連携が拡大された。 

例えば、中国・四国センターでは、それぞれ「材料診断ネットワークの構築」、「ヘルスケ

ア産業創出アイランド四国」の看板を掲げ、研究内容の強化を図った結果、計 2 件の大学連

携につながった。九州センターのミニマルファブ実証ラボは、両肥ものづくり連携推進フェ

ア(平成 30 年 9 月 3 日開催)及び『ミニマル BGA パッケージング試作ライン』オープニング・

ワークショップ(平成 30 年 10 月 17 日開催)にのべ 87 社が参加し、地域企業より高い関心

を集め、うち数社と具体的な連携を進めている。 
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Ⅰ．３．（２） 組織の見直し 

【中長期目標】 

上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各研究領域等との役割・責任関係のあり

方も含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋

渡し」を円滑かつ切れ目無く実施するため、研究領域を中心とした最適な研究組織を構築

する。 

「橋渡し」機能を強化するには、中核となる研究者を中心に、チームとして取り組む体

制づくりも重要であり、支援体制の拡充を図るとともに的確なマネジメントが発揮でき

る環境を整備するものとする。 

また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織について

も、研究領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制

に見直すこととする。「橋渡し」の一環で実施する産学官連携等については、産業界のニ

ーズ把握と大学等の有する技術シーズの分析を行い、それらのマッチングにより課題解

決方策の検討と研究推進組織に対して、研究計画の設計まで関与できる専門人材を強化

するものとする。 

【中長期計画】 

上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各領域等との役割・責任関係のあり方も

含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋渡し」

を円滑かつ切れ目無く実施する。具体的には、研究組織を I.の冒頭に示した 7 領域に再

編したうえで各領域を統括する領域長には「1.『橋渡し』機能の強化」を踏まえた目標を

課すとともに、人事、予算、研究テーマの設定等に関わる責任と権限を与えることで領域

長が主導する研究実施体制とする。領域内には領域長の指揮の下で研究方針、民間企業連

携など運営全般に係る戦略を策定する組織を設ける。戦略策定に必要なマーケティング

情報を効果的かつ効率的に収集・活用するため、この組織内にイノベーションコーディネ

ータを配置し、研究ユニットの研究職員と協力して当該領域が関係する国内外の技術動

向、産業界の動向、民間企業ニーズ等の把握を行う。領域の下に研究開発を実施する研究

ユニットとして研究部門及び研究センターを配置する。このうち研究センターは「橋渡

し」研究後期推進の主軸となり得る研究ユニットとして位置づけを明確にし、研究センタ

ー長を中核として強力なリーダシップと的確なマネジメントの下で研究ユニットや領域

を超えて必要な人材を結集し、チームとして「橋渡し」研究に取り組める制度を整備す

る。また、研究センターにおいては、「橋渡し」研究に加え、将来の「橋渡し」につなが

るポテンシャルを有するものについては、目的基礎研究も実施する。 

また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織について

も、領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制に見

直す。「橋渡し」の一環で実施する産学官連携等については、産業界のニーズ把握と大学

等の有する技術シーズの分析を行い、それらのマッチングにより課題解決方策の検討と
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研究推進組織に対して、研究計画の設計まで関与できる専門人材を強化するため、内部人

材を育成するとともに、外部人材を積極的に登用する。 

さらに、機動的に融合領域の研究開発を推進するための予算を本部組織が領域に一定

程度配分できるようにするとともに、研究立案を行うために必要に応じて本部組織にタ

スクフォースを設置できるようにする。 

【実績】 

企業のニーズにより特化した研究開発の実施を目指し、パートナー企業名を付した連携

研究室、通称「冠ラボ」制度を平成 28 年 4 月に創設し、これまでに 15 件の冠ラボを設置し

た。 

具体的には、NEC－産総研人工知能連携研究室(平成 28 年 6 月 1 日)、住友電工－産総研

サイバーセキュリティ連携研究室(平成 28 年 6 月 1 日)、日本ゼオン－産総研カーボンナノ

チューブ実用化連携研究ラボ(平成 28 年 7 月 1 日〜平成 31 年 3 月 1 日)、豊田自動織機－

産総研アドバンスト・ロジスティクス連携研究室(平成 28 年 10 月 1 日)、パナソニック－

産総研先端型 AI 連携研究ラボ(平成 29 年 2 月 1 日)、日本特殊陶業－産総研ヘルスケア・

マテリアル連携研究ラボ(平成 29 年 4 月 1 日)、TEL－産総研先端材料・プロセス開発連携

研究室(平成 29 年 5 月 11 日)、矢崎総業－産総研次世代つなぐ技術連携研究室(平成 29 年

10 月 26 日)、UACJ－産総研アルミニウム先端技術連携研究ラボ(平成 30 年 6 月 1日)、清水

建設－産総研ゼロエミッション・水素タウン連携研究室(平成 30 年 10 月 1 日)、NEC－産総

研量子活用テクノロジー連携研究室(平成 31 年 3 月 1 日)、ジェイテクト－産総研スマート

ファクトリー連携研究ラボ(令和元年 6 月 1 日)、バルカー－産総研先端機能材料開発連携

研究ラボ(令和元年 6 月 1 日)、DIC－産総研サステナビリティマテリアル連携研究ラボ(令

和元年 10 月 1 日)を設置した。さらに令和 2 年 3 月 1 日にも、日立造船－産総研循環型ク

リーンエネルギー創出連携研究室を設置した。以上の通り、令和元年度は 4 件の冠ラボを新

設した。 

これら冠ラボでは、企業からの人材を特定集中研究専門員として受け入れるなど、企業の

事業戦略に密着した連携を行った。これにより、通常の共同研究よりも強力に研究成果の橋

渡しを行った。各冠ラボでは、企業及び産総研の経営層が出席する成果報告会を年 1 回ずつ

開催しており、研究現場だけでなく組織的な進捗状況の把握・情報共有を行うことで、研究

開発をより効率的かつ強力に推進した。「橋渡し」の主体となる冠ラボの数は着実に増加し

ており、これにより研究成果の橋渡しは計画以上に加速された。 

平成 29 年度にはイノベーション推進本部内に大型連携推進室を設置し、冠ラボによる企

業連携を支援する取組を強化した。冠ラボ運営のサポートとして、大型連携推進室主導で各

冠ラボの主要メンバー(企業からの出向者含む)を対象に交流会(平成 30 年 1 月 15 日)や意

見交換会(平成 30 年 12 月 21 日)を実施し、冠ラボ同士の横の連携の促進並びに各冠ラボの

課題や悩みの抽出及びその解決を行った。さらに、大型連携推進室を中心にシンポジウム

(平成 30 年 10 月 5 日)や個別企業との面談(随時)など、新規パートナー企業の開拓や大型
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連携の推進に向けた取組を行った。令和元年度は、テクノブリッジフェア 2019 in つくば

にて、特別企画「産総研と未来を始めませんか!」を開催し、冠ラボを活用した異分野融合・

業種横断型イノベーションを紹介し、パネルディスカッションを行なった。また、第 5 期以

降の既存冠ラボの継続的な連携のために、冠ラボのパートナー企業に対して、成果と課題を

ヒアリングする「冠ラボ満足度調査」を行い、冠ラボ事業の満足度と運用上の課題を把握し、

対応を検討した。 

令和 2 年度は、大型連携の推進に向けたこれらの取組を引き続き実施し、新規冠ラボ設置

の支援を行うとともに、抽出した課題の対応を検討し、戦略的な冠ラボ支援制度を整備する。 

【効果】 

冠ラボでは、事業の立ち上げと並行して、企業単独では取組が困難な基礎的・基盤的な研

究開発や幅広い領域の知見を活用した融合研究を進めることが可能であり、従来の連携方

法と比較してより強力な連携を促進できた。例えば、近年市場が拡大している物流システ

ム・サービス市場において新たな物流ソリューションの事業化、安全・安心な街づくりに貢

献する社会インフラシステムの安定運用を支援する AI 技術の開発など、産総研の技術ポテ

ンシャルを活かした課題解決と研究開発の加速につながった例を挙げることができる。冠

ラボシンポジウムのパネルディスカッションにおいても、パートナー企業から高い評価や

更なる期待の声を頂いている。大型連携推進室が積極的にかかわり主導的に冠ラボ設立の

手続きを進めることにより、冠ラボ設立に必要な調整・手続きも効率的かつ迅速に行われる

ようになり、スピードを求める企業の要望に応えられた。 

このように、冠ラボは、企業ニーズに即した「橋渡し」に貢献することで、通常の共同研

究では得られない効果を発揮することができた。冠ラボの数は着実に増加しており、これに

より研究成果の橋渡しは計画以上に加速された。 

また、産総研側の研究者にとっても企業の研究者と密に連携をすることが企業ニーズの

把握や事業化意識を醸成する貴重な機会となり、将来の産業や社会ニーズを予測した新た

な研究テーマの設定など技術マーケティングの能力を向上させることができ、将来の橋渡

し促進に貢献した。 

 

 

【実績】 

イノベーションコーディネータ（IC）の採用では、経営や他社との契約交渉の経験を持つ

民間企業出身者を 28 名採用した。令和元年度は新たに化学企業でマーケティング部責任者

としてキャリアを積んだ人材を IC として採用し、引き続き新たな産業分野への橋渡しを推

進する幅広い専門人材を強化した。 

令和元年度は、連携人材育成研修を拡充するとともに、研修で培った営業ノウハウと企業

とのコネクションを生かした連携を推進した。具体的には、IC の毎月の活動報告や新任の

IC の活動内容の確認とイノベーション推進本部長等への情報共有を行う月 2 回の報告会等
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を通して定常的に活動内容を確認する仕組みを設けた。 

IC を補佐する連携主幹、連携の企画にかかわる職員には、日々の業務で企業交渉に同席

させるなど OJT を実施するとともに、従来 OJT が中心であった連携人材の育成において、

令和元年度は前年度に引き続き連携人材育成研修(16 回)を開催し、外部講師による知見・

経験の教授を通して連携人材の育成を進めた。その結果、民間企業のニーズと産総研のポテ

ンシャルのマッチングによる共同プロジェクトの企画、調整に留まらない、ビジネスモデル

を含めた提案が企業に出来るようになった。 

【効果】 

外部講師を活用し事業化に係る知見を取り込んだ研修によって IC など「橋渡し」にかか

る専門人材が強化された。すなわち、企業から提示された技術課題に対する産総研シーズの

マッチングのみならず、事業化までを視野に企業とともに新たな連携テーマを構築するこ

とができるようになり、これまで連携テーマの設定が難しかった新たな産業分野への連携

開拓や領域横断的な連携など大型の企業連携につなげることができた。具体的には、イノベ

ーション推進本部と各領域のイノベーションコーディネータが協力し、企業との活発な議

論を通じて、食品メーカーとの間で 4 領域（エネルギー・環境領域、生命工学領域、情報・

人間工学領域、エレクトロニクス・製造領域）にまたがる食・農業のオープンイノベーショ

ンをテーマとした包括連携を構築できた。 

さらに、事業化の経験を有する民間企業出身の IC と連携を構築して、事業化までを視野

に入れた技術戦略の策定を企業とともに行う共創型の技術コンサルティングを実施するこ

とができた。今後もイノベーション推進本部、領域、TIA、地域センターに所属する IC など

がそれぞれの得意分野を生かすことで、新たな業界との新たな形での連携が期待できる。 
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Ⅰ．３．（３） 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 

【中長期目標】 

②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制の強化 

○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

 優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発

を担う体制を整備するものとする。 

○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

 研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減

し、研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。 

○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化 

 世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及

び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携や技

術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るものと

する。 

○国際標準化活動を積極的に推進するための体制 

 技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横

断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を

整備するものとする。 

【中長期計画】 

① 理事長のマネジメントの裁量の確保・尊重 

理事長が国内外の諸情勢を踏まえて産総研全体の見地から迅速かつ柔軟に運営・管理す

ることが可能な体制を確保する。 

② 世界最高水準の研究開発等を実施するための体制の強化 

・国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

特に世界的な競争の激しい研究領域を中心として、世界最高水準で挑戦的な研究開発を

実施するため、若手、女性、外国人研究者を含む国内外の多様なトップ・新進気鋭の研

究者や優れた技術を集結させる体制を整備する。 

・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減するた

め、これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念できる環

境を確保するための仕組みや体制を整える。 

・国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化 

世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及

び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進する。また、内部人材の育成に加え、企

業等外部人材を積極的に登用するなど、外部との連携や技術マーケティング等にも総合

的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図る。 
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・国際標準化活動を積極的に推進するための体制 

技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横

断的なテーマについて、標準化を通して産業競争力を強化する「橋渡し」役を担うべ

く、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整備する。 

【実績】 

競争的資金等の公募情報を所内イントラへ掲載して広く周知するとともに、必要に応じ

て注意事項等を追記する等、応募作業にかかる支援強化を平成 28 年度から行った。科学研

究費補助事業(科研費)の応募に際しては、応募書類の競争力強化を目的とし、産総研内の科

研費審査員等の経験者による講演を含めた説明会を実施した。また、科研費等へ応募する職

員の企画力及び提案力の向上等を目的として助言を行う「アドバイザー」に、科研費審査委

員等の経験者や複数回採択者のうち、研究ユニットから推薦を受けた者が就任した。研究計

画調書の「アドバイザー」によるブラッシュアップ並びに過去に採択された案件の閲覧を積

極的に促し、令和元年度末現在までで延べ 76 件のブラッシュアップを行い、256 名(861 件)

が採択案件を閲覧した。そのほか従前、研究代表者が行っていた実績報告書の収支状況の基

礎データの作成・取り纏め及び科研費システムへの取り込みにかかる作業(約 750 名分)を

平成 29 年度からは科研費担当が研究代表者に代わって行った。 

【効果】 

科研費等の公募情報に関しては随時イントラヘ掲載し、応募手順を明瞭に示す等の支援

を行った。また、科研費の応募に際しては、ブラッシュアップ制度及び閲覧制度の利用者の

採択率は非利用者に比してそれぞれ平均 7.8%、11.8%高くなり、本取り組みにより競争力強

化が図られた。 

科研費の実績報告書の作成を支援するため、科研費電子申請システムの取込み様式に合

わせた収支データファイルを事務担当者が作成し、科研費の採択研究者（約 750 名）に代わ

り作業を行った。これにより、研究者の収支データファイルの作成並びにシステムへの取り

込み作業の負担軽減に大きく寄与した。 

 

 

【実績】 

令和元年度には、海外を含めた外部機関との連携を発展させることが産総研及び相手先

機関のメリットとなる包括協定・MOU について、戦略的かつ積極的に締結を検討した。 

国内機関との連携については、令和元年度末時点で 66 件(73 機関)の包括協定を締結して

いる。このうち、平成 27 年 4 月以降に新規に締結した包括協定は、19 件(20 機関)であり、

相手先機関の内訳は、企業 6 機関、大学 4 機関、地方公共団体 5 機関、その他団体 5 機関で

ある。 

企業との包括協定では、産総研の技術シーズの事業化への橋渡しが推進された。平成 29

年度に包括協定を締結した株式会社日本政策投資銀行(DBJ)とは、産総研技術移転ベンチャ
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ーへの出資や大手通信企業創業者による創業セミナーなどを通じてインキュベーション機

能の強化を推進するとともに、DBJ より地域経済の中核的役割を担う地域未来牽引企業の紹

介を受け、企業連携を新規に開始した。また、平成 30 年 9 月には、包括協定相手先のオラ

ンダハイテクキャンパス(HTCE)、DBJ 及び産総研とで連携して東京・大手町にて、HTCE に学

ぶオープンイノベーションによる共創をテーマとする AIST-HTCE セミナー/DBJ iHub 4.0 を

開催し、87 名の参加があった。令和元年度には、産業標準化及び国際標準化の促進を目的

として、一般財団法人日本規格協会（JSA）と包括協定を締結した。 

大学との包括協定では、人材育成を主な目的としており、第 4 期中長期目標期間ではお茶

の水女子大学や一橋大学と包括協定を締結した。お茶の水女子大学との連携では、同大学の

キャリア副専攻(産学連携)の講座「産学連携(実践編)」の一部を産総研が担当した。平成 29

年度は試行的な実施であったが、平成 30 年度からは正式な単位認定科目となり、「イノベー

ション」を主題としてベンチャー支援や企業連携といった産総研の具体的な事例を基に講

義を行った。また、一橋大学とは、平成 29 年度に共同で「一橋大学・産総研イノベーショ

ンセミナー」を開催し、企業向けに経営分析やデザイン思考等に関するワークショップを実

施した。加えて、技術を社会へ繋げるイノベーション創出人材を育成する目的で平成 30 年

度に開講した産総研デザインスクールにおいて、一橋大学と講師招聘等の形で連携し、文理

共創を軸としたイノベーション創出人材の育成に貢献した。その他、一橋大学が責任編集を

務める経営誌『一橋ビジネスレビュー』(東洋経済新報社発行)上で開始された連載「日本発

の国際標準化 戦いの現場から」において、平成 29 年度から令和元年度までに計 8 回の取

材協力を行い、産総研における国際標準化への取り組みを対外発信した。 

また、包括協定の内容を具体化するための新たな協定を平成 27 年 4 月以降 14 件(13 機

関)締結した。これらの協定の多くは、大学との間で、大学のキャンパス内に設置する産学

官連携研究拠点「オープンイノベーションラボラトリ(OIL)」に関する事項を定めたもので

あり、大学と産総研の研究成果を融合し、産業界へ技術を橋渡しする基盤とすることを目的

としている。  

海外機関との連携については、第 4 期中長期目標期間において、12 の国・地域の 19 機関

と 24 回のワークショップの開催を通じた研究テーマのマッチング、G20 各国の国立研究所

等のリーダーによる国際会議 RD20 の開催運営への貢献等、実質的な連携構築に努めた。 

令和元年度末時点で 27 機関と包括研究協力覚書(MOU)を締結した。第 4 期中長期目標期

間においては、地球温暖化対策に向けた CO₂削減など、世界的な課題解決に向けた国際連携

のパートナーとして、最先端の研究を実施している世界トップレベルの研究機関等と新た

に 7 件の MOU を締結した。そのうち、経済産業省が進める「革新的なエネルギー技術の国際

共同研究開発事業」と連動して、ドイツ航空宇宙センター(DLR、平成 28 年度締結)と 2テー

マ、欧州委員会共同研究センター(EC-JRC、平成 29 年度締結)と 1 テーマの国際共同研究を

開始した。また、HTCE（平成 29 年度締結)とは、ワークショップを 3 回実施し、共有施設運

営に係るノウハウ及びスタートアップスの創業促進に関する情報交換を行った。3 回実施し、
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共有施設運営に係るノウハウ及びスタートアップスの創業促進に関する情報交換を行った。 

ドイツフラウンホーファー研究機構(FhG)とは、平成 29 年度から FhG レーザー技術研究

所(ILT)との国際共同研究を開始した。また、インドバイオテクノロジー庁(DBT)とは、日印

共同研究ラボラトリー(DAILAB:DBT-AIST International Laboratory for Advanced 

Biomedicine)をインドやスリランカに計 7 ヶ所設置して創薬スクリーニングや細胞イメー

ジングなどの研究開発を進めた。平成 29 年度に個々の DAILAB の強みを総合的に発揮でき

るよう国際共同体制の拡大に合意し、DAICENTER(DBT-AIST International CENter for 

Translational & Environmental Research)へと体制を強化するために MOU を更新した。 

また、台湾・工業技術研究院(ITRI)とは、更なる研究連携の活性化を図るため、産総研・

ITRI 双方に専用の連携スペースを平成 29 年度に開設した。令和元年度までに両機関を合わ

せて 69 名(平成 29 年度 12 名、平成 30 年度 32 名、令和元年度 25 名)が利用した。 

締結された個々の MOU については、締結当時に期待されていた効果が得られているかど

うかを、期間満了の一定期間前に評価(モニタリング)し、期間満了時に更新の是非を検討す

るプロセスを導入した。 

【効果】 

第 4 期中長期目標期間における国内機関との包括協定は、共同研究の構築という枠組に

はまらない多様な連携の実現に大きく貢献した。特に金融機関との包括協定に基づく連携

では、これまで関係の薄かった企業について金融機関から紹介を受け交流する場を得た。こ

のように新たな連携を模索できる仕組みを得たことは、橋渡し実現の裾野を広げた。 

また、令和元年 7 月に産業標準化法が施行され、経済産業省による認定を受けて民間機関

が作成した JIS 案については、審議会の審議を経ずに制定できるようになった。JSA は同認

定を受けており、JSA との包括協定締結により、産総研における研究成果の迅速な JIS 化が

行えるよう連携を強化した。 

大学との連携では、人材育成を重視した交流や文理共創など、大学側の特色を活かした連

携を推進し、これからの産総研の発展に重要と考えられるパートナーシップを築くことに

成功した。 

海外機関との連携では、DLR 及び EC-JRC との間で締結された MOU に基づく国際共同研究

において、具体的な予算措置をもって組織的な協力体制を構築した。その結果、双方の高い

研究ポテンシャルを補完して、国際共同開発を加速させる仕組みづくりができた。さらに、

インド DBT との MOU 及びそれに基づく DAILAB 及び DAICENTER の活動は、研究連携にとどま

らず、日印双方の幅広いステークホルダーへのアピールに繋がった。これにより、日印の若

手研究者の育成や、日印両国における産業展開を視野に入れた研究開発と人材輩出の加速

が期待できる。加えて、台湾 ITRI とは、連携スペースを活用、共同研究やワークショップ

等が実施された。 

RD20 の開催を機会として、5 か国 6 機関との MOU や共同研究契約等の締結が行われ協力

体制の構築が進んだ。そのうちカナダ NRC とは、ワークショップ開催の成果および MOU 締
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結を踏まえ、共同研究等具体的な連携に至った。 

 

 

【実績】 

知的財産情報の発信については、工業所有権情報・研修館が運営している開放特許情報デ

ータベースへの情報登録・提供を毎年継続すると共に、医療品原料機器・装置展への出展を

第 4 期中期目標期間中に 5 回実施した。また、平成 29 年度から科学技術振興機構の新技術

説明会の場を活用し、技術移転マネージャーと研究者が連携して、技術移転に関心の高い企

業に対して有望な技術シーズの紹介を 3 回実施した。第 4 期中長期目標期間における開放

特許情報データベースへの登録特許は令和 2 年 2 月末現在で約 5,900 件、展示会等へ出展

した技術は 48 件である。 

有望案件の発掘・検討については、これまでの技術移転の成功事例の特徴を明らかにして、

効率的に有望案件を発掘することを目指した。そのために、まず、保有する知財について、

①実施許諾前後に企業と共同研究を行うことがスムーズな製品化につながる共同研究活用

型知財、②世界最高性能を実現する技術や産総研独自のソフトウェアのように共同研究を

経なくてもライセンスが可能な直接ライセンス型知財、③産総研技術移転ベンチャーと協

働して製品化を図る AIST ベンチャー活用型知財の 3 類型に分類した。次に、それらの技術

移転実績の現状と成功事例の分析を行い、それぞれの類型の特徴に応じた技術移転拡大策

の検討を行った。さらに、特許調査会社が提供する商用の特許解析ツールを活用し、スコア

化した特許の注目度や被引用関係を解析して、有望技術シーズのリストアップも実施した。

これらの情報等を活用しながら技術移転の可能性の高い技術シーズ(表面化学修飾ナノコ

ーティング技術等)を 26 件選定し、実用化レベルでの機能・性能検証を目的とした試作品製

作・実証試験を行い、前述の展示会や説明会等で産業界にアピールした。展示会等の出展後

に締結した契約は、令和元年 12 月末現在で共同研究契約 25 件、技術コンサルティング契

約 17 件、研究試料提供契約 25 件、情報開示契約 6 件、実施許諾契約 8 件である。 

【効果】 

展示会等で知的財産情報を継続して発信することが、共同研究、技術コンサルティング、

研究試料提供、技術情報開示及び実施許諾等の契約に結び付いた。それらの契約相手には、

それまで産総研と接触したことがない企業、展示会により産総研技術を初めて知った企業

が含まれ、技術移転の裾野を拡大することに貢献した。さらに、展示会等への出展時の来場

者との対話により、産業界の最新ニーズや公表されにくい企業の現場の実態に関する情報

を幅広く収集することができ、これが研究方針及び企業連携戦略の立案やその軌道修正に

も役立った。また、特許解析ツールを活用して産総研の技術シーズの注目度を分析すること

で、注目度の高い技術に重点を置いた戦略的な技術移転活動を実施することができた。さら

に、技術移転マネージャーが案件ごとに技術移転の最適な方策を立案することにより、大型

の技術移転契約等の創出につながった。それらに加えて、有望技術シーズを基にした試作品
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製作・実証試験を実施することにより、技術シーズを見える化することができ、産業界にア

ピールしやすくなった。例えば、表面化学修飾ナノコーティング技術(温和な化学反応を用

いて材料表面に親水性・疎水性・低摩擦性等の機能を持たせる技術)では、様々な種類の試

作品の製作により、研究試料提供契約 3 件、技術コンサルティング契約 1 件、共同研究契約

3 件につながった。 

出口シナリオの企画・立案機能の強化の結果、第 3 期末の平成 26 年度では知的財産の実

施等に係る契約件数 940 件、技術移転収入 3.2 憶円であったが、令和 2 年 2 月末現在で契

約件数については、1,178 件と増加させることができた。また、契約金額については、令和

元年度では 7.2 憶円と増加した。さらに、注目度の高い技術の一つである高圧電性窒化スカ

ンジウムアルミニウム薄膜技術について、技術移転により大手メーカーのスマートフォン

用高周波フィルタに採用されたこと等が評価され、平成 30 年度全国発明表彰において 21 世

紀発明奨励賞及び 21 世紀発明貢献賞を受賞したことは特筆に値する。 

 

 

【実績】 

イノベーションコーディネータ（IC）の採用では、経営や他社との契約交渉の経験を持つ

民間企業出身者を 28 名採用した。令和元年度は新たに化学企業でマーケティング部責任者

としてキャリアを積んだ人材を IC として採用し、従来から引き続き新たな産業分野への橋

渡しを推進する幅広い専門人材を強化した。 

IC の毎月の活動報告や新任の IC の活動内容の確認とイノベーション推進本部長への情

報共有を行う月 2 回の報告会等を通して定常的な活動内容を確認する仕組みを設けた。 

令和元年度は、当該連携人材育成研修を拡充するとともに、研修で培った営業ノウハウと

企業とのコネクションを生かした連携を推進した。具体的には、IC を補佐する連携主幹、

連携の企画にかかわる職員には、日々の業務で企業交渉に同席させるなど OJT を実施する

とともに、従来 OJT が中心であった連携人材の育成において、令和元年度は連携人材育成研

修(16 回)を開催し、外部講師による知見・経験の教授を通して連携人材の育成を進めた。

その結果、民間企業のニーズと産総研のポテンシャルのマッチングによる共同プロジェク

トの企画、調整に留まらない、ビジネスモデルを含めた提案が企業に出来るようになった。 

【効果】 

外部講師を活用し事業化に係る知見を取り込んだ研修によってイノベーションコーディ

ネータなど「橋渡し」にかかる専門人材が強化された。すなわち、企業から提示された技術

課題に対する産総研シーズのマッチングのみならず、事業化までを視野に企業とともに新

たな連携テーマを構築することができるようになり、これまで連携テーマの設定が難しか

った新たな産業分野への連携開拓や領域横断的な連携など大型の企業連携につなげること

ができた。具体的には、イノベーション推進本部と各領域の IC が協力し、企業との活発な

議論を通じて、食品メーカーとの間で、エネルギー・環境領域、生命工学領域、情報・人間
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工学領域、エレクトロニクス・製造領域にまたがる食・農業のオープンイノベーションをテ

ーマとした組織的連携を構築できた。 

さらに、事業化の経験を有する民間企業出身の IC と連携を構築し、事業化までを視野に

入れた技術戦略の策定を企業とともに行う共創型の技術コンサルティングを実施すること

ができた。今後もイノベーション推進本部、領域、TIA 推進センター、地域センターに所属

する IC などがそれぞれの得意分野を生かすことで、新たな業界との新たな形での連携を期

待できる。 

 

 

【実績】 

外部機関が提供するマーケティングデータベースやパテントデータベース、技術のニー

ズ・シーズマッチングシステムを活用して企業ニーズや中長期の事業計画、研究開発戦略・

重点分野等を分析し、オール産総研での技術コンサルティングを実施した。特に、これまで

連携の乏しかった企業には、パテントデータベースを活用した連携技術分野マッチングか

ら連携内容の提案を行うことに取り組んだ。 

【効果】 

マーケティングデータベース等を活用することで技術コンサルティングの質が向上し、

例えば食品業界に対して、生命工学領域だけでなく、エネルギー・環境領域、エレクロトニ

クス・製造領域、情報・人間工学領域まで巻き込んだ新事業創出につながる研究テーマを提

案し、包括的共同研究契約を締結するなど、これまで連携実績の少なかった業界への橋渡し

が促進された。 

 

 

【実績】 

国際標準化活動の体制強化を目的として、標準関連部署と知財関連部署を組織統合して

知的財産活用と標準化の一体的推進を強化するとともに、標準化戦略会議を設置した。 

標準化戦略会議(第 4 期中長期目標期間中 12 回)では、平成 28 年度に制定した知的財産・

標準化ポリシーを踏まえ、知的財産活用と標準化の一体的推進を図るとともに、標準化戦略

の策定、標準化専門家の活動支援及び標準化人材の育成等、国際標準化活動を推進するため

の検討を行った。 

標準化戦略会議での検討を踏まえて、標準化活動支援策として、標準化の実現可能性を検

討する標準化戦略フィジビリティスタディ(FS)(76 件)や、工業標準を作成することを目的

とした研究である標準基盤研究（延べ 73 件)、標準化国際会議へ参加するための旅費支援

（203 件)など、標準化を推進する各フェーズに応じた支援を行った。 

標準化戦略 FS では、有効に活用される標準化提案を可能とすべく、民間企業との連携可

能性や知的財産活用との一体的推進の可能性の観点を導入し、案件選定を行った(民間企業
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との連携可能性 4 件、知的財産活用との一体的推進の可能性 29 件)。 

また、人材育成の一環として、一般財団法人日本規格協会が平成 29 年度から開始した規

格開発エキスパートへの登録を推奨し、62 人が規格開発エキスパートとして登録した。 

【効果】 

国際標準化活動の体制整備及び各種支援策の結果として、産総研からは令和元年度 2 月

現在 1,590 件の国際標準化提案を行うことができた。日本からの国際標準化提案のうち約 7

件に 1 件は産総研によるものであり、職員の約 10 名に 1名が国際標準化活動に携わってお

り、国際標準化活動の体制整備及び各種支援策を通じて、技術を社会に普及させる「橋渡し」

役を担うことができた。 
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【前年度の主な評価コメントへの対応】 

（産総研技術移転ベンチャー支援の強化） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 ベンチャー支援について、平成 30 年度の取り組みが単年度で終わらないように根付かせ

る努力を望む。 

＜対応・反映の状況＞ 

 従来からの取り組みについて継続的に実施する。効果的なベンチャー創出推進のため、外

部機関のリソースを積極的に活用する。 

 

（技術的ポテンシャルを活かした指導助言等の実施） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 技術コンサルの有料化に伴う企業への影響も鑑み、今後もバランスよい運営を期待した

い。 

＜対応・反映の状況＞ 

 技術コンサルティングは、産総研の技術ポテンシャルを活用した、顧客ニーズへの技術の

助言や評価等を有償で行うこととしている。引き続き顧客満足度調査を実施して、顧客ニー

ズや満足度の情報を制度運営等に反映させるよう努めるとともに、本連携制度ばかりでな

く、他の連携制度も活用するなどバランスの良い運営を図る。 

 

（戦略的な知的財産マネジメント） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 休眠特許については、国としての財産である一方でコストであり、どこかのタイミングで

その在り方について整理されることが望ましい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 休眠特許のコストについては所内でも問題視しており、見直しを含め、整理する予定であ

る。 

 

（地域イノベーションの推進等（①地域イノベーションの推進） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 IC の増員により、地域への産総研の影響力が増したことは間違いない。さらなる地方へ

の「橋渡し」を実施するため、大学と産総研とのクロスアポイント制度の様な取り組みを地

方の公設試とも行い、産総研研究者が地方をさらに認識するような取り組みがあっても良

いと思われる。この取り組みは、地方の公設試にとっても良い刺激となり、両者にとって有

益な取り組みとなり得ると思料。 

＜対応・反映の状況＞ 

 例えば中国センターのセルロースナノファイバーの場合、兵庫の公設試との連携により、
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マラソンシューズなどの多種多様な製品に繋がった。これは産総研と公設試の強みを合わ

せることによって成功した事例である。今後さらに公設試と産総研双方のシーズをよく知

っている産総研 IC の手によって、全国の産総研地域センターと公設試の強みを合わせた連

携の構築を増やしていきたい。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 ［地域イノベーションの推進］産総研 IC 制度は、「橋渡し」機能強化にとても良い制度だ

と思います。公設試との人的交流は拡大されておりますが、更なる関係強化が必要だと考え

ます。また、公設試以外の機関でも同様の人的交流・関係強化ができれば良いと考えます。 

＜対応・反映の状況＞ 

 公設試以外の機関においても、例えば一橋大学等の大学教員になられた公設試 OB が産総

研 IC となっている例があり、すでに幅広い機関との連携を始めています。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 ［地域イノベーションの推進］技術相談における中小企業の件数が減少傾向にあるので、

技術相談制度の認知度を高めて頂き、「橋渡し」機能の拡大を図り、民間資金獲得額に寄与

できれば良いと考えます。 

＜対応・反映の状況＞ 

 技術相談窓口の認知度を高めるために、各種イベント等への出展や産総研の制度紹介、技

術相談窓口の宣伝、周知に努めます。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 冠ラボや大学との連携の結果、成果を表す数値もそれなりに見えるが、比較が見えてこな

い。更に地域や中小企業の顔も見えてこない。国の機関だからこそ、地域を見据えて事業サ

ポートができると思う。地域をもう少し、取り上げていただきたい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 第 5 期は、より一層公設試との連携強化に努め、地域イノベーション推進の強化に取り組

む予定です。例えば産総研シーズを地域の中小企業の力で製品化を進めるところに製品化

サポートに秀でた地域の公設試が間に入ることで製品化を加速する形の連携を構築します。 

 

（組織の見直し）大型連携推進室 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 冠ラボが着実に拡大していることが評価できる一方で、新規獲得のみに走るのではなく、

関係構築ができた既存の関係もしっかりとメンテナンスされることが極めて重要。調達、労

務管理など意識されているようなので、今後もこうした意識を持ち続けて欲しい。また、成

果を眼に見える形で提示することも重要であり、アウトプットも意識して運営に当たるこ
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とが期待される。 

＜対応・反映の状況＞ 

 既存冠ラボのパートナー企業との継続的な連携を継続するため、パートナー企業に対し

て、「冠ラボ 満足度調査」と称したヒアリングを実施し、冠ラボの「成果」、「狙い」、「満足

度」、「課題」を調査した。満足度に関しては、「異分野融合」、「人材育成」など 7 項目を定

量的に評価してもらい、点数の低い項目については、研究領域戦略部と連携して対応を検討

し、テコ入れを実施した。また、成果発信に関しては、複数の冠ラボによるプレス発表を行

なっており、オープンイノベーションによる社会実装を実現している。また、TBFT2019 で

冠ラボセミナーを開催し、冠ラボを活用したイノベーション事例を紹介した。 
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 令和元年度 研究関連業務評価委員会 

評価資料（実績と効果）：令和元年度評価 

 

 

２．イノベーション推進本部 

 

 Ⅰ．１．(４) 産総研技術移転ベンチャー支援の強化 

 Ⅰ．１．(５) 技術ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

 Ⅰ．１．(６) マーケティング力の強化 

 Ⅰ．１．(８) 戦略的な知的財産マネジメント 

 Ⅰ．１．(９) 地域イノベーションの推進等（地域イノベーションの推進） ＜一部＞ 

 Ⅰ．３．(２) 組織の見直し ＜一部＞ 

 Ⅰ．３．(３) 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞ 
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Ⅰ．１．（４） 産総研技術移転ベンチャー支援の強化 

【中長期目標】 

先端的な研究成果をスピーディーに社会に出していくため、産総研技術移転ベンチャーの

創出・支援を進める。評価に当たっては産総研技術移転ベンチャーに対する民間からの出

資額を評価指標として設定する。 

【中長期計画】 

先端的な研究成果をスピーディーに社会に出していくため、産総研技術移転ベンチャーの

創出・支援を進める。具体的には、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーショ

ンの創出を図るため、研究開発の成果を事業活動において活用しようとする者に対し、出

資並びに人的及び技術的援助等の業務を進める。特に出資に関する業務を実施するにあた

っては、①外部有識者の委員会による審議等、②管理者等の設置、③出資先の選定、④出

資後の状況把握及び対応、⑤利益相反マネジメント、等の措置を講じる。評価に当たって

は産総研技術移転ベンチャーに対する民間からの出資額を評価指標とする。 

【平成 31 年度計画】 

・産総研技術移転ベンチャーの創出を推進するため、スタートアップ開発戦略タスクフォ

ース等ベンチャー創出支援事業において、事業化に向けたマーケティング活動、ビジネ

スモデル構築及びプロトタイプの開発を推進する。また、民間企業から産総研技術移転

ベンチャーへの出資を促進するため、ビジネスインキュベーション機関及びベンチャー

キャピタル等とのネットワークを活用した連携活動並びに事業計画・ビジネスプランの

ブラッシュアップ等の事業支援を強化する。産総研技術移転ベンチャーへの現金出資を

可能とするために必要な体制を構築する。 

【実績】 

産総研技術移転ベンチャーの創出を推進するため、ビジネスモデルの構築や資金調達等

のベンチャー創業に関する経験を豊富に有するベンチャー開発・技術移転センターの専門

人材であるスタートアップ・アドバイザーと技術シーズを有する研究者が協力し、先端技

術を事業化するための「スタートアップ開発戦略タスクフォース」（以下、タスクフォース）

を 5 件運営した。タスクフォースの活動として、ベンチャー創出に向けた技術開発と、ビ

ジネスモデルの構築、外部機関とのネットワークを活用したマーケティング、試作品の開

発等の事業開発を実施したことにより、令和元年度活動中のタスクフォースから 1 社創業

した。また、その他事業化を希望する技術シーズを調査案件として 3 件選定し、外部機関

の調査や起業家育成事業等を活用して事業化可能性の調査、ビジネスプランのブラッシュ

アップ等の支援を行った。 

産総研技術移転ベンチャーの認知度向上を目的として、産総研公式ホームページのベン

チャー紹介コーナー（TECH Meets BUSINESS）及びパンフレットの拡充、産総研技術移転ベ

ンチャーに対して、外部機関の開催する展示会やビジネスマッチングイベントへの出展や

ピッチ会への登壇の場を提供するなどの支援を行った。 

-114-



 

 

平成 30 年度に改正したベンチャー技術移転促進措置実施規程に則り、技術移転促進措置

を適切に運用するよう、審査項目追加によるリスク低減と法人要件見直しによる支援対象

を広げるための事務手続きの見直を行った。 

産総研技術移転ベンチャーのうち成長が期待される企業を「重点支援ベンチャー」とし

て令和元年度は 20 社選定した。企業ごとに専任の担当者（「担当コンシェルジュ」と称す

る）を設定し、企業ニーズや経営状況を把握して資金調達や販路拡大を行うなど支援活動

を推進した。産総研技術移転ベンチャーに対するキャピタル等民間からの出資額は産総研

技術移転ベンチャー6 社に対し 7.8 億円となった。（令和 2年 1 月 6 日現在） 

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推

進等に関する法律の一部を改正する法律（平成 31 年 1 月 17 日施行）により産総研技術移

転ベンチャーへの現金出資を行うことが可能となった。そのため、出資業務規程を改正（令

和元年 10 月 3 日施行）し出資業務を行う体制を構築した。 

【効果】 

外部機関の起業家育成事業を活用した事業計画やビジネスプランのブラッシュアップに

おいては、チームを形成して一定期間内に集中的に事業化の検討と専門家からの指導を受

けることにより、具体的な顧客を想定したビジネスモデルを構築することに繋がった。 

産総研技術移転ベンチャーへの支援として、一般企業やベンチャーキャピタル等を対象

とした産総研主催のビジネスマッチング会を企画・開催したことや、外部機関開催の展示

会及びビジネスマッチングイベントへの出展支援を積極的に推進した。それらのことが、

産総研技術移転ベンチャーの認知度向上につながり、ベンチャー企業への事業提携や投資

に発展した。 
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Ⅰ．１．（５） 技術ポテンシャルを活かした指導助言等の実施 

【中長期目標】 

企業からの技術的な相談に対して、研究開発の実施による対応のみならず、産総研の技術

的なポテンシャルを活かした指導助言等の実施についても、適切な対価を得つつ積極的に

推進するものとする。 

【中長期計画】 

企業からの技術的な相談に対して、研究開発の実施による対応のみならず、産総研の技

術的なポテンシャルを活かした指導助言等の実施についても、適切な対価を得つつ積極的

に推進する。具体的には、受託研究等に加えて、産総研が有する技術の強みを活かした指

導助言等を実施する制度を拡充し、技術面からのコンサルティングを通じて適切な対価を

得つつ民間企業への「橋渡し」を支援する。これにより、研究開発から事業化に至るまで

切れ目のない連続的な技術支援に資する「橋渡し」機能の一層の強化を目指す。評価に当

たっては、コンサルティングが産総研の「橋渡し」機能の一部として重要な役割が期待さ

れることから、得られた収入は評価指標である民間資金獲得額の一部として取り扱う。 

【平成 31 年度計画】 

・多様な民間企業ニーズに応えるために、「技術コンサルティング制度」を活用し、産総研

の技術的なポテンシャルを活かした指導助言等を実施する。 

・コンサルティング制度に関する専任の連携担当を置くことなどによって、職員の理解の

促進を図り、かつ民間企業への説明を徹底して、研究現場での一層の活用を図ると共に、

効率的な技術コンサルティング制度の運用に努める。さらに産総研の総合力を活かした

大型連携の構築に向けて、イノベーションコーディネータが主導する共創型技術コンサ

ルティングを促進する。一方、顧客満足度のモニタリング調査を継続し、業務品質の向

上を図る。これらの取組を通じて、年度計画を大幅に上回った平成 30 年度技術コンサル

ティング収入を上回ることを目標とする。 

【実績】 

企業等の多様なニーズに対応し、技術的課題を解決する「技術の橋渡し」を目的として、

「技術コンサルティング制度」（産総研の技術ポテンシャルを活かした有償の指導助言等）

の積極的な利用を促進した。令和元年度の技術コンサルティングの実施件数は平成 27 年度

の 84 件から 671 件（令和 2 年 2 月末現在）と約 8 倍に増加し、獲得資金は平成 27 年度の

1.0 億円から 10.2 億円（令和 2 年 2 月末現在）と約 10 倍、前年度比では約 7.5 億円から約

136%と大幅に増加した。 

【効果】 

技術コンサルティングは、平成 27 年度の制度創設から毎年、前年度を上回る高い伸びを

実現し、令和元年度は実績額 10.2 億円（令和 2 年 2 月末現在）を獲得し、民間資金獲得額

全体の約１割を占めた。そのため、様々な機関との幅広い連携を促進することができ、企

業との間で共同研究に発展する例も多く、連携の幅を広げることができた。 
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【実績】 

技術コンサルティングの窓口として配置した連携主幹を軸とする契約事務体制を整備し、

所内関係者及び相手先との技術コンサルティングの適否、制度の注意点等の事前相談や調

整、地域センターへの連携制度の活用方法やメリットの周知を進めた。さらに、連携機関

から要望が多かった秘密条項の約款の一部改定や英語版約款を制定するなど、顧客ニーズ

に即した対応を図り、制度活用を促進した。 

さらに、イノベーションコーディネータ（IC）主導によって、企業と共に課題を見つけ、

新たな価値を創り出す共創型の技術コンサルティングを行い、産総研と企業との対話によ

り、領域を跨る研究活動への道筋を立て、事業化を見据えた大型の共同研究に繋げる取組

みを進めた。 

その結果、技術コンサルティング終了後に行う令和元年度の満足度のモニタリング調査

において、所外回答者（201 名）・所内回答者（310 名）ともに、9 割を超える者から「満足」

との回答（特に所外回答者の 97％が「満足」と回答）があり、制度発足以来、最高の顧客

満足度が達成された。また、所外回答者全体の半数以上が引き続き技術コンサルティング

の利用や、共同研究への進展の予定があると回答しており、満足度の高さを裏付けている。 

技術コンサルティング収入は、平成 30 年度の約 7.5 憶円から大幅に増加し、約 10.2 億

円(前年度比約 136%)を獲得した。 

【効果】 

企業の多様なニーズに対応した技術コンサルティングにより、アーリーステージからレ

イターステージまでの広範な技術的課題の解決に繋がる「技術の橋渡し」が可能となった。

また、企業との共同研究開発等の大型連携に繋がるなど、技術コンサルティングを起点と

した、産業界との「新たな連携モデル」が確立された。 

また、連携主幹を軸とする技術コンサルティングの契約事務体制の整備及び制度の周知

により、本連携モデルのメリットが所内外の関係者に浸透した。これにより、積極的な制

度活用に繋がるとともに、幅広い分野において新規顧客の開拓や密な連携が可能となった。

特に、共創型技術コンサルティングの実施により、企業の中長期戦略やビジョンに紐づく

領域横断的な大型連携に繋がり、IC 主導の連携が促進された。 

令和元年度の顧客満足度のモニタリング調査において、満足度の高さに加えて、「スピー

ド感を持って取り組める」、「産総研との連携の敷居が下がった」、「先進的な知見を得られ、

技術的課題の解決に繋がった」などの回答が得られたことから、技術コンサルティング制

度が連携促進に効果的であることが確認できた。 
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Ⅰ．１．（６） マーケティング力の強化 

【中長期目標】 

橋渡し機能の強化に当たっては、①目的基礎研究を行う際に、将来の産業や社会ニーズ、

技術動向等を予想して研究テーマを設定する、②「橋渡し」研究前期を行う際に、企業か

らの受託に繋がるレベルまで行うことを目指して研究内容を設定する、③「橋渡し」研究

後期で橋渡し先を決定する際に、法人全体での企業からの資金獲得額の目標達成に留意し

つつ、事業化の可能性も含め最も経済的効果の高い相手を見つけ出し事業化に繋げる、④

保有する技術について幅広い事業において活用を進める、という４つの異なるフェーズで

のマーケティング力を強化する必要がある。 

これら４フェーズにおけるマーケティング力を強化するためには、マーケティングの専門

部署による取組に加え、各研究者による企業との意見交換を通しての取組、さらには、研

究所や研究ユニットの幹部による潜在的な顧客企業経営幹部との意見交換を通しての取組

が考えられるが、これらを重層的に組合せ、組織的に、計画的な取組を推進するものとす

る。 

【中長期計画】 

橋渡し機能の強化に当たっては、①目的基礎研究を行う際に、将来の産業や社会ニーズ、

技術動向等を予想して研究テーマを設定する、②「橋渡し」研究前期を行う際に、企業か

らの受託に繋がるレベルまで行うことを目指して研究内容を設定する、③「橋渡し」研究

後期で橋渡し先を決定する際に、法人全体での企業からの資金獲得額の目標達成に留意し

つつ、事業化の可能性も含め最も経済的効果の高い相手を見つけ出し事業化に繋げる、④

保有する技術について幅広い事業において活用を進める、という 4 つの異なるフェーズで

のマーケティング力を強化する必要がある。 

これら 4 フェーズにおけるマーケティング力を強化するためには、マーケティングの専門

部署による取り組みに加え、各研究者による企業との意見交換を通しての取り組み、さら

には、研究所や研究ユニットの幹部による潜在的な顧客企業経営幹部との意見交換を通し

ての取り組みが考えられるが、これらを重層的に組合せ、組織的に、計画的な取り組みを

推進する。すなわち、マーケティングの中核たる研究ユニットの研究職員は、上記①〜④

を念頭に置き、学会活動、各種委員会活動、展示会等あらゆる機会を捉えて技術動向、産

業動向、企業ニーズ、社会ニーズ等の情報を収集し、普段から自分自身の研究をどのよう

に進めれば事業化に繋がるかを考えつつ研究活動を行う。さらに、マーケティングを担う

専門人材(イノベーションコーディネータ)と連携したチームを構成し、企業との意見交換

等を通じて、民間企業の個別ニーズ、世界的な技術動向や地域の産業動向などを踏まえた

潜在ニーズ等の把握に取り組む。収集したマーケティング情報は各領域がとりまとめ、領

域の研究戦略に反映する。また、領域や地域センターを跨ぐ横断的なマーケティング活動

を行う専門部署を設置し、マーケティング情報を領域間で共有する。さらに、マーケティ

ング情報に基づき、領域をまたぐ研究課題に関する研究戦略や連携戦略の方向性に反映す
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る仕組みを構築する。加えて、産総研と民間企業の経営幹部間の意見交換を通じたマーケ

ティングも行い、研究戦略の立案に役立てるととともに、包括的な契約締結等への展開を

図る。 

なお、イノベーションコーディネータは研究職員のマーケティング活動に協力して、民

間企業のニーズと産総研のポテンシャルのマッチングによる共同プロジェクトの企画、調

整を行い、民間資金による研究開発事業の大型化を担う者として位置づける。マッチング

の成功率を上げるため、研究ユニットや領域といった研究推進組織内へのイノベーション

コーディネータの配置を進めるとともに、それぞれが担当する民間企業を定めて相手から

の信頼を高める。イノベーションコーディネータに要求される資質として、民間企業、外

部研究機関等の多様なステークホルダーに対応できる経験や、人的ネットワークなどを有

することが求められることから、内部人材の育成に加え、外部人材を積極的に登用して、

その専門性に適した人材の強化を図る。 

【平成 31 年度計画】 

・各研究領域において、領域の特性に応じた技術マーケティング活動を引き続き実施する。

目的基礎研究や「橋渡し」研究前期におけるマーケティング強化のための交付金につい

ては、民間資金獲得強化の方針に基づき追加的に措置する。 

・異なる領域や地域センターをまたがる横断的なマーケティング活動を行う機能の充実及

び効率的な運用を図る。 

・大型連携を図るため、シーズプッシュ型のマーケティングに加えて、民間企業との活発

なコミュニケーションによるニーズプル型や、コンセプトを共創するマーケティングを

領域横断的な技術コンサルティングなどによって推進する。 

・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティングを担う専門人材の強化

のため、企業連携活動への参加機会や基礎的な企業連携研修(年 2 回程度)等、連携ノウ

ハウを共有する場を設定し、内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づい

た外部人材の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研修等のあり方を検

討する。 

【実績】 

高い専門性を有するイノベーションコーディネータ（IC）を各領域や TIA 推進センター

に 30 名（令和 2 年 3 月 1 日現在）配置した。IC は大型連携の構築に中心的な役割を果た

している。例えば、令和元年度には、イノベーション推進本部所属の IC 及び領域の IC が

中心的な役割を果たし、冠ラボの設立を実現した。 

理事長裁量の戦略予算においては、民間資金獲得強化等の応募要件を課し、これらの提

案を優先的に採択した。令和元年度の全採択件数 48 件のうち、33 件が応募要件として民間

資金獲得強化を狙ったものであった。提案時に民間資金獲得予定額を設定するとともに、

全課題を対象とする中間評価を実施して、民間資金獲得状況の進捗を確認した。 

【効果】 
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領域における技術的知見と民間企業でのビジネスの経験を併せ持った人材を IC として配

置することで、民間企業の目線での産総研技術シーズの掘り起こしや企業への事業化の提

案が可能となった。 

戦略予算について、民間資金獲得の目標額を設定した課題では、課題ごとに担当 IC を指

名したことにより、マーケティング力が強化され、順調に民間資金獲得が進んでいる。 

 

 

【実績】 

産総研の領域横断の連携活動を担当する IC をイノベーション推進本部に 13 名（令和 2 

年 3 月 1 日現在）、また地域連携の中核機能を担うコーディネータを全国 9 つの地域セン

ターに 23 名（令和 2 年 3 月 1 日現在）配属した。さらに、外部専門家の指導のもと、特

定企業のニーズや事業計画を踏まえて、領域横断で技術シーズを融合させ、企業への提案

を行う企業連携の検討会を開催した。また、全ての領域・地域センターを対象とした連携

人材育成研修のなかで、産総研の全リソースを利用した事業化の提案のケーススタディを

行い、領域をまたがるマーケティング機能の充実を図った。 

また、領域、TIA 推進センター、地域センター及びイノベーション推進本部の IC が参画

する拡大技術マーケティング会議を 2 回（令和 2 年 3 月 1 日現在）開催し、マーケティ

ング活動の情報や成功モデル・失敗例を幅広く共有した。さらに、企業からの提供資金に

より行う技術コンサルティングにおいて、領域横断のテーマ創出を加速するなど、全所横

断的なマーケティング活動の効果的な運用を図った。 

【効果】 

企業連携のケーススタディ等を通じて大型連携の方法論を IC 等の連携担当に浸透させる

ことにより、技術シーズの発掘や企業ニーズの把握、提案資料の作成といった連携担当者

のマーケティングスキルが向上し、企業との大型連携の促進につながった。具体的には、

3,000 万円以上の大型共同研究が平成 30 年度から令和元年度の間に 37 件から 41 件(令和

2 年 3 月 1 日現在)に増加し、そのうち 1 億円以上の 15 件(令和 2 年 3 月 1 日現在)のう

ち 9 件(令和 2 年 3 月 1 日現在)において IC が交渉に携わった。また、コンセプト共創型

の技術コンサルティングの活用により、産総研の幅広い研究リソースを領域の枠に捉われ

ずに検討できるようになり、個別の技術課題に留まらない企業が直面する SDGs（持続可能

な開発目標）などの社会的課題に対応した連携ができるようになった。 

 

 

【実績】 

イノベーション推進本部所属の IC、各領域の IC、地域センター所属の IC が協力し、事

業化までを視野に企業とともに連携テーマの創出を行うコンセプト共創型の技術コンサル

ティングを 4 件（令和 2 年 3 月 1 日現在）推進した。企業の問題意識をとらえ、領域の
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枠にとらわれずに産総研の技術シーズを発掘し、ビジネスモデルを含め企業に提案するこ

とにより、事業化を見据えた包括的な組織的連携に繋げることができた。 

また、企業の経営層と理事長をはじめとする産総研の各領域・研究ユニットの幹部が直

接対話する機会を設けることで、組織的かつ大型の連携へと繋がった。例えば、「産総研テ

クノブリッジフェア 2019 in つくば」における 18 社の企業幹部と理事長との面談をはじ

め、産総研の領域・研究ユニット幹部による企業経営層との対話により、組織間での研究

開発へのコミットメントを伴った大型の組織的連携(冠ラボ等)を 4 件（令和 2 年 3 月 1 日

現在）実現した。 

【効果】 

個別の技術テーマにおける研究開発に留まらない、企業の中長期戦略やビジョンに紐づ

く領域横断の大型連携を提案し、企業とともに連携体制を構築していくコーディネート活

動を加速した。 

特に、コンセプト共創型の技術コンサルティングを活用して、企業の経営層との活発な

コミュニケーションによるニーズ把握を行って企業の事業戦略に沿った研究テーマの共創

を行うことで、IC による企業経営の視点に即した提案力が強化された。さらに、コンセプ

ト共創型の技術コンサルティングを通じて、産総研の研究戦略だけでなく、企業の研究戦

略をも共創し組織的な連携を構築する新たな産業界との連携の形式を提示することができ

た。また、これまで十分に連携が構築できていなかった産業分野との連携が拡大し、領域

を横断する大型の共同研究を成立させることができた。 

 

 

【実績】 

ICの毎月の活動報告や新任のICの活動内容の確認とイノベーション推進本部長等への情

報共有を行う月次の報告会等を通して IC の定常的な活動内容を確認する仕組みを設けた。 

化学企業でマーケティング部責任者としてキャリアを積んだ人材を IC として採用し、産

総研技術シーズのマーケティング機能の強化を図った。さらに、連携主幹、連携の企画に

かかわる職員に対しては、日々の業務で企業交渉に同席させるなど OJT を実施した。また、

従来 OJT が中心であった連携人材の育成において、外部講師を活用した連携人材育成研修

（16 回（令和 2 年 3 月 1 日現在））を開催し、外部講師による知見・経験の教授を通して

連携人材の育成を進めた。 

【効果】 

外部講師の事業化に係る知見を取り込んだ研修によって IC など「橋渡し」にかかわる専

門人材が強化された。企業から提示された技術課題に対する産総研シーズのマッチングの

みならず、事業化までを視野に企業とともに新たな連携テーマを構築することができるよ

うになり、これまで連携テーマの設定が難しかった新たな産業分野への連携開拓や領域横

断的な連携など大型の企業連携に繋げることができた。具体的には、IC(イノベーション推
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進本部及び各領域所属)が協力し、新たに非鉄金属メーカーや鉄道事業会社との間で所内の

研究分野の壁を越えて組織連携の構築に向けた新たな場を形成することができた。 
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Ⅰ．１．（８） 戦略的な知的財産マネジメント 

【中長期目標】 

「橋渡し」機能の強化に当たっては、研究開発によって得られた知的財産が死蔵される

ことがなく幅広く活用され、新製品や新市場の創出に繋がっていくことが重要であり、戦

略的な知的財産マネジメントが鍵を握っている。 

このため、まず優れた研究成果について、特許化するか営業秘密とするかも含め、戦略

的に取り扱うこととし、いたずらに申請件数に拘ることなく、質と数の双方に留意して、「強

く広い」知財を取得するものとする。 

また、積極的かつ幅広い活用を促進する観点から、受託研究の成果も含め、原則として

研究を実施した産総研が知的財産権を所有し、委託元企業に対しては当該企業の事業化分

野における独占的実施権を付与することを基本とする。なお、企業からの受託研究の成果

ではない共通基盤的な技術については非独占実施権を付与するなどにより活用を図るもの

とする。 

さらに、知的財産マネジメントや知的財産権を活用した事業化に向けた体制整備等、戦

略的なマネジメントの実現に向けた組織的な取組を行うものとする。 

【中長期計画】 

「橋渡し」機能の強化に当たっては、研究開発によって得られた知的財産が死蔵される

ことがなく幅広く活用され、新製品や新市場の創出に繋がっていくことが重要であり、戦

略的な知的財産マネジメントが鍵を握っている。 

このため、まず優れた研究成果について、特許化するか営業秘密とするかも含め、戦略的

に取り扱うこととし、いたずらに申請件数に拘ることなく、質と数の双方に留意して、「強

く広い」知財を取得する。 

また、積極的かつ幅広い活用を促進する観点から、受託研究の成果も含め、原則として

研究を実施した産総研が知的財産権を所有し、委託元企業に対しては当該企業の事業化分

野における独占的実施権を付与することを基本とする。 

具体的には、民間企業等のニーズを踏まえて民間企業が活用したい革新的技術や産業技

術基盤に資する技術を創出するために、マーケティングにより把握した産業動向や技術動

向に加えて特許動向などの知的財産情報を活用し、オープン＆クローズ戦略に基づいた研

究の実施と研究成果の戦略的な権利化を進める。なお、企業からの受託研究の成果ではな

い共通基盤的な技術については非独占的な知的財産権の実施許諾や国際標準への組み込み

による成果普及を目指す等、知的財産の戦略的活用を図る。 

さらに、これらの取り組みのため、知的財産や標準化の知見と研究開発に関する知見の

双方を有するパテントオフィサーを、領域およびイノベーション推進本部に配置し、知的

財産活用化に向けた体制の強化を図る。パテントオフィサーは、知的財産情報の分析支援

や、それに基づく領域の知的財産戦略の策定に取り組む。また、パテントオフィサーを中

心とした会議体を設置し、知的財産の創出、活用、並びに技術移転を連続的・一体的にマ
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ネジメントすることにより、民間企業への「橋渡し」の最大化を目指す。 

【平成 31 年度計画】 

・知財戦略会議を開催し、「強く広い」知的財産権の取得等を目指した産総研全体としての

知的財産戦略の策定及び知的財産マネジメント強化策の検討を行う。 

・特許審査委員会を開催し、知財戦略会議で策定された知的財産戦略を踏まえた国内外の

出願・審査請求等要否の審査を行う。 

・知財戦略会議や標準化戦略会議等を活用して、知的財産活動と標準化活動との一体的推

進を図る。 

・目的基礎研究や「橋渡し」研究前期の研究成果である萌芽技術について、オープン＆ク

ローズ戦略も含めた戦略的な知的財産アセット構築の支援を実施する。 

・セミナー・シンポジウムの開催や普及・啓発用資料の充実化等によって、知的財産や標

準化に関する普及・啓発及び産総研内外への情報発信を図る。 

・パテントオフィサー等の知的財産専門人材の育成に取り組む。  

・平成 32 年 5 月のリリースに向けて新しい知的財産管理システムの開発を継続する。 

・知的財産の活用において、出口シナリオの企画・立案機能を強化するため、知的財産情

報の発信と有望案件の発掘・検討を推進し、技術移転マネージャーを中心に、研究現場

と連携した技術移転活動を強化する。 

【実績】 

イノベーション推進本部幹部及び各領域の幹部、パテントオフィサー等が委員として参

加する、知的財産にかかる全所的な取組を議論する知財戦略会議（1 回）（2 月現在）を開

催し、社会的インパクトの大きい研究成果の橋渡しを一層加速させるための知的財産戦略

及び知的財産マネジメント強化策の検討を行った。具体的には、平成 30 年度に開始した、

パテントオフィサー等の所内専門人材がチームとなり戦略策定・更新を継続的に支援する

特優テーマ支援、先行技術調査の結果や当該結果をグラフや表で見える化した特許マップ

を研究者に提供する支援等の施策についてフォローアップを行うとともに、第５期に向け

たパテントオフィサーの育成等について議論した。 

【効果】 

知財戦略会議において全所的な視点で議論を行ったことにより、イノベーション推進本

部幹部、パテントオフィサー、領域幹部等の関係者間の問題意識の共有と特優テーマ支援

等の具体的施策の一層の活用が促進された。施策のひとつである特優テーマ支援では、初

の支援対象の決定（1 件）（2 月現在）を行い、戦略的な取組を推進していく。また、関連

する研究分野の特許情報を分析し、先行技術調査報告や特許マップとして研究者に提供す

る等の支援を行うことで、初期の段階から、より社会的インパクトの大きい出口を見据え

た研究活動へと繋がる。 
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【実績】 

特許管理検討会（令和元年 11 月に「特許審査委員会」から名称変更）を毎月開催し、国

内外の出願・審査請求等要否の検討を行った。特許管理検討会では、平成 30 年度の知財戦

略会議での検討を踏まえて、4 月から新しい検討基準の運用を開始した。 

【効果】 

特許管理検討会において、知財戦略会議で検討された戦略を踏まえた検討を行うことに

より、戦略的な知的財産の創出・活用を推進した。新しい検討基準は、基準を明確化する

とともに、技術移転の可能性を一層重視する内容とした。これにより、効率的・効果的な

権利の取得・維持につながる。 

 

 

【実績】 

標準化戦略会議（2 回）（2 月現在）において、知的財産・標準化ポリシーを踏まえて、

標準化戦略の方針・取組の策定を行った。標準化の実現可能性を検討する標準化戦略フィ

ジビリティスタディ(FS)では、社会において有効に活用される標準化提案を目指し、民間

企業との連携可能性や知的財産活用との一体的推進の可能性の観点を導入し、FS テーマの

選定（16 件中 14 件）を行った。 

【効果】 

知的財産・標準化ポリシーを踏まえた標準化戦略の方針・取組の策定により、知的財産

と標準化の一体的推進を行った。民間企業との連携可能性や知的財産活用の可能性の観点

から選定した案件では、1 件が FS から新市場創造型標準化制度へ移行する見込みとなるな

ど、国際標準化および国内標準化に向けた取組を推進することができた。 

これらの取組により、国内標準 7 件、国際標準 27 件（2 月現在）の標準化提案を行い、

積極的な研究成果の活用を図った。  

 

 

【実績】 

戦略的な知的財産の創出・活用を目指した取組として、研究の芽の段階(萌芽期)で見出

された新発見・新原理の中から有望技術を発掘し、知的財産アセットの構築を支援した。

具体的には、「橋渡し」研究前期の研究テーマ(8 件)を選定し、特許動向調査の結果を基に

した研究アプローチのアドバイスや基本特許を確保するための方針策定など、知的財産戦

略構築や知的財産強化の支援を行った。また、昨年度までの支援テーマ（34 件）に対して

も、継続的にフォローアップを行い、知的財産アセット構築強化を支援した。 

【効果】 

知的財産アセットの強化のための特許出願等（7 件）（集計中のため昨年度実績を仮置き）

や共同研究契約の締結（4 件）（集計中のため昨年度実績を仮置き）に繋がるなど、研究成
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果の社会への橋渡しの取組が進展した。  

 

 

【実績】 

所内職員の知的財産・標準化に関する意識の醸成の取組として、知的財産権研修や知的

財産・標準化にかかる内部セミナー（9 回）を実施した。また、全職員が受講するｅ-ラー

ニング制度の中で秘密保持契約の遵守などの研究情報管理に関する研修を実施した。研修

やセミナーの実施にあたっては、グループディスカッションの導入、多くの具体例の紹介

等の工夫をしたことにより、研修効果を向上させた。 

また、標準化については、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構、独

立行政法人 製品評価技術基盤機構との共催で、2019 年度国際標準推進と出口戦略シンポジ

ウム「海洋プラスチックごみ汚染をはじめとする地球環境問題への解決に期待される国際

標準―バイオプラスチック、セルロースナノファイバーと海洋生分解性評価方法の標準化

―」を開催した。 

【効果】 

知的財産権研修（9 日間、全 12 講座）にのべ 565 名、毎月開催した知的財産・標準化セ

ミナーにのべ 516 名（2月現在）の参加があった。参加者の関心に応じたテーマ設定や興味

を引く構成とすることにより、アンケートでは、知的財産権研修では 94％、知的財産・標

準化セミナーでも平均 87％が有益だったと回答するなど、平成 30 年度に引き続き高い満足

度を実現し、職員の知的財産・標準化に関する意識向上による知的財産マネジメントの推

進に寄与した。 

2019 年度国際標準推進と出口戦略シンポジウムには 351 名が参加し、プラスチックの海

洋生分解の国際標準化の取組などの紹介を通して所内外に対して、産総研の知的財産活用

と標準化の一体的推進の取組等を周知することができた。 

 

 

【実績】 

知的財産権研修や知的財産・標準化にかかる内部セミナーに加えて、パテントオフィサ

ー及びそれに準じた知的財産に関する高度な知見を有する所内人材の育成を目的として、

知的財産権研修の修了者を対象に知的財産関連業務（特許出願、先行技術調査及び共同研

究契約・技術移転契約等）を体験しながら学ぶ On the Job Training(OJT)プログラムを実

施した（受講者 9 名 ）。 

【効果】 

OJT プログラムでは、パテントオフィサー等の知的財産専門人材として必要な知識及びス

キルを習得させた。参加者には、将来的な知的財産専門人材へのキャリアパスを視野に入

れている者もおり、平成 30 年度参加者のうち 3名が現在知的財産・標準化推進部に所属し、
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さらなる実務経験を積むなど、将来のパテントオフィサー候補を育成することができた。 

 

 

【実績】 

知的財産マネジメントを円滑に推進するための環境整備として、令和 2 年度の稼働を目

指して新知的財産管理システムの開発を進めた。 

【効果】 

新システムのリリースによって、所内研究者及び知的財産実務担当者の知的財産管理業

務が効率化されることに加え、知的財産戦略検討の基礎となる各種データの分析が容易と

なり、研究グループ、研究ユニット、領域等の各単位において、より効果的かつ戦略的な

知的財産マネジメントが実施されることが期待される。 

 

 

【実績】 

知的財産情報の発信については、工業所有権情報・研修館が運営している開放特許デー

タベースへの情報登録を継続して実施した。2月末現在で、約 5,900 件の特許を登録してい

る。また、科学技術振興機構が主催する新技術説明会を活用して、技術移転に関心の高い

企業向けに有望な技術シーズ 10 件の紹介を技術移転マネージャーと研究者が連携して行っ

た（来場者 346 名）。その開催の後に、技術情報開示契約 1 件を締結した。さらに、共同

研究契約 2 件、技術情報開示契約 2 件、研究試料提供契約 2 件について、締結に向けた調

整を実施中である（11 月末現在）。 

有望案件の発掘・検討については、商用の特許解析ツールを活用して、特許の注目度や

被引用関係を解析して、有望技術のリストアップを実施した。また、これまでの技術移転

により企業が製品化をした後に高い売上を得た事例を調べ、その成功要因を特定し、新た

な有望案件の発掘・育成に役立てるために、知財関連会議や研修等で所内に情報発信を行

った。さらに、その情報等を活用しながら技術移転の可能性の高い 9 件の技術シーズを選

定し、実用化レベルでの機能・性能実証を目的とした試作品製作を行い、技術移転先候補

の企業に対してアピールした。その結果、技術情報開示契約 1 件を締結した。さらに、実

施許諾契約 3 件、研究試料提供契約 1 件について、締結に向けた調整を実施中である。 

これらの出口シナリオの企画・立案機能の強化の結果、技術移転にかかわる契約金額に

ついて平成 30 年度を上回り、2 月末時点で 7.2 億円の収入を得た。 

【効果】 

知的財産情報を継続して発信することが、共同研究、研究試料提供、技術情報開示及び

実施許諾等の契約に結び付いた。さらに、新技術説明会等への出展時の来場者との対話に

より、産業界の最新ニーズや公表されにくい企業の現場の実態に関する情報を幅広く収集

することができ、これが研究方針及び企業連携戦略の立案やその軌道修正に役立った。ま
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た、特許解析ツールを活用して産総研の技術シーズを分析することで、注目度の高い技術

に重点を置いた戦略的な技術移転活動を実施することができた。これらに加えて、有望技

術シーズを基にした試作品製作を実施することにより、技術シーズを見える化することが

でき、産業界にアピールしやすくなった。 
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Ⅰ．１．（９） 地域イノベーションの推進等（地域イノベーションの推進） 

【中長期目標】 

産総研のつくばセンター及び全国８カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に連

携し、地域における「橋渡し」を推進するものとする。特に、各都道府県に所在する公設

試に産総研の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡

しを全国レベルで行う体制の整備を行うものとする。 

また、第 4 期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の進

捗状況の把握・評価を行った上で、別紙に掲げる重点的に推進するべき具体の研究開発も

踏まえつつ、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、他地域からの人材の異

動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強することにより研究内容の強

化を図るものとする。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門等を縮小若

しくは廃止するものとする。 

【中長期計画】 

産総研のつくばセンター及び全国 8 カ所の地域センターにおいて、公設試等と密接に連

携し、地域における「橋渡し」を推進する。特に、各都道府県に所在する公設試に産総研

の併任職員を配置することなどにより、公設試と産総研の連携を強化し、橋渡しを全国レ

ベルで行う体制の整備を行う。具体的には、産総研職員による公設試への出向、公設試職

員へのイノベーションコーディネータの委嘱等の人事交流を活かした技術協力を推進し、

所在地域にこだわることなく関係する技術シーズを有した研究ユニットと連携して、地域

中堅・中小企業への「橋渡し」等を行う。加えて、公設試の協力の下、産総研の技術ポテ

ンシャルとネットワークを活かした研修等を実施し、地域を活性化するために必要な人材

の育成に取り組む。 

さらに、第 4 期中長期目標期間の早期の段階で、地域センターごとに「橋渡し」機能の

進捗状況の把握・評価を行った上で、橋渡し機能が発揮できない地域センターについては、

他地域からの人材の異動と併せて地域の優れた技術シーズや人材を他機関から補強するこ

とにより研究内容の強化を図る。その上で、将来的に効果の発揮が期待されない研究部門

等を縮小若しくは廃止する。 

【平成 31 年度計画】 

・地域における「橋渡し」の推進のため、自治体や公設試との連携関係の強化や、「産総研

イノベーションコーディネータ」制度のさらなる拡充と活用等により、地域中核企業と

の研究連携を推進する。具体的には、地域中核企業との連携研究(共同研究、受託研究、

中小企業庁や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)等の戦略的

基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)及び中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事

業(橋渡し事業)、自治体予算による補助事業や委託事業、内部予算を用いた予備研究や

追加研究、技術コンサルティング等)を、合わせて 75 件以上行う。 

・平成 27 年度に各地域センターが所在する地域ごとに創設した、地域中核企業からなる「テ
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クノブリッジクラブ」を活用し、地域中核企業との連携強化を推進する。当該年度は、「テ

クノブリッジクラブ」加盟企業が 400 社以上となるよう拡充を図るとともに、加盟企業

との 250 件以上の連携研究を行う。 

・産業技術連携推進会議の技術部会と地域部会を通じて、公設試の技術レベル向上を図る

ための研究会や研修、地域経済の現状を踏まえたプロジェクトの共同提案等の取組を積

極的に実施する。 

・地域センターごとに「橋渡し」機能の進捗状況、課題を把握し、地域センターの連携機

能強化に向けて、企画・調整を行う。 

【実績】 

地域での「橋渡し」を推進するため、第 4 期中長期目標期間より、公設試等職員又はそ

の幹部経験者を「産総研イノベーションコーディネータ」（産総研 IC）として委嘱又は雇用

して、公設試との連携強化を図り、地域ニーズの把握やグローバルニッチトップ（GNT）企

業等の地域中核企業の発掘や企業面談による人脈づくりに取り組んでいる。令和元年度は、

産総研イノベーションコーディネータを千葉県及び広島県に新たに配置するなどして拡充

した結果、その人数は平成 30 年度の 127 名から 134 名に増加した。うち 12 名は、全国・

関東・関西の各広域圏での「橋渡し」に取り組むことで、地域的な偏りを緩和し、産総研

が全国の地域中核企業と連携を行うための素地を整えた。また、公設試の求めに応じて平

成 30 年度は 5 都県に産総研の職員を出向させるなど、人事交流を行うことで公設試等と密

接に連携し、地域中核企業へのマーケティング活動を行った。結果、平成 30 年度に実施し

た連携研究（地域中核企業との共同研究、受託研究、中小企業庁や国立研究開発法人新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)等の戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事

業）や橋渡し事業、自治体予算による補助事業や委託事業、内部予算を用いた予備研究や

追加研究及び技術コンサルティング等）は、目標値の 75 件を上回る 80 件となった。 

さらに、地域連携に資する機会の創出等を図るため、平成 30 年度より「産総研ふるさと

サポーター」の取組みを新たに開始し、令和元年度においては、のべ 270 人の役職員等が

産総研ふるさとサポーターとなり、計 36 件の所内外からの依頼に対応し、講演、イベント

協力及び見学対応等を行った。 

【効果】 

産総研イノベーションコーディネータの拡充並びにその認知度が向上したことにより、

地域中核企業と公設試・産総研の連携作りがより円滑に進むようになった。その結果、令

和元年度に実施した地域中核企業との連携研究は、目標値 75 件に対し 107%の合計 80 件と

なり、地域における更なる連携拡大につながった。 

さらに、産総研ふるさとサポーターの取組みを行った結果、地縁を活用したこれまでに

ない形での地域連携実績を創出し、地域での産総研のプレゼンスの向上及び職員の地域貢

献へのモチベーション向上に寄与した。 
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【実績】 

地域中核企業へのマーケティング機能を高め、地域における技術開発ニーズと産総研技

術シーズとのマッチング機能を強化するために、各地域センターが所在する地域ごとに設

けているテクノブリッジクラブへの加盟企業数は、平成 30 年度の 356 社から 378 社に増加

した。また、加盟企業向けのイベント（テクノブリッジフェア）を各地域センターで開催

するなど、地域中核企業の技術開発ニーズと産総研技術シーズとのマッチングを行い、連

携強化を図った。結果、加盟企業との連携研究件数は、目標値の 250 件を上回る 328 件と

なった。 

テクノブリッジフェアは、産総研の技術シーズと企業のニーズとのマッチングを促進す

る場として、つくばを始め全国で実施した（つくば、令和元年 10 月 24 日～25 日、来場者

596 機関、1,526 名。訪問型や地域センター開催分を含めて計 13 回行い、計 1,350 機関を

招待）。 

さらに、マッチングを継続的に図る場として、産総研の技術シーズをウェブサイトで紹

介する「テクノブリッジ On the Web」を平成 29 年 5 月に開設した（登録数 1,858 社（団体）

5,541 名。パネル閲覧数 6,000～14,000／月（令和元年度））。マーケティング活動につなが

る情報として、月ごとに研究パネル（約 1,000 枚）の閲覧ログを取得するシステムを構築

し、分析結果を領域の研究戦略部と共有した。 

【効果】 

地域中核企業への訪問やイベントの開催など、連携作りのための地道な活動を積み重ね

た結果、テクノブリッジクラブへの加盟企業数は、目標の 400 件に対し 95%の 378 社にとど

まったが、連携研究件数の目標値 250 件に対し 164%の 328 件の連携研究が実施され、地域

における産総研のプレゼンス向上に寄与している。 

 

 

【実績】 

産業技術連携推進会議（公設試相互及び公設試と産総研との連携を通じて、我が国の産

業発展に貢献することを目的とする組織）の技術部会と地域部会の各種活動を展開した。 

具体的には、地域オープンイノベーション力強化事業（公設試職員の技術力向上や公設

試相互および産総研との連携促進に向けた支援事業）として、公設試向け AI 道場の開催（東

北、臨海、中部、四国、九州センターにおいて公設試職員 79 名が参加）、IoT 道場の新規開

設（臨海、中国、関西センターにおいて公的機関から 76 名が参加）など 10 テーマを実施

するとともに、地域活性化人材育成事業（公設試職員を一定期間産総研に招へいして、地

域ニーズに対して産総研の技術シーズを活用して共同研究を実施する事業）による 4 名の

招へいを通して、公設試の技術レベル向上を図るとともに、地域経済の現状を踏まえた技

術課題の解決に取り組んだ。 
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【効果】 

令和元年の種々の取り組みにより、公設試相互および公設試と産総研との連携が促進さ

れた。例えば、AI 道場の取組みでは令和元年度と平成 30 年度とを合わせて合計、公設試

54 機関 140 人が全国から参加し、AI 技術習得による多様な技術分野への活用が見込まれる

等、地域を活性化するために必要な人材の育成に寄与した。 

 

 

【実績】 

地域センターごとに「橋渡し」機能の進捗状況を把握するため、地域拠点戦略会議（平

成 30 年 2 月に名称変更）を毎月実施し、関係本部（企画本部、イノベーション推進本部、

環境安全本部、総務本部）にシェルパ役を配置して横断的かつワンストップでサポートす

る体制を整えた。また、産総研イノベーションコーディネータが一堂に会し、各地域のマ

ーケティング戦略や連携事例についての情報共有を推進する場として、地域イノベーショ

ンコーディネータ会議を令和元年度は 2 回開催し、延べ 93 名の産総研イノベーションコー

ディネータが参加した。うち 6 月の会議は、産総研・公設試・地域企業の連携が比較的進

んでいる北海道地域において開催し、地域連携の事例紹介、北海道センター、北海道立総

合研究機構（道総研）の見学を加え、北海道の事例を他地域に展開するためのグループワ

ークを取り入れた。 

平成 30 年度に実施した 3 地域センター構想（中国、四国、九州）の内容を踏まえて、例

えば中国センターでは西日本公設試との「材料診断ネットワーク」構想を全国に周知する

イベントとして令和元年 7 月 2 日に「材料診断フェア in 広島」を開催した。また九州セン

ターでは「スマートセンシング技術」構想を九州の地域の有力な中堅・中小企業に周知す

るために「テクノブリッジフェア in 九州」（令和元年 12 月 16 日に開催）でラボツアーを

行った。四国センターにおいても「ヘルスケア産業創出ランド」構想を周知するため「テ

クノブリッジフェア in 四国」を令和 2 年 2 月 3、4 日に開催した。これらの活動を通じて

地域センターの連携機能強化を図った。 

【効果】 

地域の「橋渡し」機能を強化するため、地域拠点戦略会議を実施した結果、各地域にお

ける課題を抽出でき、各地域センターが地域特性に合わせた対応ができることとなった。

また、各地域の連携事例の情報共有を行うことで、機能強化を図ることができた。 

地域イノベーションコーディネータ会議では、各地域の活動内容や課題についての本質

的な議論を深めることで、産総研と公設試、自治体、地域の支援機関等がより密な連携活

動を行っていくための素地が整えられた。参加者からは、各県の実状の違いや問題点が本

音で語られたことは大変有意義であることや、各地域が共通して抱えている課題があるこ

とを認識したなどのコメントがあり、地域イノベーションコーディネータ会議が地域での

より密な連携活動に有効であることが確認された。 
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地域センター構想会議以降のテクノブリッジフェア等の活動で、地域センターの「橋渡

し」機能がより一層強化され、地域連携が拡大されつつある。中国センターで行われた「材

料診断フェア in 広島」では、北陸から関連する複数の企業が参加して連携までに至るな

どの、専門分野のフェアを開催することにより、広範囲な地域企業との具体的な連携が進

んでいる。 
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Ⅰ．３．（２） 組織の見直し 

【中長期目標】 

上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各研究領域等との役割・責任関係のあり方

も含め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋渡

し」を円滑かつ切れ目無く実施するため、研究領域を中心とした最適な研究組織を構築す

る。 

「橋渡し」機能を強化するには、中核となる研究者を中心に、チームとして取り組む体制

づくりも重要であり、支援体制の拡充を図るとともに的確なマネジメントが発揮できる環

境を整備するものとする。 

また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織についても、

研究領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制に見

直すこととする。「橋渡し」の一環で実施する産学官連携等については、産業界のニーズ把

握と大学等の有する技術シーズの分析を行い、それらのマッチングにより課題解決方策の

検討と研究推進組織に対して、研究計画の設計まで関与できる専門人材を強化するものと

する。 

【中長期計画】 

上記に掲げる事項を実現するため、本部組織と各領域等との役割・責任関係のあり方も含

め、現在の組織・制度をゼロベースで見直し、目的基礎研究から実用化までの「橋渡し」

を円滑かつ切れ目無く実施する。具体的には、研究組織を I.の冒頭に示した 7 領域に再編

したうえで各領域を統括する領域長には「1.『橋渡し』機能の強化」を踏まえた目標を課

すとともに、人事、予算、研究テーマの設定等に関わる責任と権限を与えることで領域長

が主導する研究実施体制とする。領域内には領域長の指揮の下で研究方針、民間企業連携

など運営全般に係る戦略を策定する組織を設ける。戦略策定に必要なマーケティング情報

を効果的かつ効率的に収集・活用するため、この組織内にイノベーションコーディネータ

を配置し、研究ユニットの研究職員と協力して当該領域が関係する国内外の技術動向、産

業界の動向、民間企業ニーズ等の把握を行う。領域の下に研究開発を実施する研究ユニッ

トとして研究部門及び研究センターを配置する。このうち研究センターは「橋渡し」研究

後期推進の主軸となり得る研究ユニットとして位置づけを明確にし、研究センター長を中

核として強力なリーダシップと的確なマネジメントの下で研究ユニットや領域を超えて必

要な人材を結集し、チームとして「橋渡し」研究に取り組める制度を整備する。また、研

究センターにおいては、「橋渡し」研究に加え、将来の「橋渡し」につながるポテンシャル

を有するものについては、目的基礎研究も実施する。 

また、産学官連携や知財管理等に係るイノベーション推進本部等の本部組織についても、

領域との適切な分担をし、産総研全体として「橋渡し」機能の強化に適した体制に見直す。

「橋渡し」の一環で実施する産学官連携等については、産業界のニーズ把握と大学等の有

する技術シーズの分析を行い、それらのマッチングにより課題解決方策の検討と研究推進
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組織に対して、研究計画の設計まで関与できる専門人材を強化するため、内部人材を育成

するとともに、外部人材を積極的に登用する。 

さらに、機動的に融合領域の研究開発を推進するための予算を本部組織が領域に一定程

度配分できるようにするとともに、研究立案を行うために必要に応じて本部組織にタスク

フォースを設置できるようにする。 

【平成 31 年度計画】 

・新規パートナー企業の開拓により連携研究室(冠ラボ)の設置件数を着実に増加し、効率

的かつ強力な研究開発を推進することで「橋渡し」を加速する。 

・多様な経験、資質、人的ネットワーク等を有したマーケティングを担う専門人材の強化

のため、企業連携活動への参加機会や基礎的な企業連携研修(年 2 回程度)等、連携ノウ

ハウを共有する場を設定し、内部人材の育成を引き続き行うとともに、専門性に基づい

た外部人材の登用を継続し、当該専門人材の更なる高度化に向けた研修等のあり方を検

討する。 

【実績】 

令和元年 6 月に株式会社ジェイテクトとのスマートファクトリー連携研究ラボ、及び株

式会社バルカーとの先端機能材料開発連携研究ラボを、10 月には DIC 株式会社とのサステ

ナビリティマテリアル連携研究ラボを設置した。また令和 2 年 3 月に、日立造船株式会社

と循環型クリーンエネルギー創出連携研究室を新たに設置した。冠ラボ設置数は、平成 30

年度から 4 つ増となり、順調に拡大している。冠ラボの紹介と、新規パートナー企業の開

拓をめざして、令和元年 10 月にはテクノブリッジフェア in つくばにおいて冠ラボ特別企

画として講演・パネルディスカッションを行った。 

【効果】 

冠ラボの新規設置が継続的に行われた結果、冠ラボからの資金獲得額も、昨年度に比べ

て約 19％の増（15.4 億）となり、民間資金獲得額目標に大きく貢献した。また、テクノブ

リッジフェア in つくばにおいて冠ラボ特別企画を行うことにより、企業に冠ラボの具体例

及びメリットが周知され、冠ラボ設立に向けた新たな企業連携の協議に繋がった。こうし

た更なる連携作りの取り組みにより、来年度以降も新たな冠ラボの設置が期待される。 

 

 

【実績】 

イノベーションコーディネータ（IC）の毎月の活動報告や新任の IC の活動内容の確認と、

イノベーション推進本部長等への情報共有を行う月次の報告会等を通して IC の定常的な活

動内容を確認する仕組みを設けた。 

化学企業でマーケティング部責任者としてキャリアを積んだ人材を IC として採用し、産

総研技術シーズのマーケティング機能の強化を図った。さらに、連携主幹、連携の企画に

かかわる職員に対しては、日々の業務で IC の企業交渉に同席させるなど OJT を実施した。
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また、従来 OJT が中心であった連携人材の育成において、外部講師を活用した連携人材育

成研修（16 回（令和 2 年 3 月 1 日現在））を開催し、外部講師による知見・経験の教授を

通して連携人材の育成を進めた。 

【効果】 

外部講師の事業化に係る知見を取り込んだ研修によって IC など「橋渡し」にかかわる専

門人材が強化された。すなわち、企業から提示された技術課題に対する産総研シーズのマ

ッチングのみならず、事業化までを視野に企業とともに新たな連携テーマを構築すること

ができるようになり、これまで連携テーマの設定が難しかった新たな産業分野への連携開

拓や領域横断的な連携など大型の企業連携につなげることができた。具体的には、イノベ

ーション推進本部と各領域に所属の IC が協力し、新たに非鉄金属メーカーや鉄道事業会社

との間で所の研究分野の壁を越えて組織連携の構築に向けた新たな場を形成することがで

きた。 
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Ⅰ．３．（３） 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 

【中長期目標】 

②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制の強化 

○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

 優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発

を担う体制を整備するものとする。 

○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

 研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減し、

研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。 

○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化 

 世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及

び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携や技

術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るものとす

る。 

○国際標準化活動を積極的に推進するための体制 

 技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横

断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整

備するものとする。 

【中長期計画】 

① 理事長のマネジメントの裁量の確保・尊重 

理事長が国内外の諸情勢を踏まえて産総研全体の見地から迅速かつ柔軟に運営・管理する

ことが可能な体制を確保する。 

② 世界最高水準の研究開発等を実施するための体制の強化 

・国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

特に世界的な競争の激しい研究領域を中心として、世界最高水準で挑戦的な研究開発を実

施するため、若手、女性、外国人研究者を含む国内外の多様なトップ・新進気鋭の研究者

や優れた技術を集結させる体制を整備する。 

・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減するため、

これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念できる環境を確

保するための仕組みや体制を整える。 

・国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化 

世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界及び

海外の研究開発機関等との連携・協力を推進する。また、内部人材の育成に加え、企業等

外部人材を積極的に登用するなど、外部との連携や技術マーケティング等にも総合的に取

り組むための企画・立案機能の強化等を図る。 
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・国際標準化活動を積極的に推進するための体制 

技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業横断

的なテーマについて、標準化を通して産業競争力を強化する「橋渡し」役を担うべく、民

間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制を整備する。 

【平成 31 年度計画】 

<研究者が研究開発等の実施に注力するための体制> 

・平成 29 年度から開始した科研費の実績報告書の作成に関する当該予算の収支データの取

りまとめ作業及びその科研費電子申請システム(日本学術振興会電子申請システム)への

取り込み作業等を研究代表者に代わって事務局が行う取組を継続するとともに、その他

の外部資金の執行等に関して研究者の事務作業に係る負担を軽減するための運用等を検

討・実施する。 

<国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化> 

・外部機関との組織的連携に関する包括協定および覚書等を戦略的に締結し、橋渡しの実

現に向けた新たな大学、産業界及び海外機関等との連携・協力を推進する。また、締結

済の協定及び覚書については、連携状況の把握に努め、見直しを図る。 

・知的財産の活用において、出口シナリオの企画・立案機能を強化するため、知的財産情

報の発信と有望案件の発掘・検討を推進し、技術移転マネージャーを中心に、研究現場

と連携した技術移転活動を強化する。 

・企業等との研究開発プロジェクト経験や産業界・学界とのネットワークを有する人材を、

イノベーションコーディネータ等として内部登用するために、連携ノウハウを共有する

研修等の場を設定し、その参加を通じた育成を行う。さらに、企業における研究開発や

事業化経験等を有する外部人材の採用を継続する。 

・技術コンサルティングや情報検索ツール等を活用して企業のニーズ分析を行い、領域や

地域センターを限定することなく産総研の総合力を発揮するための連携と研究課題の提

案を行う。 

<国際標準化活動を積極的に推進するための体制>  

・標準化戦略会議を開催し、産総研の標準化戦略の策定を行う。 

・標準化戦略会議等を活用して、戦略的な標準化提案を促進する支援策の検討を行う。 

・民間企業等と連携しつつ標準化に取り組む案件について、標準化提案に繋がるように支

援を実施する。 

・標準化活動の支援策等を通じて、標準化活動を担う人材の確保に取り組む。 

【実績】 

平成 29 年度に開始した科学研究費補助事業（科研費）の実績報告書の作成支援において

は、令和元年度も収支データの作成及び取り纏め、並びに科研費電子申請システムへの取

り込み作業を、研究者（約 750 名）に代わり科研費の事務担当者が実施した。 

また、科研費応募書類（応募数 795 件）のチェックに関しては、従前、研究者自身によ
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るチェックの後、当該応募書類（紙）を事務担当者に回付してチェックを行う取組みをし

てきたが、研究者の負担軽減と修正作業の迅速化を図るため、研究者が科研費電子申請シ

ステムに入力した応募書類（PDF 版）を科研費の事務担当者あてにメールで提出する方法に

変更し、科研費の事務担当者がチェックを行うこととした。 

【効果】 

科研費の実績報告書の作成支援においては、科研費電子申請システムに取り込むための

様式に合わせた収支データファイルを、関数などを活用して科研費の事務担当者が効率的

に作成し、科研費の採択研究者（約 750 名）に代わり作業を行うことにより、収支データ

ファイルの作成並びにシステムへの取り込み作業の負担軽減に大きく寄与した。また、収

支データファイルの作成において、科研費の費目と当所経理処理上の費目が一致せず、計

上費目の誤りなど単純ミスが生じていたが、関数などを活用した作業に切り替えたことで、

これらの単純ミスの軽減にも繋がった。 

科研費応募書類のチェック作業においては、応募書類の提出方法変更により、応募書類

回付作業の削減と、研究者への修正を検討すべき箇所の指摘や助言等を行うことができ、

研究者の応募書類推敲に要する時間の確保に寄与できた。 

 

 

【実績】 

令和元年度は、産業標準化及び国際標準化の促進を目的として、一般財団法人日本規格

協会（JSA）と包括協定を締結した。また、既存協定については、連携協議会の開催等によ

り連携強化を図る一方で、有効期限に合わせて連携実績調査を行い、終了または更新の手

続きを行い、適宜見直しを行った。 

海外機関とは、カナダ国立研究機構（NRC）及びニュージーランド・オークランド大学と

包括研究協力覚書を締結した。特に NRC とは令和元年中に 2度のワークショップを開催し、

幅広く連携を行っていくことを確認した。既存の包括研究協力覚書については、米国の国

立再生可能エネルギー研究所（NREL）、国立標準技術研究所（NIST）、タイ科学技術研究所

（TISTR）との間で更新した。また台湾工業技術研究院（ITRI）とは、計 69 名の研究者が

参加するワークショップを実施し、研究テーマのマッチングを行うなど、連携強化を図っ

た。 

さらに、G20 各国の国立研究所等のリーダーによる国際会議 RD20 の開催にあたっては、

各国機関からの講演者の参加調整並びに適切な会場整備を行い、円滑な会議運営に貢献し

た。 

【効果】 

令和元年 7 月に産業標準化法が施行され、経済産業省による認定を受けて、民間機関が

作成した JIS 案については、審議会の審議を経ずに制定できるようになった。JSA は同認定

を受けており、JSA との包括協定締結により、産総研における研究成果の迅速な JIS 化が行
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えるよう連携を強化した。 

NRC とは、ワークショップ開催の成果および包括協定締結を踏まえ、共同研究等具体的な

連携に向けた調整を進めている。ITRI とは、ワークショップ等の交流により、人材交流や

共同研究等の連携へと発展した。 

また RD20 の開催を機会として、5 か国 6 機関との包括研究協力覚書や共同研究契約等の

締結が行われ、協力体制の構築が進んでいる。 

 

 

【実績】 

知的財産情報の発信については、工業所有権情報・研修館が運営している開放特許デー

タベースへの情報登録を継続して実施した。2月末現在で、約 5,900 件の特許を登録してい

る。また、科学技術振興機構が主催する新技術説明会を活用して、技術移転に関心の高い

企業向けに有望な技術シーズ 10 件の紹介を技術移転マネージャーと研究者が連携して行っ

た（来場者 346 名）。その開催の後に、技術情報開示契約 1 件を締結した。さらに、共同

研究契約 2 件、技術情報開示契約 2 件、研究試料提供契約 2 件について、締結に向けた調

整を実施中である（11 月末現在）。 

有望案件の発掘・検討については、商用の特許解析ツールを活用して、特許の注目度や

被引用関係を解析して、有望技術のリストアップを実施した。また、これまでの技術移転

により企業が製品化をした後に高い売上を得た事例を調べ、その成功要因を特定し、新た

な有望案件の発掘・育成に役立てるために、知財関連会議や研修等で所内に情報発信を行

った。さらに、その情報等を活用しながら技術移転の可能性の高い 9 件の技術シーズを選

定し、実用化レベルでの機能・性能実証を目的とした試作品製作を行い、技術移転先候補

の企業に対してアピールした。その結果、技術情報開示契約 1 件を締結した。さらに、実

施許諾契約 3 件、研究試料提供契約 1 件について、締結に向けた調整を実施中である。 

これらの出口シナリオの企画・立案機能の強化の結果、技術移転にかかわる契約金額に

ついて平成 30 年度を上回り、2 月末時点で 7.2 億円の収入を得た。 

【効果】 

知的財産情報を継続して発信することが、共同研究、研究試料提供、技術情報開示及び

実施許諾等の契約に結び付いた。さらに、新技術説明会等への出展時の来場者との対話に

より、産業界の最新ニーズや公表されにくい企業の現場の実態に関する情報を幅広く収集

することができ、これが研究方針及び企業連携戦略の立案やその軌道修正に役立った。ま

た、特許解析ツールを活用して産総研の技術シーズを分析することで、注目度の高い技術

に重点を置いた戦略的な技術移転活動を実施することができた。これらに加えて、有望技

術シーズを基にした試作品製作を実施することにより、技術シーズを見える化することが

でき、産業界にアピールしやすくなった。 
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【実績】 

イノベーションコーディネータ（IC）の毎月の活動報告や新任の IC の活動内容の確認と

イノベーション推進本部長等への情報共有を行う月次の報告会等を通して IC の定常的な活

動内容を確認する仕組みを設けた。 

化学企業でマーケティング部責任者としてキャリアを積んだ人材を IC として採用し、産

総研技術シーズのマーケティング機能の強化を図った。さらに、連携主幹、連携の企画に

かかわる職員に対しては、日々の業務で企業交渉に同席させるなど OJT を実施した。また、

従来 OJT が中心であった連携人材の育成において、外部講師を活用した連携人材育成研修

（16 回（令和 2 年 3 月 1 日現在））を開催し、外部講師による知見・経験の教授を通して

IC のみならず、内部人材も含めた連携人材の育成を進めた。 

【効果】 

外部講師の事業化に係る知見を取り込んだ研修によって IC など「橋渡し」にかかわる専

門人材が強化された。すなわち、企業から提示された技術課題に対する産総研シーズのマ

ッチングのみならず、事業化までを視野に企業とともに新たな連携テーマを構築すること

ができるようになり、これまで連携テーマの設定が難しかった新たな産業分野への連携開

拓や領域横断的な連携など大型の企業連携につなげることができた。具体的には、IC(イノ

ベーション推進本部及び各領域所属)が協力し、新たに非鉄金属メーカーや鉄道事業会社と

の間で領域の壁を越えて組織連携の構築に向けた新たな場を形成することができた。 

 

 

【実績】 

前年度に引き続き外部機関が提供するマーケティングデータベースやパテントデータベ

ース、企業のニーズと大学等の技術シーズのマッチングを行うシステムを活用して企業ニ

ーズや産総研の中長期の事業計画、研究開発戦略・重点分野等を分析し、オール産総研で

の技術コンサルティングを実施した。 

【効果】 

外部機関が提供する企業情報等を活用して企業のニーズ分析を行い、その分析結果を踏

まえた技術コンサルティングを実施することにより、企業の全社的な事業計画を視野に入

れた複数の領域に跨る研究テーマを提案することができた。今後も、連携対象となる企業

内の部署が広がることで大型の包括的共同研究の構築が期待される。 

 

 

【実績】 

標準化にかかる全所的な取組を議論する標準化戦略会議を 2 回（12 月現在）開催し、国

際標準化推進担当理事及び知的財産・標準化推進部並びに各領域・総合センターの標準化

代表者間で産総研の標準化の方向性を共有しつつ、標準化個別テーマの審議、標準化専門
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家の活動支援及び標準化人材の育成に関する検討等を行った。 

【効果】 

標準化戦略会議を通じて関係者間の意識共有がなされたことで、標準化の実現可能性を

検討する標準化戦略フィジビリティスタディ(FS)、標準を作成することを目的とした研究

である標準基盤研究及び標準化国際会議へ参加するための旅費支援など各種支援策におい

て戦略的な取組が促進できた。 

 

 

【実績】 

標準化戦略会議での検討を踏まえて、戦略的な標準化提案を促進する施策として、標準

化戦略 FS（17 件）、標準基盤研究（10 件）及び旅費支援（39 件）（2 月現在）など、標準化

を推進する各フェーズに応じた支援を行った。また、経済産業省の新市場創造型標準化制

度を活用して、中小企業が携わる標準化を支援した。 

【効果】 

標準化を推進する各フェーズに応じた支援の結果、産総研職員がプロジェクトリーダー

を務める「酸化物デバイスと電極界面の電気的特性評価方法に関する国際標準化」の提案

を含め、34 件（2 月現在）の標準化提案を行うことができた。また、新市場創造型標準化

制度を活用した中小企業による標準化（1 件）（2 月現在）に貢献した。 

 

 

【実績】 

民間企業等と連携しつつ標準化に取り組む案件が標準化提案に繋がるよう、標準化戦略

FS において、民間企業との連携可能性や知的財産活用との一体的推進の可能性に関する観

点を導入して案件を選定（それぞれ 8 件、7 件）し、支援を行った。 

【効果】 

標準化戦略 FS の支援対象となった案件は、事前調査の段階である FS から、標準を作成

することを目的とした標準基盤研究等へ今後移行し、標準化提案に向けた取組が進展する

ことが期待できる。 

 

 

【実績】 

標準化戦略 FS、標準基盤研究、旅費支援等の支援を着実に実施することで、若手人材や

標準化にすでに取り組んでいる人材の活動を促し、標準化活動を担う人材の確保に努めた。

また、人材育成の一環として、一般財団法人日本規格協会が平成 29 年度から開始した規格

開発エキスパートへの登録を推奨し、6 名が規格開発エキスパートの資格取得のための講座

を受講し、規格開発エキスパートとして新規登録した。 
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【効果】 

ISO 等の国際標準化委員会の役職者やエキスパート、JIS 原案作成員会の委員等として多

くの職員が国内外の標準化活動に貢献し、延べ数では研究職員の約 10 名に 1 名が標準化活

動に携わっている。 
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【前年度の主な評価コメントへの対応】 

（マーケティング力の強化）技術マーケティング室 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 マーケティング先の開拓が進められており、今後サービス分野へのアプローチが課題と

いうことで、分野として今後一層の拡大が予想されるため、うまくフォーメーションを組

んで実現できるように進めて欲しい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 金融等のサービス分野へのアプローチ拡大のため、金融機関で経験を積んだ職員等が中

心となって連携体制を構築した。具体的には、従来からの所内における領域連携に加えて、

包括連携に基づく金融機関との連携により、サービス分野におけるイノベーションの促進

も視野に入れたイベントを開催した。それにより、個別のテーマについて IC の知見に基づ

き有望な連携候補先を絞り込んだ。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞技術マーケティング室 

 大型連携が増加することにより、効率的に民間資金獲得額が増加する事になった。単純

に民間資金獲得額を増加させることではなく、本当に企業にとってあるいは産業振興にと

って必要な連携が為されているかが重要と考える。例えば、中小企業へのアプローチが疎

かになっていないか、形式的なものになっていないか、大型となったために手続きなどが

煩雑になっていないか等マイナス面も考慮する必要があると考える。 

＜対応・反映の状況＞ 

 IC 訪問による連携内容の調整から、連携中のフォローアップ、終了後のアフターフォロ

ーなどきめ細かな対応により連携企業及び産業振興にとって必要な連携となるように配慮

している。具体的には中小企業向けの対応として、中小企業連携コーディネータ(SCET)を

配置し、産総研に蓄積した技術ポテンシャルを基に、中小企業、中堅企業との連携を促進

している。 

 また、大型連携においては企業案件毎に担当 IC や大型連携推進室職員が、企業側が感じ

ている連携運営上の課題等を把握して対処することで相手企業との信頼関係を構築した。

例えば、企業側からの「冠ラボ研究員の人材を育成してほしい」という要望に対して、所

内外の研修プログラムを紹介し、研究員が受講することでスキルアップに貢献した。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞技術マーケティング室 

 ［マーケティング力の強化と大型連携の構築］新たな業界との連携ができたので、成果

を出し、同じ業界の他企業との連携に繋げることができれば良いと考えます。また、連携

のない業界との連携の可能性を分析・検討して頂きたい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 異なる強みを持つ IC 同士の連携、及び OJT や研修等で育成された所内の連携に関する事
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務を担当する職員との連携により、包括連携に基づく金融機関とのフォーメーションによ

り金融等のサービス分野におけるイノベーションの促進も視野に入れたイベントを開催し、

その成果として有望な連携候補先を絞り込んだ。また、新規開拓による従来連携がなかっ

た企業への接触、民間の産業コーディネータを活用した新規見込み顧客の開拓も行った。

このように、フォーメーションを生かした活動により得られた新規連携が見込まれる企業

との連携協議を進めることができた。 

 

（戦略的な知的財産マネジメント） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞知的財産・標準化推進部 

 知的財産権研修 600 名参加とあるが参加人数ではなく、研修対象者の何割参加で未参加

者へのフォローアップを実施したかが重要と考えている。研修実施の品質向上につながり、

効果にも反映されてくる。検討いただきたい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 知的財産権研修は、研究職・事務職を問わず、知財の基本的な考え方や知識の習得を目

指す研修として位置付けている。参加者の募集に際しては、自主的な参加申込みの他、各

領域に対して将来のパテントオフィサー候補や研究ユニットの知財担当者などの知的財産

の知識を習得させたい者の推薦を求めた。本研修を継続的に開催していくことにより、知

財の習得を必要または希望する者に対して引き続きその機会を提供し、領域等における人

材育成の場として定着していくことが期待される。 

 

（地域イノベーションの推進等（①地域イノベーションの推進）） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 IC の影が薄くなったような印象があるが、地道な活動は進められていると理解している。

もう少しプレイアップされても良いと思われる。 

＜対応・反映の状況＞ 

 「そうだ！産総研があった！」といったカタログ等のトップページで IC 紹介を行ってお

り、所内外に PR している。また、地域 IC 会議において、顕著な活動をされた IC に感謝状

を授与してプレイアップを図った。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 AI 道場研修 30 名参加とあるが参加人数ではなく、研修対象者の何割参加で未参加者へ

のフォローアップを実施したかが重要と考えている。研修実施の品質向上につながり、効

果にも反映されてくる。検討いただきたい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 地域の公設試によっては予算的な制約があり、研修対象者のすべての者に参加をいただ

くのは困難な状況であることから、開催場所を令和元年度は平成 30 年度と合わせて 8 か所
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（全国公設試 50 機関が参加）の各地域に全国展開し、開催内容を２コース（座学（有償）、

実習（無償））に分けて、なるべく多くの方に参加できるように企画した。 
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 令和元年度 研究関連業務評価委員会 

評価資料（実績と効果）：期間実績評価 

 

 

３．TIA 推進センター 

 

 Ⅰ．１．(10) 世界的な産学官連携拠点の形成 

 Ⅱ．１． 研究施設の効果的な整備と効率的な運営 
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Ⅰ．１．（１０） 世界的な産学官連携拠点の形成 

【中長期目標】 

世界的な競争が激しく、大規模な投資が不可欠となる最先端の設備環境下での研究が重

要な戦略分野については、国内の産学官の知を糾合し、事業化への「橋渡し」機能を有す

る世界的な産学官連携拠点の形成を、産総研を中核として進め、国全体として効果的かつ

効率的な研究開発を推進するものとする。 

特に、オープンイノベーションに繋がる研究開発の推進拠点である TIA については、融

合領域における取組や産業界への橋渡し機能の強化等により、一層の強化を図るものとす

る。 

【中長期計画】 

世界的な競争が激しく、大規模な投資が不可欠となる最先端の設備環境下での研究が重

要な戦略分野については、国内の産学官の知を糾合し、事業化への「橋渡し」機能を有す

る世界的な産学官連携拠点の形成を、産総研を中核として進め、国全体として効果的かつ

効率的な研究開発を推進する。 

特に、オープンイノベーションに繋がる研究開発の推進拠点である TIA については、融

合領域における取り組み、産業界への橋渡し機能の強化等により、一層の強化を図る。具

体的には、①TIA でこれまでに作った技術シーズの「橋渡し」、②新たな次世代技術シーズ

の創生、③オープンイノベーション推進のためのプラットフォーム機能の強化に取り組む。

このため、他の TIA 中核機関(物質・材料研究機構、筑波大学、高エネルギー加速器研究機

構)や大学等と連携して、材料研究からシステム開発に至る総合的なナノテクノロジー研究

開発プラットフォームを整備して、これを外部ユーザーにワンストップで提供し、拠点の

利便性を向上させる。また、拠点運営機能にマーケティング機能を付加し、拠点を活用す

る産学官連携プロジェクトや事業化開発を企画提案することにより、研究分野間・異業種

間の融合を促進してイノベーションシステムを駆動させる。さらに、上記のプラットフォ

ームを活用する人材育成の仕組みを強化し、これを国内外に提供して国際的な人材流動の

拠点を目指す。 

【実績】 

オープンイノベーションにつながる世界的な研究開発拠点を構築するため、平成 28 年度

NEDO 事業「IoT 技術開発加速のためのオープンイノベーション推進事業」に提案し、採択

された。これまで保有していたナノエレクトロニクス半導体研究開発プラットフォームの

機能が強化されただけでなく、新たに IoT(Internet of Things)デバイス試作機能が大きく

強化された。平成 29 年度までに IoT デバイス試作のための 3 次元積層用ウェハー接合装置

等 17 台の大規模投資を必要とする高度な半導体製造装置群を新たに整備し、平成 30 年度

にオープンイノベーション推進のためのプラットフォームとして公開した。 

TIA でこれまでに作った技術シーズの橋渡し事例として、平成 29 年度には、金属原子移

動型スイッチという新原理デバイスが組み込まれた Field-Programmable Gate Array (FPGA) 
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製品のサンプル製造が開始された。これは、日本電気株式会社(NEC)と TIA がスーパークリ

ーンルーム(SCR)において行った実用化開発の成果をもとに NEC が事業化を進めたものであ

る。平成 30 年度には宇宙航空研究開発機構が打ち上げる革新的衛星技術実証 1号機にこの

FPGA が搭載され、さらに IoT 機器への適用も進められている。この成果は、これまでの TIA

の多彩な研究成果の橋渡し事例であるパワーエレクトロニクス事業における SiC(炭化ケイ

素)デバイス試作ラインの橋渡しや、平成 27 年に日本ゼオン株式会社が量産を開始したカ

ーボンナノチューブ事業における世界初の大面積連続量産実証プラントの橋渡しに続く、

半導体プラットフォームを活用したナノエレクトロニクス事業における橋渡しの代表的事

例となった。これらの成果に関連し、IoT の拠点化に関してのプレス発表１件と CEATEC 

JAPAN 2016 における展示、カーボンナノチューブとナノエレクトロニクスでの TIA による

橋渡しのプレス発表それぞれ１件を行った。 

令和元年度は、高機能 IoT デバイスに関する研究拠点としての施設整備や、外部ユーザ

ーへのワンストップサービスの拡充による拠点の利便性の向上により、新原理デバイスが

組み込まれた FPGA 技術の橋渡しをより一層進めた。 

【効果】 

IoT の拠点化や FPGA の実用化開発など各種の新たな事業の実施とそれらの成果のプレス

発表や展示等による情報発信により、産総研 TIA の優れた橋渡し機能を内外に示し、イノ

ベーションプラットフォームとしてのプレゼンスを向上した。これにより、TIA のプラット

フォームの利用がさらに拡大した。新たに整備され公開された半導体装置群は、従来の微

細化技術とは異なる三次元集積技術が可能であるなど国内公的機関では唯一の装置であり、

多くの企業の関心を集め既に 2 社と新たな大型共同研究を開始した。 

 

 

【実績】 

TIA のパワーエレクトロニクスにおけるオープンイノベーション推進のためのプラット

フォーム機能を更に強化するため、TIA が推進する民活型共同研究体「つくばパワーエレク

トロニクスコンステレーション(TPEC)」において、3 インチ SiC デバイス実証試作ラインを

平成 27 年度に 4 インチへと拡張して試作開発能力を強化し、最先端の研究開発を持続可能

なものとした。拠点運営機能にマーケティング機能を付加するために新たに上席イノベー

ションコーディネータ、イノベーションコーディネータを配置し、拠点を活用する産学官

連携プロジェクトや事業化開発を企画提案した。TIA 主導で新たな企業連携制度であるテク

ノブリッジ型共同研究を立ち上げ、住友電気工業株式会社との連携により、SCR 内に 6 イン

チの最先端 SiC パワー半導体デバイス量産試作ラインを新たに整備した。平成 28 年より本

格稼働を開始し、平成 30 年に二交代制稼働となり、SiC デバイスの試作実績を月産 100 枚

に向上した。これらにより、原理実証用途の目的基礎研究レベルのラインから量産技術開

発を行っている企業のニーズに応えるレベルにまで到達した。 
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令和元年度は、SiC デバイス実証試作ラインをベースとして SiC 以外の新材料パワー半導

体の試作を開始し、総合的な研究開発プラットフォームとして整備した。 

【効果】 

TIA が主導したテクノブリッジ型共同研究は、これまでの産総研になかった橋渡し後期の

新たな大型共同研究の制度であり、従来の制度にはない新たな仕組みを構築することによ

って、オープンイノベーション拠点として世界初となる 6 インチ SiC パワー半導体デバイ

スラインを構築することが可能となった。平成 28 年にプレス発表を行い、新材料パワー半

導体に対する産総研の事業の橋渡し機能を内外に示し、米国の半導体企業等が関心を示す

など世界的な産学官連携拠点としてのプレゼンスを大きく向上させたことにより、TIA のプ

ラットフォームの利用が拡大した。 

 

 

【実績】 

材料研究からシステム開発に至る総合的なナノテクノロジー研究開発プラットフォーム

を整備しワンストップで外部ユーザーに提供するため、TIA 中核機関が連携して事業を行う

仕組みを平成 27 年度に構築した。加えて平成 28 年度から東大が新たに中核機関として参

加し連携の仕組みを 5 機関に拡張したことで TIA の研究リソースが拡充し、新たな TIA 事

業を企画・実行した。具体的には、中核 5 機関の新たな共同研究等の構築及び発展を促進

して研究分野間・異業種間の融合を促進し、次世代技術シーズを創成する事業「TIA 連携プ

ログラム探索推進事業(通称:かけはし)」を平成 28 年度から開始した。産総研研究者が代

表の「かけはし」テーマは延べ 50 件を超え、平成 29 年度から毎年 1 回開催している成果

報告会では、3 回の累計で 729 名の参加があった。平成 30 年度からは更に企業からの研究

テーマを募集するとともに「かけはし」事業への参加を募り、企業提案型テーマでの課題

を 7 件実施した。 

令和元年度は、TIA 連携探索プログラム「かけはし」事業への企業連携の仕組みをさらに

強化するとともに、TIA 中核 5 機関と企業との連携をワンストップで行える仕組みを強化し

た。5 機関連携で TIA ビジョンの策定を進め、国際的な連携開発拠点としての機能強化を図

った。 

【効果】 

当初計画にはなかった TIA 中核機関への東大参画により、次世代技術シーズを創生する

機能が強化された(プレス発表 1 件)。また新たな「かけはし」事業は企業の関心を高め、

成果報告会に企業から延べ 223 名参加があっただけでなく、これまでの TIA のユーザーと

は異なる分野・業種であるバイオ系企業やファンドからの参加があった。シンポジウム・

研究会など「かけはし」を行う研究者がこれまでに交流のなかった新たな外部研究機関と

交流・連携する機会が 67 件生み出され、そこでの連携によって公的外部資金の獲得にも繋

がる(平成 28、29、30 年度課題の獲得額累計約 26.5 億円)等、技術シーズの創成だけでな
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く、TIA が提供する産学官連携機能の強化にも貢献した。 

 

 

【実績】 

TIA 推進センターは、拠点ユーザーの利便性向上のための組織・体制を見直した。まず平

成 29 年度には企業等からの要望に即したデバイスの製造工程を構築する専門家であるイン

テグレータを SCR に配置した。さらに、効率的な拠点運営のための拠点活用チームを設置

し、戦略的な組織運営を行うための戦略ユニットを新設した。また「共用施設等利用制度」

等の改定を行ったほか、平成 29 年度までに 17 台の大規模投資を必要とする高度な装置群

を新たに整備し利用可能装置の拡充等を継続的に行った。これらの活動により、ユーザー

のより複雑で高度な要望に応じることができるなどプラットフォーム機能としての共用施

設の機能が強化された。 

令和元年度は、TIA 参加機関間の共用施設利用の連携をさらに強化し、外部ユーザーがワ

ンストップで利用できる橋渡し環境の構築を進めた。 

【効果】 

共用施設の新規利用が確実に増加し、約款による共用利用が始まった平成 26 年度の共用

施設利用制度の約款利用契約件数が 187 件であったのに対し、令和元年度の共用施設利用

制度の約款利用契約件数は 281 件（12 月時点）と、5 割以上増加した。また、令和元年度

は、平成 26 年度に比べ共用施設利用料収入が 6 割以上増加した（12 月時点）。 

 

 

【実績】 

仏・グルノーブル市の研究開発拠点 GIANT (Grenoble Innovation for Advanced New 

Technologies)と継続的に連携し、世界の主要な科学技術都市等の研究機関、企業等幹部が

一堂に会し、イノベーション・エコシステムのあり方を一大テーマとして議論を行う国際

会議であるハイレベルフォーラムに参加するともに、平成 27 年度は第 4 回「ハイレベルフ

ォーラム」を茨城県・つくば市・TIA 参加研究機関と共同で開催した。オランダのシリコン

バレーと呼ばれるアイントホーフェン市にあるオープンイノベーション拠点、ハイテクキ

ャンパスアイントホーフェンと平成 29 年に研究協力覚書を締結、3 回の交流会をオランダ

と日本で交互に開催した。アジア地域との科学交流事業であるさくらサイエンスプランに

て、4 年間で 22 名のタイ国研究者を受け入れ研究・人材育成活動を行った。平成 28 年度に

技術開発コンソーシアム「つくば応用超電導コンステレーションズ(ASCOT)」を設立した。

超電導関係の国内外の機関との連携活動を強化するため国際超電導シンポジウムを ASCOT

主導で平成 28 年度より毎年 1 回開催し、世界 20 か国から延べ 1,780 名の研究者が参加し

た。ASCOT をコアとして超電導を技術シーズとする航空機応用研究会を立ち上げた。航空機

の燃料消費による二酸化炭素排出量を削減するため、小型化や軽量化が可能な超電導技術
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が必要とされている。航空機の電動化に向けた技術交流に関する秘密保持契約を海外航空

機企業 3 社と締結した。 

TIA の組織・体制の強化も随時行い、企業との連携活動を推進するイノベーションコーデ

ィネータとの連携を強化するため、企業等からの要望に即したデバイスの製造工程を構築

する専門家であるインテグレータを平成 29 年度に新たに配置した。さらに平成 30 年 3 月

には「拠点活用推進チーム」「戦略ユニット」を新たに設置した。 

令和元年度は、国際的な連携プロジェクトを推進するネットワークキング活動を通じて、

国際的拠点としての機能強化を図った。 

【効果】 

これまでオープンイノベーションハブ機能を強化してきた産総研と海外でオープンイノ

ベーションを進めているハイテクキャンパスアイントホーフェン(HTCE)との連携は、研究

開発の連携先を広げるネットワークとして内外企業からの期待を集めるとともに、産総研

と直接交流がない著名な企業との連携につながった。また ASCOT において航空機の電動化

など新しい技術トレンドを考慮した SiC パワーエレクトロニクスなどの産総研が得意とす

る新素材と超電導技術をパッケージとした技術開発についての情報発信を行い、内外企業

から高い評価を得た。様々な PR 活動や組織・体制強化を通じて共用施設の利用が拡大した。 

 

 

【実績】 

平成 26 年度に採択された文部科学省の補助事業「科学技術人材の育成コンソーシアム構

築事業」「ナノテクキャリアアップアライアンス(CUPAL)」により、若手研究人材等の共同

研究プログラムや研修コース受講を通じて、キャリアアップに向けた知識獲得とスキル向

上を目的とする人材育成を推進する事業を第 4 期中長期目標期間も引き続き推進し、平成

27 年度からの 5 年間で、共同研究プログラムで 10 名、研修コースで延べ 270 名以上の若手

研究者の人材育成を行った。国内外の大学・産業界の連携協力のもと、TIA の研究設備・研

究人材を活用することにより、一つの大学や研究機関だけでは実現できない高水準の教育

の実施を目的とする大学院教育インフラである TIA 連携大学院では、累計参加者 1,100 名

を超える「TIA パワーエレクトロニクス・サマースクール」、平成 29 年度に新設した「TIA

ナノバイオスクール」や「超電導スクール」を合わせて累計参加者 1,400 名を超えるスク

ールを開催した。 

令和元年度は、共同研究プログラム及び各種研修コースを実施し、TIA のプラットフォー

ムを活用する人材育成の仕組みを強化した。 

【効果】 

研究成果の企業等への発信を通じて新たな連携研究への展開や TIA 連携大学院の企業か

らの参加者が増加した。 
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Ⅱ．１． 研究施設の効果的な整備と効率的な運営 

【中長期目標】 

 我が国のオープンイノベーションを推進する観点、さらには「橋渡し」機能の強化を図

る観点から、産学官が一体となって研究開発を行うための施設や仕組み等を含め戦略的に

整備・構築するとともに、それら施設等の最大限の活用を推進するものとする。 

【中長期計画】 

我が国のオープンイノベーションを推進する観点、さらには「橋渡し」機能の強化を図

る観点から、産学官が一体となって研究開発を行うための施設や仕組み等を戦略的に整

備・構築するとともに、それら施設等の最大限の活用を推進する。 

【実績】 

平成 25 年度に立ち上げた「共用施設等利用制度」の約款や利用料を継続的に見直し、拠

点を活用するユーザーの利便性向上を図った。具体的には、ワンストップ化のための仕組

みを整備することにより、産総研の複数の共用施設を利用するときの手続の簡略化、25 枚

ウェハー同一レシピ処理に対する割引制度の導入、夜間にウェハーを自動処理するサービ

スとその割引制度の設置等を行うことにより、研究開発に多くの加工処理を希望するユー

ザーの利便性が向上した。 

拠点を運営している職員の担当業務の熟練度(スキルレベル)の個人差を少なくし、全体

のスキルレベルを一定に維持する試みとして、職員の担当業務の熟練度(スキルレベル)に

関する情報を記載した「スキルシート」を導入した。これにより職員技能の可視化と業務

の最適化が実現した。まず SiC パワーデバイスの 4 インチ試作ラインから導入し、類似業

務を行うナノプロセシング施設(NPF)でもスキルシートを活用した職員技能の可視化と業

務の最適化を開始した。 

令和元年度は、TIA の複数機関の共用施設にまたがる利用を一つの契約で可能にする仕組

みを整備した。 

【効果】 

利用件数が確実に増加するとともに、利用料収入も増大した。産総研における共用施設

の約款利用契約件数は約款による共用利用が始まった平成 26 年度より令和元年度までの累

計で 1,795 件(うち民間企業 1,085 件)（12 月時点）となった。また、令和元年度は、平成

26 年度に比べ共用施設利用料収入が 6 割以上増加した（12 月時点）。 

また、スキルシート導入の取り組みは、職員のスキルレベルの向上に貢献するとともに、

産総研全体の業務効率化に有効な手法として産総研全体に周知された。 
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【前年度の主な評価コメントへの対応】 

（世界的な産学官連携拠点の形成） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 産総研を含め、構成 5 者の顔があまり見えてこないが、それぞれどのような役割を果

たしているのかを見せることも必要かと思われる。実際に現場を見て、個々の役割分担

的なことを聞くと、わかる部分も多く、一層効果的にプレイアップしていくかが課題だ

と思われる。 

＜対応・反映の状況＞ 

 中核 5 機関がそれぞれ果たしている役割とその成果を社会に対してわかりやすく発

信することは、TIA の活動への理解と協力を得る上で重要なことであるため、ウェブサ

イト等の各種媒体やシンポジウム等の広報活動において、第三者でもわかりやすい情報

提供に努める。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 客観的な成果が見えにくいので、当然評価もしにくい。このような一種のプラットフ

ォームは、先導するキーパーソンが必要で、その意味でも（出口がまだ見えてこない基

礎研究レベルにおいても）東大だけではなく他の大学を巻き込むことも考えて良いので

はないか。 

＜対応・反映の状況＞ 

 新たなアカデミアの参画として、令和 2 年度より東北大学が TIA に参画をする方向で

調整を進めている。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 産総研 TIA 推進センターが取り組んでいる分野は、今後のハイテク産業の浮沈をかけ

た分野であり、民間企業の出資割合が 11.2%（平成 29 年度）は少々少ないのではと考

える。さらなる民間企業の当該分野への参入を促すような PR 活動など認知に向けた取

り組みが必要ではないか。 

＜対応・反映の状況＞ 

 さらなる民間企業の参入を促すため、拠点を活用した連携プロジェクトの企画提案を行

うとともに、国内外の機関との積極的なネットワーキング活動を展開している。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 実施したことの結果はわかるが産総研の役割や、向かう先、到達点が見えてこない。

全体像と見込みで上げている実績のつながりがわかりにくい。明確するようにしていた

だきたい。 

＜対応・反映の状況＞ 

-154-



 

 

 TIA 第 2 期までの成果を踏まえて、将来的に産総研が果たすべき役割や向かうべき方向性

を TIA 第 3 期の「TIA ビジョン」として取りまとめた。今後様々な機会を通じて、国内外の

関係者に対してわかりやすい説明を行っていく。 

 

（研究施設の効果的な整備と効率的な運営） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 共用施設の利用実績が上がっていることは認識されますが、高額な設備で、技術革新も

早いものだと思います。その設備を効果的・効率的に使用していることを示せる指標や目

標値があると、更なる有効利用につながるのではないかと考えます。 

＜対応・反映の状況＞ 

 第 5 期においては、設備の効果的・効率的な使用の指標として、共用施設の外部利用件

数や利用料収入の伸び率などの目標値を設定することを検討している。 

-155-



 

 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 令和元年度 研究関連業務評価委員会 

評価資料（実績と効果）：令和元年度評価 

 

 

３．TIA 推進センター 

 

 Ⅰ．１．(10) 世界的な産学官連携拠点の形成 

 Ⅱ．１． 研究施設の効果的な整備と効率的な運営 
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Ⅰ．１．（１０） 世界的な産学官連携拠点の形成 

【中長期目標】 

世界的な競争が激しく、大規模な投資が不可欠となる最先端の設備環境下での研究が重

要な戦略分野については、国内の産学官の知を糾合し、事業化への「橋渡し」機能を有す

る世界的な産学官連携拠点の形成を、産総研を中核として進め、国全体として効果的かつ

効率的な研究開発を推進するものとする。 

特に、オープンイノベーションに繋がる研究開発の推進拠点である TIA については、融

合領域における取組や産業界への橋渡し機能の強化等により、一層の強化を図るものとす

る。 

【中長期計画】 

世界的な競争が激しく、大規模な投資が不可欠となる最先端の設備環境下での研究が重

要な戦略分野については、国内の産学官の知を糾合し、事業化への「橋渡し」機能を有す

る世界的な産学官連携拠点の形成を、産総研を中核として進め、国全体として効果的かつ

効率的な研究開発を推進する。 

特に、オープンイノベーションに繋がる研究開発の推進拠点である TIA については、融

合領域における取り組み、産業界への橋渡し機能の強化等により、一層の強化を図る。具

体的には、①TIA でこれまでに作った技術シーズの「橋渡し」、②新たな次世代技術シーズ

の創生、③オープンイノベーション推進のためのプラットフォーム機能の強化に取り組む。

このため、他の TIA 中核機関(物質・材料研究機構、筑波大学、高エネルギー加速器研究機

構)や大学等と連携して、材料研究からシステム開発に至る総合的なナノテクノロジー研究

開発プラットフォームを整備して、これを外部ユーザーにワンストップで提供し、拠点の

利便性を向上させる。また、拠点運営機能にマーケティング機能を付加し、拠点を活用す

る産学官連携プロジェクトや事業化開発を企画提案することにより、研究分野間・異業種

間の融合を促進してイノベーションシステムを駆動させる。さらに、上記のプラットフォ

ームを活用する人材育成の仕組みを強化し、これを国内外に提供して国際的な人材流動の

拠点を目指す。 

【平成 31 年度計画】 

・オープンイノベーションを推進して事業化への「橋渡し」を加速させる世界的な産学官

連携拠点の形成を目指し、高機能 IoT デバイスに関する研究拠点としての施設整備、外

部ユーザーへのワンストップサービス拡充による拠点の利便性の向上により、TIA の「橋

渡し」機能の更なる強化を行う。 

・また、オープンイノベーション推進のためのプラットフォーム機能の強化に資する事業

の一環として、提供する技術メニューの拡充や外部ユーザーが持ち込むサンプルの受け

入れに対する制限緩和に向けたデータ収集を行うとともに、外部ユーザーによるスーパ

ークリーンルームの利用の状況を細やかに把握・管理する仕組みを設け、その利用拡大

と体制構築を図る。 
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・量産開発に資する大型ウェハーを用いた SiC パワーデバイス試作ラインの利用効率向上

のため、2 つのクリーンルーム施設の一体化を進めるとともに、SiC デバイス試作ライン

をベースとした SiC 以外の新材料パワー半導体のデバイス試作を行い、総合的な研究開

発プラットフォームとしての整備を行う。 

・TIA が保有する共用施設・設備群を外部ユーザーがワンストップで利用できる環境を構築

するため、TIA 参加機関間の共用施設利用の連携をさらに強化し、材料研究からシステ

ム開発に至る総合的なナノテクノロジー研究開発プラットフォームの一層の整備を行

う。また、企業との国際的な連携プロジェクトを推進するネットワークキング活動を通

じて、国際的拠点としての機能強化を図る。 

・各機関の多様な技術を融合させ、複数領域での大型研究資金獲得に向けた戦略立案と体

制構築を行うため、TIA 連携プログラム探索推進事業「かけはし」への企業連携の仕組

みをさらに強化するとともに、TIA 中核 5 機関と企業との連携をワンストップで行える

仕組みを強化する。また 5 機関連携で TIA ビジョンの策定を進め、国際的な連携開発拠

点としての機能強化を図る。 

・ナノテクキャリアアップアライアンスや TPEC 人材育成等、プラットフォームを活用する

人材育成の仕組みの強化と、民間企業の人材育成に資する機能の強化を着実に進める。 

【実績】 

IoT の普及を一層促進するためには、より高機能なデバイスの開発が求められる。そのよ

うなデバイスの設計から製造までを一貫して行える研究開発拠点の中核的施設として、つ

くばセンター西事業所に新たなクリーンルーム施設である「高機能 IoT デバイス研究開発

棟」を整備した。また、国内における革新的な AI チップ開発を加速するための拠点として、

東京大学と協力して「AI チップ設計拠点」を東京大学本郷キャンパスに構築した。 

【効果】 

「高機能 IoT デバイス研究開発棟」の整備により、ものづくり、サービス、自動車、健

康・医療、インフラ分野等において IoT の活用を検討している外部ユーザーに対して、ワ

ンストップサービスでソリューションを提供することが可能になる。また、「AI チップ設

計拠点」の構築により、AI チップ開発を目指す中小・ベンチャー企業などに AI チップ設計

環境や設計資産、ノウハウ、人材育成環境を提供することで、産学官協調による AI チップ

開発の加速が期待できる。 

 

 

【実績】 

外部ユーザーに提供する技術メニューの拡充を図るため、①65 nm CMOS トランジスタ試

作プロセスの構築、②液浸露光装置を用いた 25 nm ライン＆スペース描画・加工プロセス

の構築、③2層配線プロセス（Al, Cu）の構築、④シリコン深堀エッチング技術の整備、⑤

ウェハーレベル 3 次元集積化技術の整備、⑥小規模 CMOS 回路試作用プロセスデザインキッ
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トの整備等を行った。また、外部ユーザーが持ち込むサンプルをよりスムーズに受け入れ

るため、汚染管理基準を明確化することでサンプルの測定方法を統一した。合わせて、各

種の汚染ウェハーの受け入れ洗浄装置を拡充するため、新規のウェハー洗浄装置の導入を

行った。さらに、外部ユーザーによるスーパークリーンルームの利用の状況を細やかに把

握・管理する体制を整備するとともに、今後利用の拡大希望があるポテンシャルユーザー

に対してマーケティング活動を行った。 

【効果】 

技術メニュー拡充の効果として、メニュー①については外部の量産ラインと同レベルの

特性を実証し、スーパークリーンルームの共用施設としての実力の高さを示すことができ

た。メニュー②については 3 ユーザーからの利用、メニュー③については 3 ユーザーから

の利用と 1件の利用検討、メニュー④については 3 ユーザーから 15 件の利用があった。メ

ニュー⑤については民間企業との共同研究として利用され、メニュー⑥については回路試

作に関心を寄せるユーザーがおり、今後の利用が期待できる。また、汚染ウェハー受け入

れ制限緩和に向けたデータ収集と受け入れ基準の体制整備を行うことにより、汚染ウェハ

ーの受け入れ可否の判断がスムーズになった。さらに、スーパークリーンルームの利用の

状況の速やかな把握を行うことにより、過去数年間の外部利用者の利用実績のトレンドが

分かり、これにより効果的なマーケティング活動ができるようになった。 

 

 

【実績】 

SiC パワーデバイス試作ラインの利用効率向上のため、2 つのクリーンルームを接続する

通路を構築し施設の一体化を実現した。また、既存 SiC 試作ラインに新材料の GaN を加え、

SiC/GaN 兼用ラインとして、パワー半導体デバイス試作の総合的な研究開発プラットフォー

ムとしての整備を行った。 

【効果】 

2 つのクリーンルームの接続により相互の往来の利便性の向上を図り、研究開発作業のリ

ードタイムを 5%短縮した。また次世代の新材料として期待される GaN と従来材料の SiC の

兼用が可能なラインの整備が完了し、4インチサイズのGaNウェハーの研究開発を開始した。 

 

 

【実績】 

産総研を含む TIA 参加機関は、これまで蓄積してきたノウハウ・成果を広く社会に普及

させることを目的に、幅広い分野の先端機器をノウハウ等とともに共用施設として社会に

公開している。令和元年度は、TIA 参加機関間の共用施設利用の連携をさらに強化し、外部

ユーザーがワンストップで利用できる橋渡し環境の構築を進めた。具体的には、1 つの施設

だけでは完成できないプロセスを、当該施設のスタッフがユーザーに代わって他機関の共

-159-



 

 

用施設の装置を使用してプロセスを完成させる等の試みを行った。また、つくばグローバ

ル・イノベーション推進機構が管理していたつくば共用装置のデータベースを TIA のホー

ムページに移設し、TIA が管理する体制に変更した。また、企業との国際的な連携プロジェ

クトとして、株式会社東芝、富士電機株式会社、株式会社フジクラと連携して NEDO 先導研

究プログラムに応募し採択された。本プロジェクトの応募に際しては AIRBUS、Boeing、

Rolls-Royce 等海外航空機メーカから推薦を受けており、これら海外企業と半年間隔での定

期的な意見交換を開始した。さらに、Asia Nano Forum（ANF）や International Conference 

on Nanoelectronics Strategy (INS)におけるワークショップや「第 32 回国際超電導シン

ポジウム(ISS2019)」の開催・運営を通じて、アジア・欧米の研究機関とのネットワークの

強化を図った。また、タイの National Nanotechnology Center（NANOTEC）、台湾の工業技

術研究院（ITRI）、ベルギーの Interuniversity Microelectronics Centre（IMEC）などの

国際的研究機関と情報交換を行い、具体的な連携について検討を進めた。 

【効果】 

外部ユーザーが TIA 各機関の共用施設を利用する際の利便性の向上が期待できる。また、

航空機の電動化において、SiC パワーエレクトロニクス、超電導など、産総研オリジナル技

術をコア技術として、我が国電機産業が新たな航空機部品事業に参入することで、雇用拡

大が期待できる。さらに、アジア・欧米の研究機関との研究協力、人材育成及び標準活動

など、国際的拠点としての具体的な連携事案の創出が期待できる。 

 

 

【実績】 

TIA 連携探索プログラム「かけはし」事業において、TIA 中核 5 機関と企業との連携を更

に強化するために、TIA 運営諮問会議メンバー企業 8 社に「かけはし」への課題提案を依頼

した。この結果、企業提案課題に各機関の研究者が参画する形で 3 件の課題を実施した。

また、令和 2 年度から第 3 期を迎える TIA の今後の方向性について、中核 5 機関が連携し

て「TIA ビジョン」として策定し公表した。TIA ビジョンの策定にあたっては、国際的な連

携の在り方を含め、イノベーションシステムを駆動させるための施策について検討を重ね、

連携開発拠点としての機能強化を図った。 

【効果】 

「かけはし」事業において企業提案課題の実施を推進することで、中核 5 機関と企業と

の共同研究等の連携事例が増加することが期待できる。また、第 3 期の TIA ビジョンが策

定されたことにより、中核 5 機関がそれぞれの役割を認識しつつ、一層の連携強化とオー

プンイノベーションの推進が図られることが期待できる。 
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【実績】 

若手研究人材の知識獲得とスキル向上を目的とした人材育成プログラムである「ナノテ

クキャリアアップアライアンス」事業として、外部の若手研究者と産総研研究者との共同

研究を 5 件実施した（うち 3 件が継続、2 件が新規）。さらに、これらの共同研究の成果を

企業との連携に繋げるための若手研究成果発表会を、矢崎総業株式会社と株式会社島津製

作所の協力を得て開催した。また、社会人向け研修コースを 6 件開催し、64 名が参加した。

その他の人材育成の事業としては、TIA 連携大学院の講義の 1 つである「TIA パワーエレク

トロニクス・サマースクール」には 164 名（うち学生 110 名、社会人 54 名）が参加し、累

計参加者数は 1,100 名となった。また、超電導の技術開発コンソーシアムである「つくば

応用超電導コンステレーションズ」の独自事業である「超伝導スクール」には 87 名（うち

学生 85 名、社会人 2 名）が参加した。また、産総研が民間企業と実施している「つくばパ

ワーエレクトロニクスコンステレーション（TPEC）」事業における人材育成の実施を目的に、

TPEC インターンシップを通じて大学院生 1 名に 10 日間の技術研修を行った。 

【効果】 

ナノテクキャリアアップアライアンスについては、若手研究人材はもちろんのこと、社

会人、特に企業研究者を育成するプログラムへと発展しつつある。さらに、研修コースへ

の参加者同士の情報交換から、技術コンサルティングや共同研究の検討へと展開する事案

も出つつあり、人材育成を通じた新たな研究成果の創出が期待できる。また、TIA パワーエ

レクトロニクス・サマースクールと超電動スクールは過去最高の参加者数を記録するなど、

パワーエレクトロニクス分野、超電導分野における若手人材の育成が着実に進められてい

る。 
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Ⅱ．１． 研究施設の効果的な整備と効率的な運営 

【中長期目標】 

 我が国のオープンイノベーションを推進する観点、さらには「橋渡し」機能の強化を図

る観点から、産学官が一体となって研究開発を行うための施設や仕組み等を含め戦略的に

整備・構築するとともに、それら施設等の最大限の活用を推進するものとする。 

【中長期計画】 

我が国のオープンイノベーションを推進する観点、さらには「橋渡し」機能の強化を図

る観点から、産学官が一体となって研究開発を行うための施設や仕組み等を戦略的に整

備・構築するとともに、それら施設等の最大限の活用を推進する。 

【平成 31 年度計画】 

・産学官が一体となって研究開発を行うための施設や仕組み等を戦略的に整備、構築、見

直しを進め、産総研の施設等オープンプラットフォームを活用した共同研究やデバイス

試作、分析、計測等により、引き続き橋渡し機能の強化を図る。 

【実績】 

SiC デバイスの量産技術の開発を目的とした 6インチラインは、平成 30 年 1 月より 24 時

間稼働へと移行済みである。令和元年度は、当該ラインの処理能力を月産 100 枚のウェハ

ー処理能力まで向上させた。さらに、産業界のニーズに基づき、3.3 kV 級のデバイス製造

レシピを整備した。4 インチラインにおいては、低オン抵抗を実現する Super Junction（SJ）

型デバイスの製造レシピ及び GaN（窒化ガリウム）デバイス製造レシピを整備するなど、先

進的デバイスの開発と普及に向けた活動を重点的に展開した。 

【効果】 

SiC パワー半導体の開発において、1 kV 級デバイス技術は、自動車等の応用に向けた事

業化のフェーズに入りつつある。コストと信頼性の点で課題は残るが、モビリティーの電

動化のコア技術として、自動車業界だけでなく、鉄道、航空機関連産業から注目されてい

る。なお、SiC パワー半導体の実用化時期は、2020 年代半ばと想定されている。 
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【前年度の主な評価コメントへの対応】 

（世界的な産学官連携拠点の形成） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 「世界的な」ということに過度に囚われる必要はないと思われるが、「評価軸」との関係

で言えば、見えてこない印象がある。（年度計画の中には見当たらないが？） 

＜対応・反映の状況＞ 

 産学官連携拠点としての TIA の活用の途を国内のみならず世界にも拡げるため、海外企

業も含めた国際的な連携プロジェクトを推進するとともに、海外研究機関等とのネットワ

ーキング活動を意欲的に実施することで、世界における TIA の認知度向上とグローバル市

場での顧客開拓に取り組んでいる。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 基礎研究を深化させるうえでも更に多くのアカデミアの参画も検討していただきたい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 新たなアカデミアの参画として、令和 2 年度より東北大学が TIA に参画をする方向で調 

整を進めている。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 TIA は近隣の 5 研究機関の連携による革新的な取り組みと考えられ、それぞれの研究機

関の特徴を生かすことによって、相乗効果を生み出すことが期待されていると思う。しか

し連携による効果が見受けられない。単独では為し得ない、連携することによって初めて

生まれてくる効果・成果は何なのかが見えない。 

＜対応・反映の状況＞ 

 連携による相乗効果を生み出すため、TIA 5 機関の多様な技術を融合させ、複数領域での

大型研究資金獲得に向けた戦略立案と体制構築を促進する TIA 連携プログラム探索推進事

業「かけはし」を推進している。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 新たに大型最先端半導体装置の公開が行われているので、その PR 活動と利用者増加の取

り組みを行ない、新規に TIA を利用する機関・企業との連携を図って頂きたい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 SEMICON Japan2019 等各種展示会において、IoT オープンイノベーション拠点事業で導入

した装置と構築した拠点等についての広報活動を行うなど、新規利用者獲得へ向けた取り

組みを行っている。 

 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 
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 実施したことの結果はわかるが産総研の役割や、向かう先、到達点が見えてこない。わ

かりやすい説明をしていただきたい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 TIA 第 2 期までの成果を踏まえて、将来的に産総研が果たすべき役割や向かうべき方向性

を TIA 第 3 期の「TIA ビジョン」として取りまとめた。今後様々な機会を通じて、国内外の

関係者に対してわかりやすい説明を行っていく。 
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 令和元年度 研究関連業務評価委員会 

評価資料（実績と効果）：期間実績評価 

 

 

４．環境安全本部 

 

 Ⅰ．３．(３) 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞ 

 Ⅶ．６． 施設及び設備に関する計画 
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Ⅰ．３．（３） 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 

【中長期目標】 

 ②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制の強化 

○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

 優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開

発を担う体制を整備するものとする。 

○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

 研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減

し、研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。 

○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化 

 世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界

及び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携

や技術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るも

のとする。 

○国際標準化活動を積極的に推進するための体制 

 技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業

横断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制

を整備するものとする。 

【中長期計画】 

・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減する

ため、これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念でき

る環境を確保するための仕組みや体制を整える。 

【実績】 

平成 24 年度から 20 年間の長期的な視野に立って策定された「産総研長期施設整備計画」

に基づき、5年間の具体的なインフラ設備改修や閉鎖・解体内容等を定めた「中期施設整備

計画」、さらに各年度に行う整備内容等を定めた「施設整備計画(各年度版)」を策定し、計

画的に施設の維持・整備及び老朽化対策を実施した。また、第 4 期中長期期間中に施設整備

費補助金で予定していた老朽化対策費約 240 億円に対し、実際に交付された予算額は約 141

億円と予算不足の状況において、本計画の策定によって限られた予算の中で効率的な改修

工事を可能とした。そして平成 27 年度から令和元年度までに獲得した施設整備費補助金に

加え、運営費交付金の老朽化対策費約 44 億円を合わせた総額約 188 億円の予算で老朽化対

策工事及び研究現場の依頼に基づく工事を含む計 239 件の改修工事を実施した。さらに、機

器の整備に際しては、部屋単位で運転管理可能な個別空調方式、トップランナー基準の高効

率変圧器、モジュールチラー等、エネルギー効率の高い方式や機器の採用を行い、導入費用

の経済性に配慮しながらエネルギー効率の向上を図った。令和元年度には、令和 2年度以降
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に予定されるインフラ設備等の大規模老朽化対策工事を、効率的かつ効果的に実施するた

め、工事に先行して設計業務を実施した。 

スペースの利活用においては、研究スペースの有効活用や、共同研究等を推進する連携ス

ペースの計画的な確保等を目的とした「産総研第 4 期スペース利活用方針」及び年度毎の

「産総研スペース利活用計画」を策定し、類似した研究テーマや共通インフラ設備を利用す

る関連組織・施設の集約化を行い、スペースの効率的かつ効果的な利活用を図った。さらに、

平成 28 年度からスペース移転費用や不要機器廃棄費用へ予算を充当する「スペース利活用

促進費」を導入し、研究推進・効率化(設備の有効利用と分散配置の解消)及び老朽化した建

物の閉鎖の促進等、合計 115 件の取り組みを実施した。また平成 30 年度には、研究所のス

ペース利活用に関する事項について審議する「スペース利活用推進委員会」において、老朽

化の著しいつくばセンター研究別棟のスペース縮減の必要性を議論し、老朽化対策費及び

施設維持管理費の削減を目的としたつくばセンター研究別棟のスペース縮減計画の策定に

着手した。 

大学のキャンパス内に設置する産学官連携研究拠点「オープンイノベーションラボラト

リ(OIL)」の立ち上げに際しては、当初の施設整備計画に加えて研究者からの施設高機能化

の要望に応じ、平成 28 年度に東京大学、平成 29 年度に京都大学及び東京工業大学に、先端

設備・施設の導入・整備を実施した。 

以上のように、産総研施設整備計画及び産総研スペース利活用計画に基づき、施設及び設

備の効率的かつ効果的な維持・整備を着実に実施するとともに、OIL の立ち上げには当初の

施設整備計画に加え、研究者の要望に応じた新規設備の導入を実施した。 

【効果】 

産総研施設整備計画に基づく施設整備により、実験室の改修を行った工事(北海道 G1 棟、

つくば中央 6-13 棟)では、実験用途が限定される特殊実験室を広範なニーズに対応できる

標準実験室へ改修し、新たに約 1,300m²の実験スペースを確保し、所内研究者及び外部共同

研究機関が柔軟に利用できる環境を実現した。また、機器の整備に際してエネルギー効率の

高い方式や機器の採用等を行ったことにより、例えば、つくば中央 6-13 棟においては改修

前に比べ約 24%のエネルギー使用量削減を達成した。さらに令和元年度版施設整備計画に基

づき、今後実施予定の大規模なインフラ設備改修工事に対応するため、先行して設計業務を

実施したことで、令和 2 年度以降はより効率的かつ効果的な施設整備が可能となる見込み

である。 

平成 30 年度に実施したつくば中央 2-1 棟、5-2 棟、7-2 棟における受変電設備改修にお

いては、高効率変圧器への更新を行うことで、変換時のエネルギー損失が改修前に比べ約

30%削減されることが見込まれている。また、令和元年度に実施したつくばセンターの外灯

改修工事において、外灯のランプを水銀灯から LED へ更新したことで、点灯時の消費電力量

が改修前に比べ平均 80％削減されることが期待される。これらの改修工事を通して、研究

計画を妨げることなくピーク電力の削減と省エネルギー促進を図ることが見込まれている。 
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スペースの利活用においては、「産総研スペース利活用計画」に基づく連携・橋渡し研究

等に必要なスペースの優先的な確保、研究内容に合わせたゾーニングの実施等により、研究

室及び実験機器の過度な分散配置が解消された。例えば、つくば東・西事業所におけるエネ

ルギー・環境領域の研究スペース再編や、つくばセンターにおける動物飼育施設の集約化が

促進され、安全管理体制を確保しながらの効率的な研究開発に寄与した。また、令和元年度

には外部連携に必要なスペースを第二事業所他に確保し、研究の加速化に貢献した。さらに、

新たな OIL の研究環境の整備によって、本格的な大学との共同研究活動が開始され、橋渡し

機能強化、産学官連携の加速及び新たな分野の研究開発が進展した。 

以上のように、施設及び設備の効率的かつ効果的な整備を着実に推進したことに加えて、

(1)当初計画にはなかった研究スペースの柔軟な利活用に対応できる内装改修、(2)研究計

画を妨げることなく省エネルギー推進に貢献できる先端施設・設備の導入、(3)研究者の要

望に応じた各拠点及び OIL における研究環境整備を行うことで、良好な研究環境の構築が

実現された。 

 

 

【実績】 

年度毎に策定した「施設整備計画」に基づき、平成 27 年度から令和元年度においては、

全 48 棟(延床面積 31,988m²)の閉鎖、及び全 18 棟(延床面積 7,468m²)の解体撤去を行った。 

【効果】 

第 4 期中長期期間においては、施設整備費補助金による新営棟建設事業により 5 年間で

延床面積 21,087m²が増加した一方で、年度毎の施設整備計画の見直し及びスペース利活用

促進の取り組みによる早期閉鎖・解体撤去の実施により、維持管理経費の削減を実現した。 
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Ⅶ．６． 施設及び設備に関する計画 

【中長期計画】 

下表に基づき、施設及び設備の効率的かつ効果的な維持・整備を行う。また、老朽化

によって不要となった施設等について、閉鎖・解体を計画的に進める。 

エネルギー効率の高い機器を積極的に導入するとともに、安全にも配慮して整備を進

める。 

【実績】 

平成 24 年度から 20 年間の長期的な視野に立って策定された「産総研長期施設整備計画」

に基づき、5年間の具体的なインフラ設備改修や閉鎖・解体内容等を定めた「中期施設整備

計画」、さらに各年度に行う整備内容等を定めた「施設整備計画(各年度版)」を策定し、計

画的に施設の維持・整備及び老朽化対策を実施した。また、第 4 期中長期期間中に施設整備

費補助金で予定していた老朽化対策費約 240 億円に対し、実際に交付された予算額は約 141

億円と予算不足の状況において、本計画の策定によって限られた予算の中で効率的な改修

工事を可能とした。そして平成 27 年度から令和元年度までに獲得した施設整備費補助金に

加え、運営費交付金の老朽化対策費約 44 億円を合わせた総額約 188 億円の予算で老朽化対

策工事及び研究現場の依頼に基づく工事を含む計 239 件の改修工事を実施した。さらに、機

器の整備に際しては、部屋単位で運転管理可能な個別空調方式、トップランナー基準の高効

率変圧器、モジュールチラー等、エネルギー効率の高い方式や機器の採用を行い、導入費用

の経済性に配慮しながらエネルギー効率の向上を図った。令和元年度には、令和 2年度以降

に予定されるインフラ設備等の大規模老朽化対策工事を、効率的かつ効果的に実施するた

め、工事に先行して設計業務を実施した。 

スペースの利活用においては、研究スペースの有効活用や、共同研究等を推進する連携ス

ペースの計画的な確保等を目的とした「産総研第 4 期スペース利活用方針」及び年度毎の

「産総研スペース利活用計画」を策定し、類似した研究テーマや共通インフラ設備を利用す

る関連組織・施設の集約化を行い、スペースの効率的かつ効果的な利活用を図った。さらに、

平成 28 年度からスペース移転費用や不要機器廃棄費用へ予算を充当する「スペース利活用

促進費」を導入し、研究推進・効率化(設備の有効利用と分散配置の解消)及び老朽化した建

物の閉鎖の促進等、合計 115 件の取り組みを実施した。また平成 30 年度には、研究所のス

ペース利活用に関する事項について審議する「スペース利活用推進委員会」において、老朽

化の著しいつくばセンター研究別棟のスペース縮減の必要性を議論し、老朽化対策費及び

施設維持管理費の削減を目的としたつくばセンター研究別棟のスペース縮減計画の策定に

着手した。 

大学のキャンパス内に設置する産学官連携研究拠点「オープンイノベーションラボラト

リ(OIL)」の立ち上げに際しては、当初の施設整備計画に加えて研究者からの施設高機能化

の要望に応じ、平成 28 年度に東京大学、平成 29 年度に京都大学及び東京工業大学に、先端

設備・施設の導入・整備を実施した。 
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以上のように、産総研施設整備計画及び産総研スペース利活用計画に基づき、施設及び設

備の効率的かつ効果的な維持・整備を着実に実施するとともに、OIL の立ち上げには当初の

施設整備計画に加え、研究者の要望に応じた新規設備の導入を実施した。（再掲） 

【効果】 

産総研施設整備計画に基づく施設整備により、実験室の改修を行った工事(北海道 G1 棟、

つくば中央 6-13 棟)では、実験用途が限定される特殊実験室を広範なニーズに対応できる

標準実験室へ改修し、新たに約 1,300m²の実験スペースを確保し、所内研究者及び外部共同

研究機関が柔軟に利用できる環境を実現した。また、機器の整備に際してエネルギー効率の

高い方式や機器の採用等を行ったことにより、例えば、つくば中央 6-13 棟においては改修

前に比べ約 24%のエネルギー使用量削減を達成した。さらに令和元年度版施設整備計画に基

づき、今後実施予定の大規模なインフラ設備改修工事に対応するため、先行して設計業務を

実施したことで、令和 2 年度以降はより効率的かつ効果的な施設整備が可能となる見込み

である。 

平成 30 年度に実施したつくば中央 2-1 棟、5-2 棟、7-2 棟における受変電設備改修にお

いては、高効率変圧器への更新を行うことで、変換時のエネルギー損失が改修前に比べ約

30%削減されることが見込まれている。また、令和元年度に実施したつくばセンターの外灯

改修工事において、外灯のランプを水銀灯から LED へ更新したことで、点灯時の消費電力量

が改修前に比べ平均 80％削減されることが期待される。これらの改修工事を通して、研究

計画を妨げることなくピーク電力の削減と省エネルギー促進を図ることが見込まれている。 

スペースの利活用においては、「産総研スペース利活用計画」に基づく連携・橋渡し研究

等に必要なスペースの優先的な確保、研究内容に合わせたゾーニングの実施等により、研究

室及び実験機器の過度な分散配置が解消された。例えば、つくば東・西事業所におけるエネ

ルギー・環境領域の研究スペース再編や、つくばセンターにおける動物飼育施設の集約化が

促進され、安全管理体制を確保しながらの効率的な研究開発に寄与した。また、令和元年度

には外部連携に必要なスペースを第二事業所他に確保し、研究の加速化に貢献した。さらに、

新たな OIL の研究環境の整備によって、本格的な大学との共同研究活動が開始され、橋渡し

機能強化、産学官連携の加速及び新たな分野の研究開発が進展した。 

以上のように、施設及び設備の効率的かつ効果的な整備を着実に推進したことに加えて、

(1)当初計画にはなかった研究スペースの柔軟な利活用に対応できる内装改修、(2)研究計

画を妨げることなく省エネルギー推進に貢献できる先端施設・設備の導入、(3)研究者の要

望に応じた各拠点及び OIL における研究環境整備を行うことで、良好な研究環境の構築が

実現された。（再掲） 

 

 

【実績】 

年度毎に策定した「施設整備計画」に基づき、平成 27 年度から令和元年度においては、
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全 48 棟(延床面積 31,988m²)の閉鎖、及び全 18 棟(延床面積 7,468m²)の解体撤去を行った。

（再掲） 

【効果】 

第 4 期中長期期間においては、施設整備費補助金による新営棟建設事業により 5 年間で

延床面積 21,087m²が増加した一方で、年度毎の施設整備計画の見直し及びスペース利活用

促進の取り組みによる早期閉鎖・解体撤去の実施により、維持管理経費の削減を実現した。

（再掲） 

 

 

【実績】 

平成 25 年度補正予算による「グローバル認証基盤整備事業(大型パワーコンディショナ)」

においては、再生可能エネルギー分野での新産業創出のための研究開発拠点として、「スマ

ートシステム棟」(平成 28 年 1 月竣工)を福島再生可能エネルギー研究所内に建設した。 

平成 28 年度第 2 次補正予算による「人工知能に関するグローバル研究拠点整備事業」に

おいては、AI 技術に関する最先端の研究開発と社会実装を推進する研究拠点構築のため、

「高性能クラウド型計算環境」を導入した「AI データセンター棟」(平成 30 年 1 月竣工)、

及び IoT(Internet of Things)デバイス等開発のための研究室環境と設備を導入した「社会

イノベーション棟」(平成 30 年 11 月竣工)を柏センター(東京大学柏 II キャンパス)内に建

設した。さらに、AI 技術と製造業・サービス業との融合を進める、生産現場やコンビニエ

ンスストア等の模擬環境設備を導入した「サイバーフィジカルシステム研究棟」(平成 30 年

12 月竣工)を臨海副都心センター内に建設した。また、同補正予算による「老朽化対策事業」

において、空調設備改修としてつくばセンター及び対象地域センターの全 1,105 室にて旧

型機器からエネルギー効率の高い機器への更新を実施した。さらに、つくばセンター西及び

南研究廃水処理施設の改修を実施した。 

平成 29 年度第 1 次補正予算による「高機能 IoT デバイスに関する研究拠点整備事業」に

おいては、新たに設計・開発した IoT デバイス・システムを量産化に繋げるプロセスを支援

するため、つくば西事業所にて「高機能 IoT デバイス研究開発棟（仮称）」建設事業に着手

した。平成 30 年度は企画・提案能力の優れた設計者を選定する「公募型プロポーザル方式」

を採用して設計者を特定し、特殊環境である既存棟(スーパークリーンルーム)との接続等

の難易度の高い設計業務を短期間で完了させることができた。引き続いての施工者の選定

にあたっては価格のみならず省エネルギーに関する技術提案を求める「総合評価落札方式」

を採用し、技術力を優先して施工者を特定した。「高機能 IoT デバイス研究開発棟（仮称）」

の建設工事は平成 31 年 1 月に着手し、令和 2 年 3 月に完成した。 

平成 30 年度第 2 次補正予算による災害復旧事業では、北海道胆振東部地震で被害を受け

た北海道センターの研究棟（外壁、内装、配電設備）と屋外消火栓設備及び平成 30 年 7 月

豪雨により破損した関西センターの研究排水処理設備、研究排水中継槽等の復旧工事を実
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施した。 

平成 31 年度施設整備費補助金において、老朽化した電力設備、給排水設備、空調設備、

外壁・屋上防水、特殊ガス防災設備、中央監視設備等の改修を行い、研究開発環境の維持及

び安全管理の強化を図った。 

以上のように、産総研施設整備費補助金による新営棟建設及び老朽化対策等の施設・設備

整備事業を着実に推進することに加え、「公募型プロポーサル」等の選定方式により高難度

の設計及び施工業務を実現する技術力の高い業者を選定でき、短期間で高難度の工事を完

了させることができた。 

【効果】 

福島再生可能エネルギー研究所に建設した「スマートシステム棟」においては、先端的研

究開発及び世界最大級のパワーコンディショナーの試験評価が可能な施設として、積極的

な企業連携等に寄与している。 

平成 28 年度第 2 次補正予算により新設された柏センターの「AI データセンター棟」及び

「社会イノベーション棟」、臨海副都心センターの「サイバーフィジカルシステム研究棟」

では、拠点整備事業により整備された研究環境によって、AI 技術の社会実装に向けた世界

最高水準の研究開発が期待される。また、同補正予算による「老朽化対策事業」では、空調

設備が改修された全 1,105 室におけるエネルギー消費量が平均 30%低減されると想定され、

今後の地球温暖化防止への貢献が期待される。さらに、つくばセンター西及び南研究廃水処

理施設の改修によって、有害物質の流出防止等の安全性がより一層強化されるとともに、施

設統合による維持管理経費の削減が期待される。 

平成 29 年度第 1 次補正予算では令和元年度に「高機能 IoT デバイス研究開発棟（仮称）」

が完成し、高機能 IoT デバイスの研究開発における企業との共同研究環境が構築された。ま

た施工者からの技術提案によって、設計時よりも省エネルギー性能の高い内容の仕様を取

り入れることができ、地球温暖化を考慮した先端的研究開発拠点としての運用が期待され

る。 

平成 30 年度第 2 次補正予算及び平成 31 年度施設整備費補助金における、災害復旧、老

朽化対策工事では、研究開発環境の維持及び安全管理の強化を図り、大規模停電事故、漏水

等に起因した事故及びその他設備老朽化による事故の未然防止が実現される見込みである。

また、電力設備の改修では、従来の最高エネルギー効率機器をもとに定めた判断基準である

「トップランナー基準」を満たす高効率変圧器へ更新し、対象機器における変換時のエネル

ギー損失が更新前に比べて約 30%低減されることが想定され、今後の地球温暖化ガス排出量

削減への貢献が大いに期待される。 

以上のように、産総研施設整備費補助金による新営棟建設及び老朽化対策等の施設・設備

の整備事業の着実な推進に加え、電力設備の高エネルギー効率機器の積極的な導入並びに

「公募型プロポーザル方式」等の選定方式により、世界最高水準の研究開発と地球温暖化対

策の両立につながる拠点整備事業が実現された。  
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【前年度の主な評価コメントへの対応】 

（特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 解体撤去は減損していると思うが、閉鎖についてはどのように処理しているのだろうか。

一時閉鎖と完全閉鎖（いずれ解体撤去）と分けて管理しているのだろうか。将来を見越すこ

とは難しいが、検討いただきたい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 閉鎖については完全閉鎖（いずれ解体撤去）のみ決定している。建物の減損は解体撤去時

ではなく、閉鎖時に実施している。 
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 令和元年度 研究関連業務評価委員会 

評価資料（実績と効果）：令和元年度評価 

 

 

４．環境安全本部 

 

 Ⅰ．３．(３) 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞ 

 Ⅶ．６． 施設及び設備に関する計画 
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Ⅰ．３．（３） 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 

中長期目標】 

 ②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制の強化 

○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

 優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開

発を担う体制を整備するものとする。 

○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

 研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減

し、研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。 

○国内外機関との産学官連携・協力の体制や企画力の強化 

 世界最高水準の研究開発成果の創出、成果の「橋渡し」の実現に向け、大学、産業界

及び海外の研究開発機関等との連携・協力を推進するものとする。また、外部との連携

や技術マーケティング等にも総合的に取り組むための企画・立案機能の強化等を図るも

のとする。 

○国際標準化活動を積極的に推進するための体制 

 技術的知見が活用できるテーマであり、かつ、戦略的に重要な研究開発テーマや産業

横断的なテーマについて、民間企業等と連携して国際標準化活動を推進するための体制

を整備するものとする。 

【中長期計画】 

・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減する

ため、これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念でき

る環境を確保するための仕組みや体制を整える。 

【平成 31 年度計画】 

<研究者が研究開発等の実施に注力するための体制> 

・施設・設備の維持管理については、産総研施設整備計画及び産総研スペース利活用計

画に基づき、老朽化対策や研究スペースの集約による効率化等を図る。 

【実績】 

平成 30 年度における施設整備計画の進捗と予算の措置状況を踏まえた見直しを実施し、

「施設整備計画（令和元年度版）」を策定し、計 46 件の改修工事を実施した。また、同計画

に基づき全 8 棟（延床面積 5,234 ㎡）を閉鎖、全 2 棟（延床面積 246 ㎡）の解体撤去を行っ

た。 

「第 4 期スペース利活用方針」に基づき、効率的な研究推進と組織運営が円滑に行えるよ

う、つくばセンターの事業所に分散配置されていた、類似した研究テーマや共通インフラ設

備を利用する関連組織・施設等を集約化した。また、第 4 期中長期目標期間における産総研

のミッションの一つでもある「橋渡し」の実現に向けて、研究・連携計画や実績等を考慮し

-175-



 

 

た適正なスペースの配分を行い、連携・橋渡し研究等に必要なスペースを計画的に確保した。

また、これらの実施のために、スペースの有効活用を推進させる「スペース利活用促進費」

を活用し、研究推進・効率化（設備の有効利用と分散配置の解消）及び老朽化した建物の閉

鎖の促進等、合計 31 件の取り組みを実施した。 

【効果】 

「施設整備計画（令和元年度版）」のうち、つくば中央 1-1 棟他の受変電改修においては

高効率変圧器への更新を行ったことで、変換時のエネルギー損失が改修前に比べ約 30％削

減されることが期待される。また、つくば 3-1 棟他の衛生改修では、老朽化の進んでいる上

水・雑用水・冷却水排水配管の更新を行い、良好な研究環境を構築した。さらに、「施設整

備計画（令和元年度版）」の実施に加えて、例えば、つくばセンターにおける外灯改修工事

において、外灯のランプを水銀灯から LED へ更新したことで、点灯時の消費電力量が改修前

に比べ平均 80％削減されることが期待される。そして、当初計画にはなかった研究ユニッ

トからの設備の改修要望により、特につくばセンターにおいて新たにドラフトチャンバー・

シリンダーキャビネット等の研究設備設置工事を実施し、研究者が研究に専念できる環境

を構築した。また、同計画に基づく全 8 棟（延床面積 5,234 ㎡）の閉鎖、及び全 2棟（延床

面積 246 ㎡）の解体撤去により、建物の老朽化対策費及びインフラ設備等の維持管理経費の

削減が期待される。 

「第 4 期スペース利活用方針」に基づき連携・橋渡し研究等のスペースの優先的な確保、

施設の仕様や研究内容に合わせたスペース配分の実施、「スペース利活用促進費」の活用等

により、研究室及び実験機器の過度な分散配置が解消された。特に、つくばセンターにおけ

る動物飼育施設の集約化、第二事業所における外部連携スペースの確保等、合計約 2,100 ㎡

のスペースが有効活用され、安全管理体制の強化、研究スピードの加速等、効率的な研究開

発に寄与した。 
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Ⅶ．６． 施設及び設備に関する計画 

【中長期計画】 

下表に基づき、施設及び設備の効率的かつ効果的な維持・整備を行う。また、老朽化によ

って不要となった施設等について、閉鎖・解体を計画的に進める。 

エネルギー効率の高い機器を積極的に導入するとともに、安全にも配慮して整備を進

める。 

【平成 30 年度計画】 

・産総研施設整備計画(平成 31 年度版)を策定し、同計画に基づき施設及び設備の整備

と、老朽化した建物の閉鎖・解体を進める。 

・平成 29 年度 1 次補正予算で実施する、高機能 IoT デバイスに関する研究拠点整備を

着実に整備する。 

・平成 30 年度 2 次補正予算で実施する、災害復旧事業(関西センター研究排水管改修工

事、北海道センターH1 棟、H2 棟、G1 棟改修工事及び消火栓設備改修工事)を着実に推

進する。 

・平成 31 年度予算で実施する、老朽化対策(電力関連設備、給排水関連設備、空調関連設

備、外壁・屋根・内装関連設備、特殊ガス防災関連設備、中央監視関連設備)を着実に

推進するとともに、推進にあたってはエネルギー効率の高い機器を積極的に採用する。 

【実績】 

平成 30 年度における施設整備計画の進捗と予算の措置状況を踏まえた見直しを実施

し、「施設整備計画（令和元年度版）」を策定し、計 46 件の改修工事を実施した。さら

に同計画に基づき、全 8 棟（延床面積 5,234 ㎡）を閉鎖、全 2 棟（延床面積 246 ㎡）の

解体撤去を行った。 

【効果】 

「施設整備計画（令和元年度版）」のうち、つくば中央 1-1 棟他の受変電改修においては

高効率変圧器への更新を行ったことで、変換時のエネルギー損失が改修前に比べ約 30％削

減されることが期待される。また、つくば 3-1 棟他の衛生改修では、老朽化の進んでいる上

水・雑用水・冷却水排水配管の更新を行い、良好な研究環境を構築した。さらに、「施設整

備計画（令和元年度版）」の実施に加えて、例えば、つくばセンターにおける外灯改修工事

において、外灯のランプを水銀灯から LED へ更新したことで、点灯時の消費電力量が改修前

に比べ平均 80％削減されることが期待される。そして、当初計画にはなかった研究ユニッ

トからの設備の改修要望により、特につくばセンターにおいて新たにドラフトチャンバー・

シリンダーキャビネット等の研究設備設置工事を実施し、研究者が研究に専念できる環境

を構築した。また、同計画に基づく全 8 棟（延床面積 5,234 ㎡）の閉鎖、及び全 2棟（延床

面積 246 ㎡）の解体撤去により、建物の老朽化対策費及びインフラ設備等の維持管理経費の

削減が期待される。 
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【実績】 

平成 29 年度第 1 次補正予算による「高機能 IoT デバイスに関する研究拠点整備事業」に

おいて、IoT デバイス・システムを、サンプル試作を経て量産化に繋げる事業化プロセスを

支援するため、IoT（Internet of Things）デバイス等開発のためのクリーンルーム環境と

設備を導入した「高機能 IoT デバイス研究開発棟（仮称）」（令和 2 年 3 月竣工）をつくば西

事業所内に建設した。「高機能 IoT デバイス研究開発棟（仮称）」は、特殊環境である既存の

研究棟（スーパークリーンルーム）からクリーン度を維持した接続通路を設置する等、難易

度の高い工事であったが、短期間の過密なスケジュールの中で完了させることができた。 

【効果】 

平成 29 年度第 1 次補正予算により建設された「高機能 IoT デバイス研究開発棟（仮称）」

においては、IoT デバイスのプロトタイプ実装が可能な研究設備を整備し、新たな研究を推

進する環境を構築した。さらに施工にあたっては、予算内で設計時よりも省エネルギー性能

の高い内容の仕様を採用することができ、地球温暖化を考慮した先端的研究開発拠点によ

る高機能 IoT デバイスの研究開発が実施されることが期待される。 

 

 

【実績】 

平成 30 年度第 2 次補正予算による災害復旧事業においては、北海道胆振東部地震により

破損した北海道センターの研究棟（外壁、内装、配電設備）、屋外消火栓設備、並びに平成

30 年 7 月豪雨により破損した関西センターの研究排水処理設備、研究排水中継槽等の復旧

工事を行った。 

【効果】 

平成 30 年度第 2 次補正予算による災害復旧事業においては、北海道胆振東部地震で被害

を受けた北海道センター及び平成 30 年 7 月豪雨により破損した関西センターの施設・設備

を復旧し研究開発環境の再構築に貢献した。また、破損原因を特定した上で、北海道センタ

ーでは地震の衝撃を吸収するフレキシブル対策等を、関西センターでは同規模の豪雨被害

があったとしても破損しないよう排水処理設備に補強対策等を行ったことにより、今後同

規模の災害発生時の被害の軽減等、将来にわたって安全な研究開発環境を維持する効果が

期待される。 

 

 

【実績】 

平成 30 年度における施設整備計画の進捗と予算の措置状況を踏まえた見直しを実施

し、「施設整備計画（令和元年度版）」を策定し、計 46 件の改修工事を実施した。さら

に、同計画に基づき、全 8 棟（延床面積 5,234 ㎡）を閉鎖、全 2 棟（延床面積 246 ㎡）
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の解体撤去を行った。そして、令和元年度当初予算による老朽化対策について、老朽化が

著しい電力関連設備、給排水関連設備、空調関連設備、外壁・屋根関連設備、特殊ガス防災

関連設備、中央監視関連設備等の改修工事を行い、研究開発環境の維持及び安全対策の強化

を図った。 

【効果】 

「施設整備計画（令和元年度版）」のうち、つくば中央 1-1 棟他の受変電改修においては

高効率変圧器への更新を行ったことで、変換時のエネルギー損失が改修前に比べ約 30％削

減されることが期待される。また、空調関連設備については中部センターにおいて全 30 室

の空調改修工事を行い、旧型機器からエネルギー効率の高い機器への更新および全体方式

から個別方式へ変更したことから、今後の地球温暖化防止対策への貢献が期待される。さら

に、つくばセンターにおける外灯改修工事において、外灯のランプを水銀灯から LED へ更新

したことで、点灯時の消費電力量が改修前に比べ平均 80％削減されることが期待される。

加えて、つくばセンターにおいて老朽化したガス漏洩検知器等特殊ガス防災関連設備の改

修を行い、ガス漏洩に伴う事故発生のリスクを低減する効果が見込まれる。 
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【前年度の主な評価コメントへの対応】 

（特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 十分な予算が確保できていない中での業務遂行であり、苦労があることは察せられる

が、安全面、環境面など放置できない部分もあり、優先度を常に意識して、抜けのない

ようにされたい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 安全面、環境面の修繕については地域センターおよびつくばセンターの各事業所と密に

連絡を取り緊急性を要するものを優先的に修繕している。例えば令和元年度では関西セン

ター地下トレンチ内配管撤去工事を行い、研究排水の漏えいによる土壌汚染を防ぐことが

できた。さらに災害等の緊急性を要する設備の修繕について、災害復旧事業（平成 30 年度

2 次補正予算）では北海道胆振東部地震で被災した北海道センターおよび平成 30 年 7 月豪

雨により破損した関西センターの施設・設備の改修を行った。 
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 令和年度 研究関連業務評価委員会 

評価資料（実績と効果）：期間実績評価 

 

 

５．情報セキュリティ部 

 

 Ⅱ．４．   業務の電子化に関する事項 

 Ⅶ．３．   情報セキュリティ対策等の徹底による研究情報の保護 
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Ⅱ．４． 業務の電子化に関する事項 

【中長期目標】 

 電子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を図るとともに、利便性の向上に

努めることとする。また、幅広い ICT 需要に対応できる産総研内情報ネットワークの充

実を図ることとする。情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な強度を

確保するとともに、震災等の災害時への対策を確実に行うことにより、業務の安全性、

信頼性を確保することとする。 

【中長期計画】 

電子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を図るとともに、利便性の向上に

努める。また、幅広い ICT 需要に対応できる産総研内情報ネットワークの充実を図る。

情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な強度を確保するとともに、震

災等の災害時への対策を確実に行うことにより、業務の安全性、信頼性を確保する。 

【実績】 

財務会計システム、人事給与システム、産学官システムなど約 50 の業務システムは、関

連部署より法律や制度改定対応、業務効率化等を目的とした改修要望を受け、必要性、緊急

性、効率性、経済性及びセキュリティ強化を精査した上で改修等を進めた。 

平成 27 年度は新たに法人文書管理システム、ライフサイエンス実験申請システムを、平

成 28 年度は化学物質や研究成果物等を所外へ提供等する場合の事務手続きのための研究成

果物・薬品提供管理システムを新たに構築し、電子処理を可能とした。 

平成 29 年度は情報セキュリティ強化、薬品・ガスの保管期限の表示、資格取得義務の判

定結果の表示等の機能を追加した薬品・ガス管理システムの構築を開始し、平成 30 年度中

に構築を完了した。 

平成 29 年度から令和元年度にかけて、研究者の利便性向上や知的財産担当者等の業務効

率化を目的に、発明者からの知的財産に関する相談、届出、決裁、権利化後の技術移転、補

償金の管理等を行う知的財産管理システムと、研究所の知的財産戦略の検討に活用するた

めのシステム(知的財産統合シートデータベースシステム)とを一体化した新たな知的財産

管理システムを構築した。さらに業務で使用する消耗品等をより安価に調達することを目

的に新たに電子見積合せ等の機能を搭載したネット調達システムを令和元年度に構築した。

両システムとも令和 2年度より運用を開始する。 

【効果】 

新たな研究成果物・薬品提供管理システムを構築することで、年間約 1,000 件の紙書類の

作成や、メールのやり取り、紙書類の回送が不要となり、申請案件の検索性が増し、申請の

進捗状況の管理が容易となったことのみならず、知的財産未登録の研究成果物の提供を防

ぐことができるようになった。また、提供することで関連法規の違反につながるリスクや環

境への悪影響がある危険薬品等の提供・持ち出しを容易に把握することが可能となった。よ

って、リアルタイムに事業所長等及び担当者が、提供先との研究試料提供契約や共同研究契
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約などの有無の確認が可能となり、かつ、提供した薬品等の返却状況を把握できるなど一連

の業務を効率的に行うことが可能となった。 

薬品・ガス管理システムについては、薬品・ガスの保管期限の表示、資格取得義務の判定

結果の表示等の機能を追加することで、危険薬品数量や保管年数の把握が簡便になり、使用

期限を迎えた薬品を効率的に廃棄することが可能になったことのみならず、所管部署から

薬品管理者への資格取得義務の連絡等(年間約 800 件)の手続きを簡素化、迅速化すること

ができた。 

新たな知的財産管理システムについては、分断していた二つのシステムが統合され、知的

財産出願に係る調書作成等の業務効率の向上、検索機能の強化により戦略的な知財情報の

活用、事務手続きの簡略化及び迅速化が図られる見込みである。 

ネット調達システムについては、電子見積合せ等の機能を追加することで、業務で使用す

る消耗品等の価格を業者間で迅速に比較することが可能となり、より安価な調達を簡便に

行うことができる見込みである。 

以上のように、既存の業務システムを毎年度改善するだけにとどまらず、経営方針や研究

戦略に応じて、新たな業務システムの構築を行うことにより、産総研の研究成果や利益の保

護のみならず、以前よりも情報セキュリティを向上させることで他の研究機関の先導的な

役割を担い、社会的な信頼性の向上につながることが期待される。 

 

 

【実績】 

リモートで設定変更等の制御が可能な高機能無線 LAN を、つくばセンター各事業所及び

各地域センターの共用会議室に設置し、産総研職員向け及び来客者向けの 2 種類のネット

ワークを整備した。平成 28 年度までに、第 4期中長期目標期間中に予定していた約 110 箇

所の共用会議室への整備を完了し、産総研内情報ネットワークを充実させた。 

【効果】 

共用会議室に無線 LAN 環境を整備するとともに、産総研職員と来客者が使用するネット

ワークをそれぞれ用意することで、情報セキュリティを確保しつつ利便性が向上した。 

 

 

【実績】 

ファイアウォールによる 24 時間のセキュリティ監視を徹底するとともに、平成 30 年度

には新たなファイアウォールを導入した。 

また、建物間等の内部通信監視は、平成 30 年度につくばセンターで先行実施し、令和元

年度からは全地域センターに展開し、事業所間・地域センター間の内部通信監視を開始した。 

これにより、所内ネットワーク全体の内部通信監視が可能となり、不正アクセスに対する

十分な強度を確保できる環境が整った。 
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また、不審通信の詳細分析やウィルス検知・検疫機能をより強化した。 

【効果】 

新たな内部通信監視の実施により、つくばセンター及び地域センターの建物間・事業所間

で不審な通信等が発生した場合の早期把握と被害の拡大防止が可能となった。これにより

不正アクセスに対するセキュリティ監視環境が整った。 

また、不審通信の詳細分析やウィルス検知・検疫機能を強化したことで、昨今の巧妙化さ

れたサイバー攻撃に対応できるようになった。 

さらに、新たなファイアウォールを導入したことで、監視可能通信容量が 10 倍になり、

より詳細な通信監視、分析が可能になるとともに、Dos 攻撃(データを大量に送り付け、フ

ァイアウォールの正常な稼働を妨害するようなサイバー攻撃)などにも耐えられる環境と

なった。 

 

 

【実績】 

震災等の災害時に備え、所内ネットワークやイントラ業務システム等の復旧訓練を実施

することで、業務の安全性、信頼性を確保した。 

インターネットバックアップ回線については、関西センターの設備を維持しつつ、老朽化

対応として、北海道センターへの整備を進め、物理配線の敷設が完了した。 

【効果】 

震災等の災害時を想定した復旧訓練を行うことで、有事の際でも早急な復旧と確実な稼

働が確保できることが確認できた。 

つくばセンター以外にバックアップ回線を整備することで、つくばセンターに災害が発

生し、インターネット回線やイントラ業務システムの運用ができなくなった場合でも、バッ

クアップ回線を用いて運用を継続することが可能となる。これにより、業務の継続性が確保

され、つくばセンター以外の業務への影響を最小限にすることができる。 
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Ⅶ．３． 情報セキュリティ対策等の徹底による研究情報の保護 

【中長期目標】 

 これまでと同様に電子化による業務効率化を推進することとするが、「サイバーセキ

ュリティ戦略について」（平成 27 年 9 月 4 日閣議決定）を踏まえ、研究情報等の重要情

報を保護する観点から、外部の専門家の知見を活用しつつ、情報セキュリティの確保のた

めの対策を徹底するものとする。また、営業秘密の特定及び管理を徹底するものとする。 

【中長期計画】 

これまでと同様に電子化による業務効率化を推進するが、「サイバーセキュリティ戦略

について」(平成 27 年 9 月 4 日閣議決定)を踏まえ、研究情報等の重要情報を保護する観

点から、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠した情報セキュリ

ティ関連規程類の改訂等を行うとともに、情報セキュリティ委員会に外部の専門家を加

えるほか、外部専門家に依頼してチェックを行うなど、情報セキュリティ対策を一層強化

する。さらに、これに関わる研修やセルフチェックを通じて情報セキュリティの確保のた

めの対策を職員に徹底する。また、営業秘密の特定及び管理を徹底する。 

【実績】 

情報セキュリティに関する委員会を第 4 期中長期期間中に 17 回開催した。 

特に、平成 30 年 12 月以降は、外部の専門家 3名を委嘱し、知見を活用して、統合情報セ

キュリティサービス等の情報セキュリティ対策を検討し、実施した。また、不正なアクセス

事案に対する再発防止対策やイントラ業務システムの改修等に関する事項について議論し

た。 

平成 30 年度には、定期的に開催する情報セキュリティ委員会とは別に、平成 30 年 2 月

に発覚した不正なアクセス事案(不正なアクセス事案)に対応するため、外部の専門家 4 名

を中心とする調査委員会を新たに設置し、5 回におよび委員会を開催することで、報告書及

び再発防止対策を取りまとめ、公表した。 

【効果】 

外部の専門家を情報セキュリティに関する委員会の委員とすることで、産総研内部の意

見だけでなく、外部の知見を取り入れ多面的に情報セキュリティ対策を検討、実施すること

ができた。 

また、定期的に開催する情報セキュリティに関する委員会とは別に、不正なアクセス事案

に対応するための外部の専門家を中心とする調査委員会を設置したことで、客観性・中立性

のある報告書を取りまとめるとともに、専門家の意見を取り入れた再発防止対策を策定す

ることができた。 

 

 

【実績】 

平成 28 年度に、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(政府統一基準
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群)に準拠するため、情報セキュリティ関連規程類(規程類)の全面改正を行った。また、平

成 29 年度から平成 30 年度にかけては、政府統一基準群が改定される都度、規程類の改正

を行った。 

さらに、平成 30 年度には、不正なアクセス事案を踏まえ、情報セキュリティ管理体制の

見直しや、新たな情報セキュリティ対策の運用を実現するため、規程類の大幅な改正を行っ

た。 

また、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）からの監査を受ける等しながら、政府

統一基準群の遵守に努めている。 

【効果】 

政府統一基準群に準拠するだけに留まらず、不正なアクセス事案を踏まえた情報セキュ

リティ管理体制の見直しや新たな情報セキュリティ対策等の産総研独自の取り組みを規程

類に反映することで、情報セキュリティ対策の水準が従来より、一層向上した。 

 

 

【実績】 

全役職員等を対象に情報セキュリティ研修及びセルフチェックを実施するとともに、平

成 28 年度から平成 29 年度は、毎月、情報セキュリティニュースを発行した。 

平成 30 年度以降は、研修の実施以外の手段でも、情報セキュリティの脅威と対策方法を

周知徹底した。具体的には、発生した情報セキュリティインシデントの具体的な事例を取り

まとめ、毎月、研究ユニット等へ情報共有するとともに、規程類から頻繁に行われる手続き

や重要な点をまとめた文書を新たに作成し、周知した。 

令和元年度は、平成 30 年度に改正された新ルールの理解増進のために、日本語版だけで

なく英語版も含めた情報セキュリティ研修資料を全面改定し、研修内容の充実を図った。ま

た、情報セキュリティ部のイントラネット WEB ページを更新し、記載内容やレイアウトの全

面変更を行った。 

【効果】 

情報セキュリティに関する脅威と対策方法を様々な方法で繰り返し周知することで、意

識やリテラシーの向上に繋がった。 

また、新たな取り組みとして、規程類を分かり易くまとめた文書を作成し周知したこと、

情報セキュリティインシデントの具体的な事例を毎月、研究ユニット等へ情報共有したこ

とにより、役職員等が産総研の取るべき情報セキュリティ対策を適切に理解し、実行できる

ようになることが見込まれ、情報セキュリティインシデントの発生リスクの低減が期待で

きる。 

情報セキュリティ研修資料や情報セキュリティ部のイントラネット WEB ページの全面直

しにより、必要な情報の入手や手続きが探しやすくなり、情報セキュリティに関するルール

の理解増進が図られた。 
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【実績】 

情報セキュリティ監査を毎年度実施した。特に、令和元年度は産総研自らが主体となって

全ての部署に対して監査を実施した上で、フォローアップ監査までを年度内に行った。 

また、不正なアクセス事案を踏まえ、平成 30 年度からは新たに、イントラ業務システム

等の運用管理を委託している業者に対して、マネジメント監査を実施するとともに、情報セ

キュリティ対策の履行状況の確認も行った。 

【効果】 

令和元年度は、産総研自らが監査を実施したことで、各種管理業務において各部署が抱え

る問題点等を明確に把握することができ、より的確な改善提言を行うことに繋がった。 

また、これまで翌年度に実施していたフォローアップ監査を、年度内に行ったことで、改

善を加速することができた。 

さらに、外部委託業者に対して重点事項に特化した監査を実施したことで、委託業者にお

けるパスワードの管理方法等が改善され、情報漏えい等のリスクの低減が図られるととも

に、産総研における情報セキュリティ対策について、委託業者と共有が進んだ。 

 

 

【実績】 

不正なアクセス事案に対する再発防止対策を策定し、当初は計画していなかった大規模

な情報セキュリティ対策の強化と体制整備を進めた。 

具体的には、システムの強化として、イントラ業務システムとメールシステムの認証方法

を見直し、2要素認証(ID とパスワードだけでなくセキュリティトークンを必要とする認証

機能)を導入するための環境を構築した。これらは、順次セキュリティトークンを用いた認

証に移行する。併せて、所内ネットワークの分割に向けた環境の整備を行った。 

運用の見直し強化としては、パスワードの設定・送付ルールや機密文書の取り扱い方法の

見直し、サーバ等の定期的なセキュリティ点検と報告の義務化等を行った。 

加えて、組織体制の見直しとして、平成 30 年度には、それまで産総研には置かれていな

かった最高情報セキュリティアドバイザーを置き、外部の専門家を招聘した。また、情報セ

キュリティ部を新設するとともに、研究ユニットに情報セキュリティを担うチーム、各事業

所に事業所における情報セキュリティの責任者を新たに設け、CSIRT(Computer Security 

Incident Response Team:情報セキュリティインシデントに対処する組織)と連携する体制

を構築した。 

さらに、重大な情報セキュリティインシデントの発生を想定した事業継続計画(BCP)を新

たに策定した。 

【効果】 
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イントラ業務システムやメールシステムへの 2 要素認証の導入によって、仮に本人以外

の第三者が ID とパスワードを不正に入手しても、容易にログインすることはできなくなる。

また、所内ネットワークを分割することで、仮に産総研内部に侵入されたとしても、被害の

拡大を防止できるようになる。このため、不正なアクセス事案の再発防止対策として有効な

セキュリティ強化となる。 

さらに、パスワードの設定・送付方法や機密文書の取り扱い方法に明確なルールを設けた

ことで、情報漏えいのリスクが低減するとともに、重要情報の管理の徹底が図られた。また、

サーバ等の定期的なセキュリティ点検と報告を義務化したことで、脆弱性が放置されるリ

スクが低減した。 

加えて、不正なアクセス事案の再発防止対策等の情報セキュリティ対策を、外部の専門家

である最高情報セキュリティアドバイザーがチェックすることで、それらが最新の情報セ

キュリティの情勢と比較して妥当であるかを検証することができた。また、情報セキュリテ

ィ部を新設したことで、より一層、情報セキュリティ対策の推進が図れるとともに、情報セ

キュリティインシデントに対する機動性が確保された。あわせて、研究ユニットに情報セキ

ュリティを担うチーム、各事業所に事業所における情報セキュリティの責任者を新たに設

け、CSIRT と連携することで、情報セキュリティインシデントへの対処が迅速に行えた。 

さらに、重大な情報セキュリティインシデントの発生を想定した BCP を新たに策定した

ことで、有事の際においても、優先すべき業務の継続性確保や早期復旧に、速やかに取りか

かることが可能となった。 

 

 

【実績】 

平成 28 年度に、ファイル転送サービスとメールセキュリティサービスを導入し、平成 29

年度には、統合情報セキュリティサービスを導入した。 

平成 30 年度には、不正なアクセス事案を踏まえ、統合情報セキュリティサービスの契約

内容を見直し、通信ログの分析機能を強化した。 

令和元年度には、仮想サーバ基盤の構築が完了し、イントラ業務システムを新基盤上に移

行し、運用を開始した。 

【効果】 

ファイル転送サービスにより、機密性の高い情報を含むファイルやメールでの送信が困

難な大容量のファイルを、安全に受け渡すことが可能となった。 

メールセキュリティサービスは、不審メール等を検知・遮断・隔離し、役職員等に届くこ

とを防いでいる。 

統合情報セキュリティサービスについては、最新のアンチウィルスソフトウェアが産総

研の端末にインストールされるとともに、端末の 24 時間監視及び遠隔操作が可能となった。

さらに、アンチウィルスソフトウェアの情報と、ファイアウォールの通信の相関関係を監
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視・分析している。加えて、契約内容の見直しにより、通信の監視と分析機能が強化され、

昨今の巧妙化されたサイバー攻撃に対応できるようになった。 

また、老朽化した仮想サーバ基盤を更改したことにより、厳密な通信制御、監視及び記録

が可能となった。これにより、万が一、サイバー攻撃等による不正な侵入が発生した場合で

も、外部への通信を速やかに遮断することが可能になった。さらに、これまで以上に詳細な

記録の確認が可能となるため、原因究明の効率的な実施と被害拡大のリスクの低減が見込

まれる。 
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【前年度の主な評価コメントへの対応】 

（業務の電子化に関する事項） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 不正アクセスに起因して、セキュリティに特化した組織を設け、再発防止に努めている。

悪意ある攻撃もあり、常に最新の知識を身に着けるなど、常に研鑽を怠らないように努めら

れたい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 不正なアクセス事案に対する再発防止対策として、組織体制の見直し、運用の見直し強化、

外部委託の運用改善、事業継続計画（BCP）の見直し等を実施し、システムの強化について

も、順次運用を開始している。 

 さらに、情報セキュリティ監査の実施、情報セキュリティ研修やセルフチェックによる教

育、研究ユニット等への情報セキュリティインシデント事例の共有等により、職員の意識と

リテラシーの向上を徹底する。 
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 令和元年度 研究関連業務評価委員会 

評価資料（実績と効果）：令和元年度評価 

 

 

５．情報セキュリティ部 

 

 Ⅱ．４．   業務の電子化に関する事項 

 Ⅶ．３．   情報セキュリティ対策等の徹底による研究情報の保護 
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Ⅱ．４． 業務の電子化に関する事項 

【中長期目標】 

 電子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を図るとともに、利便性の向上に

努めることとする。また、幅広い ICT 需要に対応できる産総研内情報ネットワークの充

実を図ることとする。情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な強度を

確保するとともに、震災等の災害時への対策を確実に行うことにより、業務の安全性、

信頼性を確保することとする。 

【中長期計画】 

 電子化の促進等により事務手続きの簡素化・迅速化を図るとともに、利便性の向上に

努める。また、幅広い ICT 需要に対応できる産総研内情報ネットワークの充実を図る。

情報システム、重要情報への不正アクセスに対する十分な強度を確保するとともに、震

災等の災害時への対策を確実に行うことにより、業務の安全性、信頼性を確保する。 

【平成 31 年度計画】 

・ファイアウォールによる 24 時間のセキュリティ監視を継続するとともに、新たに建

物間等の通信監視を実施する。 

・インターネットバックアップ回線を北海道センターに設置する。また、震災等の災害

時を想定して、所内ネットワーク、イントラ業務システムについて対処訓練を行う。 

【実績】 

ファイアウォールによる 24 時間のセキュリティ監視を徹底するとともに、つくばセンタ

ーで先行実施していた建物間等の内部通信監視を全地域センターに展開するための環境を

構築し、新たに事業所間・地域センター間の内部通信監視を開始した。 

これにより、所内ネットワーク全体の内部通信監視が可能となり、不正アクセスに対する

十分な強度を確保できる環境となった。 

さらに、より長期間のログ保存を可能とするために、ログ保存システムを構築し、運用を

開始した。 

【効果】 

新たな通信監視の実施により、つくばセンター及び地域センターの建物間・事業所間で不

審な通信等が発生した場合の早期把握と被害の拡大防止が可能となった。これにより不正

アクセスに対するセキュリティ監視環境が整った。 

また、ログが長期間保存できることで、過去に遡ってログを確認する必要が発生した場合

には、確認可能な期間が広がるため、より詳細な分析が可能となった。 

 

 

【実績】 

インターネットバックアップ回線は、現在の関西センターの設備の老朽化に伴い、次の災

害対策拠点である北海道センターに整備を進めており、物理回線の敷設が完了した。それま
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での間は、現在の関西センターの機能を維持しバックアップ環境を確保している。 

また、所内ネットワーク、イントラ業務システムについて、震災等の災害時を想定した対

処訓練を実施した。 

【効果】 

つくばセンター以外に新しい設備のバックアップ回線を再整備することで、つくばセン

ターに災害が発生し、インターネット回線やイントラ業務システムの運用ができなくなっ

た場合でも、バックアップ回線を用いて運用を継続することが可能となる。これにより、業

務の継続性が確保され、つくばセンター以外の業務への影響を最小限にすることができる。 

また、所内ネットワーク、イントラ業務システムについて、災害発生時を想定した対処訓

練を行ったことにより、災害発生時に担当者が行うべき対応が明確となり、手順等の再確認

ができた。これによって、災害時の復旧が迅速に実施できる。 

  

-193-



 

 

Ⅶ．３． 情報セキュリティ対策等の徹底による研究情報の保護 

【中長期目標】 

 これまでと同様に電子化による業務効率化を推進することとするが、「サイバーセキュ

リティ戦略について」（平成 27 年 9 月 4 日閣議決定）を踏まえ、研究情報等の重要情報

を保護する観点から、外部の専門家の知見を活用しつつ、情報セキュリティの確保のため

の対策を徹底するものとする。また、営業秘密の特定及び管理を徹底するものとする。 

【中長期計画】 

これまでと同様に電子化による業務効率化を推進するが、「サイバーセキュリティ戦略

について」(平成 27 年 9 月 4 日閣議決定)を踏まえ、研究情報等の重要情報を保護する観

点から、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に準拠した情報セキュリ

ティ関連規程類の改訂等を行うとともに、情報セキュリティ委員会に外部の専門家を加

えるほか、外部専門家に依頼してチェックを行うなど、情報セキュリティ対策を一層強化

する。さらに、これに関わる研修やセルフチェックを通じて情報セキュリティの確保のた

めの対策を職員に徹底する。また、営業秘密の特定及び管理を徹底する。 

【平成 31 年度計画】 

・外部の専門家をセキュリティ・情報化推進委員会の委員として委嘱し、その知見を活

用して、情報セキュリティ対策や情報化の推進に関する事項を議論する。 

・全役職員等を対象として情報セキュリティ研修及びセルフチェックを実施する。ま

た、情報セキュリティに関するルールのさらなる理解増進、意識やリテラシーの向上

を図るために、研修資料の全面見直しを行う。 

・外部専門機関(情報セキュリティ監査企業)による情報セキュリティ監査を、産総研内

の部署及び外部委託業者に対して実施する。 

・不正なアクセス事案に対する再発防止対策に基づき、サイバー攻撃に備えて、新たな

職員の認証システム等を導入する. 

・サーバ仮想基盤の更改を完了し、当該基盤と連携したイントラ業務システムの運用を

開始する。 

【実績】 

外部の専門家 3 名をセキュリティ・情報化推進委員会の委員として委嘱し、その知見を活

用して、不正なアクセス事案に対する再発防止対策や、イントラ業務システムの改修等に関

する事項について議論した。 

【効果】 

外部の専門家をセキュリティ・情報化推進委員会の委員としたことにより、最新の情報セ

キュリティの対策や動向を把握したうえで議論を行うことが可能となった。 

また、産総研内部からの意見だけでなく、外部の知見を取り入れ、多面的に情報セキュリ

ティ対策や情報化の推進の議論を行うことができた。 
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【実績】 

情報セキュリティ研修は、不正なアクセス事案を踏まえて平成 30 年度に改正された新ル

ールの理解増進のため、研修資料を最新のルールに反映させる等、全面見直しを行った上で、

e-ラーニングシステムにより実施した。 

また、セルフチェックは、研修と同時に実施することとした。 

さらに、情報セキュリティに関するルールの理解増進のため、当初計画になかった情報セ

キュリティ部のイントラネット WEB ページを更新し、記載内容やレイアウトの全面変更を

行った。 

【効果】 

最新のセキュリティポリシーに対応させ、研修資料を全面的に見直したことでルールの

変更点が明確になるとともに、セルフチェックを研修に組み込んだことでセルフチェック

の実施漏れが発生しない対策となった。これにより、効率的に、最新のセキュリティポリシ

ーの周知、理解増進、意識やリテラシーの向上を図ることができた。 

また、情報セキュリティ部のイントラネット WEB ページの全面見直しにより、必要な情報

や手続きが探しやすい構成となり、情報セキュリティに関するルールの理解増進が図られ

た。 

 

 

【実績】 

すべての部署に対して情報セキュリティ監査を実施した。実地監査対象部署の選定にあ

たっては、前年度のインシデント発生件数等を指標とした。監査では、情報セキュリティポ

リシーの遵守状況を確認した上で、フォローアップ監査までを年度内に行った。 

外部委託業者に対する監査では、基本的な対策事項を再確認する形式で効率的に実施し

た。 

【効果】 

産総研自らが主体となって監査を実施したことで、各種管理業務において各部署が抱え

る問題点等を明確に把握することができ、より的確な改善提言を行うことに繋がった。 

また、これまで翌年度に実施していたフォローアップ監査を、年度内に行ったことで、改

善を加速することができた。 

さらに、外部委託業者に対する監査では、基本的な対策事項に絞ったことで、対策の必要

な重点遵守事項がより明確になり、産総研における情報セキュリティ対策について、外部委

託業者と共有が進んだ。 
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【実績】 

セキュリティトークンを用いたワンタイムパスワードを使用する新たな職員の認証シス

テムの構築を行った。 

イントラ業務システム、メールシステムへのアクセスは、順次セキュリティトークンを用

いた認証に移行する。 

【効果】 

セキュリティトークンを用いた認証は、所有者のみが利用できる認証方式のため、アカウ

ントの乗っ取り防止に繋がることから、不正アクセスの再発防止対策として有効なセキュ

リティ強化対応となる。 

 

 

【実績】 

仮想サーバ基盤の構築が完了し、イントラ業務システムを新基盤上に移行し、運用を開始

した。 

老朽化した仮想サーバ基盤が更改され、安定運用が図られることとなった。 

【効果】 

老朽化した仮想サーバ基盤を更改したことにより、厳密な通信制御、監視及び記録が可能

となった。これにより、万が一、サイバー攻撃等による不正な侵入が発生した場合でも、外

部への通信を速やかに遮断することが可能になった。 

また、これまで以上に詳細な記録の確認が可能となるため、原因究明の効率的な実施と被

害拡大のリスクの低減が見込まれる。 
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【前年度の主な評価コメントへの対応】 

（業務の電子化に関する事項） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 不正アクセスによる情報漏洩が発生したことは残念である。新しく組織も再編 し、セキ

ュリティ対策も強化されたが、サイバー攻撃と防御はいたちごっこであるので、継続的なセ

キュリティ強化に尽力して頂きたい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 不正なアクセス事案に対する再発防止対策として、組織体制の見直し、運用の見直し強化、

外部委託の運用改善、事業継続計画（BCP）の見直し等を実施し、システムの強化について

も、順次運用を開始している。 

 さらに、情報セキュリティ監査の実施、情報セキュリティ研修やセルフチェックによる教

育、研究ユニット等への情報セキュリティインシデント事例の共有等により、職員の意識と

リテラシーの向上を徹底する。 
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 令和元年度 研究関連業務評価委員会 

評価資料（実績と効果）：期間実績評価 

 

 

６．総務本部・コンプライアンス推進本部・監査室 

 

 Ⅰ．１．(11)「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入 

                                    ＜一部＞ 

 Ⅰ．３．(１) 研究人材の拡充、流動化、育成 

 Ⅰ．３．(３) 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞ 

Ⅱ．３．   適切な調達の実施 

 Ⅱ．５． 業務の効率化 ＜一部＞ 

 Ⅲ.     財務内容の改善に関する事項 ＜一部＞ 

 Ⅶ．２．   業務運営全般の適正性確保及びコンプライアンスの推進 

 Ⅶ．５．   情報公開の推進等 
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Ⅰ．１．(11) 「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入 

【中長期目標】 

 他方、研究領域内の各研究者の評価については、目的基礎研究や「橋渡し」研究前期で

革新的な技術シーズの創出やその磨き上げに取組む研究者と、「橋渡し」研究後期で個別企

業との緊密な関係の下で研究開発に従事する研究者がおり、研究段階によっては論文や特

許が出せない場合もあること等を踏まえる必要がある。このため、目的基礎研究は優れた

論文や強い知財の創出（質及び量）、「橋渡し」研究前期は強い知財の創出（質及び量）等、

「橋渡し」研究後期は産業界からの資金獲得を基本として評価を行うなど、各研究者が意

欲的に取り組めるよう、各研究者の携わる研究段階・研究特性を踏まえて適切な評価軸の

設定等を通じてインセンティブ付与を行い、結果として、研究領域全体として効果的な「橋

渡し」が継続的に実施されるよう努めるものとする。 

【中長期計画】 

他方、領域内の各研究者の評価については、目的基礎研究や「橋渡し」研究前期で革新

的な技術シーズの創出やその磨き上げに取り組む研究者と、「橋渡し」研究後期で個別企

業との緊密な関係の下で研究開発に従事する研究者がおり、研究段階によっては論文や特

許が出せない場合もあること等を踏まえる必要がある。このため、目的基礎研究は優れた

論文や強い知財の創出(質及び量)、「橋渡し」研究前期は強い知財の創出(質及び量)等、

「橋渡し」研究後期は産業界からの資金獲得を基本として評価を行うなど、各研究者が研

究開発に必要な多様な業務に意欲的に取り組めるよう、研究職員の個人評価においては各

研究者の携わる研究段階・研究特性を踏まえて適切な評価軸を設定して行う。こうした評

価の結果に対しては研究職員の人事や業績手当への反映等の適正なインセンティブ付与を

行い、結果として、研究職員が互いに連携し、領域全体として効果的な「橋渡し」が継続

的に実施されるよう努める。さらに、個人の業績に加えて、研究ユニット、研究グループ

等に対する支援業務、他の研究職員への協力等の貢献、マーケティングに関わる貢献も重

視する。こうして領域全体として効果的な「橋渡し」が継続的に実施されるように取り組

む。 

＜研究職員の個人業績に係る適切な評価基準の導入＞ 

【実績】 

第 4 期中長期目標期間の人事評価制度において、研究職員の個人業績に係る適切な評価

基準を導入した。 

具体的には、平成 27 年度より「橋渡し」機能強化を念頭に置き、論文•特許等の業績と

同じく、企業等との連携や「橋渡し」実現に向けた組織的取組に対する貢献を研究職員の

重要な個人業績として位置付ける評価基準を導入した。 

【効果】 

平成 27 年度より、研究職員の個人業績に係る適切な評価基準を導入したことにより、個

人の年間研究・業務計画書における目標設定や昇格審査の業績アピールに、目的基礎研究
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又は「橋渡し」研究前期にも言及した取組が盛り込まれるようになり、技術シーズの創出

から橋渡し研究へと繋がる継続的な研究の推進に対する意欲の醸成が認められた。その結

果、令和元年度の民間資金獲得額は基準年(平成 23〜25 年度)の平均 46 億円から 101.4 億

円（令和 2年 1 月末現在）と約 2.2 倍となった。 

 

 

＜高評価の業績事例の所内イントラネットへの掲載＞ 

【実績】 

平成 28 年度より人事の評価基準を職員に浸透させるため、研究職員の業績評価及び昇格

審査の評価において、「橋渡し」実現等の観点から高評価となった主な業績事例を産総研イ

ントラにおいて公表した(公表件数:平成 28 年度 14 件、平成 29 年度 14 件、平成 30 年度 11

件、令和元年度 13 件)。 

【効果】 

平成 28 年度からの業績事例の公表により、「橋渡し」研究後期の取組に偏ることなく、

目的基礎研究又は「橋渡し」研究前期の業績についても高く評価されていることが研究職

員に認識された。 

 

 

＜研究段階・研究特性を踏まえた適切な評価の実施と周知＞ 

【実績】 

平成 27 年度より、目的基礎研究の段階においては優れた論文や強い知財の創出(質及び

量)、「橋渡し」研究前期の段階においては強い知財の創出(質及び量)等、「橋渡し」研究後

期の段階においては産業界からの資金獲得が、各研究段階における業績であることを基本

として、研究段階・研究特性を踏まえた適切な評価を行った。目的基礎研究、「橋渡し」研

究前期、「橋渡し」研究後期の全段階を産総研の重要な研究として位置付け、各研究段階に

おいて創出される成果を適切に評価し、評価基準を評価制度の手引きや評価結果の公表を

通じて職員へ周知した。 

【効果】 

研究段階・研究特性等を踏まえた評価に関する認識を研究職員と上司が共有し、適正な

評価を実施することで研究職員の更なる意欲的な取組を促した。 

これにより、各領域の顕著な研究成果の創出や、企業連携の推進等に繋がった。また、

平成 29 年度から令和元年度に実施した職場アンケートにおいて、職員が評価者から適切に

評価を受け、高い満足を得ていることを確認した。 
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＜評価結果に基づく適切な業績手当への反映＞ 

【実績】 

平成 27 年度より、職員のモチベーション向上に繋がるように、「橋渡し」実現等の業績

を職員の給与に一層反映させるため、賞与(業績手当)のインセンティブ部分(業績反映部

分)を拡大した。 

平成 26 年度(第 3 期中長期目標期間末):7%(業績手当における業績反映部分の割合) 

平成 27 年度:15%  

平成 28 年度:15%  

平成 29 年度:19%  

平成 30 年度:23%  

令和元年度(第 4 期中長期目標期間末):23% 

【効果】 

業績手当のインセンティブ部分の拡大により、評価結果を給与へと反映する際に、評価

結果に応じて査定を行うことが可能となり、職員の意欲的な研究開発成果の創出に資する

モチベーション向上、ひいては産総研のパフォーマンス向上に貢献した。 
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Ⅰ．３．(１) 研究人材の拡充、流動化、育成 

【中長期目標】 

上記１．及び２．に掲げる事項を実現するとともに、技術経営力の強化に資する人材の

養成を図るため、以下の取り組みにより、研究人材の拡充と流動化、育成に努めるものと

する。 

第一に、橋渡し研究の実施はもとより、目的基礎研究の強化の観点からも、優秀かつ多

様な若手研究者の確保・活用は極めて重要であり、クロスアポイント制度や大学院生等を

研究者として雇用するリサーチアシスタント（ＲＡ）制度の積極的かつ効果的な活用を図

ることとする。また、現在、新規研究者採用においては、原則として任期付研究員として

採用し、一定の研究経験の後に、いわゆるテニュア審査を経て定年制研究員とするとの運

用がなされているが、採用制度の検討・見直しを行い、優秀かつ多様な若手研究者の一層

の確保・活用に向けた仕組みの構築を進めるものとする。 

さらに、産総研における研究活動の活性化に資するだけでなく、民間企業等への人材供

給を目指し、実践的な博士人材等の育成に積極的に取組むものとする。具体的には、産総

研イノベーションスクールの実施やリサーチアシスタント（ＲＡ）制度の積極活用等を通

して、産業界が関与するプロジェクト等の実践的な研究開発現場を経験させるとともに、

事業化に係る人材育成プログラムなどを活用することによって、イノベーションマインド

を有する実践的で高度な博士研究人材等の育成を進めるものとする。 

第二に、特に、「橋渡し」機能の強化に向けたマーケティング機能強化に当たっては、内

部人材の育成に加え、企業等外部人材を積極的に登用するものとする。 

第三に、「橋渡し」研究能力やマーケティング能力を有する職員の重要性が増大する中、

こうした職員の将来のキャリアパス構築も重要であり、優れた「橋渡し」研究能力やマー

ケティング能力を有する職員については、60 歳を超えても大学教員になる場合と比べ遜色

なく、その能力と役割を正当に評価した上で処遇を確保する人事制度等の環境整備を進め

るものとする。 

第四に、ワーク・ライフ・バランスを推進し、男女がともに育児や家事負担と研究を両

立するための具体的な方策、女性の登用目標や必要に応じた託児施設等の整備等を含む具

体的なプログラムの策定等を行い、女性のロールモデルの確立と活用を飛躍的に増大させ

るための環境整備に取組むものとする。 

【中長期計画】 

上記 1.及び 2.に掲げる事項を実現するとともに、技術経営力の強化に資する人材の養成を

図るため、以下の取り組みにより、研究人材の拡充と流動化、育成に努める。 

第一に、橋渡し研究の実施はもとより、目的基礎研究の強化の観点からも、優秀かつ多

様な若手研究者の確保・活用は極めて重要であり、クロスアポイント制度や大学院生等を

研究者として雇用するリサーチアシスタント制度の積極的かつ効果的な活用を図る。 

＜クロスアポイントメント制度の活用による目的基礎研究の強化＞ 
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【実績】 

クロスアポイントメント制度を活用して、毎年度大学法人等から教授等の優れた研究人

材を受け入れ、研究を推進した。平成 28 年度には、産総研と協定締結機関との合意に基づ

き、受入者に職責手当を追加支給できる制度を新設し、制度活用へのインセンティブを創

出した。 

また、平成 28 年度より産総研が基礎研究、応用研究、開発・実証を切れ目なく行うこと

のできる連携研究の場をオープンイノベーションラボラトリとして大学構内に設置し、教

授等を受け入れて目的基礎研究の強化を図った。 

●クロスアポイントメント制度実績 

平成 27 年度末:19 名(産総研への受入者の所属機関:10 大学) 

平成 28 年度末:33 名(産総研への受入者の所属機関:11 大学) 

平成 29 年度末:42 名(産総研への受入者の所属機関:15 大学、1 民間企業) 

平成 30 年度末:50 名(産総研への受入者の所属機関:18 大学、1 民間企業、1 機関) 

令和元年度末:51 名(産総研への受入者の所属機関:18 大学、1 民間企業、1 機関) 

【効果】 

クロスアポイントメント制度の活用により、優秀な教授等の研究人材の流動化が図られ、

情報共有の迅速化や議論の深化により、目的基礎研究の強化や連携研究の促進に寄与した。 

 

 

＜クロスアポイントメント制度の活用による組織の枠組を超えた研究開発体制の構築＞ 

【実績】 

平成 27 年度から令和元年度は、79 件のクロスアポイントメント協定の締結を行い、大学

法人及び民間企業などからの受入者・出向者の活用実績は、累計で 82 名となった。 

特に、平成 28 年度には、受入者のうちラボ長等一定以上の職責を有する者に対して、産

総研業務分の給与額のほかに職責手当相当額を支払った。また、平成 29 年度には、産総研

から出向する研究職員に対するインセンティブとして、出向先機関より加算されて支払わ

れた額を連携研究手当として本人に支給できる制度を創設するなど、制度活用促進を図っ

た。 

また、平成 30 年 4 月からクロスアポイントメント制度を活用した産総研から民間企業へ

の職員の出向を実現させた。 

【効果】 

クロスアポイントメント制度の活用促進により、人材の流動性を高め、産総研の橋渡し

機能を強化するための研究開発体制の構築に寄与した。 
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＜卓越研究員制度の活用及び修士卒研究員の採用による優秀な若手研究人材の確保＞ 

【実績】 

卓越研究員は、世界水準の研究力を有し、新たな研究領域や技術分野等の開拓が期待で

きる研究員として、文部科学省の選考により決定された若手研究者である。平成 28 年度よ

り、新たな研究分野に挑戦するような若手研究者が安定かつ自立して研究を推進できる環

境の実現を目指すとともに、多様な研究機関において活躍し得る若手研究者の新たなキャ

リアパスを開拓するため、卓越研究員制度を活用し、優れた若手研究者を採用した。 

●卓越研究員採用実績 

平成 28 年度:9 名  

平成 29 年度:4 名  

平成 30 年度:3 名 

令和元年度：1 名 

また、従来から修士卒研究員を採用してきた計量標準総合センターに加え、平成 29 年度

に地質調査総合センター、平成 30 年度にエネルギー・環境領域及び生命工学領域において

も修士卒研究員の採用を開始した。 

●修士卒研究員採用実績 

平成 27 年度:3 名 

平成 28 年度:4 名 

平成 29 年度:6 名 

平成 30 年度:8 名 

令和元年度：6 名 

【効果】 

採用した優秀な若手研究者が、産総研の研究推進で活躍し、我が国の科学技術や学術研

究、科学技術イノベーションの将来を担う優れた研究リーダーになることが期待される。

また、近年、人口減少及び大学院博士課程への進学率の低下、優秀な学生が修士課程修了

段階で民間企業や官公庁に就職する等により博士課程在籍者が減少し、若手研究人材の獲

得競争が激しくなる中、修士卒研究員の採用に向けた取組により、優秀な若手研究人材を

確保することができた。 

 

 

＜リサーチアシスタント制度の活用による優秀な若手人材の確保＞ 

【実績】 

平成 28 年度より、優秀な大学院生が学位取得のため、産総研で研究活動に専念できるリ

サーチアシスタント制度について、より多くの大学院生が産総研で研究活動を行えるよう

制度の見直しを行った。具体的には、年度末までの従事が必要であったところを、年度内
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における任意の期間の従事を可能としたほか、年間の総雇用日数と月あたりの勤務日数に

ついて、柔軟な設定を可能とする見直しを行った。この見直しにより、制度活用が促進さ

れ、リサーチアシスタントの採用実績が平成 27 年度の 105 名から、令和元年度には約 3.9

倍の 409 名に増加した。 

【効果】 

リサーチアシスタント制度の柔軟化を図ったことにより、これまで以上に大学院生を若

手研究人材として産総研の研究活動に参画させることに繋がった。採用されたリサーチア

シスタントは、国際会議で最優秀論文賞を獲得した研究成果の創出や、目的基礎研究にお

ける高インパクト論文の創出へ貢献する等、産総研の研究開発力の強化に寄与した。 

 

 

＜研究職員公募選考採用におけるテニュア審査の厳格化＞ 

【実績】 

平成 27 年度より研究職員公募選考採用においては、テニュアトラック型任期付研究員(任

期:原則 5 年(任期終了前に、任期終了後に引き続き任期の定めのない定年制の研究員とな

るための審査を受けることが可能))とテニュア研究員(任期:定めなし)のいずれかの採用

区分に限定せず広く公募を実施し、極めて高い研究業績等を有する者については、積極的

にテニュア採用とする運用を継続して実施した。 

平成 27 年度から令和元年度までのテニュアトラック型任期付研究員採用者(内定者含

む)278 名のうち、極めて優れた研究業績等を示す 30 名(11%)については、一般的に設定し

ている任期 5 年から 3 年または 4 年に短縮して採用を行うことで、早期のテニュア化を促

進した。 

【効果】 

採用区分を限定せず広く公募をした研究職員公募選考採用により、多様な研究経歴・業

績を有する研究人材(学生、ポストドクター(ポスドク)、助教、教授、企業出身等)からの

応募があった。 

優秀な若手研究者のテニュアトラック型の任期短縮での採用を行うことで、優秀な若手

研究者のより一層の確保・活用に繋がり、目的基礎研究及び橋渡し研究を促進する人材の

確保に寄与した。 

 

 

＜e-ラーニング、階層別研修、プロフェッショナル研修、派遣研修による人材育成＞ 

【実績】 

①e-ラーニングによる人材育成  

・ 平成 27 年度から本格的に職員基礎研修を e-ラーニングとして導入し、全役職員が自

席で都合の良い時間に「研究者倫理」、「コンプライアンス」、「安全管理」等の職務の
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遂行に必要な基礎知識(令和元年度時点で全 15 講座)を受講できる効率的な体制を確

立した。 

・ 平成 28 年度から所属組織の管理者に受講状況を提供し、受講の徹底を図った。 

・ 各受講終了後の理解度テストについて、平成 28 年度から合格基準(正答率 80%以上)

を設定した。 

・ 平成 28 年度から職員基礎研修の英語版講座を整備し、外国人研究者向けの受講環境

を整備した。なお、令和元年度においても、引き続き所属組織の管理者に e-ラーニ

ングの受講状況を提供し、受講の徹底を図るために産総研全体への周知、受講未了者

への催促を実施した。 

・ 新システム導入に伴い、令和元年度は人材開発企画室と各講座管理部署の役割分担を

明確化するために説明会を実施した。 

・ 令和元年度は見やすい・わかりやすい職員基礎研修を目指し、4 講座にて研修資料ス

ライドのデザイン校正を行い、令和 2 年度からの職員基礎研修の受講者理解促進に努

めた。 

②階層別研修による人材育成  

・ 平成 28 年度以降、職員一人ひとりの役職や階層等に応じた研修制度の適時見直しを

実施した。平成 28 年度においては新たに、中堅リーダー層の育成に向け、企業との

合同研修を企画・実施し、組織を超えたイノベーション推進に貢献できる人材として

必要な視点の涵養を図った。 

・ 令和元年度においては、研究職員・事務職員ともに役職ごとに求められる専門スキル

や知的能力、対人関係力といったリーダーシップの向上を目的として、従前から行っ

てきた階層別研修にグループワークを導入するなど研修内容を充実させ、業務に主体

的に取り組む人材の育成を行った。 

・ 令和元年度においては、職員のキャリアパスに即した研修カリキュラムを構築するた

めに、研究職員を対象とする研修として研究管理者研修を創設した。事務職員におい

ては、全階層にサンプリングニーズ調査を行って階層別に求められるリーダーシップ

を定義し、リーダーシップを強化するためのカリキュラムを構築し、実施した。 

●階層別研修の受講者数 

平成 27 年度 1,364 名  

平成 28 年度 713 名  

平成 29 年度 714 名  

平成 30 年度 668 名 

令和元年度 652 名 

③プロフェッショナル研修による人材育成  

・ 平成 27 年度以降、知的財産や英語プレゼンテーション等の専門知識の習得により、

自己の職務遂行能力を高めるためのプロフェッショナル研修を実施した。 
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・ 平成 30 年度より、職員の知的財産リテラシー向上を目指した「知的財産権研修」を

知的財産・標準化推進部と協働で実施した(9 日間、全 12 回、令和元年度受講者数:565

名)。 

・ 職員自主企画研修で企画された、見やすい・わかりやすいデザインのルールを学ぶ「デ

ザイン研修」を平成 30 年度より創設した。 

●プロフェッショナル研修の受講者数 

平成 27 年度 1,107 名 

平成 28 年度 455 名 

平成 29 年度 275 名 

平成 30 年度 905 名 

令和元年度 779 名 

④派遣研修による人材育成 

・ 令和元年度の海外派遣に関しては、職員が企画立案や業務運営等に係る高い知見を習

得できるよう、従来の海外の大学教育機関に加え、研究機関及び行政機関まで派遣先

を拡充した。 

●派遣実績数 

 平成 27 年度 派遣先:HEC Paris 事務職員 1名。 

 平成 28 年度 派遣先:ロンドン大学大学院 事務職員 1名。 

 平成 30 年度 派遣先:ケンブリッジ大学 研究職員 1 名。 

        日本学術振興会(ボン研究 連絡センター) 事務職員 1 名。  

 令和元年度 派遣先:経済協力開発機構（OECD） 研究職員 1 名。 

・ 平成 30 年度には、若手の事務職員に対して、自身の視点から産総研の課題を主体的

に考える契機とするため、産総研の地域センターに約 1か月派遣する「地域センター

派遣研修」を試行的に実施した。令和元年度においては、派遣者 8 名（平成 30 年度

比 3 名増）として、本格的に実施した。 また、民間企業に派遣する民間企業派遣研

修を令和元年度に創設し、2 社に対してそれぞれ 1 名ずつを派遣した。 

【効果】 

① e-ラーニングの受講徹底を着実に進めつつ、理解度テスト(合格基準:正答率 80%以

上)の設定や、外国人研究者のための英語版教材を整備することにより、全職員が学

ぶべき基礎知識の習得と定着に寄与した。 

② 階層別研修の着実な実施によって、それぞれの役職に必要な専門スキルや人間力の

醸成を行い、今後のキャリア開発の意識付けに寄与した。事務職員については階層

別にニーズ調査を行い、各階層に求められる資質やリーダーシップを定義したこと

により、受講者のニーズや現状の課題に即した研修を実施することができた。また、

研修中にグループワーク等を通じて受講者同士の議論を充実させたことで、各階層

が抱える課題や問題意識を共有・認識させることができ、受講者が主体的に考える
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機会を設けることができた。 

③ プロフェッショナル研修は、パテントオフィサー(知的財産専門人材)の内部人材育

成強化に寄与した。 

④ 派遣研修においては、主体的に物事を考える契機とするため、国内外への派遣研修

先を拡大し、職員に新たなキャリアを積ませることにより、人材の強化を図った。  

 

 

＜イノベーションスクールにおける若手博士研究者等の育成＞ 

【実績】 

産業界を中心とした日本のオープンイノベーションを担う若手研究人材の育成に資する

ため、博士研究者及び大学院生へのキャリア支援として、講義・演習、博士研究者の企業

での長期研修、産総研での研究開発の 3 つのカリキュラムからなる若手研究人材の育成を

実施した。 

博士研究者を対象とする「イノベーション人材育成コース」においては、広い視野を持

ち自己の新たな可能性を見出すためのキャリアデザイン講習やイノベーティブな事業創出

に必要となる異分野連携力の養成を目的としたプログラム等、社会で即戦力として活躍す

ることを目指したイノベーションスクール独自の講義・演習を実施した。また、自身が希

望する研修先において研究開発の実態やマネジメントについて学ぶ長期企業研修や、研究

力の研鑽を目的とした産総研最先端研究への従事等で構成される 1 年間のプログラムを実

施した。 

大学院生を対象とする「研究基礎力育成コース」においては、研究者として自立するた

めに必要な研究力、人間力、連携力の 3 つの力を養成するための講義・演習と産総研での

研究開発からなる半年間のプログラムを実施した。 

具体的な実績は、以下のとおりである。 

・ 博士研究者を対象とする「イノベーション人材育成コース」における育成数は、平成

27 年度 14 名、平成 28 年度 18 名、平成 29 年度 15 名、平成 30 年度 15 名、令和元年

度 13 名(第 4 期中長期目標期間累計 75 名)である。本コースの特徴である企業研修(2

か月以上)では、それぞれのスクール生が希望する企業で、実際の研究開発の現場を

体験した。技術の橋渡しを通じて企業との繋がりの深い産総研の特色を生かし、多様

な業種の企業の協力を得ることで実施した。また、本コース修了生の就職率は、平成

27 年度 78.6%、平成 28 年度 77.8%、平成 29 年度 73.3%、平成 30 年度 73.3%であった。

なお、参考データとして文部科学省科学技術・学術政策研究所が平成 30 年 2 月に公

表した「ポストドクター等の雇用・進路に関する調査(2015 年度実績)」の結果では、

国内全体でポスドクから大学教員やその他の研究開発職等に職種変更した者の割合

は、平成 27 年度で 28.5%であり、本コース修了生の就職率は高水準であった。 

・ 大学院生向けのカリキュラムとして講義・演習および研究ユニットでの研究指導を行
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う「研究基礎力育成コース」における育成数は、平成 27 年度 17 名、平成 28 年度 28

名、平成 29 年度 28 名、平成 30 年度 40 名、令和元年度 28 名(第 4 期中長期目標期間

累計 141 名、年平均 28.2 名)であった。第 3 期中期目標期間の年平均 9.8 名に対して

著しく増加した。 

・ 上記のスクール生以外であっても、受講意欲の高い博士研究者と大学院生等について、

講義聴講生として平成 27 年度から平成 28 年度に計 7 名、29 年度 5 名、30 年度 6 名、

令和元年度 4 名を受け入れた。 

・ 平成 30 年度より、特徴的なカリキュラムとして、中鉢塾(理事長講義)を開催した。

講義内容は、数箇月にわたるグループワークにより課題発見とその解決のための提案

を実践するもので、企業経営者と研究組織の長を経験した理事長自らが若手人材を指

導することを通じて、長期的かつ俯瞰的な視野に立った決断をするための手がかりを

与えることを目的としている。 

・ 平成 29 年度には、イノベーションスクール修了生による同窓会組織「桜翔クラブ」

が発足し、平成 29 年度のスクール発足 10 周年の記念イベントや平成 30 年度からの

修了生によるサマースクール(平成 30 年度参加者 22 名、令和元年度 13 名)の自主開

催など、産総研を中心とする人的交流の拡大を継続的に支援した。 

【効果】 

イノベーションスクール制度発足から累計 518 名を育成し、うち 320 名の博士研究者に

ついては民間企業の技術開発の現場等で産学官の連携を実践できるイノベーション人材と

して活躍している。博士研究者を対象とする「イノベーション人材育成コース」修了生の

うち、民間企業に就職した割合は、平成 20〜26 年度の 7 年間の約 39%に対して、平成 27〜

30 年度の 4 年間では約 61.3%と著しく増加しており、企業等からのイノベーションスクー

ルへの期待が高まっていることを反映した結果である。イノベーションスクールの発足か

ら 10 年目に際し、イノベーションスクール事務局の支援により、修了生の同窓会組織「桜

翔クラブ」による記念イベントが自主的に開催された。異分野・異業種で活躍する修了生

ら約 100 名が一堂に会し、修了生間の縦と横の繋がりが増すきっかけとなった。さらに、

平成 30 年度から修了した大学院生らが人的ネットワークの拡大や参加者の相互刺激を目的

として「イノベーションサマースクール」を自主的に企画・開催するなど、修了生間での

交流や互いの意識を高め合う機会が設けられた。これらの修了生による自主的な活動は、

互いの成長を確かめ合うとともに、更なる自己研鑽のきっかけとなっており、将来の日本

の技術経営力の強化につながる人材を育成するという趣旨に沿った成果でもある。また、

分野を超えた人的ネットワークが共同研究にも展開されるなど、産総研を中心とした連携

にもつながった。 

修了生の所属企業と産総研との共同研究や修了年度を超えた修了生同士の情報交換など、

多様な技術分野を持つ研究者の人的ネットワークが拡充し、産総研を中心とした新たな連

携が生まれており、将来の新たなイノベーション創出に貢献することが強く期待される。 
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＜マーケティング機能体制強化のための海外派遣研修の実施＞ 

【実績】 

平成 28 年度より、事務職員のキャリアパスを踏まえた派遣研修として、海外でマーケテ

ィング手法等を習得することを目的とした海外派遣型マーケティング人材育成事業を実施

した。 

●派遣実績  

平成 28〜29 年度:フラウンホーファー・生産技術オートメーション研究所(IPA) 

(事務職員 1名) 

平成 29〜令和元年度:フランス国立科学研究センター(CNRS)(事務職員 1 名) 

令和元年度～令和 2 年度：ドイツ航空宇宙センター（DLR）（事務職員 1 名） 

【効果】 

海外の研究機関において技術マーケティングや研究連携等の業務に直接的に携わること

を通じ、外部との連携に関する知識やスキルの習得によるマーケティング人材の育成を行

うことで、産総研に必要な橋渡し人材の育成強化に寄与した。 

 

 

＜橋渡し機能の強化に繋がる多様な外部人材の登用＞ 

【実績】 

マーケティングを担う専門人材であるイノベーションコーディネータとして、民間企業

等外部機関からの人材の採用を拡大し、イノベーション推進本部、領域等、地域センター

における多様なマーケティング活動の活発化に応じ、それぞれ適した人材を内部、外部か

ら柔軟に登用した。外部人材においては、民間企業より平成 27 年度に 5 名、平成 28 年度

に 5 名、平成 29 年度に 3 名、平成 30 年度に 1 名、令和元年度に 7 名を新規に採用した。 

イノベーションコーディネータは、公設試等の人材を産総研イノベーションコーディネ

ータとして招聘した者も含め、平成 27 年度の 124 名から令和元年度には約 1.6 倍の 201 名

（令和 2 年 3 月時点）の体制に強化した。 

また、民間企業に雇用される者であって、当該企業への復帰を前提として産総研に在籍

出向し、産総研が特に必要と認める研究課題を推進する人材を特定集中研究専門員として

積極的に受け入れた。平成 27 年度の 68 名から、令和元年度には 175 名を受け入れた。 

【効果】 

企業との連携経験が豊富な内部人材等に加えて民間企業等での事業開発や地域における

連携活動に高い実績を持つ外部人材をイノベーションコーディネータとして登用すること

により、連携づくりを担う専門人材の大幅な拡充を行った。 

また、橋渡し研究におけるパートナー企業のニーズにより特化した研究開発を実施する
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ための「連携研究室または連携研究ラボ」設置の推進にあたり、民間企業からの研究者を

特定集中研究専門員として受け入れることにより、産総研の指揮命令が及ぶ研究開発体制

が構築でき、橋渡し機能の強化に繋がった。 

 

 

＜定年後の職員の内部登用等の実施＞ 

【実績】 

定年後の職員の内部登用のほか、今後の自己キャリアの可能性に関する意識を高めるこ

とを目的としたセカンドキャリア研修を実施するとともに、産総研職員が外部に新たな活

躍の場を発見するための再就職支援策に取り組んだ。具体的には、再就職希望で長年勤務

した応募者のうち一定条件を満たした者を認定し、認定者に対して再就職先のマッチング

を行う再就職支援事業を創設した。 

●セカンドキャリア研修参加者 

平成 30 年度：14 名 

令和元年度 ：15 名 

●早期退職募集制度への応募者（うち再就職支援者） 

平成 30 年度：4 名（4 名） 

令和元年度：8 名（8 名） 

【効果】 

職員の高年齢化が起きている状況下において、セカンドキャリア研修は職員自身の最適

なキャリア意識の醸成に寄与するとともに、今後本取組を継続することにより再就職を促

進し、人材の流動化に繋がると期待される。 

 

 

＜「女性活躍推進法行動計画」に基づく取組＞ 

【実績】 

●女性研究者の採用拡大に向けた取組 

第 4 期中長期目標に従い策定した「第 4 期中長期目標期間におけるダイバーシティ推進

策（以下、「ダイバーシティ推進策」とする）」に基づき、女性研究者の採用試験への応募

拡大に向けて積極的な広報活動を展開し、第 4 期中長期目標期間の累積採用者の女性研究

者比率は 18.8 %となり、第 4 期中長期目標期間の研究職における累積採用者の女性比率を

18 %以上にするという目標を達成した。 

具体的には、女性の大学院生・ポスドクの研究職就職への関心を高めるため、産総研に

在職する女性研究者と直接対話のできる懇談会や、研究現場の様子を知ることのできるラ

ボ見学ツアー等のプログラムからなるイベントを実施した。本イベントの参加者は、平成

28 年度:65 名(つくばで開催)、平成 29 年度:のべ 58 名(中部、つくばの 2 か所で開催)、平
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成 30 年度:46 名(つくばで開催)であった。このようなイベントを定期的に開催するための

産総研内の体制を整え、令和元年度についても継続して実施した（令和元年度参加者：31

名、つくばで開催）。他機関において同様なイベントが開催されたことに伴い、参加者が減

少しているが、参加者アンケートでは非常に満足度の高いイベントとなっていることから、

参加しやすい要件を検討し、次回開催の見直しを行っている。 

また、これらのイベントで蓄積された参加者情報を活用してイベント周知用のメーリン

グリスト(学生等登録者数 332 名（令和元年 12 月現在）)を整備し、所内 7 領域の関係者と

連携しつつ、学生向けのイベント等の情報を積極的に配信する体制を構築した。令和元年

度は、このメーリングリストを活用し、イベント情報だけではなく、産総研の情報発信も

行った。 

●女性職員の活躍支援 

第 4 期中長期目標に従い策定した「ダイバーシティ推進策」に基づき、女性職員の活躍

支援に向けた取組を実施し、管理職に占める女性比率は 6.1 %（令和元年 12 月現在）とな

り、第 4 期中長期目標期間中に管理職に占める女性比率を 5 %以上にするという目標を達成

した。 

具体的には、女性職員の活躍支援として、第 4 期中長期目標期間中は、毎年キャリア形

成支援研修を実施した。このほか、管理職の女性比率増加を目指した支援案として、令和

元年度には、筑波大学及び日本アイ・ビー・エム株式会社と連携して開催した異業種交流

会や、先進的な女性活躍支援プログラムとして行われた次世代リーダー育成研修への女性

職員派遣等、女性職員がキャリアを考える機会を増やす活動を行った。 

【効果】 

第 4 期中長期目標期間の累積採用者の女性研究者比率は 18.8 %（令和元年 12 月現在）と

なり、第 4 期中長期目標期間の研究職員における累積採用者の女性比率を 18 %以上にする

という目標を達成した。 

女性の大学院生・ポスドク向けイベントの開催により、イベント参加者の産総研インタ

ーンシップ等への参加申込みや、大学側から「女性研究者を増やす取組」として大学生・

院生向けに産総研を紹介する企画の相談が寄せられるなど、産総研への関心が一層高まっ

た。このようなイベントを通じて、次第に産総研の認知度が高まり、平成 30 年度の第 1 回

産総研研究職員公募においては、女性の応募者数が平成 29 年度に比べ約 1.8 倍に増加した。

研究職採用内定者の中には本イベント参加者もおり(平成 30 年度応募者 10 名(うち採用内

定者 5 名)、平成 29 年度応募者 4 名(うち入所者 2 名))、イベント参加が産総研で研究する

ことを選ぶきっかけとなるなど、女性研究者の採用増加に繋がった。なお、イベントの様

子は、平成 29 年度、平成 30 年度と 2 年連続で新聞に掲載され、産総研への関心を高める

きっかけとなった。 

また、管理職に占める女性比率については、6.1 %（令和元年 12 月現在）となり、第 4

期中長期目標期間中に管理職に占める女性比率を 5 %以上とし、次世代の女性管理職を育成
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するという目標を達成した。 

さらに、筑波大学、日本アイ・ビー・エム株式会社との間で異業種交流会を開催し、他

組織の先進的な研修に管理職一歩手前の層の女性職員を参加させるなど、次期に繋がる新

しい試みの契機となった。 

 

 

＜在宅勤務制度の導入＞ 

【実績】 

第 4 期中長期目標では、「男女がともに育児や家事負担と研究を両立するための具体的な

方策、女性の登用目標や必要に応じた託児施設等の整備等を含む具体的なプログラムの策

定」が掲げられており、この目標に従い「ダイバーシティ推進策」を策定した。 

具体的な取組として、本推進策に基づいて平成 27 年度より、育児にかかる時間的制約の

もとで働く職員の活躍を支援するための新たな選択肢として、通勤の負担を軽減させる在

宅勤務の試行的導入を実施した。この在宅勤務の試行的導入により、幹部層を含め産総研

内でその必要性が認められ、平成 28 年 10 月より、在宅勤務制度としての本格的な導入を

実現した（令和元年 12 月現在制度利用者：延べ 80 名）。 

●在宅勤務制度の利用者 

・ 平成 28 年度 12 名(女性職員 10 名、男性職員 2 名) 

・ 平成 29 年度 20 名(女性職員 15 名、男性職員 5 名) 

・ 平成 30 年度 23 名(女性職員 18 名、男性職員 5 名) 

・ 令和元年度 26 名(女性職員 17 名、男性職員 9 名) 

【効果】 

在宅勤務制度の導入は、育児による時間的制約のもとで働く職員への支援になるととも

に、男性の育児参画も後押しし、ワーク・ライフ・バランスの向上に貢献した。 

 

 

＜研究補助員雇用支援事業の実施＞ 

【実績】 

研究補助員の雇用支援事業に新たに着手した。 

具体的には、育児・介護等に関わる研究職員にとって、研究活動に充てる時間の不足に

よる研究業務の停滞が課題の 1 つとなっている。その支援として、外部資金「文部科学省

科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)」を

獲得し、平成 29 年度より、育児に関わる研究職員に対して研究補助員の雇用費支援事業の

試行を開始した(支援対象者:平成 29 年度 12 名、平成 30 年度 11 名)。 

令和元年度には、内部予算により本事業を継続し、育児のみならず介護によって時間制

約がある研究職員にも試行的に事業を展開した(支援対象者:令和元年度 13 名（育児 11 名、
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介護 2 名)）。育児に関しては当該事業の制度化を実現したほか、介護に関しては今後も試

行的に事業を実施し、制度化に向けて引き続き検討を進める。 

【効果】 

研究補助員の雇用支援事業を継続して実施（平成 29 年度～令和元年度）したことにより、

支援対象の研究職員が関わる研究業務の停滞の緩和が見られ、研究環境の改善に繋がり、

男女ともに働きやすい環境を構築することが期待できる。特に、これまで時間制約のある

傾向にあった女性職員の一層の活躍を増大させる環境整備・改善を促進した。なお、支援

対象者及び上長へのアンケート及びヒアリング結果においては、本事業の支援を受けた職

員のみならず、上長からも実質的な効果があった旨のコメントを得た。試行実施の結果、

本事業の有効性が認められた。本事業が制度化し、支援の継続が実現できたことに伴い、

支援対象に介護も加わり、さらに研究活動におけるライフイベントを計画的に捉えること

が可能となった。支援を受ける研究職員が安心して研究活動を実施する環境整備に資する

ことができた。 

 

＜外国人研究者の活躍支援のための取組＞ 

【実績】 

「ダイバーシティ推進策」の一環として、外国人研究者の活躍を支援するために情報発

信に力を入れた。具体的には、平成 27 年度より、英語で産総研の業務等を紹介するセミナ

ーの開催(年 2〜3 回)やニュースレターの配信(月 1 回程度)を行った。平成 29 年度には、

外国人受入担当者からの要望を受け、外国人の受入手続に関する説明会を地域センターに

て行った(3 か所)。また、関連部署と連携し、イントラの英語ページの充実も図った。 

平成 28 年度には、産総研公式ホームページの英語版に、産総研つくばセンターやその周辺

での生活に関するサポート等を紹介するコーナーを製作・公開し、トップページから情報

を得やすくした。 

令和元年度には、外国人研究者からの要望を受け、産総研における研究活動をスムーズ

に実施するために、外国人研究者の産総研におけるキャリアパスや、ライフイベントと研

究の両立に関するセミナーを実施した。 

【効果】 

英語コンテンツが不十分であり、情報が不足していたために問合せすらなかった状況で

あったが、計画的に英語コンテンツを充実させ、着実に情報発信をすることで、外国人研

究者や受入担当者に必要な情報が届き、セミナーやニュースレター等で情報提供した内容

に対する問合せが多く寄せられるようになった。 

産総研で働く外国人研究者数は年々増加しており(平成 27 年:96 名、平成 28 年:113 名、

平成 29 年:126 名、平成 30 年:137 名、令和元年：153 名(各年 4 月 1 日現在))、英語でのセ

ミナー開催や英文ニュースレターの配信等の取組は、日本語を母国語としない研究者にと

って働きやすい環境の整備に繋がった。 
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＜ダイバーシティの総合的推進の取組＞ 

【実績】 

「ダイバーシティ推進策」の一環として、産総研内だけでなく他機関との連携も踏まえ、

女性活躍推進をはじめとするダイバーシティを推進する活動を展開した。 

特筆すべき具体的な実績については、以下のとおりである。 

・ 平成 27 年度には、産総研における女性研究者採用の更なる拡大を目指した所内イ

ベント(ラボツアーや懇談会等)の実施、また、第 3 期中期目標期間までの期間及び

平成 27 年度に取り組んだ全国複数の研究教育機関が参加するダイバーシティ推進

ネットワーク構築等が主に評価され、ワーキングウーマン・パワーアップ会議が主

催する「女性活躍パワーアップ大賞」奨励賞を受賞した。 

・ 平成 28 年度には、女性活躍推進の取組と実績が認められ、公的研究機関で初めて、

女性活躍推進法に基づく認定マーク「えるぼし」(最上位の認定)を取得した。 

・ 平成 28 年度に筑波大学及び日本アイ・ビー・エム株式会社とともに共同実施機関

として採択された、文部科学省平成 28 年度科学技術人材育成補助事業「ダイバー

シティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)」(実施期間 6か年)の外部資金を活用

し、女性活躍推進法に則った活動として、育休等からの研究活動再開支援(育休か

らの復帰者面談、育児に関わる情報交換会、研究補助員の雇用費支援事業等)、次

世代キャリア支援(女性の大学院生・ポスドク向けイベント等)、及び、女性職員を

中心としたキャリア形成支援(エンカレッジ研修ならびに研修後の個別カウンセリ

ング等)等を実施した。 

・ 平成30年度には、所内のダイバーシティ推進のため、有識者である内永ゆか子氏(産

総研経営戦略会議委員、NPO 法人 J-Win(ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・

ネットワーク)理事長)によるダイバーシティ・マネジメントに関する講演会を開催

した。 

・ 全国20の研究教育機関をメンバーとするダイバーシティ・サポート・オフィス（DSO）

において、令和元年 9月まで（第 4 期通算 2.5 年）産総研理事が会長として、その

ほかの期間も幹事機関として参画した。 

・ 女性活躍推進法及び次世代育成支援推進対策法に基づく行動計画が令和2年3月31

日で終了することに伴い、次期行動計画を策定するために、状況把握と課題分析の

一環として、「ダイバーシティの推進に関するアンケート」を実施した（実施期間：

令和元年 9月 27 日～10 月 25 日）。 

【効果】 

文部科学省平成 28 年度科学技術人材育成補助事業「ダイバーシティ研究環境実績イニシ

アティブ(牽引型)」の外部資金獲得により、「第 4 期中長期目標期間におけるダイバーシテ

ィ推進策」で策定した項目の着実な実施(女性の大学院生・ポスドク向けイベント等)に加
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え、策定していない項目の実施(研究補助員の雇用費支援事業等)にも繋がり、当初の計画

以上にダイバーシティの推進を実現した。 

また、内永ゆか子氏の講演会には、性別を問わず、管理職を含む職員等 300 名超の出席

があり、女性活躍推進を含めた真のダイバーシティ・マネジメントの必要性の理解と意識

改革に繋がった。また、内永氏の依頼により、産総研理事長が産業界の次期女性リーダー

候補に向けて、産総研のダイバーシティ推進に関する取組について講演する機会が設けら

れ、産総研の存在感を高めることに繋がった。 

外部機関に認められる女性活躍推進の取組により、一般に長時間労働が難しいとされる

中堅女性職員を中心とする支援が実現した。また、講演会等の実施により、女性の登用促

進に関して職員の意識啓発が図られた結果、中堅女性職員が管理職として働きやすい職場

環境が整備された。 

外部機関との連携においても、産総研理事が会長を務めた機関以外も幹事機関として参

画し、DSO 参加機関におけるダイバーシティ推進を牽引する中心的役割を担った。 

「ダイバーシティの推進に関するアンケート」では、職員及び契約職員のうち 2,495 名

（38.4 %）の回答を得て、職員等の女性管理職登用に関する意識や、ワーク・ライフ・バ

ランス制度の理解や満足度について現状把握をすることができ、第 5 期中長期目標期間に

おけるダイバーシティ推進策の検討に寄与した。 
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Ⅰ．３．(３) 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 

【中長期目標】 

②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制の強化 

○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発

を担う体制を整備するものとする。 

○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減し、

研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。 

③ 適正な研究開発等の実施を確保するための体制の充実 

国民の負託を受けて信頼ある研究開発を実施していくために、国の指針等を踏まえ、適

切な法令遵守・リスク管理体制を適切に構築し、その実施状況について適切な方法により

社会に発信する。 

【中長期計画】 

② 世界最高水準の研究開発等を実施するための体制の強化 

・国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

特に世界的な競争の激しい研究領域を中心として、世界最高水準で挑戦的な研究開発を実

施するため、若手、女性、外国人研究者を含む国内外の多様なトップ・新進気鋭の研究者

や優れた技術を集結させる体制を整備する。 

・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減するため、

これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念できる環境を確

保するための仕組みや体制を整える。 

③ 適正な研究開発等の実施を確保するための体制の充実 

国民の負託を受けて信頼ある研究開発を実施していくために、国の指針等を踏まえ、適

切な法令遵守・リスク管理体制を適切に構築し、その実施状況について適切な方法により

社会に発信する。 

＜国際的に卓越した能力を有する人材の確保＞ 

【実績】 

従来の年俸制の給与では、理事又は研究ユニット長の平均年収を上限としていたが、「国

際的に卓越した能力を有する人材」の採用においては、年俸額の上限を引き上げて、領域

長の一定の裁量の下、他機関に対して競争力のある年俸を提示して職員を採用できる制度

を設けた。当該制度により、平成 29 年度から国際的に卓越した能力を有する人材を情報・

人間工学領域で 1 名採用している。 

また、令和元年度に設置したゼロエミッション国際共同研究センターにおいて、リチウ

ムイオン二次電池を開発するなどの比類ない研究業績を有する吉野彰氏（ノーベル賞受賞
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者）を研究センター長として登用した。 

【効果】 

情報・人間工学領域において、国際的に卓越した能力を有する人材を登用したことによ

り、国内外の英知の結集及び民間企業との連携が進み、人工知能分野の国際競争力が強化

された。 

また、地球環境問題の解決や化石燃料に頼らない社会の実現可能性を高めてきた人材で

ある吉野彰氏（ノーベル賞受賞者）を登用したことにより、世界の英知を集結する国際研

究拠点の構築と、それによるグローバルな研究開発の展開、研究機関間のアライアンス強

化等を通じ、革新的環境技術に関する基盤研究においてブレークスルー・テクノロジーの

創出の推進に寄与することが期待される。 

 

 

＜研究者が研究開発等の実施に注力するための研究支援人材の確保＞ 

【実績】 

研究現場における優秀なテクニカルスタッフの人材流出防止等を図る観点から、テクニ

カルスタッフ制度を平成 29 年度に一部見直した。具体的には、平成 29 年度より研究現場

のニーズを踏まえ、人件費確保状況の確認の下、俸給単価変更や同一研究ユニット内にお

ける別グループへの所属変更と、外部資金プロジェクトに専従しているテクニカルスタッ

フであっても、当初契約の最長雇用期間の範囲内においては業務を変更することを可能と

した。 

●制度利用件数 

平成 29 年度:106 件 

平成 30 年度:74 件 

令和元年度：123 件 

また、平成 30 年度には定年退職者の再雇用制度について、本部・事業組織等に限定して

いた業務を多様化し、研究推進組織において薬品管理・安全管理業務、論文校閲業務など

を行えるよう見直しを行った。令和元年度には本見直し後の運用を開始し、定年退職者を

研究推進組織に 34 名配属した。 

【効果】 

テクニカルスタッフの俸給単価変更等を認める制度へ見直したことにより、熟練した技

術を持つテクニカルスタッフを適切に処遇することが可能となり、研究現場を支えている

優秀な研究支援人材の流出防止を通じて研究現場の安定的な研究環境の整備に寄与した。 

また、研究者として豊富な経験を持った定年退職後の再雇用者が研究現場に入ることで、

より充実した研究支援が期待される。 
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＜研究資金の不正使用防止のためのガバナンスの徹底及び適切な調達の実施＞ 

【実績】 

研究資金の不正使用防止のためのガバナンスを徹底するため、第 4 期中長期目標期間中

の各年度、調達等合理化計画において「調達に関するガバナンスの徹底」を策定し、不祥

事の発生の未然防止・再発防止に取り組んだ。具体的には、毎年度、全職員を対象とした

研修(e-ラーニング)において「調達制度」及び「外部研究資金等の適正執行」を設定し、

全職員への調達ルールの周知・浸透を図った。 

特定国立研究開発法人に認められた公開見積競争を原則とする新たな随意契約方式であ

る「特例随意契約」を他機関に先駆けて導入し、平成 29 年 10 月 1 日から運用を開始した。

特例随意契約の導入により、調達の競争性及び透明性を確保しつつ、調達請求から契約締

結までの期間を約 40 日から約 20 日に短縮した。また、研究者が作成する調達事前調査票

を省略することにより、研究者の調達請求にかかる負担を軽減した。 

特例随意契約の実績は、平成 29 年度 891 件、平成 30 年度 1,368 件、令和元年度 1,311

件（令和 2年 1 月）であった。 

【効果】 

全職員が研修(e-ラーニング)を受講したことにより、コンプライアンス意識の向上が図

られた。 

特例随意契約の導入に伴う契約締結までの期間短縮による効果は、平成 29 年 10 月から

令和 2 年 1 月までで延べ約 71,400 日(契約件数 3,570 件×約 20 日)となり、研究開発の促

進に寄与した。また、調達事前調査票の作成省略は、1 件あたり 1 時間の作業時間削減とな

り、平成 29 年 10 月から令和 2 年 1月までで約 3,570 時間(契約件数 3,570 件×1 時間)の研

究者の事務作業にかかる負担が大幅に軽減された。 

 

 

＜調達制度改善に向けた取組＞ 

【実績】 

研究者の事務作業に係る負担軽減に向けて、特例随意契約制度の改善に向けた取組を実

施した。具体的には、平成 30 年度に内閣府に対して、特例随意契約の導入にあたり、求め

られるガバナンスの徹底の状況について、詳細に報告した。あわせて、契約金額の分布比

較を行い、導入効果について意見交換を行った。さらに、特例随意契約の上限額を現在の

500 万円から 1,000 万円に引き上げるよう制度改善の要望を行った。 

令和元年度においては、内閣府・総務省共催による「研究開発法人における業務運営に

関する検討会」で、産総研の運用実態を報告し、今後の制度拡充の検討に貢献した。また、

同検討会から改善の意見が出された運用等については、適正な運用に資するため、規程等

の改正を行った。 

【効果】 
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関係省庁で、特例随意契約の上限額の引き上げについて検討の動きがみられ、今後改善

が図られることが期待される。これにより特例随意契約の対象案件がさらに拡大すること

で、契約締結までの期間短縮による迅速な調達の実現に繋がり、研究成果の早期発現が見

込まれる。 

 

＜適正な研究開発等の実施を確保するための体制の充実＞ 

【実績】 

●研究不正への対応強化による法令順守及びリスク管理 

平成 26 年度に策定された「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」

(文部科学省)を踏まえ、平成 27 年度に産総研の研究不正への対応に関する規程を改正した。 

具体的には、研究者倫理統括者の役割及び責任を明確化するとともに、特定不正行為(ねつ

造、改ざん、盗用)等の疑惑が生じたときの調査手続き及び方法を整備し、改正した規程を

公式ホームページにて公開した。 

平成 30 年度には、研究公正に関する情報共有及び意見交換等を目的とし、内閣府におい

て新設された「研究公正関係府省会議」の「国立研究開発法人部会」に参加し、産総研に

おける研究公正に関する取組等について、情報提供を積極的に行う等、行政機関による研

究公正に係る取組に協力した。 

令和元年度には、研究不正に係る社会情勢の変化等を踏まえ、研究不正への対応に関す

る規程を再度改正し、特定不正行為に加えてそれ以外の研究倫理から逸脱した行為(不適切

なオーサーシップ等)への対応及び研究倫理教育の受講義務を明記した。また、研究のトレ

ーサビリティを確保する観点から、研究で得られたデータや試料等の管理方法及び体制等

に関する新たなルールを策定するため、産総研内にワーキンググループを組織し、検討を

行った。 

●コンプライアンス推進に関する取組の情報発信 

平成 28 年度より産総研の広報誌「産総研レポート」において、産総研におけるコンプラ

イアンスの推進及び研究活動における不正行為防止のための取組を紹介した。 

また、平成 29 年度に「国立研究開発法人協議会」（国研協）に産総研の主導により設置

された「コンプライアンス専門部会」（以下、「専門部会」という。）の専門部会長及び事務

局を担い、平成 30 年度より国研協専門部会において、産総研の「コンプライアンス推進週

間」に関する取組を紹介し、国研協におけるコンプライアンスに関する活動を牽引した。 

さらに、令和元年度には、公式ホームページに「コンプライアンス推進週間」を紹介す

るページを新設し、コンプライアンス推進に関する取組を積極的に情報発信した。 

【効果】 

国のガイドラインを踏まえ、研究不正への対応に関する規程を整備したことにより、適

正な研究開発の実施が確保された。また、不正行為防止のための取組等を社会に向けて積

極的に発信することにより、産総研の研究活動・成果の透明性及び信頼性が確保された。 
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また、産総研におけるコンプライアンス推進に関する取組について、積極的に対外発信

することによって、社会からの信頼性が確保されるとともに、職員一人ひとりの、社会に

対する責任感を醸成することに繋がった。 

 

  

-222-



 

 

Ⅱ．３． 適切な調達の実施 

【中長期目標】 

調達案件については、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札を

原則としつつも、随意契約できる事由を会計規程等において明確化し、「調達等合理化計画」

に基づき公正性・透明性を確保しつつ、合理的な調達を実施するものとする。 

【中長期計画】 

調達案件については、一般競争入札等(競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性のな

い随意契約は含まない。)について、真に競争性が確保されているか、主務大臣や契約監視

委員会によるチェックの下、契約の適正化を推進する。「独立行政法人改革等に関する基本

的な方針」(平成 25 年 12 月 24 日閣議決定)を踏まえ、一般競争入札を原則としつつも、研

究開発型の法人としての特性を踏まえ、契約の相手方が特定される場合など、随意契約で

きる事由を会計規程等において明確化し、「調達等合理化計画」に基づき公正性・透明性を

確保しつつ合理的な調達を実施する。 

第 3 期から継続して契約審査体制のより一層の厳格化を図るため、産総研外から採用す

る技術の専門家を契約審査に関与させ、調達請求者が要求する仕様内容・調達手段につい

ての技術的妥当性を引き続き検討するとともに、契約審査の対象範囲の拡大に向けた取り

組みを行う。 

＜契約監視委員会による事後点検＞ 

【実績】 

第 4 期中長期目標期間中の各年度において、外部有識者等により構成される契約監視委

員会を開催し、「調達等合理化計画」の策定に係る審議をするとともに、一者応札となった

一般競争入札等のほか、第 4 期中長期目標期間に予定していなかった実績として、競争性

のない随意契約及び特例随意契約(平成 29 年度から)の妥当性についても事後点検を実施し

た。 

【効果】 

各年度、契約監視委員会委員より、一者応札となった一般競争入札等のほか、第 4 期中

長期目標期間に予定していなかった競争性のない随意契約及び特例随意契約の全案件につ

いても、「適切な調達手続が実施されており、妥当である。」との判断が示された。特に、

競争性のない随意契約については、平成 27 年 10 月の規程化後、随意契約とした理由が新

たな事由に合致しているかをより厳正に点検した結果、随意契約であることの妥当性が担

保された。 

また、毎年度、契約監視委員会の点検による意見・指導等を、所内の全国会計担当者連

絡会議において調達担当者に周知し、各担当者の理解を深化させたことで、適正かつ着実

な調達業務の実施及び調達業務の合理化(競争性確保のため数件に分けていた入札につい

て競争性を確保しつつ一本化)が図られた。 
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＜適切な公告期間の設定＞ 

【実績】 

第 4 期中長期目標期間中の各年度において、入札参加者の拡大に向けて、調達の迅速化

を考慮しつつ、事業者が契約内容を検討するのに必要な期間（公告日から入札日までおお

よそ 20 日以上）を確保した。 

【効果】 

入札参加者の拡大に向けて事業者が契約内容の検討に十分な期間を確保したことにより、

「検討する期間、必要書類作成の期間が短いために入札に参加できない。」旨の苦情等は一

切発生しなかった。 

 

 

＜随意契約における適切かつ合理的な調達の実施＞ 

【実績】 

産総研の研究開発業務を考慮し、公正性・透明性を確保した合理的な調達を可能とする

「随意契約によることができる事由(19 項目)」を、平成 27 年 10 月 1 日付で規定化した。

これにより、随意契約件数は、規定化前の平成 26 年度件数 69 件に対し、規定化後は、平

成 27 年度 320 件、平成 28 年度 794 件、平成 29 年度 860 件、平成 30 年度 860 件、令和元

年度 715 件（令和 2 年 1 月）であった。 

【効果】 

随意契約によることができる事由(19 項目)の規定化により、従来の公募随意契約により

要していた公募期間(約 20 日)が不要になり、調達請求から契約までの期間短縮(約 30 日→

約 10 日)が図られた。 

 

 

＜契約審査役による審査の強化＞ 

【実績】 

産総研が行う契約に対する公正性、透明性、合理性を確保するため、民間企業の調達等

について専門的な知見を有する契約審査役を雇用(平成 27 年度から平成 29 年度までは各年

度 5 名、平成 30 年度からは各年度 3 名)し、質の高い発注仕様や、妥当な選定理由及び調

達手段となっているか等の契約審査を行った。 

また、調達業務遂行能力の向上を目的に、全事業所等の調達担当等を対象に、契約審査

役による契約審査の着眼点や適正な仕様書作成ノウハウについて伝授・指導する講習会を

毎年度実施した。 

【効果】 

調達請求者が要求する仕様内容・調達手段について、契約審査役が厳重な審査・点検を

行うことによって、公正性・透明性を確保しつつ、合理的な調達が実施できた。 
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また、講習会を通じて、契約審査役がこれまで培ってきた経験やノウハウを全事業所・

地域センターの調達担当者や研究支援担当者にまで伝授・指導することにより、質の高い

仕様書や選定理由書の作成方法、公正性・透明性・妥当性のある調達手段の選択判断など

の事例が広く伝搬され、調達業務の適正化が図られた。 

 

 

＜契約審査役による審査対象範囲の拡大＞ 

【実績】 

地域センターでは、つくばセンター各事業所と比較して政府調達案件が少ない傾向にあ

り、契約審査役の契約審査を受ける機会が少ない。このため、更なる契約事務の適正化に

向けて、毎年度、地域センターの契約審査の基準額を低くし、対象範囲を拡大した上で、

契約審査役による指導・助言を行い、審査を強化した。 

【効果】 

契約審査役による契約審査の対象範囲を拡大することにより、より多くの指導・助言を

受けることで、公正性・透明性を確保した合理的な調達が実施できた。 

 

 

＜新たなインターネット調達システムの導入＞ 

【実績】 

第 4 期中長期目標期間に予定していなかった実績として、公正性・透明性を確保しつつ

調達業務の効率化・迅速化の推進を実現するため、瞬時に価格比較が可能な新たなインタ

ーネット調達システムの導入を平成 29 年度に決定した。 

本システムは、令和元年度において、一般競争入札により契約相手先を決定した上で、

令和 2 年 3 月に導入し、4 月から本格稼働する。なお、本システムにおける購買サイトは、

現在の 7 サイトから 9サイトに拡充する。 

【効果】 

調達ルールに則した価格比較機能を有する新たなインターネット調達システムを導入す

ることにより、注文までに要する時間が、現在のインターネット調達の約 5 分から約 1 分

となる見込である。平成 30 年度のインターネット調達件数の実績 62,538 件で比較すると、

約 4,170 時間の短縮が図られ、研究者の事務作業にかかる負担が軽減される見込である。 
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Ⅱ．５． 業務の効率化 

【中長期目標】 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、

一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費（人件費を除く。）の合計について前年度比 1.36％

以上の効率化を図るものとする。ただし、平成 27 年度及び 28 年度においては、平成 27 年

4 月に定めた業務の効率化「一般管理費は毎年度 3％以上を削減し、事業費は毎年度 1％以

上を削減するものとする。」に基づく。 

 なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとする。

給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規定、俸給表及び総人件費を公

表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。 

【中長期計画】 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、

一般管理費(人件費を除く。)及び業務費(人件費を除く。)の合計については前年度比 1.36%

以上の効率化を図るものとする。ただし、平成 27 年度及び 28 年度においては、平成 27 年

4 月作成における業務の効率化「一般管理費は毎年度 3%以上を削減し、業務経費は毎年度

1%以上を削減するものとする。」に基づく。 

なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとする。

給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費を公

表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。 

＜役職員の給与水準の公表による国民に対する説明責任＞ 

【実績】 

毎年度、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程(俸給表を含む)、職員給与及び総人件

費の状況等について、「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等に

ついて(ガイドライン)」(平成 15 年 9 月 9 日付け総務大臣)に基づき、公式ホームページに

公表した。 

●ラスパイレス指数 

平成 26 年度(平成 27 年度公表)研究職員:103.0 事務職員:104.5 

平成 27 年度(平成 28 年度公表)研究職員:103.1 事務職員:104.2 

平成 28 年度(平成 29 年度公表)研究職員:103.3 事務職員:102.6 

平成 29 年度(平成 30 年度公表)研究職員:102.5 事務職員:101.4 

平成 30 年度(令和元年度公表)研究職員:102.2 事務職員:100.8 

【効果】 

役職員の給与水準を公表することにより、産総研の運営の透明性を確保し、国民に対す

る説明責任を果たした。 
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Ⅲ. 財務内容の改善に関する事項 

【中長期目標】 

運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標で定めた事項に配慮した中

長期計画の予算を作成し、効率的に運営するものとし、各年度期末における運営費交付金

債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、減少に向けた努力を行うこととする。また、

保有する資産については、有効活用を推進するとともに、不断の見直しを行い保有する必

要がなくなったものについては廃止等を行う。 

 さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取組を推進することとし、「平成 25 年

度決算報告」（平成 26 年 11 月 7 日会計検査院）の指摘を踏まえた見直しを行うほか、「独

立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）等既往の閣議

決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施するものとする。特に、「独

立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させるため、

自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加見込額

を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経費に充

てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。」とされていること

を踏まえ、本中長期目標の考え方に従って、民間企業等からの外部資金の獲得を積極的に

行う。 

【中長期計画】 

目標と評価の単位である事業等のまとまりごとにセグメント区分を見直し、財務諸表にセ

グメント情報として開示する。また、事業等のまとまりごとに予算計画及び執行実績を明

らかにし、著しい乖離がある場合にはその理由を決算書にて説明する。 

保有する資産については有効活用を推進するとともに、所定の手続きにより不用と判断し

たものについては、適時適切に減損等の会計処理を行い財務諸表に反映させる。 

さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取り組みを推進することとし、「平成 25

年度決算検査報告」(平成 26 年 11 月 7 日)会計検査院)の指摘を踏まえ、関連規程の見直し、

研究用備品等の管理の適正化を図るために整備した制度・体制について、フォローアップ

を実施するとともに、必要に応じて見直しを行う。 

＜財務諸表におけるセグメント情報の開示＞ 

【実績】 

財務諸表において、適切にセグメント情報を開示し、予算計画及び執行実績を公表した。 

具体的には、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成 25 年 12 月 24 日閣議決

定)及び「独立行政法人会計基準」(平成 27 年 1 月 17 日改訂)に従い、セグメント区分を第

4 期中長期計画における事業等のまとまりごとに見直した。見直し後のセグメント情報につ

いては、平成 27 年度の財務諸表より開示するとともに、決算報告書においても予算計画及

び執行実績に反映し、正確に公表した。 

また、独立行政法人会計基準の改訂を踏まえ、平成 28 年度より、運営費交付金の収益化
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基準を「費用進行基準」から、管理部署以外については原則「業務達成基準」とし、管理

部署については、「期間進行基準」に変更することによって、業務と予算の対応関係を明確

にした。 

【効果】 

見直し後のセグメント情報に基づき、運営費交付金の執行状況を定期的に調査し、早期

執行を促すため、各年度において四半期ごとの予算執行計画を策定し、理事長以下幹部が

出席する会議に報告した。 

これにより、各種状況変化に伴って発生する不用額を早期に検知し、領域等への適正な

追加配分の実施が可能となることで、効率的かつ効果的な予算執行に繋がった。 

また、セグメント情報の開示及び決算報告書については、第 4 期中長期計画における事

業等のまとまりごとに区分し、わかりやすい形で適切に情報開示することにより、透明性

を向上させた。 

 

 

＜不用資産の有効活用及び適正な会計処理の推進＞ 

【実績】 

不用資産については、有効活用を図るとともに、減損・除却等の会計処理を適切に行っ

た。 

具体的には、資産使用者及び資産管理者が使用しないと判断した資産の利活用促進のた

め、不用備品有効活用システム(通称:「リサイクル掲示板」)を第 4 期中長期目標期間中に

継続して運用した。また、新たな取組として、資産の有効利用を推進するため、平成 27 年

度から公式ホームページを活用し、所外に向けリユース先を募集する「外部需要調査」を

開始した。再利用先がなかった資産については、速やかに除却等の措置をとるとともに、

建物等の重要な資産については減損の兆候の把握や減損の認識に努め、財務諸表に注記す

る等、適切な会計処理を行った。 

【効果】 

第 4 期中長期目標期間中に実施した不用備品リユースの取組により得られた効果は次の

とおりである。 

・所内リユース数: 2,778 件（令和元年 12 月現在） 

所内リユースによる経費削減額※:約 1,265,913 千円（令和元年 12 月現在） 

※所内リユースをせず新たに購入した場合を想定した額を経費削減額として積算 

・所外リユース数: 239 件（令和元年 12 月現在） 

所外リユースによる売却額: 19,508 千円（令和元年 12 月現在） 
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＜研究用備品管理の適正な実施＞ 

【実績】 

研究用備品等の管理制度・体制を継続・維持し、適正に管理を行った。 

具体的には、研究用備品等の管理の適正化を図るために平成 26 年度から平成 27 年度に

かけて整備した制度・体制「資産の定期的な棚卸の適切な実施」、「職員に対する研修等の

実施」、「不用資産の外部譲渡の検討を行う仕組みの整備」のフォローアップとして、第 4

期中長期目標期間中に次の取組を実施し、一部見直し等を行った。 

資産の棚卸については、産総研が保有する研究用備品等に電子タグを貼付し、毎年度、

事務担当者がハンディーリーダー(電子タグ読み取り機)による読み取りを行うことで、13

万点から 15 万点に及ぶ膨大な資産等の棚卸作業を実施した。管理が適正でなかった研究用

備品等については、その原因究明や所在不明物品の追跡調査を実施する等のフォローアッ

プを適時適切に行った。 

平成 30 年度には、棚卸業務全体の作業負荷低減を目的として、取得から 10 年以上経過

し、耐用年数も経過した資産等のうち、再利用できない不用資産は、廃棄にかかる手続き

の一部を簡略化するなど、不用資産の廃棄を促進する不用資産削減キャンペーンを実施し、

棚卸対象資産の件数を削減した。また、従来の事務担当者による確認方法(電子タグ読み取

り)に加え、事務担当者以外でも簡易読み取りが可能な軽量・小型の読み取り機によるバー

コード読み取り方法の導入、棚卸開始時期の見直し(約 1.5 ヶ月の繰り上げ)を行った。 

研究用備品等の適正管理を目的として、毎年度、全職員を対象とした「資産の管理・使

用について」の研修(e-ラーニング)を実施した。加えて、平成 30 年度には、事務担当者を

対象とした「資産管理に関する勉強会」(参加者 73 名)を開催した。 

 不用資産の外部譲渡の検討を行う仕組みとして、平成 27 年度から公式ホームページを活

用し、所外に向けリユース先を募集する「外部需要調査」を開始し、資産有効利用を推進

した(再掲)。 

平成 28 年度には、他機関から借り受けている研究用備品等の管理ルールを策定するとと

もに、所内一斉調査により管理台帳を整備し、適切な管理体制を構築した。平成 29 年度に

は、他機関、特に国の委託事業で取得した研究用備品等を一元管理する「借受情報管理シ

ステム」を新たに構築し、借り受け等の各種手続の進捗状況が共有できる環境を整備して

平成 30 年度から本格的に運用を開始した。 

また、減価償却計算における償却可能限度額を「取得価額の 95%相当額」としてきたが、

民間企業及び多くの独立行政法人と同一基準である「残存価額 1 円」までの償却とすべく、

会計監査人との協議を重ね、承認を得ることができた。これにより平成 29 年度に有形固定

資産等管理要領を改正した。 

【効果】 

毎年度の資産の棚卸や研修等を通して、研究用備品等の適正管理にかかる使用者の意識

が向上するとともに、管理の適正化が図られ、保有資産の状況を財務諸表に反映させるこ
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とができた。 

平成 29 年度には、有形固定資産の残存価額を 1 円とする減価償却計算を用いることによ

り、民間企業及び多くの独立行政法人が適用している計算基準に合わせて財務諸表上の資

産総額を明らかにし、国民に対してより適切な情報開示に基づく説明責任を果たすことが

できた。 

また、平成 30 年度に実施した不用資産削減キャンペーンによる 2,000 点以上の保有資産

の軽減と、新たな棚卸方法の導入、棚卸開始時期の繰り上げは、棚卸業務全体の作業負荷

低減に繋がった。 
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Ⅶ．２． 業務運営全般の適正性確保及びコンプライアンスの推進 

【中長期目標】 

産総研が、その力を十分発揮し、ミッションを遂行するに当たっては、調達・資産管理、

研究情報管理、労務管理、安全管理などを含む業務全般や公正な研究の実施について、そ

の適正性が常に確保されることも必要かつ重要である。このため、研究者中心の組織にお

いて業務が適正に執行されるよう、業務執行ルールの不断の見直しに加え、当該ルールの

周知徹底、事務職員による研究者への支援・チェックの充実、包括的な内部監査等を効率

的・効果的に実施するものとする。 

また、コンプライアンスは、産総研の社会的な信頼性の維持・向上、研究開発業務等の

円滑な実施の観点から継続的に確保されていくことが不可欠であり、昨今その重要性が急

速に高まっている。こうした背景やこれまでの反省点等も踏まえ、コンプライアンス本部

長たる理事長の指揮の下、予算執行及び研究不正防止を含む産総研における業務全般の一

層の適正性確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業務を推進するものとする。 

 さらに、「橋渡し」機能を抜本的に強化していくに当たっても、適切な理由もなく特定企

業に過度に傾注・依存することは避ける必要がある。このため、国内で事業化する可能性

が最も高い企業をパートナーとして判断できるような適切なプロセスを内部に構築すると

ともに、コンプライアンス遵守に向けた体制整備等、ガバナンスの強化を図るものとする。

【中長期計画】 

産総研が、その力を十分発揮し、ミッションを遂行するに当たっては、調達・資産管理、

研究情報管理、労務管理、安全管理などを含む業務全般や公正な研究の実施について、そ

の適正性が常に確保されることも必要かつ重要である。このため、研究者中心の組織にお

いて業務が適正に執行されるよう、業務執行ルールの不断の見直しに加え、当該ルールの

周知徹底、事務職員による研究者への支援・チェックの充実、包括的な内部監査等を効率

的・効果的に実施する。 

また、コンプライアンスは、産総研の社会的な信頼性の維持・向上、研究開発業務等の

円滑な実施の観点から継続的に確保されていくことが不可欠であり、昨今その重要性が急

速に高まっている。こうした背景やこれまでの反省点等も踏まえ、コンプライアンス本部

長たる理事長の指揮の下、予算執行及び研究不正防止を含む産総研における業務全般の一

層の適正性確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業務を推進する。 

さらに、「橋渡し」機能を抜本的に強化していくに当たっても、適切な理由もなく特定企

業に過度に傾注・依存することは避ける必要がある。このため、国内で事業化する可能性

が最も高い企業をパートナーとして判断できるような適切なプロセスを内部に構築する。 

加えて、コンプライアンス遵守に向けた体制整備等、ガバナンスの強化を図る。具体的に

は次の措置を講ずるとともに、必要に応じて不断の見直しを行う。 

業務執行については、調達・資産管理、委託研究、共同研究、旅費に係るルールを平成

26 年度に厳格化したところ、毎年度、そのルールを全職員に対し周知徹底する。また、研
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究ユニットにおける事務手続に対応する支援事務職員を配置する等のサポート体制を維持

するとともに、毎年度、その執行状況をチェックする。 

同時に、内部監査においても、テーマごとの監査に加え、研究ユニットごとの包括的監

査を実施する。 

また、研究不正の防止のための研修を毎年度実施するとともに、研究記録の作成、その

定期的な確認及びその保存を確実に行う。 

＜リスク管理及びコンプライアンスの推進＞ 

【実績】 

●平成 27 年度 

理事長の指揮の下、予算執行及び研究不正防止を含む産総研における業務全般の一層の

適正性確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業務を推進した。 

具体的には、平成 26 年度から「コンプライアンス推進委員会」(委員長:理事長)を毎週

開催し、産総研内で発生したリスク事案を報告するとともに対応方針を決定し、関係部署

に対して再発防止策の策定や関係機関への対応等具体的な指示を出すことにより、リスク

事案の迅速な解決に努めた。加えて、平成 30 年度からは監査室と連携し、内部監査におけ

る指摘事項についても同委員会で報告するとともに、当該指摘事項について、その後の改

善状況等を確認する等、リスク管理の更なる強化に努めた。 

第 4 期中長期目標期間中に同委員会へ報告したリスク事案のうち特に重大な事案である

として、公式ホームページにおいて公表した「外部資金等における不適切な経理処理(公表

日：平成 27 年 6 月 26 日)」及び「研究費の不正使用(公表日：平成 28 年 6 月 10 日)」につ

いては、不正の疑惑が生じた段階で、直ちに調査委員会を設置し、事実の全容解明に努め

るとともに、資金提供元等関係各機関への報告、関係者の処分及び公表等、一連の手続き

について、適切かつ迅速な対応を行った。 

また、同様の事案が発生しないよう職員へ周知徹底を図るとともに、不正使用の事例を

具体的に盛り込んだ研修の実施、外部研究資金の適正執行に係る説明会の開催、調達手続

きに係るマニュアルの充実及び研究費の使用に関する相談窓口の設置等、徹底した再発防

止に努めた。 

●平成 28 年度 

コンプライアンス意識向上のための普及啓発活動の一環として、コンプライアンス推進

本部の職員が産総研内の各事業所や地域センター等に出向き、コンプライアンスの基本や

コンプライアンス違反事例について紹介する研修(出張研修)を開始した。また、業務の適

正性を確保するために、お助け隊(研究費の使用に関して、研究者が気軽に相談できる体制)

を産総研内の各事業所及び地域センター等に整備した。 

●平成 29 年度 

国立研究開発法人のリスク管理機能を向上させること等を目的として、「国立研究開発法

人協議会」(国研協)に「コンプライアンス専門部会」を新設することを産総研が主導し、
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実現させるとともに、専門部会長及び事務局を担い、国立研究開発法人全体のコンプライ

アンス推進に貢献した。 

●平成 30 年度 

役職員等のコンプライアンス意識の更なる向上等を目的として、「コンプライアンス推進

週間」を設定し、コンプライアンスの 3 要素(関係法令・一般法令の遵守、産総研ルールの

遵守、倫理・社会的規範に基づく行動)等を記載したコンプライアンスカード及びコンプラ

イアンス違反事例等を分かりやすく紹介したハンドブックを作成・配布するとともに、幹

部・管理者向けの特別研修を実施した。さらに、部署毎に主体的な取組事項を決定して実

施し、実施内容を理事長に報告するとともにイントラにて公開し、全部署にて共有した。 

また、国研協コンプライアンス専門部会において、「コンプライアンス推進週間」の合同

実施を提案し、実現させた。 

●令和元年度 

「コンプライアンス推進週間 2019」の取組の一環として、外部の専門家を招き、幹部を

対象とした特別研修(題目:「あらゆる組織に共通するコンプライアンスの本質～法令違反

ではないのに何故批判されるのか？」)を実施した。また、e-ラーニング及び階層別研修に

おいて、コンプライアンス研修を義務化し、役職員等のコンプライアンス意識の更なる向

上等を図った。e-ラーニングの受講率は 100%を達成した。さらに、国研協コンプライアン

ス専門部会においては、「コンプライアンス推進週間」を合同で実施するとともに、コンプ

ライアンス実務担当者向けの研修を実施し、国立研究開発法人全体のコンプライアンス推

進に貢献した。 

【効果】 

毎週開催している「コンプライアンス推進委員会」において決定されたリスク事案の対

応方針を踏まえ、関係部署へ適切な指示を行うことにより、関係部署での対応が迅速かつ

適正に行われるようになるとともに、令和元年度のリスク事案の 1 件当たりの平均処理日

数は、平成 27 年度と比べて約 19.6 日（平成 27 年度:68.4 日、令和元年度:48.8 日（令和

元年 12 月末時点））短縮された。 

また、研究費の不正使用の再発防止策、普及啓発活動、業務の適正性確保のための体制

整備及び「コンプライアンス推進週間」の設定により、一人ひとりがコンプライアンスに

ついて考える機会が増え、コンプライアンス意識の向上に繋がった。 

さらに、産総研主導により、国研協に設置された「コンプライアンス専門部会」の部会

長及び事務局として「コンプライアンス推進週間」の合同実施等、国立研究開発法人全体

のリスク管理機能の更なる向上及びコンプライアンスの推進に貢献したことは、当初の目

標を上回る顕著な成果である。 
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＜研究不正の防止に向けた取組＞ 

【実績】 

●平成 27 年度 

研究不正の防止に向けた取組として、研究者倫理に関する e-ラーニングの導入、新たな

研究記録制度の導入、剽窃探知オンラインツールの導入、出張研修による研究不正防止に

関する教育等を実施し、コンプライアンス遵守に向けた体制整備を図った。 

具体的な取組は、以下のとおりである。 

平成 26 年度から実施している研究者倫理に関する e-ラーニングを継続して実施した。 

平成 27 年度には、産総研における研究の真正性を確保するため、全研究職員等に対する

研究記録の義務化、上長による四半期毎の検認等、新たな研究記録制度を整備して導入し

た。 

また、研究論文の不正行為(剽窃、盗用等)の防止策として、剽窃探知オンラインツール

を導入した。 

●平成 28 年度 

出張研修において、研究不正防止に関する教育を役職員等に対して行った。また、研究

ノートの情報を研究所全体で効率的かつ厳重に管理するため、一括管理する台帳を研究ノ

ート記録システムとして稼働させるとともに、イントラ上のマニュアルや FAQ を整備、更

新する等により当該制度の周知、徹底を図った。これにより、上長による研究記録の検認

の確実な実施と、研究ノートの紛失及び消失の防止に繋げた。 

●平成 29 年度 

これまで紙若しくは電子媒体とされていた研究情報の記録媒体を、電子媒体に一元化す

るとともに、研究の進捗に応じた適切な確認時期を設定する等、研究記録制度の見直しを

実施し、研究記録制度をより適正かつ効率的に運用した。 

●平成 30 年度 

「コンプライアンス推進週間」の取組の一環として、幹部を対象とした研修(題目：「史

上空前の論文捏造」は私たちに何を問いかけているのか？、講師：村松秀氏(NHK チーフ・

プロデューサー))及び研究推進組織の管理職を対象とした研修(題目：みんなで考える研究

者倫理、講師：研究倫理・規範政策担当理事)を実施し、研究倫理について考える機会を設

けた。また、研究記録制度については、研究ノート記録システム上においてログインシス

テムやパスワードの発給方法を変更する等セキュリティ強化を図るとともに、イントラの

英語ページの拡充、表示方法を見直しする等による産総研に在籍する外国人研究者に対す

る理解と利便性向上を図った。 

●令和元年度 

e-ラーニング及び階層別研修においてコンプライアンス研修を義務化した。e-ラーニン

グの受講率は 100%を達成した。また、「コンプライアンス推進週間 2019」の取組の一環と

して、研究推進組織の管理職を対象とした研修(講師：研究倫理・規範政策担当理事)を実
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施するとともに、職員等の研究活動における倫理観を高めるための研究者倫理ハンドブッ

クを作成及び配布した。さらに、研究記録については、研究ノートに記載された知的財産

権に係る情報を保全するという観点から、研究ノート記録システムのセキュリティ強化に

努めるとともに、研究現場の要望等を踏まえ、イントラ上のマニュアルや FAQ の見直しを

行い、当該制度の適正かつ安定的な普及と浸透を実現した。 

【効果】 

研究者倫理に関する e-ラーニングの継続実施及び研究推進組織の管理職を対象とした特

別研修の実施等を通じ、職員の研究不正に対する意識が維持・向上に繋がった。また、研

究記録制度の整備・見直し及び剽窃探知オンラインツールの導入により、研究記録の改ざ

ん、自己剽窃及び引用元の不明記等を防ぐことによって、産総研が発信する研究成果の信

頼性が向上した。さらに、共同研究相手等の研究パートナーからの信頼獲得に繋がること

が期待される。 

 

 

＜産総研内ニーズを踏まえた業務改革の取組と先進事例の横展開＞ 

【実績】 

●トップダウンによるプロジェクト推進 

産総研全体の業務改革を推進し、合理的かつ効果的な業務遂行を実現するため、「業務改

革推進室」を平成 29 年 6 月 1 日付で設置した。同室が業務改善・効率化に向けた産総研全

体の業務改革に関するプロジェクトの工程を一元的に管理する体制を構築し、平成 29 年度

より、業務改革に関する 179 のプロジェクトに着手し、うち 159 プロジェクトを完遂した。

また、令和 2年度の組織や人員体制の見直しにつながるよう、約 180 件の所内の各種会議・

委員会等のうち適正な意思決定プロセスや効率性の観点から 10 件の廃止を決定した。 

具体的な取組事例は、以下のとおりである。 

【事例 1】理事会発表事例による改善活動の全所的な展開 

平成 29 年度より、各部署での業務改善・効率化への取組状況を理事会の場で定期的に幹

部層へ報告するとともに、理事長と各部署の現場担当者による業務改革に関する勉強会を

開催する等、幹部層から指示を仰ぐ機会を積極的に設け、トップダウンでの取組を実施し

た。 

具体的には、決算作業の際に経理部で未開封の薬品は「棚卸資産」への振替を行う一方、

安全管理部でも安全ガイドラインに則した在庫確認調査を行うなど作業が重複していたこ

とから、監査法人と調整し、当該薬品の棚卸資産としての計上を廃止した発表事例が挙げ

られる。当該取組は、現場における問題への気づきの重要性の指摘を役員から受け、各部

署で時間を要する業務に着目して改善を進めることの効果を職員等が再認識する機会とな

った。 

また、研究成果のプレスリリースの重要性に対する職員等の意識を改善するべく発表申
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請から公表までの業務フローを見直し、業務の質を向上するとともに停滞のムダを改善し

た発表事例については、理事長から他の部署への横展開の指示を受けて実施した。 

これにより、業務改善・効率化活動の方針が明確化し、職員等の改善意識の向上と活動の

全所的な展開が図られるプロセスを確立できた。 

【事例 2】業務改革ポリシーの制定による業務改革の意識付け 

産総研の組織目標を達成する上での、上記のような業務改革活動の位置づけとその活動

方針を整理・提示した「産総研業務改革ポリシー」及び「アクションプラン」を制定し、

公式ホームページでも公表した。 

これにより、組織目標の達成に向けて業務改革の位置づけを明確にし、活動に取り組む

意義について職員の理解を向上させることにつながった。 

【事例 3】退庁時間申告制度の実施 

平成 29 年度より、本部・事業組織全部署(51 部署)で退庁時間申告制度(退庁時間の見え

る化)を実施し、効率的な業務遂行を促すことによる、時間外労働時間の削減を図った。 

これにより、退庁時間申告制度の実施部署において、早期に退庁しやすい雰囲気が醸成さ

れ、実施部署より「各職員の当日の業務量が把握でき、それを考慮して業務を依頼するよ

うになった」といったコメントが寄せられるなど、定性的な効果も確認でき、時間管理、

業務の優先順位付け、効率化に対する意識が向上した。 

●職場単位でのボトムアップによる業務改革 

平成 29 年 8 月より、各部署にて職場改善会議を開始し、各職場単位で少なくとも月 1 回

程度の改善活動を行うことで、職場単位でのボトムアップによる業務平準化や改善活動を

促進した。また、令和 2 年 1 月からは、前年の試行結果を踏まえ、業務改革を強化するキ

ャンペーン週間を恒常的に設定する取組を開始した。 

具体的な取組事例は、以下のとおりである。 

【事例 1】改善事例の全所的な積み上げと改善意識の向上 

職場改善会議は各部署で定期的に改善活動を行う動機づけとしての機能を果たし、各部

署から毎月様々な改善活動の報告がなされた。具体的には、担当者ごとの起案文書を集約

して管理する「決裁箱」の設置により、決裁処理を効率化した件や、研究管理業務の FAQ

を整理して事業所イントラに分かりやすく公開し、研究職員が手続きを「調べる」時間の

削減を図った件などがある。 

また、令和元年度には報告事例の逓減が見られたことから、各月に業務改革強化デーを

設け、集中的に改革・改善活動に取り組むよう再動機づけを図り、ペーパーレス、整理・

整頓や IT ツールの積極活用等の事例が多数報告された。 

これにより、平成 31 年 4 月から令和元年 12 月の間に全部署の約 74%が 2 か月に 1 度以上

活動を行ったことが確認でき、各職場単位での改革・改善活動の継続・促進が見られた。 

【事例 2】理事長賞や業務改革大会による顕彰 

平成 30 年度より、産総研職員の業務改革に係る士気高揚を図るため、理事長表彰に業務
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改革への貢献に係る基準を追加した。令和元年度には、経理部による「仕様書マニュアル

の改訂」事例が本基準に該当し、受賞した。また、各部署で取り組んでいる業務改善活動

の中で優れた事例を広く紹介し顕彰する職員参加型の内部イベントである「産総研業務改

革大会」を 2 回開催し、業務改革への更なる意識向上と各事例の横展開の促進を図った。

第 1 回大会の最優秀事例として北海道センターの「日帰り近郊出張に関わる『法人向けカ

ーシェア』を利用した効率化」が選ばれ、本件を参考に他の地域センターでも同様の活動

が行われた。 

このように、業務改革への貢献を理事長表彰の対象に加えたことや所内イベントで優れ

た事例を顕彰する機会を創出したことで、改善活動に対するインセンティブを付与するこ

とができるようになったほか、業務改革に対する職員の理解を増進し、各現場での改善活

動とその横展開が一層促進された。 

【事例 3】業務改革マイスターの認定 

各部署で業務改革活動が定着するよう、自発的に活動に取り組む管理者から若手までの

幅広い層の職員 86 名に「業務改革マイスター」の呼称を与えた。当該職員等に対して先進

的取組を行っている企業への訪問や外部講師による改善活動研修を実施し、業務改革人材

の育成と底上げを図った。マイスターから「e ラーニング・未受講者抽出作業の削減」や「研

究業務推進部が発信する情報の英語化」などの改革プロジェクトが提案され、業務改革推

進室と検討を開始した。 

これにより、マイスター自身の意識向上と研鑽が各部署での業務改革推進の原動力とな

ったほか、複数の部署で他部署の優秀事例を取り入れて自部署の業務改善につながるなど、

横展開が効果的に進んだ。 

 

＜業務フロー分析やコミュニケーション阻害要因の分析等による改善策の検討＞ 

【実績】 

●業務フロー分析による効率化 

平成 30 年 11 月より、合わせて 4 つの事業所及び 3 つの部を実証フィールドとし、外部

のコンサルティングファームに委託して業務の棚卸を行った。安全管理、労務管理、庶務

や会計業務等の中から特に課題の大きい 13 業務のフローを分析し、フローの組み換えやユ

ーザー向けマニュアル作成など改善施策を実施した。 

具体的な取組事例は、以下のとおりである。 

【事例 1】旅費精算等手続きフローの整理 

平成 30 年度に実施した業務見直しのうち、事前の業務量調査で受付側における業務負担

が大きかった旅費精算等確認手続きについては、差し戻しや申請ミスによる手戻りを防止

するため、時系列に整理したユーザー向け手順書を作成し、イントラに公開した。 

これにより、担当部署から手続き申請側への差し戻し案件が年間 30 件程度（200 件から 170

件に）削減される見込となり、申請者と受付担当者双方の手間を相応に削減できた。 
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【事例 2】IT ツール導入による定型業務の自動化 

平成 29 年度より定型業務を自動化するソフトウェアである RPA(Robotic Process 

Automation)の業務適用検証を行った。さらに、平成 30 年度及び令和元年度に RPA や

Microsoft Excel のマクロ機能等のソフトウェアを活用し、ほぼ毎日発生する予算化通知書

作成業務をはじめとした定型業務を自動化し、計 14 業務の業務負担の軽減を実現した。 

これにより、ソフトウェアを活用した業務の自動化によって、1 年間あたり約 9,160 時間

（見込を含む）の業務時間を削減した。さらに、業務の自動化により事務ミスの撲滅、属

人化からの開放といった、担当者によらない作業の同一品質が確保され、管理業務の品質

が向上した。 

●業務上のコミュニケーション阻害要因分析による改善 

研究ユニットにおける研究活動を妨げる業務上のムダの洗い出しを行うため、平成 30 年

度に研究実態調査を実施し、サンプリングした 28 名の研究職員へのヒアリング調査によっ

て、事務作業コストを可視化した。その結果、改善による効果のより大きな事務手続きを

特定し、集中的に検討を行った。 

具体的な取組事例は、以下のとおりである。 

【事例 1】調達時の仕様書作成支援 

特に研究装置購入時の仕様書作成の業務負担が大きいことから、仕様書マニュアルの改

訂や、事務担当者とのコミュニケーションをフローに組み込むことによる改善を図った。 

これにより、仕様書マニュアル改訂では、研究者の情報検索や事務担当者との質疑応答

において年間 1,750 時間の業務時間の削減が見込まれた。また、臨海副都心センターにお

けるコミュニケーションを介した改善事例では、1 件につき最大 5 日程度の時間短縮が可能

となった。 

【事例 2】チャットボット（問い合わせに対する自動応答ツール）の試行導入 

事務手続きに関する FAQ（よくある質問）の複雑さや散在による業務不効率が過大になっ

ていることから、令和元年 8 月より試行的にチャットボットを導入し、運用した。 

これにより、事務担当者への電話やメールによる質疑に代えて質問をイントラ上で入力

し回答を得ることで、従前かかっていた事務手続き時間を大幅に削減できる見通しを立て

た。 

【効果】 

第 4 期中長期目標の達成に向けて共同研究数や獲得資金額が増加した結果、事務職員の

業務量も比例して増大している。そうした中で、本部・事業組織では上記のような取組を

始めとして、業務改革推進室を中心に 179 の業務改善プロジェクトを実施し、年間 99,068

時間(本部組織・事業組織全職員の約 3.4%の労働時間に相当※見込みを含む)を削減した。

こうした業務コストの削減努力により、拡大している新たな業務に対しても、職員数を増

やすことなく対応することができた。 
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＜早期退庁・長期休暇・在宅勤務等の推進＞ 

【実績】 

休暇等取得の推進、適切な労務管理実現のための取組に注力してきた。 

なお、これまでの特筆すべき事例については、以下のとおりである。  

【事例 1】早期退庁及び長期休暇取得の励行等 

役員・幹部職員による指導の下「プレミアムフライデー」及び「夏季及び年末年始にお

ける年次有給休暇取得の促進」について、ポスター掲示や産総研内放送等を行うなどによ

り組織的に励行した。 

●職員及び契約職員の夏季における 9 日以上の長期休暇取得割合の推移 

・平成 28 年度:26.5% 

・平成 29 年度:26.8% 

・平成 30 年度:30.4% 

・令和元年度：42.3％※年次有給休暇の取得促進は平成 28 年度より開始 

【事例 2】職場アンケートの実施 

 平成 29 年度から、職場や組織に対する職員の意識調査を目的に職場アンケートを実施

し、令和元年度においても実施した。アンケート結果として、回答者の約 8 割の職員が産

総研で働いていることに満足している、約 7 割の職員が自分の仕事が社会のためになって

いると実感していることが分かった。一方で、仕事のやり方が効率的ではない、幹部の意

思決定に対して納得感がない、といった課題も得られた。これらのアンケート結果につい

ては、各領域・本部組織で結果を分析するとともに、所全体の課題を共有するためにイン

トラにて公開し、職員へのフィードバックを行った。 

【事例 3】在宅勤務制度の利用促進 

平成 28 年 10 月 1 日に育児支援策としての「在宅勤務制度」を制度化し、毎年度利用促

進のため周知に努めた。 

 ●在宅勤務制度利用者数の推移 

・平成 28 年度 12 名(男性 2 名、女性 10 名) 

・平成 29 年度 20 名(男性 5 名、女性 15 名) 

・平成 30 年度 23 名(男性 5 名、女性 18 名) 

・令和元年度 26 名（男性 9 名、女性 17 名、令和 2 年 3 月現在） 

【事例 4】テレワーク・デイズの実施 

平成 30 年度には、国のテレワーク・デイズ(平成 30 年 7 月 23 日〜27 日の間において、7

月 24 日＋その他の日の計 2 日間以上テレワークを実施)の取組を契機に、産総研の在宅勤

務制度の拡充を検討するため、管理監督者等を対象にテレワーク・デイズを試行的に実施

した。この結果を踏まえ、令和元年度は、実施期間を 5日に拡大するとともに、対象者を、
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所属長の推薦する研究職員（各部門 1 名程度）に拡大した。 

●テレワーク・デイズの実施概要 

・試行期間:令和元年 7月 22 日～7月 26 日 

・対象者:管理監督者等及び所属長の推薦を受けた研究職員 

・勤務場所:自宅 

【事例 5】労務管理の徹底 

平成 29 年度から、適切な労務管理の徹底に向けた取組を開始した。具体的には、①制度

上管理の行いづらいフレックスタイム制職員の時間外労働時間について、具体的な管理方

法（職員等自らが月毎の労働時間の計画表を作成し、管理者に提出する方法）を周知、②

36 協定遵守のため、労使協定上の上限が近づいた際に、事前に管理者及び当該職員に注意

喚起のメールを発出、③標準時間制職員の休日振替を同一週内のみ可能としていたところ

を、条件付で、同一月内で行えるよう弾力化の 3 点を実施した。 

また、平成 30 年度の取組としては、「打刻修正をする場合の申請承認手続きの導入」を

実施した。 

【事例 6】育休取得の促進 

平成 29 年度より次世代育成支援行動計画に基づき、産休取得予定者に対する説明会の開

催や育休から復帰した者に個別面談を実施する等、産総研内制度を普及した。 

●育休取得者数 

・平成 27 年度 49 名(男性 3 名、女性 46 名） 

・平成 28 年度 42 名(男性 4 名、女性 38 名) 

・平成 29 年度 57 名(男性 2 名、女性 55 名) 

・平成 30 年度 60 名(男性 11 名、女性 49 名) 

・令和元年度 80 名(男性 17 名、女性 63 名、令和 2 年 2 月現在） 

【効果】 

早期退庁及び長期休暇取得を組織的に励行した結果、夏季における 9 日以上の長期休暇

を取得した者の数は、平成 28 年度から令和元年度までで約 15.8 ポイント増加した。 

職場アンケートの実施により、仕事・職場・組織に対する意識や課題が各職員間で共有さ

れた。今後、職場アンケートを継続して実施していくことにより、経年変化の傾向をつか

み、更なる職場環境改善への取組に繋がることが期待される。 

在宅勤務制度の利用促進の周知により、毎年度利用者が増加する傾向となった。制度利

用により時間的な余裕が生じ、仕事と生活の質が良くなるなど、職員の心身の健全化と生

産性向上に繋がる。 

テレワーク・デイズの試行実施においても、在宅勤務制度と同様の効果が得られたが、

試行実施後のアンケートにおいて、課題が抽出されたため、令和 2 年度以降の検討に活か

すこととする。 

労務管理の徹底に向けた様々な取組により、36 協定違反はゼロとなっており、長時間労
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働や過重労働を防ぎ、職員の適正な健康管理と安全な就業環境が保たれている。 

職員等に育休等に関する制度を普及したことにより、育休取得が促進され、ワーク・ラ

イフ・バランスの実現に貢献した。 

 

 

＜効率的かつ効果的な利益相反マネジメントの実施＞ 

【実績】 

産学官連携活動等に係る利益相反マネジメントについては、毎年度、産総研の役職員等

約 3,300 名を対象にイントラシステムを利用して効率的に利益相反定期自己申告を実施し、

平成 24 年度以降、継続して申告率 100%を達成した。申告対象者のうち、産学官連携活動等

の相手先に対して個人的利益を有している者が全体の約 7%おり、これらについては、外部

専門家で構成されるアドバイザリーボードで審議等を行い、当該活動を行う上での注意事

項の通知や是正勧告を行った。特に利益相反が懸念される者に対しては、個別に外部専門

家によるヒアリングを実施し、専門的見地からの助言を行った。 

なお、平成 29 年度以降、公式ホームページ上で利益相反定期自己申告の実施状況を公表

することにより、産総研の産学官連携活動における透明性及び公正性をより一層高めた。 

また、人を対象とする医学系研究に係る利益相反マネジメントについては、文部科学省

及び厚生労働省からの要請に基づき、当該研究の透明性及び信頼性の確保のため、平成 28

年度に制度を導入し、以降継続してマネジメントを行っている。具体的には、利益相反あ

りとの申告があった実験計画について外部専門家を中心に構成される委員会で審査を行い、

研究対象者への対応や成果発表時の対応等の注意事項等を実験責任者に通知した。 

【効果】 

個人の産学官連携活動に係る利益相反マネジメントの実施により、産総研の役職員等が

社会的な信頼を失うことなく、より安心して産学官連携活動等に取り組むことができる環

境を整備した。 

人を対象とする医学系研究に係る利益相反マネジメントの実施により、研究成果にバイ

アスがかかるとの疑念を抱かれることを防ぎ、当該研究の透明性及び信頼性を確保すると

ともに、当該研究が適正に行われるような体制を整備した。 

 

 

＜組織としての利益相反マネジメント制度の導入＞ 

【実績】 

組織としての利益相反マネジメントについては、産総研の研究開発の成果を事業活動に

おいて活用しようとする産総研技術移転ベンチャーに対する現金出資制度や連携研究ラボ

の設置など、産総研が行う産学官連携活動の深化に対応するため、国内外の公的機関等の

ヒアリング調査や文献調査をもとに平成 30 年度に審査プロセスを構築した。令和元年度は
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試行的なマネジメントを実施した上で、審査結果を基にして利益相反状況の審査基準、対

応方針例等の整理を行い、令和 2年度からの効率的な本格運用に備えた。 

【効果】 

組織としての利益相反マネジメント制度の構築により、産総研が果たすべき公的責任よ

りも産総研が得る利益を優先させているのではないかという疑念を社会から抱かれること

を防ぎ、適正かつ透明性の高い産学官連携活動の実施及び持続的発展に貢献した。 

 

 

＜ガバナンス強化の一環としての法務業務体制強化＞ 

【実績】 

産総研のガバナンス上重要である法務業務の適切な遂行を実現するため、平成 30 年 10

月 1 日付で「法務部」を設置し、法務部長として、適任者を外部から招聘するなど、法務

業務の体制を強化した。これにあわせ、訴訟事案を所掌する「訟務室」を法務部に設置す

ることにより、訴訟対応の対外的な窓口としての明確化を図った。 

法務部設置後は、規程類に定める権限等の再点検、共同研究契約書の事前審査の徹底、

法律事務所との顧問契約の拡充による法律相談対応の強化等の取組を行った。 

【効果】 

法務業務の体制を強化したことで、個別事案に係る相談対応の迅速化、業務運営上の課

題等に対する法的支援の強化及びリスク顕在化の未然防止など、産総研のガバナンス強化

に資する様々な効果が期待される。 

 

 

＜包括的な内部監査の効率的・効果的な実施＞ 

【実績】 

研究ユニットごとの包括的な監査及び個別業務等の監査を効率的・効果的に実施し、発

見された事項を産総研全体に共有することによりリスクの発生軽減に寄与した。 

具体的には、平成 26 年度から開始した 3 年間ですべての研究推進組織を 1 巡する包括的

な監査については、平成 27 年度は 17 研究ユニット、平成 28 年度は 19 研究ユニット、2 巡

目である平成 29 年度は 10 研究ユニット、平成 30 年度は 17 研究ユニットについて、調達・

資産管理、研究情報管理、労務管理、安全管理等の観点で監査を実施した。監査の実施に

あたっては、書面監査のほか、研究ユニット長を始めとする関係する各研究者とも直接相

対して監査を行い、監査で確認された発見事項等については単に指摘するのみではなく、

改善提案を行う等の課題解決型の監査に努めた。令和元年度は 2 巡目の最終年度として、

17 研究ユニットを対象として平成 30 年度同様の観点で監査を実施した。 

なお、平成 30 年度より、監査で確認された発見事項について、個別の監査が終了した時

点で、毎週開催されるコンプライアンス推進委員会へ速やかに報告するとともに、被監査
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部署等へ軽微な発見事項に関して改善等の対応を指示した。また、理事長等への監査実施

状況の報告は、平成 29 年度までは年度 1 回の報告であったところ、平成 30 年度以降はそ

れに加え四半期に１回程度の報告を実施した。 

個別業務に着目した監査については、平成 27 年度はつくばイノベーションアリーナパワ

ーエレクトロニクス拠点における 24 時間交替制勤務の管理状況、平成 28 年度は産学官連

携共同施設（OSL）の利用状況、平成 29 年度はオープンイノベーションラボラトリ（OIL）

の運営状況、平成 30 年度は連携研究室・連携研究ラボの運営状況などを対象とし、それぞ

れの業務の特殊性等を踏まえた監査を実施した。 

組織の横断的な監査については、平成 29 年度より内容的に密接不可分である情報セキュ

リティと保有個人情報について一体的な監査を実施した。 

平成 30 年度は、平成 30 年 2 月に発生した不正なアクセスを踏まえ、新たに、産総研か

ら情報システム業務を委託している事業者への監査も加えて実施した。 

令和元年度においては、引き続き、情報セキュリティ部と連携し、情報セキュリティの

定期報告、パスワードの設定・送付方法、メールの誤送信の防止策、外部人材の持ち込み

端末や個人所有端末の産総研ネットワーク接続禁止等、重点化すべき事項を踏まえた監査

を実施した。 

【効果】 

研究推進組織への包括的な監査の実施に当たっては、単に指摘するのみではなく、特に

労務管理面などにおいて 1 巡目での監査時の状況と今回の監査時の状況を比較した情報を

監査対象部署に提供するなど、改善に繋げるための工夫を行った。また、制度そのものに

ついての改善が必要である場合などは、制度所管部署へ提案し、業務の性質に即した産総

研特別研究員への裁量労働制適用や、適正に始業・終業打刻を行うための出勤簿システム

の改善に繋げた。 

平成 30 年度から運用を開始した監査で確認された発見事項のコンプライアンス推進委員

会への適時の報告については、速やかな情報共有と被監査部署等への対応指示によって、

従来は次年度に行っていたフォローアップが適時に行われることとなり、早期改善が図ら

れ、リスクの発生軽減に繋がった。 

個別業務に着目した監査については、時宜に適ったテーマを選定し、監査を実施してい

ることから、何か問題等が確認された場合においても、早い段階で軌道修正等に繋げたり、

個別業務を所管する部署に監査結果を共有したりすることにより、改善への後押しに寄与

した。 

平成 29 年度からの情報セキュリティと保有個人情報に係る監査の一体的実施については、

研究ユニットの負担が軽減されるとともに、保有個人情報の監査については被監査部署数

の増加に繋がり、より効果的なものとなった。また、平成 30 年度には新たに外部委託業者

への監査を開始し、令和元年度には情報セキュリティに関する専門人材を擁する情報セキ

ュリティ部と引き続き連携し、各部の情報セキュリティ責任者へ適切な助言を行うなど、
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必要に応じて監査方法等を見直すことにより、より実効性のある監査となった。 

 

＜効率的・効果的な監事監査のための支援＞ 

【実績】 

監事監査が効率的・効果的に行えるよう監事への情報の提供等必要な支援を実施した。 

具体的には、研究推進組織、本部組織、事業組織及び特別の組織への監事監査において、

監事から求められる監査対象組織への多種かつ広範囲な監査資料の提出依頼、取りまとめ、

日程管理や監事に随行し監査内容の記録を行う等の支援を行った。特に、内部監査を実施

した組織については、内部監査での情報等を共有する等の工夫を行った。 

また、令和元年度においては、103 の独立行政法人等の監事により構成される「独立行政

法人・特殊法人等監事連絡会」（以下「連絡会」という。）で令和元年度世話人を務める

監事の支援として、総務省及び連絡会所属法人との総合調整及び会議の開催並びに「監事

監査指針」の改訂等に係る事務局業務を行った。 

会計検査については、平成 27 年度 7 回（5 拠点）、平成 28 年度 5 回(3 拠点)、平成 29

年度 5 回（4拠点）、平成 30 年度 5回（4 拠点）、令和元年度 5 回（5 拠点）の実地検査に

対応するとともに、随時書面にて行われる特別検査に対して、産総研内の制度所管部署と

連携し、適切に対応した。また、会計検査院が開催する決算検査報告説明会において説明

のあった他機関で発生した不適切な事案については、監事を含む幹部に対し、理事会等で

情報の共有を図った。さらに、それらの事案についてはイントラで全職員に注意喚起を促

すとともに、関連する業務を所掌する部署に対して個別に説明を行った。 

【効果】 

内部監査を実施した組織について、内部監査の状況やリスク情報等を監事に共有するこ

とにより、監事がリスク情報等をあらかじめ把握した上で監査に臨むことができ、より効

率的かつ効果的な監事監査に繋がった。 

令和元年度連絡会においては、事務局として、監事監査の手法等を定めた「監事監査指

針」の改訂等に取り組むことで、連絡会所属法人全体の監事業務の推進に貢献した。 

監事を含む幹部に対する情報共有および関連部署への説明等については、他機関で発生

した不適切な事案について、産総研においても同様の事案が発生し得ないかを考えてもら

う上で、有効なものとなった。 
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Ⅶ．５． 情報公開の推進等 

【中長期目標】 

適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報の公開を行

うとともに、個人情報の適切な保護を図る取組を推進するものとする。具体的には、「独立

行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13 年 12 月 5 日法律第 140 号）及び

「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）に基づき、適切に対

応するとともに、職員への周知徹底を行うものとする。 

【中長期計画】 

適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報の公開を行

うとともに、個人情報の適切な保護を図る取り組みを推進する。具体的には、「独立行政

法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成 13 年 12 月 5 日法律第 140 号)及び「個

人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、適切に対応する

とともに、職員への周知徹底を行う。 

＜法令等に基づく開示請求対応及び任意事項の情報公開の実施＞ 

【実績】 

情報公開法及び個人情報保護法に基づく開示請求の対応にあたっては、毎年度、期限内

に適切に開示決定等を実施するとともに、開示請求者からの制度内容や申請方法等に関す

る問合せに親切丁寧に対応し、開示請求の手続きを遅滞なく円滑に実施した。 

第 4 期中長期目標期間の各年度の法人文書の開示請求件数、保有個人情報の開示請求及

び開示請求に至らない公表済み情報の提供依頼件数は以下のとおり。 

・平成 27 年度:法人文書開示請求 5件、保有個人情報開示請求 1 件、情報提供 2件 

・平成 28 年度:法人文書開示請求 3件、保有個人情報開示請求 0 件、情報提供 4件 

・平成 29 年度:法人文書開示請求 5件、保有個人情報開示請求 0 件、情報提供 2件 

・平成 30 年度:法人文書開示請求 6件、保有個人情報開示請求 0 件、情報提供 2件 

・令和元年度:法人文書開示請求 4件、保有個人情報開示請求 0 件、情報提供 1件 

情報公開法、個人情報保護法、独立行政法人通則法、閣議決定等に基づく国民への情報

提供について、当該情報を所管している関係部署と密な連携を図り、各年度、四半期毎に、

正確かつ最新の情報を公式ホームページで公開した。 

平成 28 年度には、外部から容易に公開情報に到達できるように、ホームページのトップ

ページから公開情報までを 3 クリック以内で到達できるよう階層構造を見直した。これに

より、トップページから公開情報まで極めて容易に辿りつくことが可能となった。 

平成 29 年度より、国民への確実な情報提供を目的として、関係法令及び閣議決定等に基

づき公表すべき項目について、次回更新日等が容易に把握できるチェックリストを新たに

作成した上で、情報の公表漏れを起こさぬよう当該情報を所管している関係部署と密に連

携を図った。これにより、公式ホームページで計画的に正確かつ最新の情報を公開するこ

とが可能となった。 
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任意事項の情報公開の推進については、業務運営の透明性を向上させる観点から、毎年

度、すべての産総研規程類を公式ホームページで公開し、規程類の制定・改正の都度、速

やかに更新した。これにより、産総研の規程類について、外部から常に最新の情報が確認

できるようになり、産総研の各種制度や業務運営等に対する信頼性の向上に寄与した。ま

た、外部連携の軸となる共同研究に係る契約書ひな型や条文解説を公式ホームページで公

開し、企業等との間における取組方針を示すことにより、連携推進の基盤を形成した。 

平成 29 年度より、開示請求への対応を円滑に実施するため、情報公開・個人情報保護推

進室の公式ホームページを新設し、開示請求の手続方法及び個人情報保護について、フロ

ー図等を用いながら、開示請求のしくみや産総研の取組を分かりやすく紹介した。 

【効果】 

法人文書の管理状況に関する自主点検、文書保存期間等の基本事項を定めた法人文書分

類基準表の公表、法人文書管理に関する e-ラーニングの導入及び対外的に発出する文書に

ついて、責任と権限の明確化等により、産総研における法人文書の適切な管理を一層推進

した。また、適正な文書管理の推進により、産総研の適正かつ効率的な運営に資するとと

もに、産総研の活動に係る対外的な説明責任を果たすことにより、産総研の対外的な信頼

性向上に寄与した。 

 

 

＜法人文書の適切な管理に向けた取組＞ 

【実績】 

法人文書の適切な管理の推進については、毎年度、産総研内全部署にて法人文書の管理

状況に関する自主点検を実施した。自主点検の実施にあたっては、毎年度、最新かつ重要

な事項が点検項目に反映するよう点検様式を見直した上で、効率的かつ実効的に実施した。

平成 29 年度より、職員が法人文書管理の制度内容や重要事項等を容易に確認できるよう、

解説付きのチェックシートを新たに作成して周知し、各部署が当該チェックシートに基づ

き、より適切に自主点検を行い、適宜、文書管理者等への指導・助言を実施した。 

平成 28 年度より、電子化した法人文書の管理や、法律で管理が求められている項目の追

加など登録・管理機能を一層充実化するため、新たな法人文書管理システムの運用を開始

し、平成 29 年度には、運用開始後のフォローアップとして、更に操作性を高めるためにシ

ステム改修を実施した。また、平成 29 年度より、職員等から問合せが多いシステムの操作

方法等についての FAQ を作成した上で、イントラに掲載し、職員等に周知した。 

平成 29 年度より、文書保存期間等の基本事項を定めた法人文書分類基準表のひな型を新

たに作成した上で、産総研内全部署の基準表の一斉更新を実施するとともに、更新後の基

準表をイントラに掲載し、法人文書を適切に管理するための基本情報として職員等に周知

することとした。平成 30 年度より、新たに産総研内全部署の基準表を公式ホームページで

公開するとともに、イントラでも公開したことで、産総研の業務運営の透明性及び職員の
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意識向上に寄与した。 

平成 29 年度には、法人文書の適切な管理の一環として、すべての公印(106 個)の管理・

使用状況に関する調査を実施した。調査結果を踏まえ、平成 29 年度より、各公印の使用範

囲を明確化し、各公印が適正に使用されるよう、産総研内での周知を徹底した。 

平成 29 年度及び平成 30 年度には、行政文書の管理に関するガイドラインの一部改正を受

け、文書管理・決裁規程を適切に改正し、文書管理者等の理解を徹底するため、文書管理

者等向けに説明会(平成 29 年度 1 回、平成 30 年度 1 回)を開催した。 

また、平成 30 年度には、平成 30 年 2 月に発生した不正なアクセスの再発防止策の一環

として、秘密文書の運用方法の見直しを行い、秘密文書として取り扱うべき文書の範囲を

明確化し、文書管理者等向けに説明会を開催し、理解の増進を行った。 

令和元年度には、産総研内全般にわたり対外的に発出していた文書について、責任と権

限の明確化、法令等に基づく要請や業務遂行上の必要性及び適正な文書の管理と同時に業

務効率化の観点から専決規程の抜本的な見直しを行った。また、権限を委任すべき案件の

規定化を図るとともに、専決規程における専決案件の責任範囲を点検し、専決決裁権者、

合議先の見直しを行うことにより、文書決裁の適正化を実施した。 

さらに、決裁文書の内容に修正を行う必要がある場合には、修正を行うための新たな決

裁文書を起案し、当初の決裁者まで改めて決裁を得ることを明確化した。 

平成 30 年度より、法人文書の適切な管理について、職員等の認識、理解を増進させるた

め、全職員等を対象に e-ラーニングによる研修を実施した。これにより、適正な文書管理

を推進した。 

【効果】 

情報公開法及び個人情報保護法に基づく開示請求について、期限内に適切に開示決定等

を実施した。法令等に基づく情報公開について、正確かつ最新の情報を公開することによ

り、業務運営の透明性を確保した。また、任意事項の情報公開について、すべての産総研

規程類を公開することにより、業務運営の透明性を向上させたほか、外部連携の軸となる

共同研究に係る契約書ひな型や条文解説を公式ホームページで公開し、企業等との間にお

ける取組方針を示すことにより、連携推進の基盤を形成した。 

 

 

＜個人情報の適切な取扱いの確保＞ 

【実績】 

個人情報保護の点検の推進については、毎年度、産総研内全部署にて保有個人情報の管

理状況に関する自主点検を適切に実施した。 

平成 29 年度には、自主点検の方法について、効率性及び実効性を向上させる観点から他

機関(理化学研究所、物質・材料研究機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、情報処

理推進機構)との比較調査を行い、自主点検項目の重点化及び管理区分(個人情報の重要度
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の区分)の簡略化を実施した。 

平成 30 年度より、保有個人情報の取得先や提供先等を正確に把握し、個人情報の利用目

的に即した管理が徹底できるよう、点検項目にそれらの情報の記載を必須とするなどの見

直しを行い、産総研内全部署にて自主点検を実施した。 

平成 29 年度より、保有する個人情報が多い部署(平成 29 年度 5 部署、平成 30 年度 7 部

署)に対して、個人情報の管理状況等の現場調査を行い、適宜、指摘・助言等を実施した。

また、現場調査時における指摘事項が適切に改善されたことを確認するためのフォローア

ップを実施した。 

情報セキュリティと保有個人情報の統合監査の実施については、平成 28 年度より、保有

個人情報の適切な管理を一層推進するため、保有個人情報の監査体制を強化した。平成 28

年度には監査室による内部監査として位置付けて適切に監査を実施し、平成 29年度以降は、

情報セキュリティと保有個人情報のそれぞれの視点を取り入れた外部の専門家による統合

監査を実施した。 

また、令和元年度からは、監査対象部署の拡充及び事務の効率化を目的として、統合監

査時に現場調査をあわせて実施した。 

これまでの監査実施部署数は以下のとおり。 

・平成 28 年度:19 部署 

・平成 29 年度:70 部署 

・平成 30 年度:82 部署 

・令和元年度：160 部署 

個人情報保護の普及・啓発について、マイナンバーを含む個人情報保護について、職員

等の認識、理解を増進させるため、毎年度、全職員等を対象に e-ラーニングによる研修を

実施した。また、毎年度、規程や制度の改正等に合わせて研修資料の見直しを行うことで、

研修内容の充実化を図るとともに、平成 29 年度より e-ラーニングのテスト問題を導入し、

職員等の理解度を確認した。 

【効果】 

保有個人情報の自主点検について、点検項目の重点化及び管理区分(個人情報の重要度の

区分)の簡略化を行ったことにより、各部署が確認すべきポイントが明確になったほか、点

検作業の効率性と実効性が飛躍的に向上し、これまで以上に点検作業を効率的に実施する

ことが可能となった。また、保有個人情報の取得先及び提供先等の状況が適切に確認でき

るよう、自主点検項目を最適化したことにより、個人情報の利用目的に即した管理が一層

徹底されることとなった。 

情報セキュリティと保有個人情報の統合監査について、当初計画では個人情報のみを監

査対象とする予定であったところ、個人情報と密接不可分にある情報セキュリティの視点

や外部の専門家の視点を取り入れるために、両監査を統合して実施し、監査の実効性を確

保した。また、監査対象部署の拡大を図られたことで、より個人情報の適切な管理の推進
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に繋がった。 

e-ラーニング及びセルフチェックの実施を通じて個人情報保護に関する職員等の理解が

向上したことにより、従来看過されてきた可能性のある軽微なインシデントについても迅

速なインシデント報告を提出することが浸透するとともに、個人情報の適切な管理が徹底

され、重大な情報インシデントの発生件数の抑制に繋がった。 

平成 27 年度:インシデント件数 9 件、うち重大な事案数 0件 

平成 28 年度:インシデント件数 23 件、うち重大な事案数 2件 

平成 29 年度:インシデント件数 14 件、うち重大な事案数 1件 

平成 30 年度:インシデント件数 22 件、うち重大な事案数 0件 

令和元年度:インシデント件数 18 件、うち重大な事案数 0件 
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【前年度の主な評価コメントへの対応】 

（「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 賞与のインセンティブ部分が一気に大きくなっているが、これは、正当な評価がなされ

ることが前提となる。拡大のスピードが速いことがやや気になるが、産総研内で納得感を

持って制度が受け入れられることが重要。併せて、個々人の評価システムについて、研究

者が十分納得することが重要。その点について、改めて留意されたい。 

 橋渡し機能は最優先なので研究者へのインセンティブ拡大は見えやすく、成果で評価も

わかりやすい。それらを支えている事務方の評価は見えにくく、橋渡しへの効果も同様で

ある。事務方の支援は研究成果を出すための縁の下の力であることを、研究者自身が理解

し感謝し、評価につながっているのだろうか。その点が見えてくると良いと思う。 

＜対応・反映の状況＞ 

 「目標管理型」に基づいた評価において、目標設定に伴う個人計画立案能力、研究・業

務実施能力及び遂行成果までを一貫して、総合的に評価することを重視した。具体的な対

応として、個人計画立案、研究・業務実施、業績評価まで、年度を通じて評価者と被評価

者のコミュニケーションを密にし、職員の業務遂行能力の向上及び活性化を図るべく、評

価制度の手引きや評価結果の公表、また評価研修を通じて、職員への周知・浸透に努めた。 

 

（研究人材の拡充、流動化、育成） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 種々多様な施策に取り組んでおり、素晴らしいと思われるが、一方でもう少し大胆な施

策があってもよいという印象。例えば、女性活躍促進についても女性の得意な分野やカル

チャーを研究し、呼び込む施策も必要。あるいは、女性雇用だけではなく、女性が多いバ

イオ分野やメーカーと男性が多い産総研のエレクトロニクス分野との出会いの場を設ける

など、敢えて、男女の違い（差別ではなく区別）を利用した融合促進策なども面白い試み

かもしれない。いずれにせよ、どこかで聞いたような施策ではなく、 

産総研初（発）の施策を増やしていくことも考えてほしい。 

＜対応・反映の状況＞ 

 筑波大学、日本アイ・ビー・エム株式会社との間で新規に異業種交流会を開催し、若手・

中堅を中心とした女性研究者の研究およびダイバーシティ推進に関する発表会および交流

等を行った。また、他組織の先進的な研修に管理職一歩手前の層の女性職員を参加させる

など、次期に繋がる新しい試みの契機となる活動を行った。 

 

（適切な調達の実施） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 引き続き適切な調達の実施等を進めるとともに、民間資金獲得額の目標値達成に向 

-250-



 

 

けた効率的な業務運営体制の整備を今後も行っていくことが重要。 

＜対応・反映の状況＞ 

 調達等合理化計画において、①適切な随意契約に向けた取組、②一者応札・応募の低減

に向けた取組、③人材育成・情報の共有等、④調達に関するガバナンスの徹底、を策定し、

PDCA サイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的な調達の合理化に

取り組み、適切な調達を実施した。 

 

（業務運営全般の適正性確保及びコンプライアンスの推進） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 早期退庁・長期休暇・在宅勤務等の取り組みは柔軟な職場環境の構築を実現しており、

生産性の向上に繋がっていると考えられる。これらの取り組みは事務部門職員にとっては、

比較的享受しやすいと考えられるが、研究の連続性や時間にとらわれない発想を重視する

研究者もいることは否めないので、バランスのとれたガバナンス強化を望む。 

＜対応・反映の状況＞ 

 平成 30 年度に引き続き、「プレミアムフライデー」及び「夏季及び年末年始における年

次有給休暇取得の促進」の励行により、ワーク・ライフ・バランスの実現に寄与した。 
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国立研究開発法人 産業技術総合研究所 令和元年度 研究関連業務評価委員会 

評価資料（実績と効果）：令和元年度評価 

 

 

６．総務本部・コンプライアンス推進本部・監査室 

 

 Ⅰ．１．(11)「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入 

                                    ＜一部＞ 

 Ⅰ．３．(１) 研究人材の拡充、流動化、育成 

 Ⅰ．３．(３) 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 ＜一部＞ 

Ⅱ．３．   適切な調達の実施 

 Ⅱ．５． 業務の効率化 ＜一部＞ 

 Ⅲ.     財務内容の改善に関する事項 ＜一部＞ 

 Ⅶ．２．   業務運営全般の適正性確保及びコンプライアンスの推進 

 Ⅶ．５．   情報公開の推進等 
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Ⅰ．１．(11) 「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入 

【中長期目標】 

他方、研究領域内の各研究者の評価については、目的基礎研究や「橋渡し」研究前期で

革新的な技術シーズの創出やその磨き上げに取組む研究者と、「橋渡し」研究後期で個別企

業との緊密な関係の下で研究開発に従事する研究者がおり、研究段階によっては論文や特

許が出せない場合もあること等を踏まえる必要がある。このため、目的基礎研究は優れた

論文や強い知財の創出（質及び量）、「橋渡し」研究前期は強い知財の創出（質及び量）等、

「橋渡し」研究後期は産業界からの資金獲得を基本として評価を行うなど、各研究者が意

欲的に取り組めるよう、各研究者の携わる研究段階・研究特性を踏まえて適切な評価軸の

設定等を通じてインセンティブ付与を行い、結果として、研究領域全体として効果的な「橋

渡し」が継続的に実施されるよう努めるものとする。 

【中長期計画】 

他方、領域内の各研究者の評価については、目的基礎研究や「橋渡し」研究前期で革新

的な技術シーズの創出やその磨き上げに取り組む研究者と、「橋渡し」研究後期で個別企業

との緊密な関係の下で研究開発に従事する研究者がおり、研究段階によっては論文や特許

が出せない場合もあること等を踏まえる必要がある。このため、目的基礎研究は優れた論

文や強い知財の創出(質及び量)、「橋渡し」研究前期は強い知財の創出(質及び量)等、「橋

渡し」研究後期は産業界からの資金獲得を基本として評価を行うなど、各研究者が研究開

発に必要な多様な業務に意欲的に取り組めるよう、研究職員の個人評価においては各研究

者の携わる研究段階・研究特性を踏まえて適切な評価軸を設定して行う。こうした評価の

結果に対しては研究職員の人事や業績手当への反映等の適正なインセンティブ付与を行

い、結果として、研究職員が互いに連携し、領域全体として効果的な「橋渡し」が継続的

に実施されるよう努める。さらに、個人の業績に加えて、研究ユニット、研究グループ等

に対する支援業務、他の研究職員への協力等の貢献、マーケティングに関わる貢献も重視

する。こうして領域全体として効果的な「橋渡し」が継続的に実施されるように取り組む。 

【平成 31 年度計画】 

・引き続き、「橋渡し」の実施が推進されるよう、研究職員の個人評価において、各研究者

の携わる研究段階・研究特性に応じて創出される成果や組織的な貢献を、適切な評価軸を

設定して評価する。また、高評価の業績事例を所内イントラネットに掲載し、職員に周知

を図る。 

＜研究職員の個人業績に係る適切な評価基準の導入＞ 

【実績】 

第 4 期中長期目標期間の人事評価制度として、研究職員の個人業績に係る適切な評価基

準を導入した。 

具体的には、平成 27 年度より「橋渡し」機能強化を念頭に置き、論文・特許等の業績と

同じく、企業等との連携や「橋渡し」実現に向けた組織的取組に対する貢献を研究職員の
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重要な個人業績として位置付ける評価基準を導入した。 

【効果】 

研究職員の個人業績に係る適切な評価基準の導入により、個人の年間研究・業務計画書

における目標設定や昇格審査の業績アピールに、目的基礎研究又は「橋渡し」研究前期に

も言及した取組が盛り込まれるようになり、技術シーズの創出から橋渡し研究へと繋がる

継続的な研究の推進に対する意欲が向上した。 

 

 

＜高評価の業績事例の所内イントラネットへの掲載＞ 

【実績】 

評価基準を職員に浸透させるため、平成 30 年度に引き続き、令和元年度は研究職員の業

績評価及び昇格審査の評価において、「橋渡し」実現等の観点から高評価となった主な業績

事例をイントラで公表した（公表件数：13 件）。 

●主な業績事例 

・ 企業との大型共同研究（約 6,000 万円）で主要な役割を果たすとともに、4 件の公的

資金の研究代表者として産業ニーズの高い研究課題に精力的に取り組み、原著論文 11 

報、招待講演 6 件、和文誌・解説文 2 件、プレス発表を行うなど産総研のプレゼンス

向上に寄与した。 

・ 独自の技術を中心に成果を上げ、自らが代表者となり民間資金を獲得するとともに、多

くの共同研究に参画し、橋渡しに貢献した。 

【効果】 

イントラでの業績事例の公表により、「橋渡し」研究後期の取組に偏ることなく、目的基

礎研究又は「橋渡し」研究前期の業績についても高く評価されていることが研究職員に認

識された。 

 

 

＜研究段階・研究特性を踏まえた適切な評価の実施と周知＞ 

【実績】 

目的基礎研究、「橋渡し」研究前期、「橋渡し」研究後期の全段階を産総研の重要な研究

として位置付け、各研究段階において創出される成果を適切に評価し、評価基準を評価制

度の手引きや評価結果の公表を通じて職員への周知・浸透を図った。 

【効果】 

評価制度の周知・浸透により、年間計画の目標設定において、研究開発成果の論文投稿

件数や、国内外会議での発表件数などの具体的な数値目標を盛り込む研究職員が多く認め

られた。研究職員個人の数値目標設定の明示により、研究ユニット・領域の組織目標達成

に向けて、PDCA サイクルが加速し、より一層の研究成果の創出が期待される。 
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＜評価結果に基づく適切な業績手当への反映＞ 

【実績】 

平成 27 年度より、職員のモチベーション向上に資する評価制度（業績手当の査定分の拡

大）となるよう、「橋渡し」実現等の業績を職員の給与に一層反映させるため、賞与（業績

手当）のインセンティブ部分（業績反映分）割合を段階的に引き上げてきた。令和元年度

においては、その影響を見極め、高評価者に対する査定部分の増加と格差をつけづらい業

務に取り組んでいる者に対して、モチベーション確保の両立を考慮し、インセンティブ部

分の割合を平成 30 年度に設定した 23%に据え置くこととした。 

【効果】 

業績手当の査定財源の効果的な割合を見極めることにより、橋渡し実現等に向けた研究

業務を行う職員と評価の格差のつけづらい組織的な貢献等に取り組む職員の双方にとって

納得感のある制度とし、ひいては産総研のパフォーマンス向上に貢献した。 
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Ⅰ．３．(１) 研究人材の拡充、流動化、育成 

【中長期目標】 

上記１．及び２．に掲げる事項を実現するとともに、技術経営力の強化に資する人材の養

成を図るため、以下の取り組みにより、研究人材の拡充と流動化、育成に努めるものとす

る。 

第一に、橋渡し研究の実施はもとより、目的基礎研究の強化の観点からも、優秀かつ多様

な若手研究者の確保・活用は極めて重要であり、クロスアポイント制度や大学院生等を研

究者として雇用するリサーチアシスタント（ＲＡ）制度の積極的かつ効果的な活用を図る

こととする。また、現在、新規研究者採用においては、原則として任期付研究員として採

用し、一定の研究経験の後に、いわゆるテニュア審査を経て定年制研究員とするとの運用

がなされているが、採用制度の検討・見直しを行い、優秀かつ多様な若手研究者の一層の

確保・活用に向けた仕組みの構築を進めるものとする。 

さらに、産総研における研究活動の活性化に資するだけでなく、民間企業等への人材供給

を目指し、実践的な博士人材等の育成に積極的に取組むものとする。具体的には、産総研

イノベーションスクールの実施やリサーチアシスタント（ＲＡ）制度の積極活用等を通し

て、産業界が関与するプロジェクト等の実践的な研究開発現場を経験させるとともに、事

業化に係る人材育成プログラムなどを活用することによって、イノベーションマインドを

有する実践的で高度な博士研究人材等の育成を進めるものとする。 

第二に、特に、「橋渡し」機能の強化に向けたマーケティング機能強化に当たっては、内部

人材の育成に加え、企業等外部人材を積極的に登用するものとする。 

第三に、「橋渡し」研究能力やマーケティング能力を有する職員の重要性が増大する中、こ

うした職員の将来のキャリアパス構築も重要であり、優れた「橋渡し」研究能力やマーケ

ティング能力を有する職員については、60 歳を超えても大学教員になる場合と比べ遜色な

く、その能力と役割を正当に評価した上で処遇を確保する人事制度等の環境整備を進める

ものとする。 

第四に、ワーク・ライフ・バランスを推進し、男女がともに育児や家事負担と研究を両立

するための具体的な方策、女性の登用目標や必要に応じた託児施設等の整備等を含む具体

的なプログラムの策定等を行い、女性のロールモデルの確立と活用を飛躍的に増大させる

ための環境整備に取組むものとする。 

【中長期計画】 

上記 1.及び 2.に掲げる事項を実現するとともに、技術経営力の強化に資する人材の養成を

図るため、以下の取り組みにより、研究人材の拡充と流動化、育成に努める。 

第一に、橋渡し研究の実施はもとより、目的基礎研究の強化の観点からも、優秀かつ多様

な若手研究者の確保・活用は極めて重要であり、クロスアポイント制度や大学院生等を研

究者として雇用するリサーチアシスタント制度の積極的かつ効果的な活用を図る。 

【平成 31 年度計画】 
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・優秀かつ多様な研究人材の獲得のため、以下の制度の活用を進めるとともに、制度の一

層の活用に向けて必要に応じ制度改善を図る。 

1) クロスアポイントメント制度の活用により、大学等の優れた研究人材の受け入れと同

時に、産総研の研究室の大学等への設置を通じて組織の枠組みを超えた研究体制を積

極的に活用する。 

2) リサーチアシスタント制度を活用し、優秀な若手人材を確保する。  

・新規研究者採用において、多様な研究経歴・業績を有する研究人材からの応募を見込め

るよう、テニュアトラック型任期付研究員とテニュア研究員のいずれかの採用区分に限

定せず公募を行う。また、テニュア審査を厳格化するとともに、極めて優れた研究成果

を上げている者、極めて高い研究能力を有すると判断できる者については、テニュア化

までの任期の短縮及び直ちにテニュア化する採用を、引き続き積極的に適用する。 

・クロスアポイントメント制度の活用を引き続き拡大し、平成 30 年度実績と同等以上の人

数の受け入れ・出向の実施に努める。 

・研究者の育成において、以下の取組を行う。 

1) 基礎研修(e-ラーニング)については、研究者倫理、コンプライアンス、安全管理など

職員の職務遂行に必要な基礎知識を e-ラーニングで習得するにあたり、英語版等によ

る外国人研究者への支援を含め、全職員の受講を徹底させるとともに、必要に応じて

受講内容等の見直しを図る。 

2) 階層別研修については、役職や年次に応じて、業務上必要とされるスキルと、知的能

力・対人関係力等の醸成を考慮したカリキュラムにするとともに、グループワーク等

を積極的に取り入れ、課題解決に主体的に取り組む人材の育成を図る。 

3) プロフェッショナル研修については、知的財産や財務、英語プレゼンテーション、海

外派遣など、自己の職務遂行能力の向上と、多様なキャリアパスの選択に資する研修

を引き続き実施する。  

・産総研イノベーションスクールにおいては、産業界にイノベーティブな若手博士研究者

等を輩出することを目的とし、若手博士人材および大学院生等を対象に、受講生のニー

ズに合わせた講義・演習と産総研における研究実践、長期企業研修などを実施する。ま

た、修了生向けのイベントや人的ネットワーク構築を継続的に支援する。さらに、希望

するスクール生以外の大学院生にも講義聴講を可能とし、将来的なイノベーションスク

ールへの応募に繋げる。 

・マーケティング機能体制強化のため、引き続き海外派遣型マーケティング人材育成事業

の研修を実施し、内部人材を育成する。  

・橋渡し」機能強化につながる多様な外部人材の登用を引き続き行う。  

・優れた研究能力やマーケティング能力、又は研究所の適切な運営管理マネジメント能力

等を有する定年後の職員について、その能力等に応じた適切な処遇のもと、必要な人材

の登用を引き続き行う。 
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・産総研「第 4 期中長期目標期間におけるダイバーシティの推進策」に基づいて策定した

アクションプラン、特に「女性活躍推進法行動計画」、「次世代育成支援行動計画」の目

標を達成する。具体的には、研究開発力強化や「橋渡し」機能の充実を目指し、産業科

学技術の研究開発を通して豊かな社会の実現に貢献するという理念のもと、多様な属性

を持つ人材のポテンシャルを生かして、個人の能力を存分に発揮できる環境を実現する。 

＜クロスアポイントメント制度の活用による目的基礎研究の強化＞ 

【実績】 

平成 30 年度に引き続き、令和元年度はクロスアポイントメント制度を活用し、大学法人

等の教授等から新たに 5 名（令和元年度末合計 51 名、平成 30 年度同水準）の優れた研究

人材を受け入れ、研究を推進した。 

●クロスアポイントメント制度による研究人材受入れ状況 

平成 30 年度末合計 50 名[新規受入れ 11 名（教授 8 名、准教授 2 名、助教 1 名）]  

令和元年度末合計 51 名[新規受入れ 5 名（教授 4名、助教 1名）] 

【効果】 

クロスアポイントメント制度の活用により、優秀な教授、准教授等の研究人材の流動化

が図られ、目的基礎研究が強化された。 

 

 

＜リサーチアシスタント制度の活用による人材育成＞ 

【実績】 

優秀な大学院生が学位取得のため産総研で研究活動に専念できるリサーチアシスタント

制度を平成 30 年度に引き続き活用し、令和元年度（12 月末時点）は、388 名の優れた大学

院生が産総研の研究開発業務に従事した。大学での学業を行うため産総研に長期滞在する

ことが困難な学生でも、学生の事情に応じて雇用可能となるよう、年間の雇用日数と月あ

たりの勤務日数について、柔軟な設定を可能とする運用を継続して実施した。その結果、

制度活用が促進され、リサーチアシスタントの採用実績が約 13%（12 月末時点、採用総数

平成 30 年度比）増加した。 

●リサーチアシスタント採用実績 

  平成 30 年度：（修士）243 名、（博士）102 名 ： 計 345 名 

  令和元年度 ：（修士）269 名、（博士）140 名 ： 計 409 名 

【効果】 

リサーチアシスタント制度の活用により、多くの優秀な大学院生が産総研の研究拠点で

実施されている国の研究開発プロジェクトや民間企業との共同研究プロジェクト等へ参画

することが可能となり、産総研の研究開発力の強化及び大学院生の研究人材としての育成

が促された。 
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＜卓越研究員制度の活用及び修士卒研究員の採用による優秀な若手研究人材の確保＞ 

【実績】 

卓越研究員は、世界水準の研究力を有し、新たな研究領域や技術分野等の開拓が期待で

きる研究員として文部科学省の選考により決定された若手研究者である。新たな研究分野

に挑戦するような若手研究者が安定かつ自立して研究を推進できる環境の実現を目指すと

ともに、多様な研究機関において活躍し得る若手研究者の新たなキャリアパスを開拓する

ため、卓越研究員制度を平成 30 年度に引き続き活用し、令和元年度は 1 名の優れた若手研

究者を採用した。 

また、従来に引き続き修士卒研究員の採用を実施し、令和元年度は計量標準総合センタ

ー及び地質調査総合センターにて 6 名を採用した。 

【効果】 

優秀な若手研究者を採用することで、産総研の研究推進で活躍し、我が国の科学技術や

学術研究、科学技術イノベーションの将来を担う優れた研究リーダーになることが期待で

きる。また、近年、人口減少及び大学院博士課程への進学率の低下により博士課程在籍者

が減少し、若手研究人材の獲得競争が激しくなる中、修士卒研究員の採用を行うことで、

優秀な若手研究人材を確保することができた。 

 

 

＜研究職員公募選考採用におけるテニュア審査の厳格化＞ 

【実績】 

研究職員公募選考採用においては、テニュアトラック型任期付研究員（任期：原則 5 年

（任期終了前に、任期終了後に引き続き任期の定めのない定年制の研究員となるための審

査を受けることが可能））とテニュア研究員（任期：定めなし）のいずれかの採用区分に限

定せず公募を行い、極めて高い研究業績等を有する者に関しては、積極的にテニュア採用

とする運用を継続して実施した。 

テニュアトラック型任期付研究員採用内定者 48 名のうち、特に優れた研究業績等を示す

8 名（16%）については、任期を通常の 5 年から 3 年に短縮して採用を行うことで、早期の

テニュア化を促進した。 

【効果】 

研究職員公募選考採用に、多様な研究経歴・業績を有する研究人材（学生、ポストドク

ター（ポスドク）、助教、教授、企業出身等）からの応募があった。 

優秀な若手研究者のテニュアトラック型の任期短縮での採用を行うことで、優秀な若手

研究者のより一層の確保・活用に繋がり、目的基礎研究及び橋渡し研究の更なる強化に寄

与した。 
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＜クロスアポイントメント制度の活用による組織の枠組を超えた研究開発体制の構築＞ 

【実績】 

令和元年度は、新規に 6 件のクロスアポイントメント協定の締結を行い、大学法人及び

民間企業との間の受入者・出向者は総勢 67 名の活用実績となった。 

●クロスアポイントメント制度の実績 

 受入：51 名 18 大学、1 民間企業、1 機関 

 出向：16 名 6 大学、2 民間企業、3 機関 

 合計：67 名 

【効果】 

研究者等が 2 つ以上の機関に雇用されつつ、一定のエフォート管理のもとで、それぞれ

の機関における役割に応じて研究・開発又は教育に従事することが可能となるクロスアポ

イントメント制度の活用促進により、人材流動性を高め、産総研の橋渡し機能を強化する

ための研究開発体制の構築に寄与した。 

 

 

＜職員基礎研修（e-ラーニング）による研究者の育成＞ 

【実績】 

「研究者倫理」、「コンプライアンス」、「安全管理」等の職員の職務遂行に必要な基礎知

識に関する全 15 講座の職員基礎研修（e-ラーニング）を引き続き実施した。また、令和元

年度は職員基礎研修の新システム導入に伴い、各講座担当者に対して説明会を開催し、協

力体制をより強固にするよう努めた。 

また、職員に必要な基礎知識の理解をより一層深めるため、令和元年度も受講終了後の

理解度テストに合格基準（正答率 80%）を設定し、理解度テストに合格しない場合は、受講

が完了しないこととした。さらに、e-ラーニング受講後においても職員の基礎知識の確認

が容易にできるよう、e-ラーニング資料をイントラに公開し、理解定着に繋げた。また、

令和元年度は 4 講座の研修資料スライドデザインを校正し、令和 2 年度の職員基礎研修か

らは受講者にとって見やすい内容とすることで、基礎知識の理解促進に努めた。 

職員基礎研修の英語版導入はすでに進めており、令和元年度は、新人研修期間に外国人

の新人職員が英語版職員基礎研修を受講するよう積極的に促した。 

受講の徹底を図るために、産総研全体への周知及び受講未了者への催促を引き続き実施

した。 

【効果】 

e-ラーニングの受講徹底を着実に進めつつ、平成 30 年度に引き続き、理解度テスト（合

格基準：正答率 80%以上）を設定することで、職員の職務遂行に必要な基礎知識の習得と定

着が促された。 
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＜階層別研修による人材育成＞ 

【実績】 

研究職員及び事務職員ともに役職ごとに求められる専門スキルや知的能力、対人関係力

といったリーダーシップの向上を目的として、従前から行ってきた階層別研修（全 16 種類、

総受講者数 652 名）にグループワークを導入するなど研修内容を充実させ、主体的に取り

組む人材の育成を行った。 

令和元年度はリーダーシップ及びマネジメントのスキルに加え、労務・安全管理、ハラ

スメント防止、コンプライアンス等における基礎知識に関する講座等から構成される研究

管理者研修を創設し、その受講及び受講後の試験合格を研究グループ長及びチーム長に就

任するための条件とした。事務職員においては、全階層の一部の者へ調査を行った上で、

階層別に求められるリーダーシップを定義し、リーダーシップを強化するためのカリキュ

ラムを構築して実施した。 

【効果】 

階層別研修の着実な実施によって、それぞれの役職に必要な専門スキルや人間力の醸成

を行い、今後のキャリア開発の意識付けに寄与した。事務職については、階層別にニーズ

調査を行い、各階層に求められる資質やリーダーシップを定義したことにより、受講生の

現状に即した研修を実施することができた。また、研修中にグループワーク等を通じて受

講者同士の議論を充実させたことで、各階層が抱える課題や問題意識を共有・認識させる

ことができ、受講者が主体的に考える機会を設けることができた。 

令和元年度に創設した研究管理者研修においては、研究運営に必要な基礎スキルと基本

知識を習得させたことで、研究成果創出の要である管理者のパフォーマンス力向上に寄与

した。 

 

 

＜プロフェッショナル研修による人材育成＞ 

【実績】 

専門知識の習得はもとより、自己の職務遂行能力の向上や、多様なキャリアパスの実現

を支援した。具体的には、英語プレゼンテーション研修や知的財産権研修（全 12 回）など

のプロフェッショナル研修（全 11 講座、総受講者数 779 名）を実施するとともに、見やす

いデザインのルールを学び、日常業務の資料作成やポスター作成に活かせるような内容を

盛り込んだデザイン研修を実施した。 

海外派遣に関しては、職員がグローバルコミュニケーションやネットワーク、主体性を

身に着け人間力が向上できるよう、海外派遣研修を引き続き実施し、令和元年度は経済協

力開発機構（OECD）へ研究職員 1名を派遣した。 

若手の事務職員に対しては、自身の視点から産総研について主体的に考える契機とする

ために産総研の地域センターに約 1 か月間派遣する地域センター派遣研修を令和元年度よ
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り本格的に実施した。平成 30 年度の試行派遣より 3 名多い、計 8 名を派遣した。 

また、主体性向上や視野の広がりといった人間力向上を目的に、事務職員を民間企業に

派遣する民間企業派遣研修を令和元年度に創設し、2社に対してそれぞれ1名ずつ派遣した。 

【効果】 

プロフェッショナル研修においては、専門技能の習得に係る多彩な研修プログラムを用

意することで、内部の人材育成強化に寄与した。また、海外派遣や民間企業派遣研修に関

しては、派遣者が企画立案やマネジメントに関わる知見を有することで、後に続く若手職

員の手本となることが期待できる。 

 

 

＜イノベーションスクールにおける若手博士研究者等の育成＞ 

【実績】 

企業、大学、公的研究機関等の多様な分野で活躍し、将来は日本のオープンイノベーシ

ョンに貢献できる人材の輩出を目的として、イノベーションスクールの博士研究者及び大

学院生対象の 2 コースにおいて、年度計画どおりの人材育成を達成した。 

具体的には、以下のとおりである。 

令和元年度の「イノベーション人材育成コース」においては、16 名の博士研究者を受け

入れて広い視野を持ち自己の新たな可能性を見出すためのキャリアデザイン講習や、イノ

ベーティブな事業創出に必要となる異分野連携力の養成を目的としたプログラム等、社会

で即戦力として活躍することを目指したイノベーションスクール独自の講義・演習を実施

した。また、自身が希望する企業の研究現場において研究開発の実態やマネジメントにつ

いて学ぶ長期企業研修や、産総研の最先端研究に従事することで自身の研究力を研鑽する 1

年間のプログラムを実施した。特に企業研修については、研修先とスクール生の持つ技術

と研修テーマの調整を綿密に進めることで、すべてのスクール生が希望する企業で数箇月

に渡る長期研修を受けることができた。イノベーション人材育成コース生のうち 3 名につ

いては、コミュニケーション、プレゼンテーションを始めとする講義、演習の効果もあり、

プログラム修了前に就職することができた。また、残り 13 名については着実に全てのプロ

グラムを修了し、将来は民間企業をはじめとして、広く社会の重要な場で活躍する見込で

ある。 

「研究基礎力育成コース」においては、大学院生 28 名を対象として、研究者として自立

するために必要な研究力、人間力、連携力の 3 つの力を養成するための講義、演習と産総

研での研究開発からなる半年間のプログラムを実施した。また、スクール生以外にも一部

の講義の聴講を希望する 4 名の大学院生を受け入れる等、若手研究者の人材育成を着実に

実施した。 

理事長講義では、スクール生全員がプログラムの全期間をとおしてグループワークに参

加し、「経済発展」と「社会的課題の解決」を両立するための研究課題とアクションプラン
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を立案することにより、将来リーダーシップをとる上で必要となる長期的かつ俯瞰的な視

野に立った研究構想力を養成した。 

また、イノベーションスクールの修了生が人的ネットワークの構築や参加者の相互刺激

を目的として令和元年度 8 月に 13 名が参加し自主的に開催したサマースクールの運営を支

援した。 

【効果】 

博士研究者は、全員が希望する企業で研修を実施した。研修前の講義、演習で専門分野

以外にも視野と関心を広げ、自身の新たな可能性について熟考して希望研修先を決定させ

ることで、企業研修での経験がスクール生のキャリア形成に高い効果を与えることができ

た。研修先企業からのスクール生の評価も高く、複数の企業が採用を希望するなど、研修

制度を通して企業側にも博士人材の有用性や活用法を伝えることができた。大学院生も、

研究に従事する上で必要となる知識を実践的に学んだ。このように、社会ニーズに対応し、

多様な場で活躍する若手研究人材の育成に貢献した。 

さらに、修了生が加入し、自主的に運営する桜翔クラブにおいても活動が行われている。

平成 30 年度の初回開催に続き、令和元年 8 月には研究基礎力育成コースの修了生を中心に

自ら「第 2 回イノベーションサマースクール」を企画・開催するなど、修了生間での交流

や互いの意識を高めあう機会が設けられた。これらの修了生による自主的な活動は、互い

の成長を確かめあうとともに、更なる自己研鑽のきっかけとなっており、将来の日本の技

術経営力の強化につながる人材を育成するという趣旨に沿った成果でもある。また、分野

を超えた人的ネットワークが共同研究にも展開されるなど、産総研を中心とした連携にも

つながっており、将来新たなイノベーション創出に貢献することが強く期待される。 

 

 

＜マーケティング機能の強化に向けた人材育成＞ 

【実績】 

相互の連携関係を深める上で有益な研究テーマでの他機関を含めた連携を目指したマー

ケティング活動の活性化に向け、ドイツ航空宇宙センター（DLR）へ令和元年 9月より事務

職員 1 名を派遣した。 

【効果】 

海外の研究機関において技術マーケティングや研究連携等の業務に直接的に携わること

を通じ、事務職員のマーケティング能力に磨きをかける機会が拡大され、産総研の橋渡し

人材の育成が推進された。 
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＜橋渡し機能の強化に繋がる多様な外部人材の登用＞ 

【実績】 

民間企業に雇用される者であって、当該企業への復帰を前提として産総研に在籍出向し、

産総研が特に必要と認める研究課題を推進する人材を受け入れる特定集中研究専門員制度

の活用により、令和元年度は民間企業から新規に 82 名を受け入れ、46 の企業から、年度累

積合計 175 名を受け入れた。また、マーケティング業務を推進する人材（上席イノベーシ

ョンコーディネータ等）として、令和元年度は、民間企業等から新たに 7名を受け入れた。 

【効果】 

特定の研究課題に従事する者を特定集中研究専門員として受け入れることにより、産総

研の指揮命令が及ぶ研究開発体制を構築することによって、橋渡し機能の強化に繋がった。

また、マーケティング業務を推進する人材を民間企業等から受け入れることにより、新た

な共同研究契約等の締結に繋げるなど、外部研究資金の獲得に寄与した。 

 

 

＜定年後の職員の内部登用等の実施＞ 

【実績】 

定年後の職員のうち、優れた研究能力、マーケティング能力又はマネジメント能力等を

有する者を引き続き研究現場等に配属したほか、能力等に応じて 11 名を上席イノベーショ

ンコーディネータ、イノベーションコーディネータ、事業所長、研究センター長、領域長

補佐等として内部登用した。 

定年後の職員の内部登用のほか、今後の自己キャリアの可能性に関する意識を高めるこ

とを目的としたセカンドキャリア研修を実施するとともに、産総研職員が外部に新たな活

躍の場を発見するための再就職支援策に取り組んだ。具体的には、再就職希望で長年勤務

した応募者のうち一定条件を満たした者を認定し、認定者に対して再就職先のマッチング

を行う再就職支援事業を平成 30 年度に創設した。令和元年度においては、セカンドキャリ

ア研修に 15 名が参加、あわせて導入した早期退職募集制度への応募者が 8 名あり、当該 8

名を再就職支援者として認定した。 

【効果】 

定年後の職員の能力等に応じた適切な内部登用により、研究ユニットの運営・管理、橋

渡し研究の推進、研究所の適切な統括管理等の業務の推進がもたらされるとともに、On The 

Job Training（OJT）等を通じた現役職員の育成に効果があった。 

職員の高年齢化が起きている状況下において、セカンドキャリア研修は職員自身の最適

なキャリア意識の醸成に寄与するとともに、今後、本取組を継続することにより再就職を

促進し、人材の流動化に繋がると期待される。 
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＜「女性活躍推進法行動計画」に基づく取組＞ 

【実績】 

●女性研究者の採用拡大に向けた取組 

産総研では、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画（平成 28 年 4 月 1 日～令和 2

年3月31日）において、「研究職における計画期間累積採用者の女性比率を18%以上にする」

を目標として掲げている。この目標を達成するための取組を行った結果、研究職における

計画期間累積採用者の女性比率は 18.8%となり、目標を達成した。 

具体的な取組は、以下のとおりである。 

･ 多様で優秀な人材に産総研を知ってもらうため、女性の大学院生・ポスドクを対象に、

産総研女性研究職員との懇談会及びラボ見学等を実施した。 

･ 学術研究機関における人材を効果的に確保するため、学会が主催する産学官 R&D 企画

紹介イベント（応用物理学会：令和元年 9 月、日本化学会：令和元年 10 月、高分子学

会：令和元年 11 月）や、大学における博士課程院生・ポスドクを対象とした企業等紹

介イベント (筑波大学：令和元年 9月、奈良先端科学技術大学院大学・奈良女子大学：

令和元年 12 月)に出展した。 

･ つくばセンター一般公開（令和元年 7 月 20 日）においては、「女性研究者との懇談会・

見学ツアー」を主催したほか、理工系分野に興味・関心をもつ女子中高生向けの情報

発信を行う理工チャレンジ（内閣府主催）関連のイベントにも積極的に参加し、女子

中高生やその保護者に情報発信することで、将来的な人材確保につながる活動にも努

めた。これらのイベント出展で、延べ 215 名の学生等と交流した（令和元年 12 月現在）。 

●女性職員の活躍支援 

産総研では、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画（平成 28 年 4 月 1 日～令和 2

年 3 月 31 日）において、「管理職に占める女性比率を 5%以上とし、次世代の女性管理職を

育成する」を目標として掲げている。この目標を達成するための取組を行った結果、管理

職に占める女性比率は、6.1％（令和元年 12 月末時点）となり、目標を達成した。 

具体的な取組は、以下のとおりである。 

･ 管理職候補となり得る人材育成を行うため、女性の若手・中堅職員を対象にした「女

性エンカレッジ研修」を開催した（令和元年 10 月、参加 19 名）。さらに、日本アイ・

ビー・エム株式会社(以下、「日本 IBM」)が実施した「企業横断リーダーシップ研修」

への女性管理職候補 5名（研究職員 4 名、事務職員 1 名）の派遣を行った。 

･ 文部科学省ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）事業の一環として、

筑波大学、日本 IBM との共催で、女性研究者をエンカレッジするための異分野交流と

して、各自の活動におけるダイバーシティ推進に関する発表会を実施し（2 回：令和元

年 7 月・9 月、参加者のべ約 50 名）、優秀発表者として、仕事と個人生活の充実に意欲

的に取り組む女性研究者・技術者を讃える「TIDE Women Award」を各会 1 名ずつに贈

呈した。 
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【効果】 

女性研究者の採用拡大に向けた取組については、産総研内イベント、学会・大学主催の

外部イベントにも積極的に出展を行い、研究職を目指す女性の大学院生・ポスドク等に対

して産総研の活動を紹介することにより、研究職公募における応募者の女性比率が増加し

た。この結果、今計画期間中の研究職における計画期間累積採用者の女性比率は 18.8 %と

なり、第 4 期中長期目標期間における数値目標の達成に貢献した。また、中学・高校から

産総研の女性研究者のキャリアについての講演依頼があったことから、産総研の女子学生

に向けた活動が、将来の女性理系人材育成の一助となることが期待される。 

女性職員の活躍支援については、産総研内において女性若手・中堅職員を対象にした研

修を実施し、女性職員のキャリア形成を支援する取組を行った。また、産総研の女性管理

職候補として産総研内各部署に推薦者を募り、外部機関の研修への派遣を行った。この募

集を通じて、女性管理職候補者を育成するという意識の醸成に寄与した。 

 

 

＜「次世代育成支援行動計画」に基づく取組＞ 

【実績】 

●研究補助員の雇用支援事業の実施 

産総研では、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画（平成 29 年 4 月 1

日～令和 2 年 3 月 31 日）において、「産休・育休を取得した職員がスムーズに職場復帰で

きるように支援環境を整える」を目標として掲げている。支援環境整備の一環として、育

児・介護等で時間制約がある研究職員への補助員雇用支援の制度化を実現した。 

具体的には、働きやすい職場環境の整備の一環として、育児・介護等で時間制約がある

研究職員の研究活動の障壁を解消・低減するため、平成 29 年度及び平成 30 年度に、育児

で時間制約がある研究職員への補助員雇用支援制度を試行的に実施した。これにより、当

該制度の有効性が認められたため、令和元年度には内部予算により事業を実施し、その制

度化（育児で時間制約がある研究職員への補助員雇用支援制度）を実現した。なお、令和

元年度は、試行的に介護で時間制約がある研究職員への支援を加え、2 回の公募により 13

名（育児：11 名、介護：2 名）の案件を採択した。 

●育児支援に関する制度の情報発信及び情報交換の実施 

産総研では、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画（平成 29 年 4 月 1

日～令和 2 年 3 月 31 日）において、「男性職員も育児休業等の制度を利用しやすい職場環

境を目指し、育児参加に関する情報提供や所内周知を行う」を目標として掲げている。こ

の活動として、出産前の情報共有や男性育児、育児休業からの復帰支援に資するものとし

て、ランチ会の開催（4 回：延べ 46 名参加、令和元年 12 月現在）や個別面談（18 名、令

和元年 12 月現在）を実施し、育児支援に関する制度の情報発信及び情報交換を行った。さ

らに、介護に関するランチ会（2 回：延べ 12 名参加、令和元年 12 月現在）を開催した。 

-266-



 

 

【効果】 

補助員雇用支援事業の制度化により支援を継続実施し、研究活動におけるライフイベン

ト（人生での出来事）を計画的に捉えることが可能となった。これにより、育児休業等取

得者の復帰時期の選択肢が広がり、キャリアロス（昇進・昇格等の機会損失）が低減され

るなど、当該研究職員の研究活動環境の整備にもつながった。また、介護で時間制約があ

る研究職員への試行的支援により、育児支援との相違点を確認し、研究活動に真に有効と

なる支援内容の更なる検討を進めることができた。 

ランチ会や個別面談といった取組を通じ、出産・育児や介護に関する制度紹介や情報発

信することにより、当該制度の利用者のみならず、上司・同僚にも、ライフイベントと仕

事との両立に対して理解が深まった。このことは、「ダイバーシティの推進に関するアンケ

ート」において、「あなたの職場は、仕事と個人の生活の両立に理解があり、配慮がある」

との問いに対し、「あてはまる」「ややあてはまる」と回答した者が 75.1 %に達したという

ことにも効果が表れた。また、男性職員の育児休暇や育児休業取得者も増加した（男性育

児休業取得者：平成 30 年度 9 名、令和元年度 12 名）。 

 

 

＜第4期中長期目標期間におけるダイバーシティの推進策のアクションプランに基づく取組＞ 

【実績】 

●外国人研究者の活躍支援のための取組 

外国人研究者支援については、外国人研究者からの要望を受け、外国人研究者の産総研

におけるキャリアパスや、ライフイベントと研究の両立に関するセミナーを実施した。 

●ダイバーシティを推進する体制の整備及び他の研究教育機関等との連携 

全国 20 の研究教育機関をメンバーとするダイバーシティ・サポート・オフィス（DSO）

において、令和元年 9 月まで産総研理事が会長として、その後も幹事機関として中心的役

割を担い、DSO 参加機関におけるダイバーシティを推進した。 

また、「ダイバーシティの推進策」において「産総研が地域などの広い社会でのダイバー

シティ推進に寄与する」としていることから、NPO 法人「認知症の人と家族の会」からの要

請を受け、産総研で開発された神経学的セラピー用アザラシ型ロボット「パロ」を、研究

者と協力して当該全国大会に出展展示した。 

女性活躍推進法及び次世代育成支援推進対策法に基づく一般事業主行動計画が令和2年3

月 31 日で終了することに伴い、次期行動計画を策定するために、状況把握と課題分析の一

環として、「ダイバーシティの推進に関するアンケート」を実施した（実施期間：令和元年

9 月 27 日～10 月 25 日）。職員及び契約職員のうち 2,495 名（38.4 %）から回答を得た。 

【効果】 

外国人研究者の活躍支援のための取組については、セミナーの実施により、外国人研究

者が研究活動を行う上でのキャリアイベントとの両立、研究マネジメントを担う等のキャ
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リア形成の指針、ライフイベントを抱えながらの研究活動実施例などについて意見交換の

場を提供することができ、また研究者同士のコミュニティ形成に貢献した。 

他の研究教育機関等との連携については、研究教育機関に共通する課題について議論の

場を設けるほか、産総研の取組を紹介するなど、他の研究教育機関等との連携について牽

引的な役割を果たし、各機関において、課題解決に向けて貢献した。さらに、最先端の開

発技術の成果にふれる機会のない一般の方々に、産総研で開発された医療ロボット技術を

研究者と共に紹介することにより、社会における産総研の一層のプレゼンス向上に貢献し

た。 

ダイバーシティの推進に関するアンケートを実施し、職員等の女性管理職登用に関する

意識や、ワーク・ライフ・バランス制度の理解や満足度について現状把握をすることがで

き、第 5 期中長期目標期間におけるダイバーシティ推進策の検討に寄与した。 
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Ⅰ．３．(３) 特定法人として特に体制整備等を進めるべき事項 

【中長期目標】 

②世界最高水準の研究開発等を実施するための体制の強化 

○国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

優れた若手、女性、外国人研究者を積極的に登用し、世界最高水準で挑戦的な研究開発を

担う体制を整備するものとする。 

○研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、各種事務作業に係る負担を軽減し、

研究に専念できる環境を確保するための体制を整えるものとする。 

③ 適正な研究開発等の実施を確保するための体制の充実 

国民の負託を受けて信頼ある研究開発を実施していくために、国の指針等を踏まえ、適切

な法令遵守・リスク管理体制を適切に構築し、その実施状況について適切な方法により社

会に発信する。 

【中長期計画】 

② 世界最高水準の研究開発等を実施するための体制の強化 

・国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制 

特に世界的な競争の激しい研究領域を中心として、世界最高水準で挑戦的な研究開発を実

施するため、若手、女性、外国人研究者を含む国内外の多様なトップ・新進気鋭の研究者

や優れた技術を集結させる体制を整備する。 

・研究者が研究開発等の実施に注力するための体制 

研究者の研究上の定型作業、施設・整備の維持管理、事務作業に係る負担を軽減するため、

これらの作業の効率化や改善を一層進めるとともに、研究者が研究に専念できる環境を確

保するための仕組みや体制を整える。 

③ 適正な研究開発等の実施を確保するための体制の充実 

国民の負託を受けて信頼ある研究開発を実施していくために、国の指針等を踏まえ、適

切な法令遵守・リスク管理体制を適切に構築し、その実施状況について適切な方法により

社会に発信する。 

【平成 30 年度計画】 

<国際的に卓越した能力を有する人材を確保・育成するための体制> 

・優れた研究実績を有する、又は高いマネジメント能力を有する国際的に卓越した研究人

材を確保し、優れた技術・多様な人材を集結させるとともに、その体制を生かし、産総研

内の研究者の育成も効果的に推進する。 

<研究者が研究開発等の実施に注力するための体制> 

・研究者が研究に専念できる環境を整備するため、研究支援人材の確保に向けた施策を引

き続き検討する。 

・特例随意契約については、「特定国立研究開発法人の調達に係る事務について」(平成 29
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年 3 月 10 日内閣総理大臣決定、総務大臣決定)に基づき、研究資金の不正使用防止のため

のガバナンスを徹底し、適切な調達を実施する。 

・また、国の調達制度改革に向けた取組を踏まえ、より迅速かつ効果的な調達を実現する

ため、引き続き、特例随意契約の上限額の引き上げ等、制度改善に向けた取組を推進する。 

<適正な研究開発等の実施を確保するための体制の充実> 

・研究不正への対応に関する規程を改正し、特定不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)以外の

研究倫理から逸脱した行為(不適切なオーサーシップ等)への対応及び研究倫理教育の受講

義務等を明記することにより、研究不正への対応を強化する。 

・産総研におけるコンプライアンス推進に関する取組を公式ホームページ等を利用して社

会に発信する。 

＜国際的に卓越した能力を有する人材の確保＞ 

【実績】 

国際的に卓越した能力を有する人材を情報・人間工学領域で引き続き登用し、国内外の

人工知能に関する研究者の採用を推進した。当該者の登用後、当該センターでのプロジェ

クト専従の任期付の研究者数は、平成 28 年度 16 名（うち外国籍 10 名）から、令和元年度

19 名（うち外国籍 12 名）に増加した。 

また、令和元年度に設置したゼロエミッション国際共同研究センターにおいて、リチウ

ムイオン二次電池を開発するなどの比類ない研究業績を有する吉野彰氏（ノーベル賞受賞

者）を研究センター長として登用した。 

【効果】 

国際的に卓越した能力を有する人材を登用したことにより、国内外の英知の結集及び民

間企業との連携が進み、人工知能分野の国際競争力が強化された。 

また、地球環境問題の解決や化石燃料に頼らない社会の実現可能性を高めてきた人材で

ある吉野彰氏（ノーベル賞受賞者）を登用したことにより、世界の英知を集結する国際研

究拠点の構築とそれによるグローバルな研究開発の展開及び研究機関間のアライアンス強

化等を通じ、革新的環境技術に関する基盤研究においてブレークスルー・テクノロジーの

創出の推進に寄与することが期待される。 

 

 

＜研究者が研究開発等の実施に注力するための研究支援人材の確保＞ 

【実績】 

研究現場における優秀なテクニカルスタッフの人材流出防止等を図る観点から、平成 29

年度に見直したテクニカルスタッフ制度の運用を引き続き実施した。具体的には、研究現

場のニーズを踏まえ、人件費確保状況の確認の下、俸給単価変更や同一研究ユニット内に

おける別グループへの所属変更及び、外部資金プロジェクトに専従しているテクニカルス

タッフであっても、当初契約の最長雇用期間の範囲内においては業務を変更することを可
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能とする運用を実施した。それにより令和元年度の制度利用件数は 123 件となり、人材流

出防止と、研究開発等を効率的・効果的に実施するための支援人材の確保に努めた。 

また、平成 30 年度に、定年退職者の再雇用制度について、本部・事業組織等に限定して

いた配属先を拡大し、研究推進組織において薬品管理・安全管理業務、論文校閲業務など

に従事できるように見直しを行い、令和元年度より運用を開始した。これにより、令和元

年度は 34 名が研究推進組織に配属された。 

【効果】 

テクニカルスタッフの俸給単価変更等を認める制度へ変更したことにより、熟練した技

術を持つテクニカルスタッフを適切に処遇することが可能となり、研究現場を支えている

優秀な研究支援人材の流出防止を通じて安定的な研究環境が維持されることが期待される。 

また、研究者として豊富な経験を持った定年退職後の再雇用者が研究現場に入ることで、

より充実した研究支援が期待される。 

 

 

＜研究資金の不正使用防止のためのガバナンスの徹底及び適切な調達の実施＞ 

【実績】 

特定国立研究開発法人に認められた公開見積競争を原則とする新たな随意契約方式であ

る「特例随意契約」については、「特定国立研究開発法人の調達に係る事務について」に基

づき、研究資金の不正使用防止のためのガバナンスを徹底し、適切に調達を実施した。 

具体的には、特例随意契約では、調達の競争性及び透明性を確保しつつ、調達請求から

契約締結までの期間を約 40 日から約 20 日に短縮し、実施した。また、研究者が作成する

調達事前調査票を省略することにより、研究者の調達請求にかかる負担を軽減した。 

さらに、令和元年度調達等合理化計画において、「調達に関するガバナンスの徹底」を策

定し、不祥事の発生の未然防止・再発防止に取り組んだ。具体的には、全職員を対象とし

た研修（e-ラーニング）において、「調達制度」及び「外部研究資金等の適正執行」を設定

し、全職員への調達ルールの周知・浸透を図った。さらに、全事業所等の調達担当者を対

象にしたワークショップ形式の研修会「調達事務におけるコンプライアンス」（令和元年 9

月、参加者 25 名）を実施した。 

【効果】 

特例随意契約による契約締結までの期間短縮の効果は、平成 31 年 4 月から令和 2 年 1 月

までで延べ約 26,220 日（契約件数 1,311 件×約 20 日）となり、研究開発の促進に寄与し

た。また、調達事前調査票の作成省略は、1 件あたり 1 時間の作業時間削減となり、平成

31 年 4 月から令和 2 年 1 月までで約 1,311 時間（契約件数 1,311 件×1 時間）の研究者の

事務作業にかかる負担が大幅に軽減された。さらに、1 者応札の場合の価格交渉により、約

22,200 千円（令和 2 年 1 月）の費用削減効果が得られた。 

全職員を対象とした研修（e-ラーニング）の実施により、研究資金の不正使用となる事
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案は発生しなかった。また、調達担当者向けの研修会により、調達担当者のコンプライア

ンスに対する意識が向上し、適切な調達業務を実施した。 

 

 

＜調達制度改善に向けた取組＞ 

【実績】 

研究者の事務作業に係る負担軽減に向けて、国の調達制度改革に向けた取組を踏まえ、

より迅速かつ効果的な調達を実現するため、特例随意契約の上限額の引き上げについて、

制度改善に向けた取組を推進した。 

具体的には、内閣府・総務省共催による「研究開発法人における業務運営に関する検討

会」において、特例随意契約の拡充の検討が審議されるなか、産総研の運用実態を報告し、

今後の制度拡充の検討に貢献した。また、同検討会から改善の意見が出された運用等につ

いては、適正な運用に資するため、規程等の改正を行った。 

【効果】 

特例随意契約の適正な運用を行うことで、上限額引き上げの検討が加速されることが期

待される。これにより特例随意契約の対象案件が更に拡大することで、これまで契約締結

までに時間を要していた調達案件も特例随意契約となるため期間短縮が可能となり、研究

成果の早期発現に大きく寄与することが見込まれる。 

 

 

＜研究不正への対応強化による法令順守及びリスク管理＞ 

【実績】 

研究不正への対応を強化し、研究活動における法令順守、リスク管理に取り組んだ。 

具体的には、研究不正に係る社会情勢の変化等を踏まえ、研究不正への対応に関する規

程を改正し、特定不正行為に加えてそれ以外の研究倫理から逸脱した行為(不適切なオーサ

ーシップ等)への対応及び研究倫理教育の受講義務等を明記することにより、研究不正への

対応及び未然防止策を強化した。この結果、e-ラーニングの研究倫理教育受講率 100%を達

成するとともに、平成 30 年度と同様に研究不正と認定される案件は発生しなかった。また、

研究のトレーサビリティを確保する観点から、研究で得られたデータや試料等の管理方法

及び体制等に関する基準を新たに設ける必要があったため、産総研内にワーキンググルー

プを組織し、関係者による検討を行った。当該基準については、ワーキングループでの検

討結果を踏まえ、令和 2 年度に策定し、全所的に周知する予定である。 

【効果】 

国のガイドライン等を踏まえ、研究不正への対応に関する規程を整備したことにより、

研究不正を抑制し、適正な研究開発の実施が確保された。また、不正行為防止のための取

組等を社会に向けて積極的に発信することにより、産総研の研究活動・成果の透明性及び
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信頼性が確保された。 

 

 

＜コンプライアンス推進に関する取組の情報発信＞ 

【実績】 

コンプライアンス推進に関する取組の対外的な情報発信に取り組んだ。 

具体的には、公式ホームページに「コンプライアンス推進週間 2019」を紹介するページ

を新設するとともに、「産総研レポート 2019」において、産総研のコンプライアンス推進に

関する取組を広く社会に発信した。 

また、「国立研究開発法人協議会」（国研協）に産総研の主導により設置された「コンプ

ライアンス専門部会」（以下、「専門部会」という。）の専門部会長及び事務局を担い、国研

協専門部会において、産総研の「コンプライアンス推進週間 2019」に関する取組を紹介し、

国研協におけるコンプライアンスに関する活動を牽引した。 

【効果】 

産総研におけるコンプライアンス推進に関する取組について、積極的に対外的な情報発

信を行うことによって、社会からの信頼性が確保されるとともに、職員一人ひとりの、社

会に対する責任感を醸成することに繋がった。 
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Ⅱ．３． 適切な調達の実施 

【中長期目標】 

調達案件については、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札を原

則としつつも、随意契約できる事由を会計規程等において明確化し、「調達等合理化計画」

に基づき公正性・透明性を確保しつつ、合理的な調達を実施するものとする。 

【中長期計画】 

調達案件については、一般競争入札等(競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性のない

随意契約は含まない。)について、真に競争性が確保されているか、主務大臣や契約監視委

員会によるチェックの下、契約の適正化を推進する。「独立行政法人改革等に関する基本的

な方針」(平成 25 年 12 月 24 日閣議決定)を踏まえ、一般競争入札を原則としつつも、研究

開発型の法人としての特性を踏まえ、契約の相手方が特定される場合など、随意契約でき

る事由を会計規程等において明確化し、「調達等合理化計画」に基づき公正性・透明性を確

保しつつ合理的な調達を実施する。 

第 3 期から継続して契約審査体制のより一層の厳格化を図るため、産総研外から採用する

技術の専門家を契約審査に関与させ、調達請求者が要求する仕様内容・調達手段について

の技術的妥当性を引き続き検討するとともに、契約審査の対象範囲の拡大に向けた取り組

みを行う。 

【平成 31 年度計画】 

・契約監視委員会を開催し、一般競争入札に係る一者応札・応募状況等の点検のほか、「平

成 31 年度調達等合理化計画」の策定並びに「特例随意契約」の点検を行う。また、委員

会点検による意見・指導等については、全国会計担当者会議等において共有し、改善に

向けた取組を行う。 

・「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成 25 年 12 月 24 日閣議決定)を踏まえ、

一般競争入札を原則としつつも、特定国立研究開発法人としての特性を考慮し、契約事

務取扱要領の「随意契約によることができる場合」に基づき、適切かつ合理的な調達を

実施する。 

・民間企業での技術的な専門知識を有する契約審査役を引き続き雇用し、政府調達基準額

以上の調達請求にかかる仕様内容や調達手段について、審査を実施する。 

・地域センターの契約案件については、高額案件が少ないことから契約審査の対象範囲を

拡大して、契約審査役による審査を実施する。 

＜契約監視委員会による事後点検＞ 

【実績】 

契約監視委員会を開催し、同委員会での点検による意見・指導等については、全国会計

担当者会議等において共有した上で、改善に向けた取組を行った。 

具体的には、令和元年度も引き続き、外部有識者等による契約監視委員会を開催し、「調

達等合理化計画」の策定に係る審議、「随意契約」の妥当性に関する事後点検、一者応札と
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なった「一般競争」及び「特例随意契約」の競争性の確保に関する事後点検を実施した。 

契約監視委員会の点検では、効果的で質の高い点検作業を行うため、令和元年度上期の

点検対象 1,693 件のうち、契約方式、内容別の件数分布及び過去の点検実績等を考慮する

とともに、特に高額な契約案件から抽出して点検対象の重点化を図った（点検実施件数：

競争性のない随意契約（30 件）、一者応札となった一般競争入札等（33 件）、特例随意契約

（19 件）（令和元年 6、8、12 月実施））。 

また、契約監視委員会の点検による意見・指導等の内容は、「全国会計担当者連絡会議」

を通じて全事業所の調達担当者に情報（知識）の共有を図った。 

【効果】 

契約監視委員会の開催を通じて、調達等合理化計画、競争性のない随意契約、一者応札・

応募となった一般競争入札、特例随意契約等の妥当性が担保された。 

また、契約監視委員会の点検による意見・指導等を、全国会計担当者連絡会議において

全国の調達担当者に周知し、各担当者の理解を深化させたことで、適正かつ着実な調達事

務を実施した。 

 

 

＜適切な公告期間の設定＞ 

【実績】 

入札参加者の拡大に向けて、令和元年度も引き続き、調達の迅速化を考慮しつつ、事業

者が契約内容を検討するのに必要な期間（公告日から入札日までおおよそ 20 日以上）を確

保した。 

【効果】 

入札参加者の拡大に向けて事業者が契約内容の検討に十分な期間を確保したことにより、

「検討する期間、必要書類作成の期間が短いために入札に参加できない。」旨の苦情等は一

切発生しなかった。 

 

 

＜随意契約における適切かつ合理的な調達の実施＞ 

【実績】 

契約事務取扱要領の「随意契約によることができる場合」に基づき、随意契約の妥当性

を確保し、適切かつ合理的な調達を実施した。 

具体的には、令和元年度においても、「随意契約によることができる事由（19 項目、平成

27 年 10 月制定）」に合致し、相手方が特定される場合は、適用条件や具体的な選定理由に

ついて、調達担当部署（調達担当者、会計グループ長、契約担当職）と契約審査役による

厳重な二重チェックを行った上で、令和元年度は 715 件（令和 2 年 1 月）の競争性のない

随意契約を行った。 
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【効果】 

「競争性のない随意契約」方式の運用に当たっては、あらかじめ産総研の事務・事業の

特性を踏まえた随意契約によることができる事由を契約事務取扱要領において明確化し、

二重チェックを行うことで公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を実施した。 

この「競争性のない随意契約」方式の導入により、「公募随意契約」方式の場合の公募期

間（約 20 日）が不要になったため、調達請求から発注までに要する期間の大幅短縮（随意

契約件数 715 件×20 日＝14,300 日）が図られた。 

 

 

＜契約審査役による審査の強化＞ 

【実績】 

産総研が行う契約に対する公正性、透明性、合理性を確保するため、民間企業での技術

的な専門知識を有する契約審査役による審査を強化し、仕様内容や調達手段の審査を行っ

た。 

具体的には、民間企業の調達等について専門的な知見を有する契約審査役を引き続き 3

名雇用し、仕様書の適正性、妥当な選定理由及び適切な調達手段であるか等の契約審査 244

件（令和元年 12 月時点）を行った。 

また、全事業所等の調達担当者等を対象に、調達事務におけるコンプライアンス意識の

向上と適正で迅速かつ効果的な調達手続き実現のための知識習得を目的として、契約審査

役による講習会「契約審査における着眼点」（参加者 154 名）、ワークショップ形式による

研修会「調達事務におけるコンプライアンス」（参加者 25 名）、監事による講和「調達実施

体制等とリスク事案」及び顧問弁護士による講義「債権管理法と売買契約・請負契約等の

変更点」を開催（参加者 154 名）し、調達担当者等の知識向上に取り組んだ（令和元年 9

月実施）。 

さらに、契約審査役がこれまで培ってきた経験やノウハウを生かしつつ、80 ページを超

える従来の仕様書作成マニュアルの大幅な見直しを行った。改訂後のマニュアルでは、可

能な限り平易に内容を伝えるために「解説版」と「フォーム集」に分けるとともに、仕様

書の参考事例を「事例集」として追加し、仕様書の完成度を高めるための効果的なツール

とした。 

【効果】 

調達請求者が要求する仕様内容・調達手段について、契約審査役が厳重な審査・点検を

行うことによって公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達が実施できた。 

また、講習会を通じて、契約審査役がこれまで培ってきた経験やノウハウを全事業所・

地域センターの調達担当者や研究支援担当者にまで伝授・指導することにより、質の高い

仕様書や選定理由書の作成方法、公正性・透明性・妥当性のある調達手段の選択判断など

の事例が広く伝搬された。さらに、ワークショップ形式の研修会において、調達手続きの
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リスク事案の実例をもとにしたグループ討議や、監事及び顧問弁護士の講義を実施したこ

とにより、コンプライアンスに対する意識向上と調達業務の更なる適正化が図られた。 

また、仕様書作成マニュアルの大幅な見直しにより、研究者、研究支援担当者及び調達

担当者が、仕様書の確認・修正に要する時間の削減（3,427 件×30 分＝年間 1,714 時間（令

和 2 年 1 月時点））に寄与した。 

 

 

＜契約審査役による審査対象範囲の拡大＞ 

【実績】 

地域センターの契約案件については、契約審査役が行う契約審査（政府調達基準額以上

の調達手続きにおける仕様内容や調達手段等の審査）の基準額を低くし、対象範囲を拡大

して契約審査を実施した。 

具体的には、契約審査は政府調達基準額以上の案件を対象としているが、地域センター

ではつくばセンター各事業所と比較して政府調達案件が少ない傾向にあり、契約審査役の

契約審査を受ける機会が少ない。このため、更なる契約事務の適正化に向けて、令和元年

度も引き続き、地域センターの契約審査の基準額を低くし、対象範囲を拡大した上で、契

約審査役による指導・助言を行った。 

令和元年度は、政府調達の基準額を地域センターに適用した場合は、地域センター全体

で 33 件（令和 2 年 1 月）が審査対象となるところ、審査範囲を拡大したことにより 72 件

（令和 2 年 1 月）の審査実績となった。 

【効果】 

地域センターにおいても、調達請求者が要求する仕様内容・調達手段について、契約審

査役が厳重な審査・点検をより多く行うことによって、公正性・透明性を確保した合理的

な調達が実施できた。 
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Ⅱ．５． 業務の効率化 

【中長期目標】 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、

一般管理費（人件費を除く。）及び業務経費（人件費を除く。）の合計について前年度比 1.36％

以上の効率化を図るものとする。ただし、平成 27 年度及び 28 年度においては、平成 27 年

4 月に定めた業務の効率化「一般管理費は毎年度 3％以上を削減し、事業費は毎年度 1％以

上を削減するものとする。」に基づく。 

なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとする。

給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規定、俸給表及び総人件費を公

表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。 

【中長期計画】 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、

一般管理費(人件費を除く。)及び業務費(人件費を除く。)の合計については前年度比 1.36%

以上の効率化を図るものとする。ただし、平成 27 年度及び 28 年度においては、平成 27 年

4 月作成における業務の効率化「一般管理費は毎年度 3%以上を削減し、業務経費は毎年度

1%以上を削減するものとする。」に基づく。 

なお、人件費の効率化については、政府の方針に従い、必要な措置を講じるものとする。

給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費を公

表するとともに、国民に対する説明責任を果たすこととする。 

【平成 31 年度計画】 

・給与水準については、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸給表及び総人件費を

公表し、国民に対する説明責任を果たす。 

＜役職員の給与水準の公表による国民に対する説明責任＞ 

【実績】 

平成 30 年度実績に基づくラスパイレス指数、役員報酬、給与規程（俸給表を含む）、職

員給与及び総人件費の状況等について、「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水

準の公表方法等について（ガイドライン）」（平成 15 年 9 月 9 日付け総務大臣）に基づき、

公式ホームページに令和元年 6 月 28 日に公表した。 

●ラスパイレス指数 

 研究職員：102.2  

 事務職員：100.8 

【効果】 

役職員の給与水準を公表することにより、産総研の運営の透明性を確保し、国民に対す

る説明責任を果たした。 
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Ⅲ. 財務内容の改善に関する事項 

【中長期目標】 

運営費交付金を充当して行う事業については、本中長期目標で定めた事項に配慮した中

長期計画の予算を作成し、効率的に運営するものとし、各年度期末における運営費交付金

債務に関し、その発生要因等を厳格に分析し、減少に向けた努力を行うこととする。また、

保有する資産については、有効活用を推進するとともに、不断の見直しを行い保有する必

要がなくなったものについては廃止等を行う。 

さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取組を推進することとし、「平成 25 年

度決算報告」（平成 26 年 11 月 7 日会計検査院）の指摘を踏まえた見直しを行うほか、「独

立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）等既往の閣議

決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施するものとする。特に、「独

立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、「法人の増収意欲を増加させるため、

自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己収入の増加見込額

を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経費に充

てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。」とされていること

を踏まえ、本中長期目標の考え方に従って、民間企業等からの外部資金の獲得を積極的に

行う。 

【中長期計画】 

目標と評価の単位である事業等のまとまりごとにセグメント区分を見直し、財務諸表に

セグメント情報として開示する。また、事業等のまとまりごとに予算計画及び執行実績を

明らかにし、著しい乖離がある場合にはその理由を決算書にて説明する。 

保有する資産については有効活用を推進するとともに、所定の手続きにより不用と判断

したものについては、適時適切に減損等の会計処理を行い財務諸表に反映させる。 

さらに、適正な調達・資産管理を確保するための取り組みを推進することとし、「平成 25

年度決算検査報告」(平成 26 年 11 月 7 日)会計検査院)の指摘を踏まえ、関連規程の見直し、

研究用備品等の管理の適正化を図るために整備した制度・体制について、フォローアップ

を実施するとともに、必要に応じて見直しを行う。 

【平成 31 年度計画】 

・財務諸表において、5領域、2 総合センター、その他本部機能、法人共通の区分でセグメ

ント情報を開示する。また、セグメントごとに予算計画及び執行実績を明らかにし、著

しい乖離がある場合にはその理由を決算報告書により説明する。 

・不用となった資産については、所内及び他機関に対し情報を開示し、有効活用を図る。

また適時適切に減損・除却等の会計処理を行う。 

・適正な研究用備品等の管理制度・体制を継続・維持するとともに、必要に応じ見直し等

を行う。 

＜財務諸表におけるセグメント情報の開示＞ 
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【実績】 

財務諸表において、適切にセグメント情報を開示し、予算計画及び執行実績を公表した。 

具体的には、令和元年度も引き続き、財務諸表の開示すべきセグメント情報を事業等の

まとまりごとの区分とし、公式ホームページで正確に公表した。また、決算報告書におい

ても事業等のまとまりごとに予算計画及び執行実績を明らかにし、公式ホームページで正

確に公表した。 

【効果】 

セグメント情報に基づき、財務諸表及び決算報告書で正確に会計情報を開示することに

より、国民その他の利害関係者に対し適正に説明責任を果たすことができた。 

 

 

＜不用資産の有効活用及び適正な会計処理の推進＞ 

【実績】 

不用資産については、有効活用を図るとともに、減損・除却等の会計処理を適切に行っ

た。 

具体的には、資産使用者及び資産管理者が、自らは使用しないと判断した資産について、

不用備品有効活用システム（通称：「リサイクル掲示板」）を運用して所内備品類の有効活

用を図った。 

この結果、令和元年度の所内リユース数は、472 件（令和元年 12 月現在）であった。 

さらに、産総研内において利用希望がなかった不用資産については、産総研の公式ホー

ムページを活用した外部需要調査を実施して有効活用を図り、令和元年度の所外リユース

数は 70 件（令和元年 12 月現在）であった。 

また、所内関係部署による連携及び情報共有を図り、老朽化が顕著な建物等のうち、使

用しないと組織決定された建物等については、固定資産に減損が生じている可能性を示す

事象があるものとして減損の兆候を認識し、減損の兆候に該当する建物等を閉鎖したこと

が確認された場合には、当該固定資産の減損を認識する等の状況把握に努め財務諸表に反

映することで、適切な会計処理を行った。 

【効果】 

不用備品のリユースにより、以下の資産等の有効活用が図られた。 

・所内リユースによる経費削減額※：約 210,951 千円（令和元年 12 月現在） 

・所外リユースによる売却額：約 2,791 千円（令和元年 12 月現在） 

※所内リユースをせず新たに購入した場合を想定した額を経費削減額として積算 
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＜研究用備品管理の適正な実施＞ 

【実績】 

研究用備品等の管理制度・体制を継続・維持し、適正に管理を行った。 

具体的には、平成 26 年度に研究用備品等の管理の適正化を図るために整備した制度・体

制のフォローアップとして、令和元年度も引き続き、研究用備品等全件（約 15 万 7 千件）

の棚卸を実施し、管理状況の確認を行った。 

さらに、研究用備品等の適正管理を目的として、全職員を対象とした「資産の管理・使

用について」の研修（e-ラーニング）を実施した。 

【効果】 

棚卸や研修を通して職員等の研究用備品等の適正管理の意識が向上するとともに、管理

の適正化が図られ、保有資産の状況を財務諸表に反映させることができた。 
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Ⅶ．２． 業務運営全般の適正性確保及びコンプライアンスの推進 

【中長期目標】 

産総研が、その力を十分発揮し、ミッションを遂行するに当たっては、調達・資産管理、

研究情報管理、労務管理、安全管理などを含む業務全般や公正な研究の実施について、そ

の適正性が常に確保されることも必要かつ重要である。このため、研究者中心の組織にお

いて業務が適正に執行されるよう、業務執行ルールの不断の見直しに加え、当該ルールの

周知徹底、事務職員による研究者への支援・チェックの充実、包括的な内部監査等を効率

的・効果的に実施するものとする。 

また、コンプライアンスは、産総研の社会的な信頼性の維持・向上、研究開発業務等の

円滑な実施の観点から継続的に確保されていくことが不可欠であり、昨今その重要性が急

速に高まっている。こうした背景やこれまでの反省点等も踏まえ、コンプライアンス本部

長たる理事長の指揮の下、予算執行及び研究不正防止を含む産総研における業務全般の一

層の適正性確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業務を推進するものとする。 

さらに、「橋渡し」機能を抜本的に強化していくに当たっても、適切な理由もなく特定企

業に過度に傾注・依存することは避ける必要がある。このため、国内で事業化する可能性

が最も高い企業をパートナーとして判断できるような適切なプロセスを内部に構築すると

ともに、コンプライアンス遵守に向けた体制整備等、ガバナンスの強化を図るものとする。

【中長期計画】 

産総研が、その力を十分発揮し、ミッションを遂行するに当たっては、調達・資産管理、

研究情報管理、労務管理、安全管理などを含む業務全般や公正な研究の実施について、そ

の適正性が常に確保されることも必要かつ重要である。このため、研究者中心の組織にお

いて業務が適正に執行されるよう、業務執行ルールの不断の見直しに加え、当該ルールの

周知徹底、事務職員による研究者への支援・チェックの充実、包括的な内部監査等を効率

的・効果的に実施する。 

また、コンプライアンスは、産総研の社会的な信頼性の維持・向上、研究開発業務等の

円滑な実施の観点から継続的に確保されていくことが不可欠であり、昨今その重要性が急

速に高まっている。こうした背景やこれまでの反省点等も踏まえ、コンプライアンス本部

長たる理事長の指揮の下、予算執行及び研究不正防止を含む産総研における業務全般の一

層の適正性確保に向け、厳正かつ着実にコンプライアンス業務を推進する。 

さらに、「橋渡し」機能を抜本的に強化していくに当たっても、適切な理由もなく特定企

業に過度に傾注・依存することは避ける必要がある。このため、国内で事業化する可能性

が最も高い企業をパートナーとして判断できるような適切なプロセスを内部に構築する。 

加えて、コンプライアンス遵守に向けた体制整備等、ガバナンスの強化を図る。具体的

には次の措置を講ずるとともに、必要に応じて不断の見直しを行う。 

業務執行については、調達・資産管理、委託研究、共同研究、旅費に係るルールを平成

26 年度に厳格化したところ、毎年度、そのルールを全職員に対し周知徹底する。また、研
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究ユニットにおける事務手続に対応する支援事務職員を配置する等のサポート体制を維持

するとともに、毎年度、その執行状況をチェックする。 

同時に、内部監査においても、テーマごとの監査に加え、研究ユニットごとの包括的監

査を実施する。 

また、研究不正の防止のための研修を毎年度実施するとともに、研究記録の作成、その

定期的な確認及びその保存を確実に行う。 

【平成 31 年度計画】 

・リスク情報を現場から迅速に収集するとともに、事案毎に対処方針を決定し、現場に適

切な指示を出すなど、厳格なリスク管理を行う。 

・剽窃探知オンラインツールの利用促進の他、研修の実施及び研究者倫理ハンドブックの

作成・配布等により研究不正の防止を図る。 

・これまで実施してきた e−ラーニング及び階層別研修に、コンプライアンス全般に関する

内容を盛り込んだ上で、コンプライアンス研修を義務化する。 

・昨年度に引き続き、「コンプライアンス推進週間」を設定し、組織一体となってコンプラ

イアンスの推進に取組む。 

・昨年度に引き続き、国立研究開発法人協議会(国研協)コンプライアンス専門部会の事務

局を担い、コンプライアンスに関する情報交換・課題の検討を行うとともに、「コンプラ

イアンス推進週間」を合同で実施する。 

・所内のニーズを踏まえた業務改善・効率化に取り組み、先進事例の積極的な横展開を推

進することで業務改善意識の醸成を図る。また、業務フロー分析等を基にした全所的な

業務改革に取り組むとともに、職員間の業務コミュニケーション阻害要因の分析と改善

策の検討を行う。 

・「橋渡し」となる産学官連携活動等を適切に推進するため、個人及び臨床研究に係る利益

相反マネージメントについて、国及び他機関の動向を把握しつつ、効率的かつ効果的に

実施する。また、平成 30 年度に構築した組織としての利益相反マネージメント制度を試

行的に運用開始する。 

・内部監査として、研究ユニットごとの包括的な監査を効率的・効果的に実施する。 

・監事監査が効率的・効果的に行えるよう監事への情報の提供等必要な支援を行う。 

・研究不正への対応に関する規程を改正し、特定不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)以外の

研究倫理から逸脱した行為(不適切なオーサーシップ等)への対応及び研究倫理教育の受

講義務等を明記することにより、研究不正への対応を強化する。 

・研究不正防止のため、引き続き、研究者倫理に関する e−ラーニング研修等を実施する。 

・引き続き、研究記録制度の実施状況を把握するとともに、確実で安定的な運用を図る。

また、不断に制度の改善・見直しを講じる。 

＜リスク管理及びコンプライアンスの推進＞ 

【実績】 
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た。講義資料は、従来の文章を多用した資料を一新し、イラスト等を用いてより理解しや

すいものにした。また、研修においては、実際に発生したリスク事例を紹介するとともに、

受講者によるグループワークを実施することで、より効果的なコンプライアンス意識の向

上を図った。e−ラーニングの受講率は 100%を達成した。 

【効果】 

コンプライアンスに関する研修の着実な実施により、職員一人ひとりのコンプライアン

ス意識の向上に繋がった。また、受講者から以下の感想が寄せられており、取組の効果が

確立された。 

●受講者からの感想 

・ グループディスカッションを通じて、主体的にコンプライアンスについて考える機会

となった。 

・ 折りに触れ、産総研内に啓発されている取組であるが、身近での具体的な事例等の紹

介があると、現実感が増し、改めて注意喚起が促されて良い。 

・ 自分の立ち位置から見たコンプライアンス・リスク管理について、考え直す良い機会

になった。産総研の現状について知らないことも多くあり非常に興味深い内容だった。 

等 

 

＜「コンプライアンス推進週間」による組織一体となったコンプライアンスの推進＞ 

【実績】 

「コンプライアンス推進週間」を設定し、組織一体となってコンプライアンスの推進に

取組んだ。 

具体的には、産総研全体の更なるコンプライアンス意識の向上を目指し、昨年度に引き

続き、「コンプライアンス推進週間（令和元年 12 月 2 日－12 月 6 日）」を設定し、①研究者

倫理ハンドブックの作成・全員への配布、②幹部及び管理職を対象とした特別研修の実施、

③部署毎に主体的な取組事項を決定・実施、④対外的発信、⑤スローガンの産総研内公募

及びポスターへの掲載等を行った。 

【効果】 

「コンプライアンス推進週間 2019」における部署毎の取組等を通じ、職員一人ひとりが、

より主体的にコンプライアンスについて考えることができ、産総研全体のコンプライアン

ス意識の向上に繋がった。また、同週間終了後には、職員から以下のような感想が寄せら

れており、取組の効果が確認された。 

●職員からの感想 

・ 研究者倫理ハンドブックは、図解でわかりやすいものであり、研究者倫理の重要性を

再認識するのに有用であった。 

・ このような機会に（定期的に）確認しておくことは有益と思う。  

・ コンプラの重要性を再認識するには良い機会と感じた。 等 
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＜国立研究開発法人全体のコンプライアンスの推進＞ 

【実績】 

国立研究開発法人協議会（国研協）に産総研の主導により設置された「コンプライアン

ス専門部会」（以下、「専門部会」という。）において、情報交換・課題の検討等を実施した。 

具体的には、平成 30 年度に引き続き、専門部会長及び事務局を担い、令和元年度には、

全 27 法人が参加する専門部会を 2回開催（令和元年 7 月、令和 2 年 2 月）した。専門部会

においては、コンプライアンスに関する情報共有を図るとともに、共通課題について検討

を行った。また、平成 30 年度に引き続き、「コンプライアンス推進週間」を合同で実施す

ることを提案し、実現させた。具体的には、統一スローガン及びポスターを作成するとと

もに、参加法人の幹部及び管理職を対象とした研修を実施した。さらに、コンプライアン

ス実務担当者向けの研修を実施した（令和 2年 2 月）。 

【効果】 

産総研の主導により、国立研究開発法人が合同で「コンプライアンス推進週間」を実施

するとともに、コンプライアンス実務担当者向けの研修を実施することで、国立研究開発

法人全体のコンプライアンス推進に大きく貢献した。 

 

 

＜産総研内ニーズを踏まえた業務改革の取組と先進事例の横展開＞ 

【実績】 

●トップダウンによるプロジェクト推進 

産総研全体の業務改革プロジェクトに関するプロジェクトの工程を業務改革推進室で一

元的に管理する体制としつつ、各部署のニーズを踏まえた業務改革・改善の活動を理事会

で報告し、理事長以下役員からの指摘や指示を踏まえたトップダウンの活動を昨年度から

継続して実施した。 

具体的な取組事例は以下のとおりである。 

【事例 1】理事会発表事例による活動の展開 

引き続き、各部署での業務改善・効率化への取組状況を理事会の場で定期的に幹部層へ

報告する等、幹部層から指示を仰ぐ機会を積極的に設け、トップダウンでの取組を実施し

た。 

具体的には、約 15 万件に及ぶ産総研の資産を棚卸する作業が例年大きな業務負担であっ

たことから、新たに小型バーコードリーダーを導入して資産の現物確認を実施するととも

に、棚卸の開始時期を約 1.5 か月前倒しで開始しピークシフトを行うなど従来の方法を見

直して効率化を図ったほか、年間約 3,300 件を取り扱う共同研究契約業務において、顧問

弁護士による精査を経た条項雛形や事例集を活用することなどにより、契約業務の事務負
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担軽減を実現した。 

これにより、資産棚卸では、複数の施策で合わせて年間約 1,690 時間の担当者の作業時

間削減につなげた。また、共同研究契約業務では、リーガルチェックの効率化により約 3,000

時間の作業時間を削減するとともに、得られた時間資源をイレギュラーな契約案件のリー

ガルチェックに充てることで、権利・義務に関する法的リスクの低減を達成することがで

きた。 

【事例 2】業務改革ポリシーの制定による業務改革の意識付け 

産総研が掲げる組織目標の達成に寄与するため、上記のような業務改革活動の位置づけ

とその活動方針を整理・提示した「産総研業務改革ポリシー」「アクションプラン」を制定

し、公式ホームページでも公表した。 

これにより、組織目標の達成に向けて業務改革の位置づけを明確にし、活動に取り組む

意義について職員の理解を向上させることにつながった。 

●職場単位でのボトムアップによる業務改革 

昨年度から継続して各部署にて職場改善会議を実施し、各職場単位で月 1 回程度の改善

活動を行うことで、職場単位でのボトムアップによる業務平準化や改善活動を促進した。 

具体的な取組事例は以下のとおりである。 

【事例 1】改善事例の全所的な積み上げと改善意識の向上 

職場改善会議は定期的に改善活動を行う動機づけとしての機能を果たし、各部署から毎

月様々な改善活動の報告がなされた。具体的には、郵便物の「発送記録票」の義務付けを

廃止し、業務プロセスを効率化した件や、部署内でホワイトボードによる立ち会議を導入

し、議事を可視化し会議時間を縮減した件などがある。 

また、集中的に改革・改善活動に取組むよう「業務改革強化デー」を 3 月に渡って試行

したところ、ペーパーレス、整理・整頓や IT ツールの積極活用等の事例が多数報告された

ことを受け、令和 2 年 1 月からは、業務改革を強化するキャンペーン週間を恒常的に設定

する取組を開始した。 

これにより、平成 31 年 4 月から令和元年 12 月の間に全部署の約 74%が 2 か月に 1 度以上

活動を行ったことが確認でき、各職場単位での改革・改善活動の継続及び促進が見られた。 

【事例 2】理事長賞や業務改革大会による顕彰 

令和元年度には、経理部による「仕様書マニュアルの改訂」事例が業務改革への貢献に

係る基準に該当し、理事長賞を受賞したほか、各部署で取り組んでいる業務改善活動の中

で優れた事例を広く紹介し、顕彰する職員参加型の内部イベントである「産総研業務改革

大会」を開催し、5 件の優秀な改善活動事例を共有して業務改革への更なる意識向上と事例

の横展開の促進を図った。 

このように、業務改革への貢献を理事長表彰の対象に加えたことや所内イベントで優れ

た事例を顕彰する機会を創出したことで、改善活動に対するインセンティブを付与するこ

とができるようになったほか、業務改革に対する職員の理解を増進し、各現場での改善活
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動とその横展開が一層促進された。 

【事例 3】業務改革マイスターの認定 

各部署で業務改革活動が定着するよう、自発的に活動に取り組む管理者から若手までの

幅広い層の職員 71 名に「業務改革マイスター」の呼称を与え、当該職員等に対して先進的

取組を行っている企業への訪問や外部講師による改善活動研修を実施し、業務改革人材の

育成と底上げを図った。マイスターから「e ラーニング・未受講者抽出作業の削減」や「研

究業務推進部が発信する情報の英語化」などの改革プロジェクトが提案され、業務改革推

進室と検討を開始した。 

これにより、マイスター自身の意識向上と研鑽が各部署での業務改革推進の原動力とな

ったほか、複数の部署で他部署の優秀事例を取り入れて自部署の業務改善につながるなど、

横展開が効果的に進んだ。 

 

＜業務フロー見直しやコミュニケーション阻害要因分析等＞ 

【実績】 

●業務フローの見直しによる効率化 

前年度に引き続き、2 つの事業所及び 3 つの部を新たに実証フィールドとし、外部のコン

サルティングファームに委託して業務の棚卸を行った。労務管理、庶務や会計業務等の中

から特に課題の大きい 5 業務のフローを分析し、フローの組み換えやユーザー向けマニュ

アル作成など改善施策を実施した。 

具体的な取組事例は以下のとおりである。 

【事例 1】旅費精算等手続きフローの整理 

事前の業務量調査で受付側における業務負担が大きかった旅費精算等確認手続きについ

ては、差し戻しや申請ミスによる手戻りを防止するため、時系列に整理したユーザー向け

手順書を作成し、イントラに公開した。 

これにより、担当部署から手続き申請側への差し戻し案件が年間 30 件程度（200 件から

170 件に）削減される見込となり、申請者と受付担当者双方の業務負担を相応に削減できた。 

【事例 2】IT ツール導入による定型業務の自動化 

前年度に引き続き、定型業務を自動化するソフトウェアである RPA(Robotic Process 

Automation)の業務適用検証を行った。さらに、RPA や Microsoft Excel のマクロ機能等の

ソフトウェアを活用し、出勤簿システムデータのチェック作業をはじめとした定型業務を

自動化し、計 9 業務の業務負担の軽減を実現した。 

これにより、ソフトウェアを活用した業務の自動化によって、1 年間あたり約 7,496 時間

（見込を含む）の業務時間を削減した。さらに、業務の自動化により事務ミスの撲滅、属

人化からの開放といった、担当者によらない作業の同一品質が確保され、管理業務の品質

が向上した。 
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●業務上のコミュニケーション阻害要因分析による改善 

研究ユニットにおける研究活動を妨げる業務上のムダの洗い出しを行うため、平成 30 年

度に研究実態調査を実施し、サンプリングした 28 名の研究職員へのヒアリング調査によっ

て、事務作業コストを可視化した。その結果から、コミュニケーションを阻害し、大きな

作業負担を掛けていた要因を特定し、集中的に検討を行った。 

具体的な取組事例は以下のとおりである。 

【事例】チャットボット（問い合わせに対する自動応答ツール）の試行導入 

イントラ内に各種事務手続きに関する FAQ（よくある質問）や業務マニュアル等が散在し

ており、ユーザー側も事務手続きの問い合わせに時間を要し、担当部署も問い合わせ対応

に時間を割いていたため、令和元年 8 月より試行的にチャットボットを導入し、問い合わ

せに自動対応することの有用性や利便性を検証した。 

チャットボットが半年で 3,000 件以上の問い合わせに自動対応するとともに、1,100 件以

上の学習データを蓄積したことを確認できたため、本格的に導入した場合、ユーザーが事

務手続きの担当部署へ電話やメールによる質疑を行う必要がなくなり、自動的に回答を得

られるため、従前かかっていた事務手続き時間を大幅に削減できる見通しを立てた。 

【効果】 

以上のような、全所的な改善事例の蓄積とその横展開、役職員の業務改革意識の向上、

個別の業務フロー見直しや負担軽減・コスト削減努力により、拡大している新たな業務に

対しても、職員数を増やすことなく対応することができた。 

 

 

＜早期退庁・長期休暇・在宅勤務等の推進＞ 

【実績】 

早期退庁・長期休暇・在宅勤務等を推進し、柔軟な職場環境実現のための取組に注力し

てきた。 

なお、これまでの特筆すべき事項については、以下のとおりである。 

【事例 1】早期退庁及び長期休暇取得の励行等 

役員・幹部職員による指導の下「プレミアムフライデー」及び「夏季及び年末年始にお

ける年次有給休暇取得の促進」を励行した。 

具体的な取組内容は以下のとおりである。 

●プレミアムフライデー 

①早期退庁の奨励 

②15 時以降の産総研内会議の開催自粛 

●夏季の長期休暇取得促進等のキャンペーン 

①土日祝日を含む連続 9 日間の夏季休暇取得の奨励 

②16 時以降の産総研内会議の開催自粛 
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●年末年始における年次有給休暇取得の促進 

①年末年始休暇の前後に年休取得の奨励 

②12/27 を年休取得促進日と定め、全日を通じて会議の開催自粛 

【事例 2】職場アンケートの実施 

平成 29 年度から、職場アンケートを実施し、令和元年度においても職場や組織に対する

職員の意識調査を行った。アンケート結果として、回答者の約 8 割の職員が産総研で働い

ていることに満足している、約 7 割の職員が自分の仕事が社会のためになっていると実感

していることが分かった。一方で、仕事のやり方が効率的ではない、幹部の意思決定に対

して納得感がないといった課題も得られた。これらのアンケートの調査結果は、各領域・

本部組織で分析するとともに、産総研全体の課題についてイントラにて公開し、職員への

フィードバックを行った。 

【事例 3】在宅勤務制度の利用促進 

平成 30 年度に引き続き、平成 28 年度に制度化した育児支援策としての「在宅勤務制度」

の利用促進の周知に努めた。 

【事例 4】テレワーク・デイズの実施 

国のテレワーク・デイズの取組を契機に、産総研の在宅勤務制度の拡充を検討するため、

令和元年 7 月 22 日から 7 月 26 日までを実施期間としてテレワーク・デイズを試行的に実

施した。 

【効果】 

夏季における 9 日以上の長期休暇を取得した者の数は、平成 30 年度の 30.4%から令和元

年度は 42.3%となり、約 11.9 ポイント増加した。早期退庁・長期休暇・在宅勤務等の推進

により、ワーク・ライフ・バランスの実現に寄与した。 

職場アンケートの実施により、仕事・職場・組織に対する意識や課題が各職員間で共有

され、職場環境の改善に向けた取組に繋がった。今後、職場アンケートを継続して実施し

ていくことにより、経年変化の傾向をつかみ、更なる職場環境改善への取組に繋がること

が期待される。 

在宅勤務制度の利用促進の周知により、本制度の利用者が平成 30 年度 23 名（男性 5 名、

女性 18 名）から令和元年度 26 名（男性 9 名、女性 17 名、令和 2 年 3 月現在）に増加した。

利用者へのアンケート等によると、本制度を利用することで時間的な余裕が生じ、仕事と

生活の質が良くなるなど、職員の心身の健全化と生産性向上に繋がった。 

テレワーク・デイズの試行実施においても、在宅勤務制度と同様の効果が得られた。 

 

 

 

 

＜効率的かつ効果的な利益相反マネジメントの実施＞ 
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【実績】 

個人の利益相反マネジメントについて、イントラシステムの利用、外部の専門家の知見

の活用等により、効率的かつ効果的なマネジメントを実施した。 

具体的には、個人の産学官連携活動等に関する利益相反マネジメントについては、イン

トラシステムを利用して効率的に対象者 3,403 名全員の自己申告を実施した。その上で、

産学官連携活動等の相手先に対して個人的利益を有しているとの申告があった 232 名につ

いては、外部の専門家で構成されるアドバイザリーボードで審議等を行い、当該活動を行

う上での注意事項の通知や是正勧告を行った。特に利益相反が懸念される 7名に対しては、

個別に外部の専門家によるヒアリングを実施し、専門的見地からの助言を行った。 

また、人を対象とする医学系研究に係る利益相反マネジメントについては、利益相反あ

りとの申告があった 5 件の実験計画について、外部専門家を中心に構成される委員会で審

議を行い、これを基に研究対象者への対応や成果発表時の対応等の注意事項等を実験責任

者に通知した。 

【効果】 

個人の産学官連携活動等に関する利益相反マネジメントの実施により、役職員等が社会

的な信頼を失うことなく、より安心して産学官連携活動等に取り組むことができる環境を

整備した。 

また、人を対象とする医学系研究に係る利益相反マネジメントの実施により、人を対象

とする医学系研究において研究成果にバイアスがかかるとの疑念を抱かれることを防ぐこ

とで、当該研究の透明性及び信頼性を確保した。 

 

 

＜組織としての利益相反マネジメントの試行的な実施＞ 

【実績】 

組織としての利益相反マネジメントについては、平成 30 年度に構築した審査プロセスに

基づき、試行的なマネジメントを実施した。 

具体的には、令和 2 年 4 月からの本格的な制度運用に向け、試行的に実施した結果を踏

まえ、利益相反状況の審査基準、対応方針例等の整理を行った。 

【効果】 

組織としての利益相反マネジメントについては、試行的に実施した上で、審査基準、対

応方針例等を具体化したことにより、令和 2 年度より本格的な制度運用を行うにあたり速

やかな審査を行うことができるようになった。 

 

 

＜ガバナンス強化の一環としての法務業務体制強化＞ 

【実績】 
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内部監査で確認された発見事項を毎週開催されるコンプライアンス推進委員会へ報告す

ることにより、委員会への速やかな情報共有と委員会からの速やかな指示がなされ、より

円滑な対応ができた。あわせて、被監査部署等における軽微な発見事項に対する対応指示

についても速やかに行うことができ、早期のリスク発生軽減に繋がった。 

情報セキュリティ監査を通じて、情報セキュリティ対策に対する必要性、遵守すべき事

項の徹底がなされた。また、平成 30 年度に引き続き、外部委託業者についても監査対象に

加えたことにより、不正なアクセスへの対策の一つとして、より実効性のある監査とする

ことができた。 

 

 

＜効率的・効果的な監事監査のための支援＞ 

【実績】 

監事監査が効率的・効果的に行えるよう監事への情報の提供等必要な支援を実施した。 

具体的には、研究推進組織、本部組織、事業組織及び特別の組織への監事監査において、

監事から求められる監査対象組織への多種かつ広範囲な監査資料の提出依頼、取りまとめ、

日程管理や監事に随行し監査内容の記録を行う等の支援を行った。特に、監事監査より先

に内部監査を実施した部署については、内部監査での状況等を監事に共有する等の工夫を

行った。 

また、103 の独立行政法人等の監事により構成される「独立行政法人・特殊法人等監事連

絡会」（以下「連絡会」という。）においては、令和元年度世話人を務める監事の支援とし

て、総務省及び連絡会所属法人との総合調整及び会議の開催並びに「監事監査指針」の改

訂等に係る事務局業務を行った。 

会計検査院による決算検査報告説明会において説明のあった他機関で発生した不適切な

事案については、監事を含む幹部に対し、理事会等で情報共有を図った。また、当該事案

の情報をイントラに掲載して全職員に注意喚起を行うとともに、当該事案に関連する業務

を所掌する部署に対して個別に説明を行った。 

【効果】 

内部監査を実施した組織について、内部監査での状況やリスク情報等を監事に共有する

ことにより、監事がリスク情報等をあらかじめ把握した上で監査に臨むことができ、より

効率的かつ効果的な監事監査に繋がった。 

令和元年度連絡会事務局として、監事監査の手法等を定めた「監事監査指針」の改訂等

に取り組むことで、連絡会所属法人全体の監事業務の推進に貢献した。 

他機関で発生した不適切な事案について、監事を含む幹部への情報共有に加え、イント

ラ掲載による全職員への注意喚起、関連部署への個別説明等を実施することにより、産総

研においても同様の事案が発生し得ないかを考えてもらう上で、有効なものとなった。 
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＜規程改正による研究不正への対応の強化＞ 

【実績】 

研究不正への対応に関する規程を改正し、研究不正への対応を強化した。 

具体的には、文部科学省が策定した「研究活動における不正行為への対応等に関するガ

イドライン」(以下、「ガイドライン」という。)等を踏まえ、研究不正への対応に関する規

程を改正し、特定不正行為に加え、それ以外の研究倫理から逸脱した行為(不適切なオーサ

ーシップ等)への対応及び研究倫理教育の受講義務等を明記することにより、研究不正への

対応を強化した。また、研究のトレーサビリティを確保する観点から、研究で得られたデ

ータや試料等の管理方法及び体制等に関する基準を新たに設ける必要があり、産総研内に

ワーキンググループを組織し、研究領域及び本部組織の関係者による検討を行った。当該

基準については、ワーキンググループでの検討結果を踏まえ、次年度に策定し、全所的に

周知する予定である。 

【効果】 

国のガイドライン等を踏まえ、研究不正への対応に関する規程を整備したことにより、

適正な研究開発の実施が確保された。また、不正行為防止のための取組等を社会に向けて

積極的に発信することにより、産総研の研究活動・成果の透明性及び信頼性が確保された。 

 

 

＜研究者倫理に関する e−ラーニング研修等の実施＞ 

【実績】 

研究不正防止のため、研究者倫理に関する e−ラーニング研修等を適切に実施した。 

具体的には、職員の研究倫理教育として、研究倫理に関する e-ラーニング研修を継続的

に実施するとともに、役職員等のコンプライアンス意識の向上等のため、「コンプライアン

ス推進週間 2019」の取組の一環として、研究推進組織の管理職を対象とした研修（講師：

研究倫理・規範政策担当理事）を実施し、研究倫理について考える機会を設けた。さらに、

研究者倫理ハンドブックの作成及び配布を行った。研究者倫理ハンドブックは、イラスト

を活用するとともに、リスク事例を多く取り入れることで、より理解しやすいものにした。

e−ラーニングの受講率は 100%を達成した。 

【効果】 

研究倫理教育の実施及び研究者倫理ハンドブックの配布により、研究活動における法令

遵守・リスク管理に関する一人ひとりの意識の向上に繋がった。また、管理職を対象とし

た研修の実施により、管理職が研究倫理について考える機会を得たことで、部下への適切

な指導がなされ、産総研全体の研究成果がより信頼できるものとなることが期待できる。 
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＜研究記録制度の確実かつ安定的な運用＞ 

【実績】 

研究記録制度の実施状況を把握するとともに、確実で安定的な運用を図った。 

具体的には、令和元年度は、産総研に在籍する外国人研究者を含めたすべての利用者に

対する研究記録制度への理解と利便性向上のため、イントラ上のマニュアルや案内ページ

や FAQ の見直しとともにシステム改修を行い、研究記録制度の適正かつ安定的な普及と浸

透を実現した。 

また、研究ノート写しの持出し申請ガイドラインの一部改正や外部機関からの研究ノー

ト開示依頼方法の具現化により、研究ノートに記録された情報の適正な保全と管理を徹底

した。 

【効果】 

研究人材の流動化・国際化に柔軟に対応するため、研究記録制度の運用整備と研究記録

管理システムの改修を行ったことで、本システムの安定運用と利便性の向上が実現し、様々

な立場の研究者に対する研究記録のリテラシー向上に繋がった。 

さらに、研究情報の適正な保全と管理の徹底のため、研究ノート写しの持出し申請ガイ

ドラインの一部改正や外部機関からの研究ノート開示依頼方法を具現化したことで、研究

者が安心して研究に取り組める環境を整備した。 
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Ⅶ．５． 情報公開の推進等 

【中長期目標】 

適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報の公開を行

うとともに、個人情報の適切な保護を図る取組を推進するものとする。具体的には、「独立

行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13 年 12 月 5 日法律第 140 号）及び

「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）に基づき、適切に対

応するとともに、職員への周知徹底を行うものとする。 

【中長期計画】 

適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、適切かつ積極的に情報の公開を行

うとともに、個人情報の適切な保護を図る取り組みを推進する。具体的には、「独立行政法

人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成 13 年 12 月 5 日法律第 140 号)及び「個人

情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、適切に対応すると

ともに、職員への周知徹底を行う。 

【平成 31 年度計画】 

・法令等に基づく開示請求対応及び任意事項の情報公開を適切かつ円滑に実施する。また、

法人文書の適切な管理を推進するため、部門等に対する点検等を効率的かつ効果的に実

施するとともに、職員の理解を増進するため、e-ラーニング等を活用した周知徹底を行

う。 

・個人情報の適切な取扱いを確保するため、部門等に対する点検及び監査を実効的かつ効

率的に実施するとともに、職員の理解を増進するため、e-ラーニング等を活用した周知

徹底を行う。 

＜法令等に基づく開示請求対応及び任意事項の情報公開の実施＞ 

【実績】 

開示請求対応及び任意事項の情報公開については、開示請求のあったすべての案件につ

いて、期限内に適切な開示決定等を実施するとともに、任意事項の情報公開についても適

切に実施した。 

具体的には、令和元年度は、情報公開法に基づく法人文書の開示請求 4 件及び開示請求

に至らない公表済み情報の提供依頼 1 件に対応した。いずれも、期限内に適切に開示決定

等を実施した。 

情報公開法、個人情報保護法、独立行政法人通則法及び閣議決定等に基づく国民への情

報提供として、公表すべき 95 件の項目について、次回更新日等が容易に把握できるチェッ

クリストを用いて当該情報を所管している関係部署と密に連携を図り、正確かつ最新の情

報を四半期毎等に公式ホームページで公開した。 

任意事項の情報公開の推進については、開示請求を円滑に実施するため、開示請求の手

続き方法及び個人情報保護の取組について、一連の手続きの流れをフロー図で示す等、分

かりやすい解説を公式ホームページで紹介した。 
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業務運営の透明性を向上させる観点から、すべての産総研規程類（91 件（令和元年度 2

月時点））を公式ホームページで公開するとともに、規程類の制定・改正の都度、速やかに

公開した。 

また、外部連携の軸となる共同研究に係る契約書ひな型や条文解説についても公式ホー

ムページで公開した。 

【効果】 

開示請求のあった全ての案件について、期限内に適切な開示決定等を実施するとともに、

法令等に基づく情報公開について、正確かつ最新の情報を公開することにより、業務運営

の透明性を確保できた。また、外部連携の軸となる共同研究に係る契約書ひな型や条文解

説を公式ホームページで公開することで、共同研究等に係る企業等との間における取組方

針を示し、連携推進を図る基盤を形成することができた。 

 

 

＜法人文書の適切な管理に向けた取組＞ 

【実績】 

法人文書の適切な管理の推進については、点検等を効果的に実施するとともに、「ガバナ

ンス改革」の取組として、文書決裁について抜本的な見直しによる適正化を実施した。 

具体的な取組として、法人文書の適切な管理の推進については、各部署における管理状

況の自主点検を行うととともに、総務企画部による管理状況の現場調査（7 部署）を実施し

た。 

文書決裁に係る見直しについては、産総研内全般にわたり対外的に発出していた文書に

ついて、施行者名、施行先（宛先）及び文書内容（案件）を分類整理の上、それぞれの案

件ごとに、研究所の権利義務との関係の有無やその影響の度合い等を調査・分析した。そ

して、法令等及び業務遂行上の必要性を踏まえた責任と権限の明確化によって適切な文書

管理を実現するとともに、業務効率化を図る観点から、専決規程の抜本的な見直しを行っ

た。また、権限を委任すべき案件の規定化を図るとともに、専決規程の専決案件の責任範

囲を点検し、専決決裁権者及び合議先の見直しを行うことにより、文書決裁の適正化を実

施した。（事務の委任及び専決処理に関する規程 平成 31 年 4 月 1 日改正施行） 

さらに、決裁文書の内容に修正を行う必要がある場合には、修正を行う旨を伺うための

新たな決裁文書を起案し、当初の決裁者まで改めて決裁を得ることを明確化した。（文書管

理・決裁規程 平成 31 年 4 月 1 日改正施行） 

産総研内全部署（104 部署（平成 31 年 3 月 31 日時点））の文書の分類及び保存期間等の

基本事項を定めた法人文書分類基準表の更新を実施するとともに、更新後の基準表をイン

トラに掲載し、法人文書を適切に管理するための基本情報として職員等に周知した。また、

業務運営の透明性を向上させる観点から、新たに産総研内全部署の基準表を公式ホームペ

ージで公開した。 
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法人文書の適切な管理について、職員等の認識と理解を増進させるため、全職員等を対

象に e-ラーニングによる研修を継続実施した。受講者数は、受講対象者 6,494 名中 6,395

名。受講率は約 98.5%であった。 

公印の管理については、引き続き、公印が適正に使用されるよう、使用範囲を明記した

公印管理簿及び公印の管理方法等を示した公印管理マニュアルをイントラに掲載し、職員

等に周知した。 

【効果】 

法人文書の管理状況に関する自主点検や現場調査のほか、当初の計画にはない取組とし

て、対外的に発出する文書について、研究所の権利義務との関係の有無やその影響の度合

い等に基づく責任と権限の明確化や、決裁文書の修正を行う場合にも必ず修正履歴を残す

ことの徹底を行うことで、産総研における法人文書の適切な管理を一層推進した。また、

法人文書の管理に関する周知によって職員等の意識が向上し、文書管理に自発的に取り組

む事例が確認されている。こうした、適正な文書管理の推進により、産総研の適正かつ効

率的な運営に資するとともに、産総研の活動に係る対外的な説明責任を果たすことが、よ

り確実に行われるようになり、ひいては、産総研の対外的な信頼性の向上が期待される。 

 

＜個人情報の適切な取扱いの確保＞ 

【実績】 

個人情報の適切な取扱いに向けて、点検、監査を効率的に実施した。 

具体的には、マイナンバーを含む個人情報保護について、職員等の認識、理解を増進さ

せるため、平成30年度に引き続き、全職員等を対象にe-ラーニングによる研修を実施した。 

受講対象者 6,494 名中 6,399 名が受講した。受講率は約 98.5%であった。 

個人情報の適切な管理の推進のため、各部署における管理状況の自主点検を行うととと

もに、対象部署の拡充及び事務の効率化のため、令和元年度より、総務企画部による調査

（132 部署）を統合監査時にあわせて実施した。 

また、保有個人情報を外部に委託する際に、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等そ

の内容やその量等に応じ、委託先における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況

について、少なくとも年 1 回以上、原則として実地検査により確認するルールを整備した。

（個人情報の保護に関する規程 平成 31 年 4 月 1 日改正施行） 

【効果】 

個人情報保護に関する職員等の理解が向上したことにより、個人情報の適切な管理が徹

底され、以下のように、個人情報を含む重大な情報インシデントの発生件数が令和元年度

は 0 件であった。ひいては、インシデント発生の抑制に繋がることで、産総研への信頼度

が向上した。 

平成 30 年度：インシデント 22 件中、重大な事案 0 件 

令和元年度：インシデント 18 件中、重大な事案 0 件  
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【前年度の主な評価コメントへの対応】 

（「橋渡し」機能強化を念頭に置いた領域・研究者の評価基準の導入） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 賞与における業績反映部分の割合が前年度 19%から 23%と拡大されており、インセンティ

ブ付与に大きく貢献していると評価される一方で、何らかの理由で減額される研究者も存

在すると思われるところ、その理由等について、本人としっかり情報共有されることが望

まれる。 

＜対応・反映の状況＞ 

 「目標管理型」の評価に基づき、目標設定に伴う個人計画立案能力、研究・業務実施能

力及び遂行成果までを一貫して総合的に評価することを重視している。年度を通じて評価

者と被評価者のコミュニケーションを密にして、職員の業務遂行能力の向上及び活性化を

図るべく、評価制度の手引きや評価結果の公表、また評価研修を通じて、職員への周知・

浸透に努めている。 

 なお、賞与（業績手当）のインセンティブ部分（業績反映分）の割合を段階的に引き上

げてきたが、令和元年度においては、その影響を見極め、高評価者に対する査定部分の増

加と格差をつけづらい業務に取り組んでいる者に対して、モチベーション確保の両立を考

慮し、インセンティブ部分の割合を平成 30 年度に設定した 23%に据え置くこととした。 

 

（適切な調達の実施） 

＜評価コメント（改善すべき点及び助言）＞ 

 引き続き適切な調達の実施等を進めるとともに、民間資金獲得額の目標値達成に向 

けた効率的な業務運営体制の整備を今後も行っていくことが重要。 

＜対応・反映の状況＞ 

 令和元年度調達等合理化計画において、①適切な随意契約に向けた取組、②一者応札・

応募の低減に向けた取組、③人材育成・情報の共有等、④調達に関するガバナンスの徹底、

を策定し、PDCA サイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的な調達

の合理化に取り組み、適切な調達を実施した。 

 

 

 

-299-



-300-



-301-



4

-302-



5

6

-303-



-304-



1
13,800 10,139 73.5% 114%

4,650 2,386 51.3% 104%

1,770 606 34.2% 94%

1,680 1,958 116.5% 120%

2,310 1,931 83.6% 109%

2,210 2,095 94.8% 145%

340 336 98.7% 91%

840 746 88.8% 110%

0 82

-305-



1800

2000

2200

2400

H27 H28 H29 H30 R1

1
)

-306-



-307-



•

•

•

•
•

-308-



•

•

•

•

•

•

•

•

-309-



•
•

•

•

•

•

-310-



•
•

-311-



-312-



•

• 1 YouTube

• LINK

•
•

26

4,064

YouTube 5,349,124

LINK 27

LINK

32,721

27 28 29 30 *1 26

3,993 4,079 4,806 6,498 4,374 107%

5,890,500 6,288,360 7,146,205 9,156,772 9,464,366 176%

300 442 523 596 643 214%*2

2,511 3,506 6,080 7,775 5,483 218%*2

37,502 36,543 40,263 40,583 38,943 119%

-313-



-314-



1

2

-315-



3

4

-316-



84%

11%
5%

97%

3%

52%
37%

11%

2

102

353

602
750

1020

84

275

411
515

671

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

200

400

600

800

1000

1200

2015FY 2016FY 2017FY 2018FY 2019FY

6

-317-



•
•

•
•

•

•

•

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

8

-318-



9

•
•

•

•

•

•
•
•

10

-319-



11

12

PO

-320-



• 49 159 27 12
•

•

•

•

14

•

•

9/25 9 100%

10/31 98 85%

11/26 69 90%

12/13 139 84%

-321-



15

4 738 12

4 317

4 150

16

2.9 2.3 2.6 2.7 3.2 3.3
4.7 4.2 4.8

7.2

0

200

400

600

800

1000

1200

0

1

2

3

4

5

6

7

H22FYH23FYH24FYH25FYH26FYH27FYH28FYH29FYH30FY R1FY

-322-



0.6
5.8

2.5
11.2 11.2

11.0

23.5

7.86.6 7.8 9

0

5

10

15

20

25

H23 H24 H25 H27 H28 H29 H30 R1

•

•

•

17

•

•
•

18

-323-



19

•

•

•

•

•
•
•

20

-324-



•

•

•
•
•
•

21

22

-325-



23

24

-326-



25

-
/

-327-



-328-



-329-



1.5 m

-330-



-331-



-332-



-333-



-334-



-335-



-336-



-337-



-338-



-339-



-340-



-341-



4

-342-



5

IP

150.29.XX.XX

150.29.XX.XX

-343-



30

-344-



BCP

-345-



-346-



1

2

-347-



3

25 35 40 51 46
68

104
118

151
175

4

-348-



5

6

-349-



0

20

40

0

25

50

75

100

7

8

-350-



9

10

-351-



11

12

-352-



13

14

-353-



15

16

-354-



17

18

-355-



19

20

-356-



21

22

-357-



23

24

-358-



25

26

-359-



27

28

-360-



29

30

-361-



31

32

-362-



•
•

33

34

-363-



35

36

-364-



37

38

-365-



39

-366-



 

評価委員コメント及び評点 
 

 

１．企画本部 

 

【第４期全体に対して：期間実績評価】 

（評価できる点） 

・【視点：トップセールスによる組織的コミットメントが職員の意識改革につながった点】すべては民間資

金 138 億円達成のために「何をなすべきか？」を徹底的に考え動いた結果、達成 8 割（令和 2 年 1月末

日）であったが第 3 中長期で抽出された課題については克服できたと考えている。大いに評価できる。

出発は民間資金獲得であったが結果は施策の実行と共に、充実性が増してきた。次期中長期は充実性に

深みが伴うことを期待している。 

・民間資金獲得については、目標に達していないものの、橋渡し機能の強化、目的基礎研究の充実といっ

た組織目標に対して、様々なツールを整備し、それらを有効に活用してきている。的確な制度設計と組

織内の意識の高まりによって、組織全体が期間中に大きく発展したことは間違いない。 

・民間資金獲得額について、着実に増加してきており、領域においても、大きい偏りもなく増大してきて

おり評価できる。実績評価配分額の比率も伸びてきており、組織のモチベーションの維持・向上に寄与

していると理解される。同時に、基盤型のような民間資金獲得と直結しにくい性格の分野については、

基礎配分において、配慮がなされているとのことで、バランスをとるべく腐心していることを評価した

い。 

・論文数が、前期比で２割弱増大しており実績評価予算配布などのインセンティブが効果的であるととも

に、論文による知的貢献の意識が組織内に着実に浸透していることが伺われる。 

・理事長配分予算は、機動的な予算配分という意味で大きい効果があると認識。特に、エッジランナーズ

については、若手研究者の大きいインセンティブになると考えられ、一層充実させていくことが期待さ

れる。 

・OIL は産学連携の拠点として大きい効果があると期待され、着実に拠点を増やしてきており評価できる。

外部資金獲得や論文執筆などのアウトプットにもつながっている。また、OIL 間の横展開も意識して行

われているということであり、評価できる。 

・冠ラボにより、特許出願、論文発表、民間資金獲得と着実に成果が出ており、新規設置も続いているこ

とから民間の期待の高さが伺われ、優れた制度設計がなされたものと高く評価できる。 

・経営戦略会議は、エッジランナーズにつながるなど、外部意見を反映させるために機能している。準備

に相当な負担があると考えられ、費用対効果を意識しながら継続されることを期待。 

・攻めの広報が意識され、報道件数その他関連指標が伸びていることが評価できる。国の機関である以上、

使ってもらうこと、納税者に理解してもらうことが双方重要であり、今後も、攻めを意識して積極的な

広報に努められたい。 

・【予算】民間資金獲得額を第 3 期中長期目標の 3 倍という高い目標設定に対して、期間全体を通じて着実

に獲得額を増やし続けている点は評価できる。結果として 3 倍には達することはできなかったが、目標

額の 2 倍超という数字は十分に評価できる金額であると考える。 

・【予算】期間を通じて第 4 期中期計画目標の 10 拠点の OIL を設置し、大学、産業界との「橋渡し」機能

の強化をする体制を構築した。 

・【組織】企業のニーズに特化した研究組織である「冠ラボ」制度を整備し、期間全体で 15 件の「冠ラボ」

を設置し、産業界との研究開発を強化することで、「橋渡し」機能を発揮すると共に、民間資金獲得に

大きな役割を果たした。 

・【広報】期間を通じて研究内容、研究成果を様々なメディアを通じて情報発信される機会が増え、産総研

の知名度向上が図られた。 

・目標の 138 億円には到達していないが、民間企業の研究開発支出額が停滞するなかで着実に実績を上げ

ている。「橋渡し」を重視した施策を複合的に試み、成果をあげている点は評価に値する。 

・短期・中長期的インセンティブを組み合わせた評価、民間資金獲得実績を反映した研究資金配分の実施

で、「橋渡し」の重要性を組織内に浸透させている。 

・一般管理費及び業務費の前年度比 1.36％以上を実現し、業務効率化の目標値を達成している。 

・理事長主導によるマネージメントの徹底が行われたことが高く評価できる。外部組織への対応において

トップセールスが徹底して行なわれたことにより、より迅速に意思決定がなされていた。また、理事長
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裁量による基礎研究テーマの選定は、論文数の増加や研究人材の質の向上に大いに貢献した。 

・理事長の主導のみならず、理事長を軸とした組織としての外部への働きかけが大型冠ラボや大型連携に

繋がったものと大いに評価できる。今までは研究開発を行う組織はややもすると著名な研究者間の個人

的なつながりで外部研究機関との連携を実現することが多かったと思われる。しかし、今期中期計画期

間では今までとは異なり、組織力を有機的かつ効率的に動かせる体制を組んでいたことが成果につなが

った。次期中期計画においてもこのシステムを踏襲することを期待する。 

・OIL の取り組みは、産総研の基礎研究力強化にとどまらず、我が国の研究人材の育成や研究開発力の向

上に大いに貢献したものと評価できる。今後の世界最高水準の研究成果の創出に大いに期待したい。 

 

（改善すべき点及び助言） 

・外部意見を経営に反映している点は評価できるが(経営戦略会議の)委員 10 名の内、女性は 2 名とのこ

とであった。3 割を達成していただきたい点と、委員の業種を記載いただきたい。異業種の幅を記載す

ると、伝える内容に深みを与えると考えている。 

・民間資金獲得について、目標である第 3 期比で 3 倍という目標に到達しなかったことは事実。他方で、

容易に達成できる目標ではなく、かなりチャレンジングな目標設定が当初されていたことは事実である

と思われる。従って、そのチャレンジングな目標自体の達成は困難であったことは認めつつ、2 倍を大

きく超える民間資金を獲得したことを評価したい。次期目標・計画において、このようなチャレンジン

グな姿勢は維持されて良いと考えるが、必達目標とチャレンジングな目標を併記するなどの工夫も検討

されて良いと考える。 

・領域毎の年度ベースの目標値について、中期計画初期のものが途中変更されずに踏襲されているとのこ

と。確かに、安易に中期的な目標を変更することの弊害は否定できないが、元々の目標設定についても

絶対的なものではなかったはず。次期計画において、何らかの指標として同様なものが考えられるので

あれば、期中においても、柔軟な目標値の見直しは考慮されて良い。 

・実績評価配分がインセンティブに寄与していることは理解しつつ、国研として、地道に継続していくこ

とが期待される必要な部分まで浸食されないように、今後も意識されたい。 

・論文数については、着実な増大が確認できるところ、質的な面も併せて評価されるよう留意されたい。

（実際には、考慮されていると理解しているが） 

・理事長配分予算における戦略予算については、性格がやや曖昧な印象。多額の民間資金獲得につながっ

ており、高く評価されるが、戦略予算があるから民間資金獲得なのかが今一つ判然としない。分野横断

など理事長裁量である部分は理解できるが、一方で予備費的な位置付けであるとも感じられる。組織内

では位置付けが明確であるとのことで、透明性の確保を図りつつ、より大粒で裁量なくしてできないよ

うな性格のものが今後とも取り上げられることを期待。 

・OIL が産学連携において有効であり、これまで設置されている大学が優れた技術を有していることは容

易に想像できる。一方で、これらの大学は資金的には相対的に余裕があると思われるところ、地方の大

学にも優れた技術を持ち、かつ資金的に厳しいところが存在すると想像できる。もちろん、これらを地

道に発掘していくことは容易ではないが、アンテナを張って、こうした大学とも連携していくことを将

来的な課題として検討して欲しい。（もちろん、これまで連携した大学との関係構築が効率的であり、

これを継続することを否定するものではない。） 

・冠ラボについては、成果が着実に上がっていることを評価しつつ、設置が 15 件となり、マネジメントが

今後難しくなっていくことが予想される。個々のラボが点として分散しないように、領域との連携が有

効に機能するように留意されたい。 

・【予算】研究領域別に目標額があるが、前年度の実績に対する翌年度の目標の見直しが行われていないよ

うに見受けられる。（翌年度の目標が前年度の実績よりも低く設定されている研究領域がある）実績や

計画を反映させた目標額を設定し、その目標額と実績とを比較検討し、PDCA サイクルして頂きたい。 

・【組織】期間全体を通じて、様々な制度が設けられ、それに対応するために組織の再編・創設が行われた。

引き続き柔軟に組織再編を行ない効率的・効果的な事業運営をめざして頂きたい。 

・【組織】「冠ラボ」は民間資金獲得や産総研の PR に大きく役割を果たすので、研究職員確保や施設整備等

でパワーを要すると思うが、引き続き積極的に新規設置を行なって頂きたい。 

・【広報】期間全体を通じて、広報業務の見直し、強化がなされ、様々なメディアを通じで情報発信される

機会が増え、実施されるイベントの来場者数は増加している。これらは着実に産総研の PR になってい

ると思う。これからも積極的で分かりやすい PR 活動になるよう、業務の見直し、強化を行なって頂き

たい。 

・本委員会の性質上仕方のないことだが、「運営」から「経営」への取り組みがいかに大きな果実に結び付
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いているか、研究成果の効果的な見せ方を検討されてはどうか。IF 論文の本数、取得特許件数のみな

らず、これらの対前年度増加率、質の高さ（高 IF 論文の比率、特許引用件数など）、あるいは産業への

橋渡しをよりアピールできる指標（企業との共同成果の質の高さを示するもの）も示されるとよいので

は。 

・民間資金獲得額が 138 億円に到達し無かったことは非常に残念であるが、数字に現れないところでの成

果は大にあったと思われる。数値目標はあくまでも努力の結果であり、今後はその努力した過程や数字

に表れない副次的成果を評価の重要な要素とした目標設定を望む。数値目標が一人歩きしないような目

標設定を期待したい。 

 

【令和元年度に対して：令和元年度評価】 

（評価できる点） 

・【視点：民間資金獲得額実績を反映し、事績評価配分を重視した点】運営費交付金では、研究者は自身の

研究を優先しがちな部分に競争性を働かせることで民間資金獲得 138 億円に貢献もあるが、自身の能力

アップにつながったと考える。達成率 90%以上の領域が増加したことは「稼いだことで研究資金を得て、

成果の品質アップになる」という意識改革が図られた点は大きいと考える。 

・民間資金獲得額について、多くの領域で前年比を上回っており、尽力の跡が見受けられる。実績評価配

分額の比率も相当のウエイトを占めており、領域のモチベーションの維持・向上に寄与していると理解

される。 

・論文数が前年比増加し、目標数もクリアされており、様々なインセンティブや意識付けが有効に働いて

いると思われる。 

・理事長裁量予算の有効活用により、民間資金獲得やハイレベルの論文執筆につながっており、評価でき

る。 

・OIL について、新たに 2大学追加され、着実に裾野を広げており評価できる。 

・冠ラボの新規設置が続いており、同制度が民間企業に浸透し、高く評価されていることが伺われる。民

間資金獲得にも着実につながっており、評価される。 

・RD20 の開催は準備含めて負担は小さくなかったと思われるが、エネルギー分野でも存在感のある組織と

して、情報発信し、他組織との連携を強化する意味で意義があると考えられる。国内の他組織や他会議

など、連携可能なところもあると思われるところ、そういう点については遺漏なきよう進められ、引き

続き国際的な連携強化に向けて実りある集まりとなることを期待したい。 

・【予算】民間資金獲得額を着実に増やしている。 

・【予算】新たに「OIL」2 施設を設置し、成果の「橋渡し」実現に向けて、大学との連携・協力を推進して

いる。 

・【組織】新たに「冠ラボ」4 施設を設置し、産業界との連携・協力が推進され、民間資金獲得に大きく寄

与している。 

・理事長裁量予算を活用した若手人材育成は評価に値する。成果を最大にできるよう、研究プロジェクト

の中間評価やフィードバック方法を今後も検討いただきたい。 

・他の公的研究機関（理研）とのネットワークを構築して、大型プロジェクトに着手している。今後の産

業基盤となる先端技術の開拓に積極的に取組む姿勢は、大いに評価できる。 

・大学校内に 2 件の研究拠点を追加し、目標数を達成している。基礎研究の橋渡しを着実に前進させてい

る。 

・民間資金獲得額 138 億円以上という期間目標を達成することは困難と思われるが、令和元年度は多くの

領域で前年度と比較して増加している。全体としても前年度より 20%程度増加しており、実績評価予算

配分の効果が現れてきたものと大いに評価できる。 

・柏センターにおける「デザインスクール事務局」の設置とデザインスクールの開校は、イノベーション

をいち早く効率的に社会に貢献できるような形で実装するための強力なツールとなると考えられる。今

後の運用を大いに期待したい。 

・キログラム定義改定という非常に重要ではあるが、地味な成果を SNS 上でカウントダウンという取り組

みにより、13 万件以上のアクセス数を記録したことは広報業務の取り組みの質の向上が伺える。この

ような広報を全ての分野で行うことを大いに期待する。 

 

（改善すべき点及び助言） 

・成果数値だけでは表されていない部分の記載や、説明に工夫をお願いする。研究成果などは見えやすい

ことは理解しているが、研究者の縁の下の力持ちの内容記載をお願いする。 
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・民間資金獲得について、目標値は達成できていない。ただし、前年比で着実に増加させるなど努力した

結果については評価されて良い。 

・【予算】研究領域別に目標額があるが、前年度の実績に対する翌年度の目標の見直しが行われていないよ

うに見受けられる。（翌年度の目標が前年度の実績よりも低く設定されている研究領域がある）実績や

計画を反映させた目標額を設定し、その目標額と実績とを比較検討し、PDCA サイクルして頂きたい。 

・「橋渡し」の重要性は理解しているが、特定の企業への貢献だけでなく、産業や国への貢献（公共性の高

い技術の高度化、産業全体の技術の高度化等）をもう少し強くアピールしてもよいのでは。公的研究機

関の重要な役割の 1 つなので。 

・中期計画の最終年度を締めくくるにあたり、期間中に行った取り組みの数字に表せない効果や、特に「橋

渡し」では地域組織からの産総研技術の波及効果などの刈り取りを行い、次期中期計画実行にあたり、

参考としていただきたい。 

 

 

２．イノベーション推進本部 

 

【第４期全体に対して：期間実績評価】 

（評価できる点） 

・【視点：産総研技術ポテンシャルを活用した有償の技術的知見の提供】国の機関である研究開発法人が技

術的知見を有償で提供している点が評価できる。有償＝責任と品質が担保できる。事業化までを念頭に

置き事前調査や技術課題の明確化など橋渡しの品質アップや強化につながっている。企業にとっても有

償が品質担保継続の環境への条件になる。 

・IC、PO、技術コンサル、テクノブリッジなどのシステムが、大企業はもとより、地域レベルも包含した

中小企業まで含めた日本の技術レベル向上に寄与してきたと言える。国の研究機関として、橋渡しを意

識するなど研究者の意識も変革が進んでいるということであり、国が目指す方向と組織目標が合致し、

それが制度として担保されてきた結果だと思われる。 

・技術コンサルについて、件数、金額とも前期比一桁アップであり、1000 件を超える資金提供型共同研究

につながっている。今期中期計画の重要な柱である橋渡し機能につながる大きい成果。橋渡しというミ

ッションにつながる制度設計がうまくいっている証左。特に、コンセプト共創型コンサルというフレー

ムワークが有効であると推察される。また、組織内でも何のためのコンサルティングかという意識がし

っかり根付きつつある様子もうかがわれる。件数としてかなり多いという印象があるが、本来業務と上

手く有機的につながるような工夫（担当の割り当てなど）が求められる。 

・トップセールスによって、企業サイドの機動力が大きく向上し、共同研究が大型連携にシフトしている

様子が見て取れる。トップのイニシアティブによる関係構築の成果が形として表れていると認識。これ

に現場レベルの共創型コンサルや IC 制度が有機的に連携しており、組織全体で一つの方向に向かって

機能しており、評価できる。 

・冠ラボについて、成果報告会には理事長出席が原則とされているということで、産総研サイドの意識を

相手側にも伝えることができ、結果として民間資金獲得にもつながり、また着実に設置件数も伸びるな

ど、民間サイドにも前向きな姿勢が伝播していることが伺われる。 

・知財アセット構築に向けて、研究開発の萌芽期から知財を意識した取組みがなされるように意識されて

いることを評価。研究者は知財の意識が必ずしも高くない場合もあると思われるところ、PO を中心と

して組織全体の意識改革が進められていると見受けられる。 

・標準化はこれからの産業政策上きわめて重要であり、特に国際標準化は国際競争力向上の観点から看過

できない問題である。そうした中、産総研がリーダーシップをとって国際標準化の取得に対して貢献を

していることは高く評価されるべき。また、その意味で、日本規格協会との提携は、今後大きな意味を

持つと思われ、より密接な情報共有等が期待される。 

・知財の戦略的活用について、出口を考慮しながら橋渡し機能を発揮していると評価できる。技術移転に

よる収入についても、直実に増大しており、マーケットに評価された技術であると認識される。産総研

技術移転ベンチャーへの民間出資についても、今期は前期と比較して大きく伸ばしており、事実上の民

間資金獲得と見なし得る。 

・テクノブリッジフェア、ふるさとサポーター、地域未来牽引企業との連携など、地域と意識的に連携し

ようとする姿勢は、地方に埋もれた技術を発掘するという意味で意義があると思われる。コストパフォ

ーマンスが必ずしも良くない部分があるかもしれないが、地域の研究機関との連携等を上手く活用する

などにより、引き続き効果的な運用を期待。 
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・【マーケティング力の強化と大型連携の構築】技術コンサル制度では、企業との連携が年々拡大しており、

年度目標を大幅に上回る民間資金獲得している。また、制度に対する企業の満足度は高く、価値ある制

度である。期間全体を通じて大きく発展し「橋渡し」機能が強化された。 

・【マーケティング力の強化と大型連携の構築】「冠ラボ」の設置や IC の活躍により、期間全体を通じて企

業と大型共同研究や組織連携が図られ、民間資金獲得が大幅に増加することができた。また、「冠ラボ」

に関する制度整備・サポート体制が整えられ、「冠ラボ」の価値を高めた。 

・【戦略的な知財マネジメント】業務、組織の見直しを図り、期間全体を通じて戦略的な知財マネジメント

を行い、研究成果の標準化を推進した。 

・【地域イノベーションの推進】IC 制度の導入により、公設試等との人的交流、ネットワーク強化が図ら

れた。また、地域中核企業との連携研究が進み、期間全体を通じて「橋渡し」機能の強化が図られた。 

・新たなマーケティング方法により、民間への橋渡しが格段に向上している。その結果、コンサルティン

グ増収、大型連携の件数増と着実な成果が得られている。 

・民間企業の研究開発初期費用の低下に、技術コンサルティングが大きく貢献している。企業がイノベー

ション活動に着手しやすい環境を提供しており、評価に値する。 

・技術コンサルティング制度の改革により、コンサルティング数を大幅に増加させたことは、大いに評価

できる。技術の「橋渡し」を効率的に行う上で非常に有効な手段の一つであった。 

・民間資金獲得額という数値目標は、わずかに達成できていない。しかし、目標の達成のために実施され

た多くの取り組みは、画期的なもので、特に「冠ラボ」による企業への研究人材の集中投資は今後の国

指導による研究開発の方向性を示すもので、さらなる展開を期待する。 

・領域横断の大型組織連携が前期よりも飛躍的に増加していることは大に評価できる。これは理事長主導

による組織対組織の連携、さらには企業 OB、地域公設試 IC などによる共創型コンサルの賜物であると

推察される。次期中期計画においても、十分考慮願いたい。 

・公設試との連携強化、テクノブリッジフェアーなどの活発な活動により、地域の中核企業との連携を強

化し、地域イノベーションの推進に大に貢献した。これらの取り組みは、今後の地域の産業の活性化に

大に期待されるものである。 

 

（改善すべき点及び助言） 

・有償で技術的知見を提供しているが、年間 3000 件の相談件数は相当と考える。業務バランスや優先度を

検討しながら進めていると思うが、職員のメンタル面などに気遣っていただきながら進めていただきた

い。民間資金獲得の目標は存在するが、継続は力なりで進めていただきたい。 

・技術コンサルについて、知財条項なしでのスタートは迅速な契約が可能である一方で、将来的な知財で

のトラブルの原因となる可能性を包含し得る。大きい問題にはなっていないと推察されるが、これまで

事例で考慮すべき点などが蓄積されていれば、それらを将来への課題として集約することは意味がある

と思われる。 

・冠ラボについては、成果が着実に上がっていることを評価しつつ、設置が 15 件となり、マネジメントが

今後難しくなっていくことが予想される。個々のラボが点として分散しないように、領域との連携が有

効に機能するように留意されたい。（既出）また、民間との間で問題となり得る、調達や労務管理の問

題について意識的な対応がなされていることは評価できる。民間サイドが手続き的な面でより参加しや

すくなるよう、さらにコミュニケーションを密にとって改善できるところは改善していくことが期待さ

れる。 

・アウトプットとして、受託研究についても、かなりの貢献があると思われるところ、成果として示せる

部分については、整理されて良い。 

・標準化への貢献は日本全体に対して大きい効果をもたらす一方で、組織内部においては必ずしも目に付

きやすいものではない可能性があるところ、人事評価面も含めて相応の評価がなされることを期待。 

・ベンチャーキャピタル等から産総研技術移転ベンチャーへの出資については、民間資金獲得とある意味

同等に評価されても差支えない性格のものもあると考える。研究開発要素がどの程度であるかにもよる

が、将来的には産総研の民間資金獲得と整理されても良いように思える。 

・海外機関との連携については、グローバル化が進む中で有意義であると思われる。一方で、箱を作った

後の中身が一層重要であり、かつ、現実的には多くの大変さが伴うと考えられる。コストパフォーマン

スを一定期間ごとに確認しながら、連携の意義が保持されることを期待。 

・休眠特許の扱いについて、産総研として、オールジャパンとして、うまく対応されるよう、ある程度期

間を区切って、方針を考えていくことも重要。 

・【マーケティング力の強化と大型連携の構築】技術相談は、産総研と企業とのファーストステップです。
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技術相談の件数増加が、技術コンサル、共同/受託研究に繋がっていくので、技術相談から技術コンサ

ルへスムーズに繋げていって頂きたい。 

・【地域イノベーションの推進】IC 制度が設立され、年々「橋渡し」機能強化がなされている。IC 同士の

情報共有、意見交換の場も設けられ、制度として確立してきたと感じる。今後も制度の見直しを続ける

と共に、システム化ができる部分は積極的に行ない、効果的・効率的な制度として確立していって頂き

たい。 

・第 4 期では多くの共同・受託研究を実施しているが、研究人材は限られている。今後の持続のために、

パートナー企業の選定基準や選定プロセスを整備してはどうか（対費用効果の大きなものを最優先する

等）。 

・組織対組織による調整により大型の連携に繋がり、特に今までにない領域横断の大型連携につながって

いる。理事長以下トップマネージメントの賜物であり、次期中期計画においても引き継いでいただきた

い取り組みである。 

・地方の中核・中小企業との連携は、大型連携には繋がりにくく民間資金の獲得にはあまり貢献するもの

ではないので費用対効果の観点から見ると好ましくはない。しかし、地方創生を考える上では重要な取

り組みである。次期中期計画では、数値目標が一人歩きするような目標の立て方にならないように工夫

していただきたい。 

 

【令和元年度に対して：令和元年度評価】 

（評価できる点） 

・【視点：専門性の高い OJT プログラムにより PO 候補を育成】研究者のキャリアチェンジという点が評価

できる。知的財産・標準化の意識向上には事務方、研究者双方の視点が必要かつ重要と考える。知的財

産に戦略マネジメントを持って行うことは産総研にとって有利な展開ができ、企業優先・独占が排除で

きると考える。 

・技術コンサルについて、件数、金額とも前年比で大きく伸びており、顧客満足度も高く、また、共同研

究へ移行等する割合も高く、民間の評価が高いことが伺われる。 

・理事長主導によるマーケティング力が強化されている様子が見受けられる。テクノブリッジフェアやト

ップセールスなど、全組織同士の風通しの良さにつながるような関係構築が意識して進められているこ

とを評価。 

・冠ラボの新規設置が続いており、同制度が民間企業に浸透し、高く評価されていることが伺われる。民

間資金獲得にも着実につながっており、評価される。（既出） 

・ベンチャーキャピタルが出資するということは、民間の尺度で見て技術がそれに相応しいものであるこ

とを意味しており、橋渡し機能の一翼をしっかり担っていることが示されていると理解される。 

・地方にも多くの技術のタネが存在していると思われるところ、地道に地方での展開が進められており、

目標を上回る連携事業が実施されていることは評価できる。 

・【マーケティング力の強化と大型連携の構築】技術コンサル制度では、年度目標を大幅に上回る実績を上

げており、件数、1件当たり価格も増やしている。また、企業の満足度も高く、「橋渡し」機能を十分果

たすことができた。 

・【マーケティング力の強化と大型連携の構築】「冠ラボ」は新たに 4 件新設され、企業との共同研究が進

展した。 

・【地域イノベーションの推進】地域中核企業、TBC 加盟企業との連携研究は、目標を上回る件数が達成さ

れ、「橋渡し」機能が発揮された。 

・領域横断型組織連携で成果を上げている。特に、金融等の新業種との大型連携を開拓した点は、評価に

値する。社会的に重要な技術領域（電子マネー等）での連携強化に期待する。 

・技術コンサルティング契約額を前年度より 130%以上の増加率を達成しており、目標を大幅に超える成果

を達成している。IC の一貫した貢献によるものと推察される。 

・公設試職員および企業人材への AI 講習は、地域の AI 人材不足の解消に向けて大いに貢献するものであ

る。次期中期計画期間においても継続して取り組むことが望まれる。 

 

（改善すべき点及び助言） 

・大型連携がクローズアップされているのが気になる点である。地域の課題に丁寧に応えていると考えて

いるので、金額的には小さくとも地域貢献度が優れた事例も存在しているだろう。金額の大きさだけで

なく内容や貢献度なども考慮しながら記載をお願いする。 

・知財セミナーなど PO 育成に向けて、様々な取組みがなされていることを評価しつつ、受講者に過度な偏
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りが生じないように裾野を広げるべく留意されたい。 

・サービス分野へのアプローチが課題ということだったが、カウンターパートの要求水準が高いなどの問

題があるとのこと。どこまで守備範囲を広げていくのかについては、次期計画の議論の中でも整理され

たい。 

・【マーケティング力の強化と大型連携の構築】TBF での役割が年々重要になっており、特に理事長や領域・

研究ユニット幹部による商談の場になる機会が増えていることは良いことです。今後も商談の機会が増

えるよう、TBF への企業経営者層の来場を積極的に行っていき、商談につなげて頂きたい。 

・知財マネジメントの強化のため、相対的に重要性の高い領域にパテント・オフィサーを手厚く増員でき

るよう、セミナーの内容や参加者の選別を検討してはどうか。 

・知財や標準化セミナーを積極的に行い、職員のこれらに対する意識向上に寄与したことは評価に値する。

特に、ノウハウの活用についてのセミナーは意味深いものがある。今後、特許とノウハウを組み込んだ

知財のパッケージ化を行い、民間企業への積極的な技術移転を行い、速やかに企業の収益向上につなが

る知財戦略の構築を望む。 

 

 

３．TIA 推進センター 

 

【第４期全体に対して：期間実績評価】 

（評価できる点） 

・【視点：産学官連携拠点形成と機能強化】産学官連携拠点を形成し中小・ベンチャー企業まで活用できる

体制にしたことが評価できる。その結果、既存ユーザーの利用拡大、新規ユーザー獲得につながり拠点

活用強化が図られた。オープンイノベーション推進のためにハード・ソフト面で機能強化を大いに進め

ていただきたい。期待する点は「つくば学園都市の強みを発揮し、世界に発信」である。学園都市には

様々な研究機関が存在している。その強みを活かしながら、大学・企業ともに横連携と専門性をつなぎ

ながら、世界に向けて発信いただきたい。お願いする。 

・オープンイノベーションに資するためのプラットフォームとして、種々の拠点の整備が着実に進められ、

利用件数、利用料収入に見られるように利用が広く進められるとともに、人材育成にも取り組んでおり、

評価できる。 

・研究拠点をベースとしたアウトプットが生み出されており、実用化にもつながるなど、橋渡し機能が具

現化している事例につながっている。 

・TIA の共用施設利用件数、利用料収入は増加しており、期間全体を通じてプラットフォーム機能の整備・

強化が実施され、オープンイノベーション拠点としての価値を高めることができた。 

・高水準の人材育成プログラムを実施し、次世代の研究者と技術者の育成に寄与している。 

・研究施設の効率的な運営のために、ワンストップ化の仕組みを整備した点は評価に値する。職員の熟練

度を均一化するよう努め、ユーザーに情報を開示している点も研究施設の利用者数増加に貢献してい

る。 

・TIA のプラットフォームを通じて、数々（SiC デバイス、CNT の量産、FPGA やシリコンフォトニクス技術

の事業化など）の産総研の技術が、企業に「橋渡し」されてきたことは大いに評価できる。 

 

（改善すべき点及び助言） 

・イノベーション推進本部と TIA 推進センターとの役割は明確のようだが、TIA 推進センターではオープ

ンイノベーションという記載である。縦割りなのか連携があるのかが不明である。縦割りであるとした

ら、一本化することで業務の効率化につながると考える。 

・TIA として様々な成果が上がっており、今後も更なる発展が期待される中で、産総研としてのプレゼン

スが見えるよう一層工夫していくことも検討されて良い。 

・TIA 関連施設も増加してきており、センターにおいて集約して管理されることは適当である一方、産総

研内の様々な機能との連携も不可欠であり、これらと遊離してしまっては逆効果であるため、組織内連

携に一層留意されたい。 

・プラットフォーム機能の整備・強化が実施され、その設備をできる限り多くの機関・企業に使用しても

らい、研究開発を促進し、橋渡し機能を強化して頂きたい。 

・大型の実験装置には維持管理費用がかかる。公的研究機関だからこそ保有すべき設備（民間では投資規

模が大きすぎて保有できない設備）なので、維持管理費用を安定的に確保する仕組みを（もし存在しな

いのであれば）検討いただきたい。 

-373-



・「かけはし」の実施により、大型の外部資金獲得に繋がっているが、日本のトップの研究機関が集結した

のであれば、これに満足することなく、次世代技術研究開発の世界の拠点となってほしい。 

・TIA は IOT デバイス研究などの着実な進展をサポートしてきたことと推察できるが、これだけの設備と

人材が集結しているのならば、さらなる画期的な技術ブレークスルーが起きてもおかしくはないと考え

る。

【令和元年度に対して：令和元年度評価】 

（評価できる点） 

・【視点：NEDO 先導研究プログラム採択し海外研究機関とネットワーク強化】企業連携で NEDO に採択され、

海外航空機メーカーとも意見交換が開始されたことが評価できる。事業の広がりが感じられる。産総研

は様々な視点を持ち業務を進めている実績があるので、つくば学園都市連携まで視野に入れていただき

たい。期待している。 

・IoT、AI と喫緊の課題に対してのプラットフォーム形成に迅速に取り組んでおり、今後が期待される。

また、既存施設についても、機能強化が進められており、産学官連携及び橋渡し機能が有効にワークし

ている様子が見受けられる。

・プラットフォーム機能の整備・強化が実施され、オープンイノベーション拠点としての価値を高めるこ

とができた。

・海外企業・国際的研究機関と連携して基礎研究を進めている点は評価に値する。今後も国内外の大学、

研究機関が参加できるよう、設備環境の更なる整備・強化を期待する。

・大型の国際連携プロジェクトの採択や海外研究機関とのネットワーク強化を通じて、TIA の取り組みが

オープンイノベーション推進のためのプラットフォーム機能の強化に大いに貢献したと言える。TIA が

今後日本におけるオープンイノベーション拠点として活動し得ることを証明したと言える。

（改善すべき点及び助言） 

・効果欄で「可能になる」「期待できる」という記載なので効果については、これからのことと思う。全く

成果がゼロではないと考えているので小さくとも記載が可能であれば、記載をお願いする。

・IoT、AI は技術の動きが極めて速いところ、内外の状況を常に注視し、研究内容や連携の在り方など機

動的に対応が可能となるよう留意されたい。

・高機能 IoT デバイス研究開発棟や AI チップ設計拠点が稼働になり、効率的・効果的な施設の利用と成果

を期待しています。

・（同上）大型の実験装置には維持管理費用がかかる。公的研究機関だからこそ保有すべき設備（民間では

投資規模が大きすぎて保有できない設備）なので、維持管理費用を安定的に確保する仕組みを（もし存

在しないのであれば）検討いただきたい。 

・設備の拡充により、今後の設備維持管理にかかる歳出の増加が懸念される。特にクリーンルームの維持

は産総研独自で維持するには費用が掛かり過ぎる。適正規模や民間資金の活用などを検討し、次期中期

計画での最適な運用方法の検討を望む。

４．環境安全本部 

【第４期全体に対して：期間実績評価】 

（評価できる点） 

・【視点：施設設備・老朽化対策の実績】スペースの利活用を進めた結果 48 棟閉鎖、解体 18 棟であった。

優先順位をつけ工夫している点を確認した。世界最高水準を求められている中での工夫なので、評価で

きる。 

・増設、老朽化対策、省エネ対応、スペースの有効利用等着実に実施されていると見受けられる。

・不落対応等に知恵を絞っているとのことで評価できる。

・【施設整備・老朽化対策】限られた予算において、計画的な改修工事を実施し、施設の閉鎖・解体が行わ

れ、期間全体を通じて安心・安全な研究環境が整備された。 

・【施設整備・老朽化対策】スペースの有効活用を考慮し、研究者の要望に応じた新規整備の導入を実施し

た。 

・複数の施設の省エネルギー化を促進している。

・安全管理は、先端研究を支える重要な業務である。また、研究環境の劣悪化による業務効率の低下は研
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究進捗の妨げとなるものであり、着実な業務遂行がなされていると判断できる。 

 

（改善すべき点及び助言） 

・国の研究機関として世界最高水準を求められ研究棟やセンターが新規に作られていくことは、メリット・

デメリットがある。建物・施設を維持するための費用は少なく、継続も厳しいのが現状である。産総研

側からは常々報告しているが、現規定では無理とのことであった。補助金を活用しての建設なので利用

料を徴収することは難しい面は理解できるが、維持し活用していくための一方法として粘り強く国に申

し上げていただきたい。 

・大きい組織において、全体に常に目配りをすることは容易ではなく、現場から安全に関する情報が前広

に上がってくるネットワークの構築を検討することも一案と考える。ただし、実際に有効に機能させる

までにはエネルギーを要すると思われ、費用対効果も考えつつ検討されても良いと考える。 

・維持管理の重要性は否定できない中で、所要の予算が十分手当されないとのことで、所要の予算が制度

的に確保されるような仕組みを検討されたい。（関係部署に継続的に働きかけをしていることは承知） 

・【施設整備・老朽化対策】安心、安全で良好な研究環境整備は、基本的な事項であり、法人の根幹をなす

ものである。研究機関として多くのリスクに直面している中、リスク分析・検討を行ない、安心・安全

な研究環境の整備に尽力して頂きたい。 

・着実な業務運営は十分になされている。施設維持費用を安定的に確保するのは難しいかもしれないが、

何らかの仕組みを検討いただきたい。予算制約のために施設の閉鎖計画が中断・延期されるのであれば、

安全面においても研究の生産性においても好ましくない。 

・次々に新しい研究施設が建設されている。単年度予算の関係上施設メンテの長期予算計画を立てること

は困難と考えるが、施設の維持管理や効率的な施設運営上、建設当初に長期メンテ予算計画が必要であ

る。運営費交付金での長期に亘る保守管理の適正な費用計上ができるような制度が望まれる。 

 

【令和元年度に対して：令和元年度評価】 

（評価できる点） 

・【視点：スペース利活用の実績】100%入居ではないが、限られているスペースの有効活用で工夫している

点を確認した。引き続き、知恵を出し合い進めていただきたい。 

・省エネまで考慮に入れた管理がなされており、国の機関として率先して実施しているところは評価でき

る。効果について、一層の見える化を進められることを期待。 

・【施設整備・老朽化対策】限られた予算の中で優先順位を決めて、重大な事故なく、安心・安全な研究環

境の整備をおこなっている。 

・研究拠点の新設と共に、老朽施設の閉鎖および解体も進めている。研究施設の維持管理費用の調整がで

きている。 

・災害復旧（北海道センター、関西センター）は、イレギュラーな事業であるが、限られた予算の中で速

やかに復旧させたことは評価に値する。 

 

（改善すべき点及び助言） 

・常に「何を最優先すべきか」を頭に置き、日々業務の中で検討されていると考えている。産総研全体に

目配りしながらの業務は大変と考えるが、バランスを考えながら進めていただきたい。 

・台風、停電など突発的事項の発生に対して適切に対応がなされていると見受けられるが、今後も、そう

した事態を想定したシミュレーションを実施しておくことで影響緩和が期待できると考える。 

・【施設整備・老朽化対策】近年、自然災害が多発している状況では、安心・安全な研究環境の整備は、難

しくなっていると考えられる。安心・安全は大前提であり、当たり前のことになってしまいがちである

が、リスク分析・検討を行ない、安心・安全な研究環境の構築に尽力して頂きたい。 

・（同上）着実な業務運営は十分になされている。施設維持費用を安定的に確保するのは難しいかもしれな

いが、何らかの仕組みを検討いただきたい。予算制約のために施設の閉鎖計画が中断・延期されるので

あれば、安全面においても研究の生産性においても好ましくない。 

 

 

５．情報セキュリティ部 

 

【第４期全体に対して：期間実績評価】 

（評価できる点） 
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・【視点：フォローアップ監査まで年度内に実施した】情報セキュリティ監査だけでなく、フォローアップ

監査で年度内に実施し改善確認を行い、PDCA サイクルを回していることが評価できる。 

・情報漏洩の発生に対して、速やかに組織改編を含む再発防止対策がなされ、情報漏洩のリスク低減が図

られていることは評価できる。 

・【情報セキュリティ対策】不正アクセス事案は生じたが、期間を通じて組織体制、運用方法の見直しが行

われ、情報セキュリティ対策の施策と強化が行われた。 

・事業所・地域センター間の内部通信監視を開始し、研究情報の保護を強化している。 

・研究ユニット内にセキュリティチームを新設し、セキュリティ対策強化を組織的に努めている。 

・電子化による業務の効率化も着実に進められている。組織が複雑化し、また新たな研究システムや外部

組織との連携強化や組織の再編が頻繁に行われており、書類の電子化は業務効率の向上を目指す上で重

要な取り組みである。 

・過去の反省を基に、セキュリティーの強化も万全に行われている。来客者用のネットワークを別途設け

るなど外部の利用者に対する利便性の対策が十分に行われている。 

 

（改善すべき点及び助言） 

・フォローアップ監査・改善確認の年度内実施を、引き続き進めていただきたい。 

・情報漏洩が発生した事実はあり、悪意ある者との間で終わりのない対応が求められる。大変さは理解す

る一方で、国の機関として継続的に再発防止に向けた不断の努力を行うことが必要。 

・【情報セキュリティ対策】不正アクセスによる情報漏洩が発生したが、それに対して迅速に対策と実施が

なされている。リスクに対する最新の情報を入手するよう努め、対策と実践に尽力して頂きたい。 

・民間企業が安心して参画できるようなセキュリティ対策が、組織的に行われている。改善に向けた取り

組みは十分に行われているので、今後の継続を期待する。 

・災害時におけるネットワーク、イントラシステムの復旧訓練に関しては、災害の度合いや外部状況の程

度により対策が異なる。様々なケースを想定した訓練が必要と考えられる。災害時のサイバーセキュリ

ティーに関しても同様である。 

・冠ラボ、TIA、OIL など外部機関との連携が恒常的に行われており、よりセキュリティーの強化が必要と

なる。特に外部の人材に対するセキュリティーの認識強化も重要と思われる。 

 

【令和元年度に対して：令和元年度評価】 

（評価できる点） 

・セキュリテイトークンを用いたパスワードの使用 

・研究者の自由度がなくなった点で現場からの反発はあったが、リスク管理からの視点を理解してもらい

意識改革につながった点が評価できる。 

・所内において、ルールの理解増進、リテラシー向上に向けて様々な努力がなされていることは評価でき

るので、内部の不注意による問題が発生することのないよう、引き続き意識の維持・向上に努められた

い。 

・【情報セキュリティ対策】外部専門家を委員会の委員に任命し、最新の情報セキュリティの対策や動向を

把握した上でセキュリティ対策ができ、セキュリティ強化が図られた。 

・セキュリティトークンを用いて、2要素認証の情報セキュリティ対策を実施している。 

・産総研内部の意見だけではなく、外部の専門家の知見を取り入れ多面的にセキュリティーの強化を図っ

ている。 

 

（改善すべき点及び助言） 

・ルールの周知徹底のために取り組んでいることは確認した。情報セキュリティはいたちごっこである。

不正アクセスというピンチをチャンスに捉え、引き続き進めていただきたい。 

・ルールの周知徹底がなされていることは理解。実際にきちんと浸透していることが、何らかの形で確認

される手段があるとベターであると思われる。 

・【情報セキュリティ対策】外部から最新の情報を入手できる状況になり、セキュリティ対策の強化が図ら

れた。産総研のセキュリティ状況と最新の外部セキュリティ状況を検討して、効果的な対策を講じて頂

きたい。 

・（同上）民間企業が安心して参画できるようなセキュリティ対策が、組織的に行われている。改善に向け

た取り組みは十分に行われているので、今後の継続を期待する。 

・セキュリティートークンによる認証システムは、より安全ではあるが、過信することがないようにして
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欲しい。また、初期費用もかかることから、使用範囲を見極める必要があるのでは。 

 

 

６．総務本部・コンプライアンス推進本部・監査室 

 

【第４期全体に対して：期間実績評価】 

（評価できる点） 

・【視点：調達期間短縮化を図る施策】特例随意契約、随意契約によることができる事由を規定化、インタ

ーネットによる調達など、現場の生産性向上に向けた施策が評価できる。 

・クロスアポイントメント制度、リサーチアシスタント制度など、外部人材の拡充が、期間中着実に進め

られている。産官学連携が進み、橋渡しの機能の強化につながるものと評価できる。 

・イノベーションスクールのような取組みは、そもそもの若手育成に加え、将来的なネットワーク形成に

向けて意義ある取組み。修了生とのネットワークも維持されており、日本全体のボトムアップに貢献し

ていると評価できる。 

・職員の評価について、橋渡しなどの組織目標と連動させ、また、業績手当の業績反映部分の割合を向上

させることにより、職員のモチベーション向上とリンクさせる形で運用されている様子であり、実際に

職員の満足度も高いようで、評価される。チャレンジを促す部分、地道に取り組むことを評価する部分

とバランスも意識されていることを評価。（ベストな解を見つけることは容易ではないが、研究者が納

得感を持てる方向を引き続き模索されたい。）また、ベストプラクティスを共有する仕組みも設けられ

ているとのことで、こうした工夫を引き続き提示し、職員全体のボトムアップにつながるよう期待した

い。 

・随意契約に関連した合理化、インターネット調達や資産管理など、組織内の業務改善に継続的に取り組

んでおり、研究者が研究に専念できるようにとの意識が感じられ、評価できる。トップダウン、ボトム

アップの両方で取り組んでおり、組織全体での業務改善への意識の高まりが期待できる。今後もこうし

た改善できる部分は、積極的に改善していく姿勢を継続されたい。 

・コンプライアンスについて、国立研究開発法人全体のレベル向上を目指して、事務局機能を引き受ける

など、積極的に取り組む姿勢は評価されて良い。他者も含めた中でリーダーシップを取りつつ、組織内

のコンプライアンス意識の向上に引き続き努められたい。 

・総務関連の業務はトラブルなくできて当たり前という中、改善できるところを常に探そうとする姿勢が

随所に感じられ、意欲的に業務改善に期間を通して当たっていることは評価できる。こうした現状維持

はマイナス点であるという意識を、引き続き持って業務遂行されることを期待。 

・【研究人材の拡充、流動化、育成】期間全体を通じて、外部人材を活用する様々な制度を設け、研究人材

の拡充がなされ、研究活動、橋渡し機能の強化が図られた。 

・【研究人材の拡充、流動化、育成】ダイバーシティの推進、女性活躍の環境整備を行ない、働きやすい職

場環境を整備した。 

・【財務内容改善】新たな調達方法の採用、新たなシステムの構築、業務改善プロジェクトの実施等により、

業務の改善・効率化、管理体制の強化が行われると共に財務内容の改善がなされた。 

・【コンプライアンスの推進】推進委員会の開催や普及啓発活動を行なうなど、法人全体として高いコンプ

ライアンス意識を有し、コンプライアンスの向上に継続的に尽力している。また、国立研究開発法人全

体のコンプライアンス推進に貢献している。 

・特例随意契約の導入に伴い、契約締結までの期間を大幅に短縮した点は評価に値する。規定化した随意

契約については妥当性を担保したうえで今後も継続いただきたい。 

・資産情報一元管理やインターネット調達システムの導入等、IT を効果的に活用し、業務運営の効率化を

進めている点は評価に値する。研究者が研究に専念できる環境を、今後も整備いただきたい。 

・女性研究者採用比率 18.8%（目標 18%）の目標達成は女性研究者の採用に向けた数々の取り組みの成果と

言える。また、女性管理者比率 6.1% (目標 5%以上)の目標を 20%以上も上回る達成も在宅勤務制度や研

究補助員雇用制度が効果的に働いたものと思量される。女性職員が一層活躍できる環境が整ったと言

え、これらの取り組みは大に評価できる。 

・適切な人事評価基準および論文のみならず企業との連携実現を評価軸とすることにより、研究実績より

も「橋渡し」に貢献する人材の増加を図ったことは大いに評価できる。 

・人事評価、特例随契、調達、新減価償却など今までの政府関連機関としては、画期的な取り組みを行い、

組織目標の達成に大いに貢献していることは大いに評価に値する。 
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（改善すべき点及び助言） 

・随意契約は期間短縮だけでなく、事務作業の煩雑さもなくなり生産性は向上するので引き続き進めてい

ただきたいが、契約内容の品質は確保しながら進めていただきたい。 

・外部人材の拡充について、量的拡充が進んでいることは理解する中で、短期的な効果のみを求めること

は適当でないところもあるが、何らかの成果につながっていることが見えると、正のスパイラルになっ

ていくことが期待できると考える。 

・イノベーションスクールは、就業率も高く、将来に向けた意義ある取組み。予算の制約があることは理

解するが、一層拡充できる部分があれば検討されたい。（もちろん、クオリティが下がっては元も子も

ないので、可能な範囲で。）同窓会も組織されており、遺漏ないことと思われるが、修了生の追跡を継

続的に行い、成果との連動性を将来的に確認できるようにしておくと良いように思う。 

・女性の登用については、着実に進められており、国の機関として意識高く行われていると理解するが、

目標レベルを一層向上させるなど、引き続き社会の範となるよう尽力されたい。 

・職員の評価とそれに連動した業績手当について、職員の間で満足度は高いとのことであるが、理想的に

はすべての個々の職員が納得感を持って評価されることが重要であり、理想に近づけるべく、コミュニ

ケーションを密にするなど適切に配慮がなされるよう引き続き留意されたい。 

・e-learning については、受講したという事実に加え、質的にもレベルが向上するよう、必要に応じ見直

しを継続的に実施されることを期待。 

・研究倫理やコンプライアンス、情報漏洩その他、何か問題があると、これまで地道に積み重ねてきた信

用が一気に失墜してしまう。こうした問題発生を未然に防ぐ取組みに終わりはなく、大変ではあるが、

研修も含め組織全体の意識向上が図られるよう、引き続き努力を怠らないようにされたい。 

・職員の年齢構成と人件費の関係等、組織内に構造的にある課題についても検討を進めているということ

であり、次期計画内で課題が処理されることを期待。 

・【研究人材の拡充】若手研究人材の育成制度としてイノベーションスクールを実施しており、多くの優秀

な研究人材を育てている。少しでも多くの研究者に機会が与えられ、優秀な研究人材の輩出に取組んで

頂きたい。 

・【コンプライアンスの推進】コンプライアンスに対し、組織全体として高い意識と取り組みがある。この

高い意識と取り組みを引き続き実践し、国研機関としての模範となって頂きたい。 

・複数の制度を組み合わせて優秀な人材を拡充しているが、産総研の国際的なネットワークを更に活用し、

国際的に活躍できる若手研究者の育成・早期獲得を検討いただきたい。 

・研究者の年齢・役職により、業績評価の比重を変えてもよい。研究者（特に若手）のインセンティブを

高める評価設計を今後も検討いただきたい。 

・職員の海外機関への派遣では、派遣先とのネットワーク強化のためにも派遣の目的を明確にされてはど

うか（共同研究など）。 

・コンプライアンス推進に対して種々取り組みを行い、職員のコンプライアンス意識の向上につなげてき

ている。これらの取り組みは、継続することが重要である。また、新規採用者には徹底した教育が必要

と考える。 

 

【令和元年度に対して：令和元年度評価】 

（評価できる点） 

・【視点：コンプライアンス推進委員会毎週開催】期間を通じて開催してきた結果、リスク事案 1 件当たり

の平均処理日数が 20 日間の減少になった点が評価できるが、その結果以上にヒヤリハットという現場

の細かな点についても理事長がマネジメントし、改善部署に対応と再発防止策を具体的に指示したこと

で職員の意識改革につながった点も評価できる。トップのマネジメントが健全に行われた結果と考えて

いる。 

・新たに設置された研究センターのセンター長にノーベル賞受賞者が登用されており、産総研のステイタ

ス向上に資するとともに、着任を承諾してくれること自体、産総研の社会的位置付けが高く評価されて

いることの証左である。 

・会議のペーパーレス化に新たに取り組むなど、できることに新たに取り組んでいこうという意欲が感じ

られる。コピー時間の削減や資源の節約など、積み重ねにより大きい効果が得られる端緒になり得ると

思われるところ、引き続き、こうした新たな取組みへのトライを継続されたい。 

・【研究人材の拡充、流動化、育成】前期と比較し、研究人材の拡充が行われ、橋渡し機能を強化する研究

開発体制の構築に寄与した。 

・【財務内容改善】業務内容の改善・効率化に継続して取組むことで、限られた人員の中、業務量の増加に
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対応している。 

・【コンプライアンスの推進】法人全体で高いコンプライアンス意識を保つべく、様々な取り組みが継続し

て行なっている。また、国立研究開発法人全体のコンプライアンス推進に貢献している。 

・法務部長として適任者を外部から招聘する等、法務業務の体制を強化し、「橋渡し」機能を補強している。

民間企業との契約を効率的に進めるためにも、組織としてコンプライアンスを推進するためにも、法務

体制の強化は好ましい。研究成果の最大化を支援する環境整備に、今後も尽力いただきたい。 

・研究職だけではなく、事務職のモチベーション向上の工夫がなされており、組織全体の業務改善に努め

ている。

・外国人研究者の活動を支援する取り組みの拡充は評価に値する。英語コンテンツの拡充も、優秀な研究

者獲得に奏功するはずである。今後の継続に期待する。

・ノーベル賞受賞者である吉野氏を迎えるなど、グローバルな研究開発を展開する上でも重要な人材を確

保している。

・業績評価の付けづらい業務者に対してもインセンティブ部分の割合を考慮するなど、組織全体のモチベ

ーションの向上に十分で適正な対応が行われている。

（改善すべき点及び助言） 

・ゼロエミッション国際共同研究センター長にノーベル化学賞受賞の吉野彰氏が登用されたことは、世界

に発信できることであり大いに評価できることである。世界の英知を集結できる研究機関として発展い

ただきたい。更に「つくば学園都市」連携に寄与いただきたい。

・コンプライアンス研修の受講が義務化されているということで、個々の職員の意識の向上が求められる

中、意義があるところ。他方で、実際にどれだけ定着しているかが重要であり、コストパフォーマンス

を見ながら、定着率がフィードバックされるような仕組みを将来的に検討することも重要である。

・【財務内容改善】様々な業務改善が実施され、職員にとってより働きやすい環境が整備されることは、職

員の長期雇用となり、組織の安定化・強化になります。標準化・効率化できる業務を洗い出し、今後も

業務改善に積極的に取組んで頂きたい。 

・イノベーションスクールやリサーチアシスタント制度は、研究人材の橋渡しに有益である。予算制約の

ため受入数が変動するのは仕方ないが、毎年一定数を安定的に受け入れられるとよい。また、橋渡し強

化という観点から、産業界からの反応を研修内容に反映されてもよいのかもしれない。

・国際的に卓越した人材をリーダーとして集めることは、産総研の PR の一貫としては非常に重要なこと

であるが、リーダー一人ではできることは限られており、リーダーを中心とした実行力を伴う組織をど

のように組み立てるかが重要なことであると思量する。

７．評点一覧 
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